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刊 行 に あ た っ て 
八洲学園大学長 

髙  橋     進 

 
アメリカ教育省他発行『危機に立つ国家』のなかに、次のような一文がある。 

アメリカはかつて、よく訓練をつんだ一部の人々の力で、世界の中での安定した地位を築いてきた。 

しかしその時代は終わった。アメリカ国民に喚起したいことは、新しい時代に必要とされる、技術レベル、

読み書き能力、教育水準を満たすことができなければ、成果に見合った物質的な報酬を受けることができな

くなるだけではなく、国民生活に最大限まで参加していく機会さえも実質的に奪われてしまうということで

ある。 

「危機」とは、日本の自動車産業がアメリカの自動車産業よりも生産性が高く、開発や輸出に政府の援助

が得られるというだけではない。また韓国が世界で最も生産性の高い製鉄所を建設したことや、かつては 

世界的名声を誇ったアメリカの工作機械がドイツ製品に取って代わられようとしているようなこ 

とだけではない。これらの状況が意味している、”地球上のあらゆる所に潜在能力をもち、訓練を受けた人

材が分配されている”ということ、そのこともまた「危機」を表しているのである。知識、学習、情報、そ

れに訓練を受けた知性が、国際ビジネスでは新しい素材となっている。・・・このような状況下で、われわ

れが世界市場で保持しているわずかな競争力を死守し、さらに向上させていこうとするならば、教育制度の

改革に献身的に取り組み、老若、貧富、人種国民すべてを超えた国民すべてのためになる教育制度を供する

必要がある。学習は、現在到来しつつある”情報化時代”で成功するのに必要不可欠な投資なのである。 

しかしながら、われわれの懸念は、工業や商業などといった範疇に留まるものではない。知力、倫理観、

精神力といった、この国社会の核となっているものにまで及んでいる。 

１７歳の若者の多くが期待される高度な段階の知的能力を有していない。４０％の若者は、文章を読んで

も結論を導くことができず、説得力のあるエッセイを書ける者はたったの五分の一である。数学では、数段

階の展開を伴う問題を解けた者が全体の五分の一にすぎなかった。 

科学や技術が、これからも独創的で人間らしさを追求するものであり続けようとするならば、人文学の知

識との関わりをなくしてはあり得ない。同時に人文学も、人間のあり方というものに関わりつづけようとす

るならば、科学や技術による知識なくしては語りえない。 

現在、われわれが直面している危機の様相が、教育の面でどのように現れているのか。この点について、

委員会では多くの証言を得た。以下に示す。 

● １０年前におこなわれた学力の国際比較では、１９科目の学力テストを行った中で、米国人学生が

１位もしくは２位を獲得できた科目は一つもなかった。また工業先進国の中で最下位になった科目

は七つあった。 

● アメリカ人の成人のうち約２,３００万人が、最も簡単な日常の読み・書き・読解の調査によって機

能的文盲者」（訳注：仕事や状況に必要とされる読み書き能力を十分にもたない者）と判定される。  

● アメリカの１７歳の若者のうち約１３％が機能的文盲者である。少数民族の若者では、機能的文盲

者の割合が４０％にも及ぶ。 

● ＳＡＴ（大学進学適正試験）の成績は１９６３年から１９８０年までほぼ下降の一途をたどってい

る。言語能力試験では平均点５０点以上も落ち込み、数学の平均点は４０点近く下がった。 

● １７歳の若者の多くが、期待される”高度な段階”の知的能力を有していない。４０％の若者は文

章を読んでも結論を導くことができず、説得力のあるエッセイを書ける者はたったの五分の一であ

る。数学では、数段階の展開を伴う問題を解けた者が全体の三分の一にすぎなかった。 

 

引用が長くなったが、上の文章は、アメリカ教育省他発行『危機に立つ国家』（京都大学出版会発行、原

著「 A Nation At Risk」､西村和雄京大教授、戸瀬信之慶大教授両氏の翻訳）によるものである。本書は、

アメリカ教育省他の刊行、レーガン大統領のとき、ベル教育長官が１９８１年８月２６日「卓越した教育に

関する全米委員会」を設立した。上に引用した文章は、そのごく一部である。 

アメリカの「卓越した教育に関する全米委員会」にもみられるように、アメリカは、失敗に気づくのもは

やいが、それの修正に着手するのもはやい。数代の大統領が継続して回復に努力し、いまは上昇傾向にある。

その着手は全米にわたり、経験的、実際的であり、実用的・実践的である。理論倒れ、空論に終わらない。

本書の訳者もいわれるように、日本も早急に、アメリカの改革例に学ぶこと、これが今、日本に求められて

いることであろうと。 

比較的風波にあたらない本学の現状から、改めてこの改革に挑んでいるアメリカに学び、基礎基本の何た

るかをもう一度省察し、本学において今、何をしなければならないか、精力的に取り組まねばならない.。 

本学は、平成 19 年度で完成年度を迎え、平成 20 年 3 月には第 1 回の卒業生を送り出した。この間の研

究・教育の実績は、平成 16～18 年度の「自己点検・評価書」にまとめてある。 
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この度ここに刊行する「自己点検・評価書」は完成年度のもので、省察から発展へ飛躍するための基礎

資料である。 

 

 

凡例 

１. この自己点検評価書は、印刷物として公表するほか、八洲学園大学事務局からのお知らせ 

  （アドレスは http://blog.study.jp/ygujimu/）の関連情報平成１９年度自己点検・評価書を 

クリックすることにより、閲覧することもできる。 

 

２． 本文の巻末資料として「大学の諸規則等」を掲載したが、本文中に「資料編」として言及して

ある資料は、巻末資料とは別に大学の事務局で保管している資料である。 

３． 本文中でホームページにふれている場合、アドレスを記載した場合とそうでない場合があるが、

基本的には「八洲学園ホームページ」（http://www.yashima.ac.jp/univ/）をご覧いただきたい。 
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平成１９年度自己点検・評価書について 

                 生涯学習学部長   水野建雄 

 

 

本学では平成１６年の開学以来、「自己点検・評価委員会」において、大学設置の趣旨、目的の達成状況

を大学の活動全体にわたって点検・評価する活動を行ってきた。そして、その結果を「八洲学園大学自己点

検評価書」として毎年刊行し、公表してきた。 

平成１９年度自己点検・評価書を刊行するにあたって、ここでは、平成１９年度に特徴的ないくつかの新

しい点を、教員組織、授業と教育、研究、FD の活動の各分野にわたって紹介しておきたい。 

 

１）教員組織について。 

平成１９年度は開学４年目で完成年度にあたり、当初予定していた教学上の計画が全面的に実現された年

である。専任予定全教員２７名の就任、教授会の構成員の完全な充足など昨年に引き続き充実させてきた。

非常勤講師については、若干の変更があったが、授業に支障や遅滞が出ないようただちに補充して万全を期

した。また、学内に１６ある諸委員会も昨年来それぞれメンバーの充足をえて全学的に立ち上がり、大学全

体として活発な活動に入ることができた。開学３年目にあたり、当初予定していた教学上の計画が全面的に

実現された年である。専任就任予定の教員２７名が全員就任し、教授会の構成員が完全に充足された。（当初

予定の教員一人についてはやむを得ない事情のために後任補充人事を行い、授業に支障のないように措置を

講じた。）非常勤講師については、若干の変更があったが、授業に支障や遅滞が出ないよう補充して万全を期

した。また、学内に１６ある諸委員会もそれぞれメンバーの充足をえて全学的に立ち上がり、大学全体とし

て活発な活動に入ることができた。 

 

２）授業及び教育について。 

① 卒業関係 

平成１９年度は開学以来の４年を経た完成年度にあたり、平成２０年３月２９日に第１回卒業式を挙行し、

本学最初の卒業生６８名を送り出した。「学士（学術）」の学位記を授与した学生数は家庭教育課程３４名、

人間開発教育課程３４名である。卒業論文については、「卒業研究演習」、「卒業論文」は本学では必修科目で

はなく自主的な選択科目であるが、合格すれば１年で６単位が与えられる。平成１９年度に最終的に卒業論

文を提出し合格の判定を受けた学生数は、両課程あわせて８名であった。いずれもすぐれた評価を得ている。 

② 授業関係 

平成１９年度は開設予定科目２４８科目（重複を除いた実質的科目数）が開講された。これには卒業研究

演習、卒業論文などの卒業論文関係科目も含まれ、当初予定の全科目が開講されたことになる。本学独自の

双方向 e ラーニングシステムについては、昨年に引き続き今年度もトラブルもなく、また授業実施教室も５

教室に増やして授業体制全体が順調に推移してきた。今年度の新しい試みとして、社会人学生の受講の便宜

をはかるために、平成１９年度に春学期は試行的に、秋学期からは本格的に「再配信併用授業」を実施した。

これはライブ配信授業をその日の夜に再配信し、それを受講すれば単位が取得できる仕組みであって、ライ

ブ配信からその夜の再配信までをその日の授業として一体的にとらえて、学生の便を図ろうとするものであ

る。これは効果を上げ学生の便に供している。 
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③ カリキュラムの見直し 

平成２０年度実施に向けて、これまで４年間実施してきた教育課程についてその実績をふまえると同時に

反省点を整理して、カリキュラムの見直しをはかった。これは前年からの継続作業であったが、とくに平成

１９年度に、全学的に１０名からなるカリキュラム特別委員会を設置して、４月以降８月まで集中的に議論

を重ねて、秋にはカリキュラムの大綱の完成を見た。小幅な手直しではあるが全体的に学習機能の上で有機

的なものとなった。平成２０年度春学期からはこのカリキュラムが実施される。 

④ 公開講座など 

平成１９年度は昨年度に引き続き社会人学生のために、家庭教育、人間開発教育の両課程ともに科目認証

制度の充実を目指すとともに、人間開発教育課程では「コミュニケーション・スキル」講座を「短期カレッ

ジ」として開設した。また家庭教育課程では、神奈川県委託事業「生涯学習プログラム講座」として家庭教

育課程所属教員による公開講座（「親子コミュニケーション」）を開催した。また１月に「日韓家庭教育学シ

ンポジウム」が本学で開催された。 

⑤ 学生の動向 

本学では社会人学生のなかでも、とくに科目等履修生の入学が次第に増加しているが、平成１９年度は、

図書館司書、学芸員や社会教育主事などの資格取得に必要な単位を修得した科目等履修生の終了者のなかに、

社会のなかで実際活躍しはじめる学生が次第に増えてきた。これら資格関係については来年度はさらに新た

な資格を付与できるよう充実を図り、社会で活躍する卒業生を送り出すことを期しているが、これらは、生

涯学習社会の社会的要請に応えるという本学の趣旨・目的の実現に沿うものだと考えている。また、平成１

８年度にはじめて外部校（清風情報工科学院）との単位互換制度を実施したほか、今年度２年目となる編入

生受入れについては、入学者は増加の傾向にあり、昨年度の春学期・秋学期合わせて両課程で１３０名の入

学者から、本年度は１４８名へと増加している。 

 

３）研究について。 

「八洲学園大学紀要」を開学以来毎年刊行し、執筆希望者も次第に増加してきており、平成１９年度刊行

の第４号は１０名の執筆者であった。また学内共同研究として、家庭教育課程は「家庭教育学の構築」につ

いて、人間開発教育課程は「社会人を対象とする遠隔教育の安定的展開に関する研究」についてそれぞれ３

年計画の研究を続けてきたが、最終年度に当たる平成１８年度は、３年間の研究成果を報告書にまとめて、

家庭教育課程は『家庭教育学の構想』を、人間開発教育課程では『遠隔大学教育の安定的展開に関する実践

と研究Ⅱ』を、それぞれ３月に刊行した。平成１９年度は新たな研究段階として、家庭教育課程で家庭教育

学の構築と展開にまで進め、その最初の成果を『家庭教育学の構築と展開に関する総合的研究』の表題で公

表した。また人間開発教育課程では、eラーニング教育に関する研究を進め、その最初の成果を『eラーニン

グに適した教授法および教科開発の研究』として公表した。 

 

４）ＦＤ活動について。 

開学初年度から本学にＦＤ委員会を設置して、そこで立案した計画にしたがって毎年全学的なＦＤ研修会

を開催してきた。これには非常勤講師も含めた全教員に参加を呼びかけてきた。これまで平成１６年度に１

回、平成１７年度に２回、平成１８年度に９月と３月に２回開催してきた。平成１９年度も９月と３月に２

回開催した。平成１９年度には、eラーニング双方向授業システムをもつ本学の固有な授業上の課題を検討す
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るという目的のもとに、主として、１）再配信併用授業の導入について、２）再配信における著作権問題に

ついて、３）本人確認の問題について、４）再配信併用授業の留意点について等、を中心に、基調報告と質

疑応答を行った。  

このＦＤ研修会の記録は将来的には、ＦＤ委員会および研修会の独立した報告書として刊行し、ＦＤ活動

の一層の充実を図っていきたく思っている。 
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Ⅰ.建 学 の 精 神 

「教育の原点は家庭である」ことに基づいた、家庭教育、学校教育、社会教育の融合を図り、もって生涯学習

社会を実現すると同時に、すべての人に高等教育の機会が得られることを期する。 

建学の精神解説 

平成 12 年 12 月 22 日、内閣総理大臣の諮問機関である教育改革国民会議の報告「教育を変える 17 の提案」

の最初に「教育の原点は家庭であることを自覚する」と謳われています。しかし、家庭における教育の重要

性を認めながら、家庭でいかに教育を行うかについては、今まで研究されることがありませんでした。本学

は、家庭においてどのような教育が営まれるべきかを研究し、その成果をすべての家庭に教授することを使

命とします。 

学ぶことは人の本能であり、生涯に亘る営みです。学ぶことはいつでもどこでも誰にでも保障されている

人間の基本的な権利です。これが生涯学習の考え方です。この学びは家庭を基本としつつ、学校、社会との

連携で行われます。社会とは地域や職場を含む生活の場を指します。人はこのいずれかで学ぶのではなく、

必要に応じてそれぞれの場で学びます。これらの高度な連携なくして、真の学びは実現できません。この家

庭教育、学校教育、社会教育の融合が生涯学習社会を実現させます。その生涯学習社会においては、初等・

中等教育だけでなく、高等教育の機会もすべての人に平等に与えられなければなりません。本学はこの真の

生涯学習社会実現のために開学します。 

教育理念 

生涯学習は、世界の先進各国が、21 世紀における最優先課題として取り組んでいます。この現状に鑑み、本

学は、広く社会に働く人々、家庭の仕事に励む人々、人生における新しい自己開発を目指す人々、年配に到

るもなお自己開発を意欲する人々を、主たる対象として、IT 時代の最先端を行く教育、学習システムを開発

し、 

1.生涯学習の基本理念、すなわち、人々が、生涯に亘って学習に取り組むライフスタイルを確立する、潜在的

な学習需要を具体的学習行動に高める、専門的な学習需要に応える、学習結果を適切に評価し、社会的に生

かす、ために必要な支援を具体的に実施する教育研究を行ないます。 

2.具体的な支援策としては、学術的・専門的な知識・技能を継承開発し、需要に応える、学習者の個人的要請・

学習歴に応え、柔軟な学習システムを開発する、黒板を背にした学問から、黒板に向かう学習者のための学

問に転換を図る、時代的・社会的要請に密接する学問の開発に努め、新しい職業を開拓する、ために教育研

究を行ないます。 

3.学習者からすれば、学習に参加すること自体が、生涯学習学部の自己開発的な教育研究を構成する、適切な

学習結果の評価を得ることが、職業に通ずる、生涯、学習機会が得られ、高齢になっても生き甲斐ある生活

が送れる、ために、文字通り、主体的・意欲的な学習ができます。以上の理念・目的・方法に基づき、まず

教育研究上の基本組織としての「生涯学習学部」を設置し、所期の目的達成に努力します。 
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Ⅱ.八洲学園大学の現況及び特徴                  

１ 現況 

（１） 大学名  八洲学園大学 

（２） 所在地  神奈川県横浜市西区桜木町７－４２ 

（３） 学部構成  

         学部：生涯学習学部  

         課程：家庭教育課程、人間開発教育課程 

  （４）   学生数及び教員数（平成２０年３月３１日現在） 

        学生数：学部 収容定員     ４,２００名 

        在学生    正科生        ９２３名 

                  科目等履修生      ６１１名 

                  特修生          １４名 

        教員数    専任教員 計)      ２７名 

教授     １４名 

                   准教授     ４名 

                   専任講師    ９名 

               非常勤講師        ６９名 

 

２ 特徴 

   八洲学園大学は、生涯学習学部を置く日本で唯一の通信制大学である。授業は、従来からの通信制大学と同様

に、テキストによる授業とスクーリングによる授業により行われるが、スクーリングによる科目（実習によるものを除く。）

の全ての授業について、横浜の大学校舎で行うとともに同時にインターネットを介し学生の自宅等にも配信する方

式を採っている。このため、学生は大学に通学してもよいし、自宅等においてパソコンを通じ授業を受けても良いこ

とになっている。 

パソコンを通じて受ける授業をｅラーニングと称しているが、授業の最中に学生からの質問を受けることができる

仕組みにもなっており、双方向性を持った授業を行っていると言えよう。 

当然のことながら、インターネット利用の本学では、学生に対しては学生支援センターを、教員にはメディアセン

ターを設け、ｅラーニングに関する技術指導・援助・相談等を行っている。 

本学の開設科目は、テキスト履修、スクーリング履修を問わず基本的に選択科目ないし選択必修科目となってい

るため、選択の仕方によっては大学に通学しなくても卒業に必要な１２４単位を修得できる仕組みとなっており、こ

のことは、本学の最大の特徴と言えよう。 
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Ⅲ.目    的 

                                     
八洲学園大学の目的は、八洲学園大学学則第１条に定めるところであり、「八洲学園大学（以下「本学」

という。）は、教育基本法及び学校教育法に則り、主として通信の方法により有用な人材の開発を企図し、

もって社会に貢献するとともに、併せて生涯学習の要望に積極的に応えることを目的とする。」とされてい

る。 

この目的を実現するために、学部は生涯学習学部とし、家庭教育課程と人間開発教育課程の２課程を置

き、教育・研究に当たることとしている。本学では、正規の学生である正科生の他に、従前の聴講生に相

当する科目等履修生と特修生（大学入学資格はないが、将来、正科生となることを希望する者又は正科生

にはならないが大学の授業を聞きたいとする者）として受け入れ、勉学の機会を提供している。 

このほか本学では、生涯学習の要望に応えるため、開学時から開講している韓国語の公開講座に加え、平

成１８年度には神奈川県から委託の生涯学習プログラムとして「親子コミュニケーション」講座を、平成１

９年度には本学企画による「語りの世界への誘い：読み聞かせからストーリーテリングへ」、「コミュニケー

ション・スキル講座」の２講座を公開講座として新たに開講し、積極的に生涯学習の機会を提供していると

ころである。 

なお、公開講座については、本誌１４．正規課程の学生以外の学生に対する教育サービスの状況（公開講

座）」を参照されたい。 
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Ⅳ.自 己 評 価 

１． 大学の目的   

 
１）基本方針の明確性  
【現況】 

本学は、広く社会に働く人々、家庭の仕事に励む人々、人生における新しい自己開発の意欲を有する人々、

年配に至るもなお自己開発の意欲を有する人々を主たる対象として、ＩＴ時代の最先端を行く教育・学習

システムを開発する。  

(1) 人々が、生涯に亘って学習に取り組むライフスタイルを確立する、潜在的な学習需要を具体的な学

習行動に高める、専門的な学習需要にこたえる、学習結果を適切に評価し、社会的に生かす、そのため

に必要な支援を具体的に実施する教育研究を行う。 

(2) 具体的な支援策としては、学術的・専門的な知識・技能を継承開発し、需要にこたえる、学習者の

個人的要請・学習歴にこたえ、柔軟な学習システムを開発する、黒板を背にした学問から、黒板に向か

う学習者のための学問に転換を図る、時代的・社会的要請に密接する学問の開発に努め、新しい職業を

開拓する、そのための教育研究を行う。 

(3) 学習者からすれば、学習に参加すること自体が、生涯学習学部の自己開発的な教育研究を構成する、

適切な学習結果の評価を得ることが、職業に通ずる、生涯、学習機会が得られ、高齢になっても生き甲

斐ある生活が送れる、ために、文字通り、主体的・意欲的な学習ができる。以上の理念・目的・方法に

基づき、まず教育研究の基本組織としての「生涯学習学部」を組織、初期の目的達成に努力する。 

【分析結果とその根拠理由】  

以上のような基本方針のもとでの大学の現況をみると、次のような特徴をあげることができる。 

○ 家庭で働く人々、新しい自己開発を意欲する人々、年配に至ってなお自己開発を意欲する人々など、

本学が予想し、期待していた学生が、多様に満遍なく入学してきている。 

○ いままで家庭に閉じこもっていた人々や、新しく学習の目当てを得た人々が、自分の学習スタイルを

確立して、嬉々として学習に取り組んでいる。したがって、専任、非常勤教員共通の FD 研修会の席上

で、モチベ－ションの高い学生が多いとの共通の評価・感想が披瀝されている。 

○ 自分の学習結果を適切に評価してほしいと願っている者が、大多数であることがわかった。  

○ 現代の 30 代を中心とする人々の多数が、新しい気分と心構えで、自分の学習することを何とか生かし

て、自分の目指す職業に就きたいと希望していることがわかった。  

○ それだけに、連絡・通信等の不十分・不適切のときは、たちまちクレ－ムが大学に寄せられる。 

教員・職員ともどもに注意をしたことがあった。 

 

２）本学の目的と学校教育法第５２条の関連 

【現況】 

前項に述べたとおり、本学は、生涯にわたって学習に取り組むライフスタイルを確立するため、および

潜在的、専門的学習需要に応え学習結果を社会に生かすための教育研究をおこなうことを目的としており、

これは学校教育法第５２条に規定された大学一般に求められる目的に添うものである。 
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【分析結果とその根拠理由】 

本学の目的は学校教育法第５２条に規定された大学一般に求められる目的に適うものである。 

本学は、平成１５年４月、大学設置認可申請書に必要書類を添えて、文部科学大臣に申請し、大学設置・

学校法人審議会の審査を経て、同年１１月、文部科学大臣の認可を得たものであり、翌平成１６年４月に

開学した。したがって、本学は上記の大学の目的についても審査を受け、認可されたものであり、学校教

育法第５２条の趣旨を十分に踏まえたものである。 
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３）目的の大学構成員への周知 

【現況】 

大学教職員については、平成１６年４月の開学の前から研修会を開催し周知するとともに、また開学以

降は、年次進行で就任した教員等に対して年度ごとに研修会を開き、大学の具体的目的、理念、趣旨のほ

か、実際の授業方法等及びテキスト作成についても、逐次解説したり習熟をはかってきた。学生について

は、常時ネットを開けば、八洲学園大学の紹介記事が掲載されているので、学生はそれによって本学の理

念・目的を知ることができる。 

【分析結果とその根拠理由】  

開学以来教授会等で、本学の理念、目的及びこれに基づく学則をはじめとする諸規程の説明を行ってき

たが、それとともに、入試やカリキュラム編成、授業取り組み等についての議論の場で、つねに目的や理

念に立ち返り確認するようにしてきた。一般的には、全教職員及び構成員はネットを利用して常時本学の

目的・理念等を知り確認できる。   

 

４）目的の社会への公表 

 【現況】 

   大学の目的、建学の精神を始めとし八洲学園大学に関する諸情報は、社会一般に公表している。 

 

  【分析結果とその根拠理由】 

八洲学園大学に関わる諸種の情報は、大学のホームページを通じ、又は「大学案内」、「学習ガイド・募

集要項」（印刷物）として公表している。 

八洲学園大学のホームページ（http://www.yashima.ac.jp/univ/）を開き、 「八洲学園大学とは」を

クリックすると八洲学園大学（http://www.yashima.ac.jp/univ/）の特徴、開学の背景、八洲学園大学が

めざすもの、学長のごあいさつ、学校法人八洲学園とは、建学の精神、映像で知る八洲学園大学、アクセ

スマップ、八洲学園大学で学べること、本大学の目的、生涯学習学部とは、生涯学習学部の目指す人材養

成、開設科目のシラバス、教員紹介、履修シミュレーションなどのほか、学生に必要な学則ほか各種の規

程などもボタンをクリックすることにより閲覧できるようになっている。  

                                   

【資料：資料篇】 

印刷物として大学案内、学習ガイド・募集要項を発行しているが、大学のホームページと同様に作成さ

れており、建学の精神、教育理念、生涯学習学部とは、教員紹介なども盛り込まれている。平成１８年度

の大学案内、学習ガイド・募集要項の印刷部数は１万８千５百部（大学案内９,０００部、学習ガイド・募

集要項９,５００部）で、資料請求者に配布しているところである。                      

 

【資料：資料篇】 

   参考までに、平成１９年度の大学ホームページへのアクセス数を示せば、９５，９６４件であった。 

その月別内訳は次の表のとおりである。 
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           八洲学園大学ホームページ ユニークアクセス数 

平成１９年度月別 ユニークアクセス数 

4 月 10,813 

5 月 10,448 

6 月 8,143 

7 月 9,585 

8 月 9,356 

9 月 9,103 

10 月 8,174 

11 月 5,482 

12 月 8,140 

1 月 5,975 

2 月 5,583 

3 月 5,162 

合計 95,964 

 

なお、過年度の本学ホームページ ユニークアクセス数は次のとおり。     

平成１６年度 513,895 

平成１７年度 314,623 

平成１８年度 254,645 

    (いずれも（株）デジタル・ナレッジ・ユニバーシティ・ラーニング調べ) 

  

このデータを見ると、本学広報のあり方について早急に検討すべきことを警 

告しているように思われる。 

 

 

平成１７年度から、両課程のホームページも開設し、課程の情報も公開している。課程毎の URL は次の

とおりである。 

    家庭教育課程    http://study.jp/univ/yguk/ 

    人間開発教育課程    http://study.jp/univ/ygun/ 
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２.社会貢献・地域貢献 
 

 

１） 社会貢献 
【現況】 
本学では、家庭教育課程、人間開発教育課程共に主として社会人を対象に大きく門戸を開いており、学

位のみならず、資格、履修証明、科目修得認証等の制度を導入し社会に貢献している。またネットを通し

ての情報配信を行っており、そのベースとなるのが大学ホームページである。本学のホームページでは大

学の案内を掲載するだけでなく、「家庭教育」「子育て」「社会教育」「人材開発」「資格取得」など様々な分

野に興味や関心を持つ人たちに対して随時、時代に即した教員独自の評論やメッセージを通して掲載して

いる。その結果として、より多くの人たちに思想や考え方をネットを使って提供し、啓蒙に役立つよう努

めている。特に平成１９年度は教員メッセージを通して各教員が社会に提言、警鐘したことは特筆に価す

ることである。 

一方、本学と韓国家庭教育学会主催、（社）倫理研究所、（社）スコーレ家庭教育振興協会協賛、神奈川

県教育委員会後援による「第３回日韓家庭教育シンポジウム」が「家庭教育、どうすべきか」のテーマで

平成２０年１月１８日に本学大講堂で開催、全国から 70 余名の参加があった。さらに、4月には竹花おや

じ日本の会長、「子育て１１９」主宰の荒川氏、本学園理事長、中田家庭教育課程長が座談会「家庭教育、

おやじの出番」に参加し、ホームページで公開した。また、例年実施していることながら、本学の渡邉達

生教授が全国の小学校を主に 16 箇所、20 回訪問し、道徳教育の啓蒙教育を実施した。昨年放映された知

育テレビ番組「キッズステーション『コロコロアニマル』」（アニメを通して子供の考える力を養う）では、

本学福田博子教授がＤＶＤ化に当たり、番組を見ながら親子が話をするポイントなどについてアドバイス

し、幼児教育に関しての助言などを通して子育てをする親達の学びを応援した。 

 

２） 地域貢献 

【現況】 

本学では、地域の人々を対象とした公開講座を実施している。平成 1９年度は、昨年度に引き続き公開

講座「韓国語講座」中級コースと会話コースをそれぞれ 24 回開講、73 名の参加であった。また神奈川県

教育委員会、「いじめ・暴力行為等防止推進会議」主催の公開講演会「ファミリーコミュニケーション運動

～子供への理解のために～」のテーマで、「子供の発達とコミュニケーション」、「乳幼児とのコミュニケー

ション」、「親を殺す子ども像～真の親の愛としつけとは～」と題し、3回の講演会を平成 19 年 9 月から平

成 20 年 1 月に掛けて開催し、約 100 名の参加者があった。さらに横浜市教育委員会後援による「まちづく

りと地域政策～クロストーク～」と題し、岡崎法政大学教授を招いて公開講座を 8月 11 日に実施し、約４

０名参加した。新しい試みとして公開講座として「短期カレッジ」を開講した。平成 19 年 12 月から平成

20 年 1 月に掛けて「語りの世界への誘い：読み聞かせからストーリーテリング」と題し、50名参加、また

平成 20 年 3月に、「仕事に活かすコミュニケーション・スキル講座」と題し 28 名参加するなど地域社会に

対する公開講座の充実を図った。 
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【分析結果とその根拠理由】 

本学の特性からみて、社会貢献では子育てや、家庭教育分野において、専門知識、経験を活かし、マス

コミなどを通して適切な助言や苦言を呈する機会を作り、社会問題の解決の一助となることには貢献でき

た。また道徳教育等では教員の個人的な努力による全国の子どもたちに対する道徳教育の貢献があった。

一方生涯学習や、社会教育、人材育成の面で、間接的ではあるが、国の施策、地方の行政施策に寄与でき

ている部分もあると考えられる。地域貢献では、前年度に比べ、公開講座を質量共に充実させたが、今後

より一層地域の各方面との連携を図り、有意義な公開講座の開催も今後の検討課題であろう。 
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３．ｅラーニング・システムの整備と充実   
 

１）我が国最初のインターネット・ライブ配信授業システム ― その整備状況 
ｅラーニングは、情報技術によるコミュニケーション・ネットワーク等を使った主体的な学習のことだ

が、学習を支える教育も含めて包括的にｅラーニングということが多い。最近は、パソコンやインターネ

ットを中心とした情報通信技術を活用した学習・教育をいうことが多く、特に注目されているのは、双方

向性のある教育やトレーニングである。 

大学のｅラーニング・システムについていえば、インターネット上のオンライン教育と従来からの通学

制教育を組み合せたものは、すでに我が国にも存在している。しかし、その場合でも、オンラインでの授

業はオンディマンドが多く、部分的にライブ配信授業を行っているところはあっても、全面的に行ってい

るところはない。たとえば、平成 19 年度には、通学制を持たずインターネットだけで授業を行う大学もで

きたが、授業はオンディマンドだけで行っている。 

  そのような中で、 本学は、スクーリングをインターネット上のライブ配信授業のみで行う我が国最初

の大学として、平成 16 年に設置された新たな大学である。その後も、スクーリングをライブのみで行う大

学は、まだ出現していない。 

開学当初の平成 16 年は学内のライブ配信システム整備に追われたが、平成 17 年 7 月に、大学と外部を

結ぶネットワーク診断を行い、ライブ配信システムとネットワークの接続の整備を行ってから、ライブ配

信は安定した。平成 18 年度は 1、2回の小さなトラブルがあっただけで、平成 19 年度は新入学生が多くな

ったため、学期の最初にトラブルがあったが、その後は安定していた。これは、安定的なインターネット・

ライブ配信授業の道を拓くものとして、今後の大学教育に貢献するところが大きく、高く評価されて然る

べきものであろう。 

平成 19 年度の本学ライブ配信システムの整備状況に関しては、 

「７.教育内容及び方法」の「９」通信教育の授業実施方法の整備と指導の適切性」 

「10.施設・設備」の「２)情報ネットワークの整備と活用について」 

に記載されている。 

 

２）ｅラーニング・システム整備上の課題 
 大学のｅラーニングに対する批判は、従来から大学の重要な特質とされてきた教員と学習者の人間的

接触による教育機能を欠いたままで、大学教育本来の使命を果たしうるのか、というところにある。本学

の場合、インターネット上での教員と学生のインタラクション、学習者同士のインタラクションを行う仕

組みは整備されているが、そのような批判に応え、また学生からの直接的な人間接触を求める要望を充た

す仕組みの整備は、今後の課題となっている。 

本学では、その課題に取り組むべく、平成 17 年より人間開発教育課程がヒューマンｅラーニングの実験

を開始した。これは、ヒューマン・ファクターを考慮し、ネットワーク上にプラットホームやスポットを

置いて、そこでも学習したり、交流を図ったりすることができるようにしょうとするものである。 

 本学のヒューマンｅラーニング・システムは、ノードとして個人と共にヒューマン・プラットホーム、

ヒューマン・スポットを持つネットワーク・システムで、平成 17年より、実験的に授業後交流会、ヒュー

マンｅラーニング交流会及びそのライブ配信を行ってきているが、まだ学生数が少なく、十分な成果をあ

げていない。 



 17

平成 19 年度には、簡易なポータブル教室を考案し、八洲学園高校新宿会場から配信に成功した。 

まだ試行の段階ではあるが、今後の課題は、学生の多い地域にヒューマン・プラットホーム、その他の

地域にはヒューマン・スポットを順次作り、ヒューマンｅラーニング・ネットワークを構築しながら、教

員と学生、学習者同士の直接的なインタラクションを拡大していくことである。 

注１）ヒューマン・プラットホーム 

インストラクターやサポーター(職員または卒業生など)を置き、学生が各自のノート・パソコンで授業

を受講した後で、交流を図るところ。 

２）ヒューマン・スポット 

学生の当番ないしはリーダー、ないしは卒業生の世話役のみを置いて、学習や交流を行うところ。 

 

資料 

・「平成 17 年度八洲学園大学自己点検・評価書」のうちの 

「３．教員及び教育支援者」・「７」教育目的を達成するための研究活動」・「（２）人間開発教育課程」 

・「平成 18 年度八洲学園大学自己点検・評価書」うちの 

「５．教員及び教育支援者」・「７」教育目的を達成するための研究活動」・「（２）人間開発教育課程」 

・本年度の八洲学園大学自己点検・評価書の 

「５．教員及び教育支援者」・「７）教育目的を達成するための研究活動」・「（２）人間開発教育課程」 
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４. 教育研究組織（実施体制） 
 

１）学部及びその学科の構成 

【現況】 

本学は、生涯学習学部を設置して、（１）家庭を豊かにする理念を確立することと、家庭教育力回復の支

援ができるような理論と実践力を養うこと、及び（２）現代社会の変化に対応できる能力と現代社会の諸

問題を克服し新たな時代を切り開く知識と教養と実践力をもつ人材を育成することを、目標としている。 

この教育目標を実現するために、本学は、家庭教育課程と人間開発教育課程の二つの課程を設置してい

る。両課程は学科相当であるが、学科よりも密接な結びつきであるので、本学では課程としている。        

この学部学科の構成と教育内容については、とくに大学の目的、理念、方法等設置の趣旨もふまえて十

分に検討を重ねたものである。なお、両課程とも、必修科目を設定しなかったのは、入学してくる学生の

経歴が多様であり、結果として適切であったと自負している。       

【分析結果とその根拠理由】 

本学は生涯学習学部を設置し、そのもとに、家庭教育課程と人間開発教育課程の２課程をおいている。

まず家庭教育の重要性はすでに多方面から指摘されてきたが、とくに平成１３年の社会教育法の改正によ

って、国及び地方公共団体は社会教育に関する任務を行うに当たって、「家庭教育の向上に資することとな

るよう必要な配慮をするものとする」とされたようにその重要性が改めて指摘されるとともに、さらには

平成１８年の改正教育基本法においては家庭教育の重要性がいっそう踏み込んで指摘されることになった。

家庭教育課程には家庭教育アドバイザーの資格を得るためのカリキュラムが用意されているが、それを目

指して入学してくる学生は多い。また、人間開発教育課程は、現代社会の変化に対応できる能力をもつ人

材の育成を目指すものであるが、同時に社会教育主事、図書館司書、学芸員などの国家資格をうるための

カリキュラムを用意していて、この資格を目指して入学する学生が次第に多くなってきている。両課程は、

現代社会の要請に応えうる教育研究の内容を備えたものとなっている。              

【資料：巻末の「学則」および「履修規程」】 

  

２）教授会の活動 

【現況】 

教授会は、学長を議長とする本学の教学上の最高決定機関であり、学則８条にもとづき定められた教授

会規程にしたがって運営され、教育・研究に関すること、学生生活に関することなど、規程に掲げられた

諸事項を審議してきた。定例教授会は毎月１回、第３水曜日に設定し、平成１８年度は４月以降毎月開催

し３月までに計１２回開催した。教授会の議題は、両課程長及び各種委員会委員長と連携をとって、学長、

学部長、両課程長、図書館長、学生委員長、および教授１名および事務局長の８名からなる運営委員会に

おいて審議したうえで議案整理を行い、教授会に提出する審議事項、報告事項等の内容および資料等につ

いて遺漏なきことを期している。 

【分析結果とその根拠理由】 

教授会の構成は、教授会規程第２条にしたがって、専任講師以上の専任教員で組織されている。平成１

９年度は、昨年度に当初の計画通りの計２７名の教授会全構成員が揃ったことにより、順調かつ活発に運

営された。教授会を支える運営委員会や諸委員会もフルメンバーが揃ったことによって、活発な活動が展



 19

開できた。 

なお、教授会成立に必要な定足数は構成員の３分の２以上であるが、平成１９年度に開催した１２回の

教授会は毎回ほぼ全員の出席であった。（ただし、学長は病気療養のため４月以降３月まで欠席であった。） 

【資料：巻末の「教授会規程」および「教授会議事録」】     

 

３）教務委員会の組織の構成及び活動 

【現況】 

教務委員会は、開学四年目を迎え、すべての事にわたって完成年度に当たっている。そのため、１

３委員会進捗状況を把握して、大学運営が円滑に運ぶような努力を要求される。特に大学内の組織と

その所掌事務を創り上げていくという極めて重要な実務がある。年間予定と事務、学期ごとの事務、

週間ごとの事務、明日実行する事務の４項を検討し、年間４０回の教務委員会を開催し、円滑な実施

ができた。 

【資料：平成１９年度年間行事予定表】 

 

教務委員会構成 

教員：中田雅敏 高鷲忠美 山本格 関巴 石井雅之 平良直 田中マリア 塙武郎 

メディア・センター：林正隆 

学生支援センター：平林直人 伊藤丈力 

 
【分析結果とその根拠】 
① 帳簿類がパソコン処理であることから卒業判定の資料収集に困難があった。 

② 卒業論文の指導と保管、それに学生個人の成績取得状況がわからなかった。 

③ メディア調査、学生授業アンケート、授業開発等について新たな実践をした。 

④ 再配信授業、録画視聴、ディスカッションルームなど授業内容の開発実践を行なった。大学完成年

度ということでこれまでの４年間すべてを検証した。 
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５． 教員及び教育支援者 
 

１） 教員組織編成の基本方針 
【現況】 

開学平成１６年度からの当初の計画にしたがって年次進行で教員を増員してきた。開学４年目の平成１

９年度は完成年度にあたり、専任教員が昨年度から定員の２７名となり、また非常勤講師が前年度より３

名増えて６９名となり、合わせて９６名の教員で授業にあたった。平成１９年度は、これまで年次進行で

すすめてきた開設授業科目のすべてに加えて、卒業論文関係科目も開講したために科目数が増加したが、

それに応じた教員数を確保することによって、順調に授業を遂行できた。非常勤講師は若干の増員となっ

ているが、資格科目等の受講生の増加に対応するためであった。なお、非常勤講師に欠員が出た場合は、

授業に支障がないように早急に補充するよう心がけている。平成１８年度は専任教員の欠員はなかった。

教員の年度別就任予定数は次のとおりである。 

(   )内は年度別新規就任数である。 

 

 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 

専任教員 １２ １８（６） ２７（９） ２７（０） 

非常勤講師 ３８ ４９（１１） ６６（１７） ６９（３） 

計 ５０ ６７（１７） ９３（２６） ９６（３） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学部全体の開講科目（テキスト履修とスクーリング履修を含む）は、平成１６年度は５６～６１科目で

あったが、平成１７年度はさらに５０科目近く増加して約１１０科目が開講された。平成１８年度は卒業

論文関係科目を除く全科目が開講されたので、学部合計で延べ２７５科目、正味２１６科目が開講された。

平成１９年度はこれに卒業論文関係科目が加わったので正味２４８科目の開講となった。前述のように、

授業については９６名の教員によって順調に遂行することができた。 

 

２）必要な教員の確保 

【現況】 

開学年度の平成１６年度当初は専任教員１２名、非常勤講師３８名の計５０名で授業にあたったが、

平成１７年度は専任教員１８名、非常勤講師４９名の計６７名の教員が、そして平成１８年度は計画

通り、専任教員２７名、非常勤講師６６名の計９３名のメンバーが揃い、順調に授業を行うことがで

きた。平成１９年度は完成年度であり、非常勤講師３名を補充して全体として９６名のフルメンバー

の必要な教員数を確実に確保できている。専任教員数を課程別にみれば、家庭教育課程１７名、人間

開発教育課程１０名が配置され、それぞれの課程の教育目標を実現できるよう適材適所の教員配置計

画を着実に行うことができた。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教育課程は平成１６年度から計画的に年次進行で編成してあり、完成年度の平成１９年度は卒業論
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文関係も含めて全科目が開講されたが、当初の計画にしたがって教育課程に見合った教員数を確保で

きている。とくに非常勤講師において教員の欠員がある場合でも、直ちに補充して授業に支障をきた

さないような人事体制ができている。 

 

３）必要な専任教員の確保 

【現況】 

専任教員の課程別就任予定は次の表のとおりである。平成１９年度には前年度に予定の２７名の全専任

教員が就任したので新たな就任教員はない。非常勤講師６９名とともに、両課程の授業を担当することに

なり、教育の充実を期すことができた。 

専任教員の年度別就任は次のとおりである。（ ）内は合計数。 

 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 

家庭教育課程 ８ ４（１２） ５（１７） ０（１７） 

人間開発教育課程 ４ ２（ ６） ４（１０） ０（１０） 

計 １２ ６（１８） ９（２７） （２７） 

【分析結果とその根拠理由】 

両課程あわせた専任教員数は、平成１６年度１２名、平成１７年度１８名であったが、平成１８年度に

は予定していた２７名全員が就任し、平成１９年度は定員を満たしているので増減はない。前述のように

平成１９年度に全面的に開講した２４８科目を、非常勤講師６９名と共に担当し、すべての授業を遅滞な

く行うことができた。 

 

４）教員組織活動の活性化のための措置 

【現況】  

専任教員の年齢構成、職階構成、性別構成は以下の表の通りであり、６０歳以上とそれ以下の教員とが

それぞれ半数を占める反面、４０歳代以下の若手教員が全体の約４割を占めており、しかもその８割は博

士学位を取得しており、バランスがとれていると同時に、活発な研究・教育活動が期待できる配置である。

外国人教員は１名の韓国人教員を専任として採用している。なお、実務経験者については、とくに人間開

発教育課程の人材開発論教育論グループでは、優れた経験者を教授陣に迎えている。教員の任期制や教員

採用の公募制については、完成年度以降の検討課題である。 

 職 階 男性  女性   計 

７０歳代  教授２  准教授１ ２ １ ３ 

６０歳代 教授１０ 准教授１ ８ ３ １１ 

５０歳代  教授３ ２ １ ３ 

４０歳代 准教授２ ２  ２ 

３０歳代 講師４ ３ １ ４ 

２０歳代  講師４ １ ３ ４ 

計 教授１５ 准教授４  講師８ １８ ９ ２７ 
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【分析結果とその根拠理由】 

外国人教員については、今後中国人、アメリカ人の教員の非常勤採用を考えている。専任教員の採用は、

開学当初の予定教員を年次進行で採用して、平成１８年度で完成した。今後、完成年度以降の教員採用に

ついては、広く学内外から募集することを考慮している。また任期制については、今後検討し必要に応じ

て採用する方向で考えている。 

 

５）教員の採用及び昇格の基準の制定と運用 

【現況】 

専任教員の採用・昇格は、本学の「教員選考規程」（平成１６年４月制定、平成１９年５月一部改正）お

よび「大学教員の採用および昇任に係る選考手順」（平成１７年３月制定）によって行なわれる。教員の採

用基準および選考基準は、大学設置基準第１４条から１７条に準じるものとし、本学の基準の運用の原則

は、平成１９年１０月開催の教授会で制定された「教員選考規程の申し合わせ」によって行われることに

なる。 

【分析結果とその根拠理由】 

採用及び昇格の人事が生じた場合は、全学人事委員会の承認を経て、課程内に小委員会を組織して人選

を進め、候補者を決定する。この候補者について、人事委員会によって付託された教員選考委員会が教育・

研究・実務等の業績について審査を行い、その結果を人事委員会に報告する。人事委員会はこの結果につ

いて総合的に審査した上で候補者を最終的に決定する。人事は教授会の承認を経て決定する。 

採用・昇格の際の選考基準は、大学設置基準第１４～第１７条に準ずるものとし、本学では「教員選考

規程」及びその詳細は、「教員選考規程の申し合わせ」（平成１９年１０月制定）に定められている。 

【資料：巻末の「教員選考規程」、「大学教員の採用および昇任に係る選考手順」および「教員選考規程 

の申し合わせ」】 

６）教育活動に関する評価体制 

【現況】 

学生による授業評価については、１）学生から日常的に事務局に寄せられる授業に関する要望は、その

都度できるだけ早く対応するようにしている。また、２）授業および授業方法の評価について学生にアン

ケート調査を行い、その結果を全学ＦＤ研修会において、資料を用いて教員に説明し、留意点を喚起して

いる。これまで平成１７年度、平成１８年度および平成１９年度開催のＦＤ研修会において実施してきた。

これは今後も続けていくつもりである。３）教員による教育活動評価は、自己点検・評価委員会及びＦＤ

委員会において一層の充実を求めて検討していかなければならないが、これまで平成１６年度より毎年、

「八洲学園大学 自己点検・評価書」を刊行して教員に配布するともにネット上に公表して教員の自覚を

喚起してきた。また、４）教員の授業内容や方法を改善するための組織的な取り組みとしてのいわゆるＦ

Ｄは、平成１６年度以降続けている「ＦＤ研修会」における発表と質疑応答が重要な役割を果たし、教員

相互の授業理解を深めるのに役立っている。平成１９年度のＦＤ研修会は、第１回を９月２９日に、第２

回を３月２２日に開催し、ｅラーニング・システムをとっている本学に固有の諸問題として、再配信併用

授業の導入と留意点、著作権問題、本人確認の問題を中心に討議するとともに、その他授業方法をめぐっ

て質疑応答をおこなった。なお、FD研修会の充実については今後 FD委員会においてさらに検討を重ねる

予定である。 
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【資料】 

平成１９年度第１回 FD研修会 
日時：平成１９年９月２９日、午後２時～５時１０分 
 
八洲学園大学３階大講義室 
第１部 大学からの報告 
１．学部長挨拶 水野学部長 
２０年度のカリキュラム改訂 
学生アンケート結果の報告 

２．秋学期の学事予定について 中田教務委員長 
３．学生の募集状況について 山本入試委員長 
 
第２部 FD研修会  
１．再配信併用授業の導入について 
○概要の説明（山本恒夫） 
○成果と課題－講義中心の場合（田中マリア） 
資料「再配信併用授業の成果と課題－講義中心の場合－」をもとに報告が行われた。 
○成果と課題－双方向授業の講義形態の場合（小宮郁子） 
資料「再配信併用授業『親子関係論』の成果と課題」をもとに報告が行われた。 
※大学・システムの改善の要望→レポートの課題提出を自動にしてもらいたい。１５回分のレポ

ート配信をメディアのほうに設定しておいてもらいたい。 
※ディスカッションルームを公開設定にしておかなければ学生が見ることができない。これは簡

単であるが、忘れないようにしていただきたい。 
※双方向性を大事にするということ。再配信をうける学生への呼びかけも忘れないように心がけ

た。これも重要だと思う。再配信の学生からの意見や感想などをライブ受講生にも還元すると

いうことに努めた。 
※成績はまったくライブ・再配信受講生との違いは見られなかった。 
※学生には再配信を見たことを簡単に報告することでよいとしたが、学生によっては多くの記述

を寄せてくる学生もいた。その学生の意見などから、自分自身の授業を振り返る良い機会にな

った。 
２．授業配信における著作権問題について（石田尊） 

資料「ICT活用教育と著作権フォーラムに参加して」をもとに報告が行われた。 
 

 

 
平成１９年度第２回ＦＤ研修会 

日時：平成２０年３月２２日（土）１４：００～１７：０６ 
 
会場：本学３階大講義室 
第１部：「大学からの報告」 
１）学部長挨拶（水野） 

学長交代。新学長は山本恒夫、副学長は水野であり、学部長は置かない。事務局は１階へ。事務局体

制も変更がある。 
２）教務委員会からの報告と説明（中田） 
○２０年度カリキュラムの変更について。 
○授業について 
○シラバスについて 
３）両課程からの報告と説明 
○家庭教育課程（中田） 
○人間開発教育課程（山本恒夫） 
４）学生募集について（山本恒夫） 
５）事務局から（吉田事務局長） 
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 事務局の１階への移動、および事務局長の交代（吉田から松浪へ）について説明があった。 
第２部：「ＦＤ研修会」（司会：中田）（１５：１０～１７：０６） 
１）本人確認の問題について（山本恒夫） 
２）再配信併用授業の留意点（中田雅敏・福田博子・大石純子） 
 中田先生より再配信授業の概略の説明があった。これまでの録画視聴とは違い、著作権上の問題は

なく、授業と同等の扱い。２０年度は原則すべての授業で再配信併用授業が行われることになった。

３）レポートの参照資料について（平良・石田） 
４）質疑応答（ディスカッション） 
 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学では、個々の授業については、常時インターネットを通じて、授業への学生からの意見、評価が多

数よせられている。それらは、学生支援センターにおいて管理、蓄積し、必要に応じて教員にフィードバ

ックされ、教員の教育活動に生かされている。 

しかし、学生による授業評価についての全学的取り組みは、学内に設置したＦＤ委員会において、その

評価方法、評価内容、フィードバックのあり方等を検討し、実効性、信頼性のある評価案と方法を作成し

ていくことにしている。現在のところは、これまで平成１６年度から平成１９年度まで７回開催したＦＤ

研修会の蓄積を整理し分析中である。  

 

７）教育目的を達成するための研究活動 

（１）家庭教育課程 

【現況】 

 家庭教育課程の正科生が定められた必要単位を取得し希望したものについては「日本家庭教育学会」

より「家庭教育アドバイザー」の資格が与えられる。また同時に同学会より「家庭教育師」の資格が与え

られた。家庭教育学の構築が本課程の特色であることから、「家庭教育学」の構築に取り組むため、日本家

庭教育学会と共同研究体制を組織し、定期的に研究発表の場を開いた。また課程において、家庭教育研究

会を立ち上げ、年に３回の研究会を開催して、家庭教育課程所属の教員および学生の研究発表会を開催し

た。また「日韓家庭教育国際研究発表会」を日韓家庭教育シンポジウム「家庭教育、どうすべきか」と題

し本学で開催した。学生には「家庭教育力応援倶楽部」を設立させサークル活動を含め、研究会の実施な

どを指導した。また、家庭教育アドバイザー、地域スポーツインストラクターの二つの資格について、社

会的に認知してもらうよう努力した。履修コースを設定して学生の増加策を計画した。 

神奈川県教育委員会委嘱によるファミリーコミュニケーション運動に参加し、３講座の公開講座を本学

会場にて開催した。 

 
【分析結果とその根拠理由】 

家庭教育学は、親を教育するのか、教育支援をする人材を養成するのか、その方向付けが難しいことか

ら、「家庭教育学」の構築といってもなかなか統一合意が得られていない。具体的な方法論と学問としての

家庭教育学という両分野を視野に入れて行なわれなければならない難しさがあるが、継続的に研究成果を

蓄積していくことが肝要である。本年度の共同研究の成果報告書『家庭教育学の構築と展開に関する総合

的研究』の構成・執筆者は以下の資料の通りである。 
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資料． 

『平成１９年度 八洲学園大学・日本家庭教育学会共同研究 家庭教育学の構築と展開に関する総合的研究 

成果報告書』平成１９年３月 

 

「個人主義の時代と家庭教育－個人は集団より生い育つ」      水野建雄 

「子共の霊性をはぐくむ「薫化」の家庭教育」           丸山敏秋 

「日本における課程教育政策の変遷と課題」        江田英里香・田中マリア 

 

 本年度は韓国家庭教育学会と日本家庭教育学会との国際発表会を実施したことにより、共同研究報告書も

その発表内容もそのときの研究発表が主となっている。家庭教育研究の発表に大きな功績を残した。 

 

（２）人間開発教育課程 

【現況】 

共同研究「eラーニングに適した教授法および教材開発の研究」(資料 1)を行い、報告書を刊行している。 

また、共同研究以外にも、教育・研究の改善・向上を図るため定期的に課程会議を開き、検討を重ねて

いる。平成 19 年度は 14 回の会議が開かれ【＜人間開発教育課程会議資料・議事録＞】、カリキュラム改革、

科目修得認証の充実、ヒューマンｅラーニングの実施、在学生向けメッセージの配信、学生の増加策の検

討、将来構想の検討、課程 web サイトの充実等を進めてきた。ヒューマンｅラーニングについては、新宿

からミニ授業のライブ配信を行い、これに成功した。 

さらに、平成 19 年度から公開講座である「短期カレッジ」を開設し、次の 2講座を行った。 

「語りの世界への誘い：読み聞かせからストーリーテリング」 

「仕事に生かすコミュニケーションスキル」 

その他、特に人材開発教育論グループではグループとしての活動を開始し、新しいビジョンの下に人材

開発教育論グループとしての時代に即した新しいカリキュラム構想と科目選定を行った。また、カリキュ

ラム改革にあたり、受講者数の少ない科目は各学期開講にしたり、再配信授業を行ったりするなどの工夫

を行った。 

 

≪平成 19 年度人間開発教育課程の目標≫は次の通りである。 

I 基本方針 

１ 人間開発教育課程 21 世紀ビジョンの実現を目指し、社会に貢献する人間開発教育課程を作り上げる。 

２ 広報の充実を図り、学習関心のある人々へ情報が届くようにする。 

３ 教員個人の研究の発展を図ることと、本課程の教育に反映できる共同研究の両立を図る。 

４ 時代の要請と人々のニーズにあうようにカリキュラムの充実を図る。 

５ 平成 20 年度以降に向けて、教育と経営との整合を図った時間割、カリキュラムを作成する。 

 

II 課程目標 

１ 人間開発教育課程 21 世紀ビジョンの実現を図るべく中期計画、平成 20 年度計画を策定する。 

２  完成年度となる平成 19 年度には、入学者・年間 600 人の達成を図る。 
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３ 人間開発教育課程ウェブサイトの充実を図り、年 2回の更新を行う。 

４ 出願者や学生に人間開発教育課程の様子を伝えるべく、人間開発教育課程ブログの年 40 回更新（原 

稿アップ）を図る。 

５ 短期カレッジを開設し、充実を図ることにより、学生が生涯にわたって自主的に研究を続けられる 

ようにする。   

６ 外部評価を受ける準備を進める。 

７ 変化の激しい社会の需要に応えられるカリキュラムを編成するため、柔軟に再編が可能な教育・研 

究組織を整備し、課程の適切な運営を推進する。 

８ 教員の負担を軽減させる。 

・ 平成 20 年度に向けて、課題レポートの弾力化を図る。小テストや 200 字程度の小論文でもよいとす

る。 

・ 平成 20 年度に向けて、当該科目で課題レポート方式をとるか論文方式をとるか、あるいは併用式に

するかは担当教員の判断に任せるようにする。 

・ 平成 20 年度に向けてスクーリング授業は期末試験を含めて 15 回以内で行うようにする。（履修規程

第３条に合うようにする。） 

９ 各種の競争的資金等にチャレンジし、インターネットの特性を生かした教育法の研究開発を行うと 

ともに、その研究成果の普及、活用を多様な方法で行う。  

10 「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室の効果的な運用に努める。  

・ 「人間開発教育課程学生へのメッセージ」教室を在学生に対して広く周知するとともに、課程運営

に関連する情報発信を積極的に行うことにより、在学生の本課程への理解が深まるよう努める。 

・ 在学生向け「人間開発教育課程からのメッセージ」（仮）を年 2回（各学期 1回）配信する。 

 

III 研究目標 

 共同研究「eラーニングに適した教授法および教材開発の研究」を開始し、第１年次報告書を刊行す 

る。 

 

IＶ 教育目標 

１ 履修しやすい時間割を作る。 

・ 再配信併用授業を成功させ、拡充を図る。 

・ 土日の通常スクーリングを定着させる。 

・ 平成 20 年度に向けて、テキスト履修の科目修得試験・課題提出を複数回実施し、学生が都合のよい

時期に試験を受けることができるようにする。 

・ １科目の履修者が 10 人以下の科目については、隔学期あるいは隔年とする。 

２ 学生が学習しやすいようにヒューマンｅラーニング・ネットワーク構築に着手する。 

・ 地方からの配信・交流会を１～2回実施する。（平成 19 年度予算は 1回のみ） 

 

Ｖ 生涯学習基礎論・社会教育グループの目標 

１ 平成 19 年度の社会教育主事資格取得希望者を増加させる。【数値目標 60 人】 



 27

２ 社会教育主事資格科目、学芸員資格科目の教育訓練給付金（厚労省）を申請する。 

３ ヒューマンｅラーニングの交流会を拡充する。 

・ 水曜日の交流会を縮小し、土日等の交流会を増加する。 

【数値目標４回】根拠：平成 18 年度２回 

・ 事業団の基礎をつくる。 

目標：規程を作成し、試行を実施する。 

・ 横浜キャンパスに設置したヒューマン・プラットホームの設備の整備を重点的・計画的に実施する

ことによって、プラットホームの有効活用を図る。 

・ ヒューマンｅラーニングを在学生に対して広く周知し、ヒューマンｅラーニング交流会の参加者を

増加させる。 

・ ヒューマンｅラーニング交流会に卒業生が参加することができるよう準備を進める。 

ＶＩ 人材開発教育論グループの目標 

１ 人材開発教育論カリキュラムの充実を図る。 

・ 平成２０年度に向けて、新カリキュラム構想の具体化を図る（６月中旬）。 

・ 開講形態（含テキスト/スクーリング同時開講・再配信授業等）の多様化のための準備を推進する（３

月末）。 

・ 人材開発教育論グループとして魅力的な、資格取得等とも連動した公開講座や科目の開設を計画・

推進する（３月末）。 

・ 地方からのオムニバス授業配信など、特別講義の実現を目指す（３月末）。 

２ 公開講座、特別講義等の実現を目指す（３月末）。 

３ 人材開発教育論グループの Web 上での露出を高めるために、当番制で課程ブログに月１回以上投稿 

し、ＰＲの充実を図る。 

４ 各自の担当領域に対する対象学生や科目の demand や needs の把握・調査を行う（３月末）。 

５ 外部組織（企業・官庁・地方公共団体等）との協業・提携・連携を模索する（３月末）。 

６ ｅラーニングに関する研究（共同研究）の推進役として研究を進め、その結果をよりよい授業の実 

現を図ることに反映させる（３月末）。 

 

【自己評価】 

新宿からミニ授業のライブ配信の成功に伴い、各地からの本格的な授業配信の実施が今後の課題となっ

ている。 

学生の増加策については、課程の web への露出を進め、人間開発教育課程ブログの活用により、知名度

アップを図った。平成１８年度の本課程の入学者は計６０３名であり、目標であった６００名に達した。 
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資料１ 平成 19年度八洲学園大学人間開発教育課程共同研究報告書の構成と執筆者 

「eラーニングに適した教授法および教材開発の研究」報告書､平成 20年 3月 

第Ⅰ部 平成 19年度研究の概要 

 第 1章 平成 19年度研究の目的と方法                   沼倉佑栄 

 第 2章 平成 19年度研究の経過                 秋吉正博・篠崎明子 

第Ⅱ部 本学 eラーニングシステムにおける教授法・教材開発研究班 研究成果 

 第 1草 本学 eラーニング環境下でのビジネス・コミュニケーション授業の方策 沼倉佑栄 

  第 2章 インターネット教育用教材と著作権                 山本 格 

第 3章 ニューヨーク大学の eラーニング                   塙 武郎 

第 4章 本学 eラーニングシステムの課題一授業配信と板書資料一        秋吉正博 

第 5草 本学 eラーニングシステムの改良をめぐって             石田 尊 

第Ⅲ部 ヒューマン eラーニング・ネットワーク研究班 研究成果 

 第 1章 ヒューマン eラーニング・ネットワーク研究班の取り組みについて   田井優子 

 第 2章 eラーニングを変える－八洲学園大学のメディア・スクーリングー   浅井経子 

 第 3章 ポータブル教室の意義                       山本恒夫 

 第 4章 ヒューマン eラーニング 新宿からの模擬授業配信実験   篠崎明子・田井優子 

第Ⅳ部 遠隔大学教育の安定的展開のための課題マップ          編集：石田 尊 
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８) 事務職員、技術職員等教育支援者の配置の適切性 

【現況】 

  平成２０年３月現在、次のとおり職員が配置されている。 

 

 八洲学園大学事務職員・技術職員数 

 大 学 ＤＫＵＬ  紀伊国屋      計 

専 任    ８        ３     ２       １３ 

非常勤    ３             １        ４ 

合 計   １１        ３     ３       １７ 

 注１ 表中、「大学」とあるのは八洲学園大学を、「DKUL」とあるのは（株）デジタルナレッジ・ユニバーシ

ティ・ラーニングを、「紀伊国屋」とあるのは（株）紀伊国屋書店をそれぞれ示し、それぞれの会社等

に属する職員の数である。 

 注２ 本学は、eラーニングを使用して教育しているため教員に対するシステム活用支援業務についてはDKUL

に、図書館司書業務は紀伊国屋に外注しており、これらの会社から派遣されている人員のみを便宜的に

挙げたものである。なお、開学以来 DKUL に外注していた学生支援機能は平成１８年度からプロモーシ

ョン機能を除き本学職員が担当することとした。 

 注３ 外注のプロモーション機能を担当する職員は、常時大学に駐在することがないためその数を挙げてい

ない。 

 注４ 受講学生が少ないため TA を配置していないが、１授業科目あたりの受講学生が２００人を超えれば、

１名の TA を配置することとしている。 

 

事務組織図（２０．３．現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 メディアセンター、図書館については外注により実施。 
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【分析結果とその根拠理由】 

 本学は、平成１６年４月に開学したばかりの大学である。学生数が少ないということもあって、事務組織

は最少の職員数で組織している。 

教員組織、事務組織ともども年次計画により充実することとしているが、教員については計画通り整備充

実しているものの教員以外については、学生数が少ないこともあり、整備が遅れている。なお、完成年次に

おける教員以外の職員数は、３８人を計画していた。 

八洲学園大学設置認可申請書（設置する大学等の概要を記載した書類から抜粋） 

大学等の概要を記載した書類 

 

 専 任 兼 任 計 

事務職員 
３７ 

（１０） 
― 

３７ 

（１０） 

技術職員 ― ― ― 

図書館専門職員 ― 
１ 

（１） 

１ 

（１） 

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要 

その他の職員 ― ― ― 

計  
３７ 

（１０） 

１ 

（１） 

３８ 

（１１） 

注 （ ）内は初年度で、内数。 

 

八洲学園大学の事務組織及びその分掌については、「八洲学園大学の事務組織及び事務分掌を定める規

程」で定めるところである。同規程は、大学完成時の姿(収容定員に見合う実学生数)を想定し規定してい

るため、課長等の役付職員を置いていないなど現状とは乖離している。 

       【資料：巻末の「八洲学園大学の事務組織及び事務分掌を定める規程」】 
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６. 学生の受入 

 
１）アドミッション・ポリシーの確立と公表 
【現況】 

アドミッション・ポリシーに関しては、募集対象が社会人中心である本学の特色を考慮し、「本学部の目

指す人材養成」として、学部と両課程で養成する人材像を示してあるが、平成１８年度から開始の編入学募

集に対応して、「３年次編入に適した人」を新たに加えた。(資料１) 

 

資料１ 

本学部の目指す人材養成 

   生涯学習学部では、大学設立の理念に基づいて次のような人材を養成しょうとしています。 

 1. 家庭を豊かにする理念を確立し、合わせて家庭教育力回復の支援ができるような論理と実践力を

身につけた人。 

 2. 現代社会の変化に対応できる能力と、現代社会の諸問題を克服し新たな時代を切り開く知識と教

養と実践力をもつ人。 

  そのような人材を養成するため、本学部では家庭教育課程と人間開発教育課程を置いています。

それぞれの課程が具体的に目指すところは次の通りです。 

家庭教育課程 

1. すべての教育の出発点である家庭教育について、子どもを抱えるすべての親にこの学問の学習

機会と情報を提供し、家庭教育の充実を図ってもらえるようになることを目標としています。 

 2. 家庭教育の理論と方法を学ぶことによって、社会問題化しつつある家庭に起因するさまざまな問

題について的確に分析し、問題を解決できる人を養成し、社会の要請に応えます。 

   家庭教育課程の 3年次編入は次のような人に適しています。 

1．家庭教育アドバイザー（日本家庭教育学会認定名称：家庭教育師）の資格を取得し、その成果を社会

や現在働いている職場で生かそうとする意欲のある人。 

2．保育園の保育士免許、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教員免許をすでに取得している人、ある

いは教育に関する科目を履修済みの人で、家庭教育を推進する仕事に関わろうとする意欲のある人。

3.すでに大学を卒業された人で、家庭教育に関する知識を専門的に学ぼうとする人。 

人間開発教育課程 

  1. 豊かな人間性と生涯学習についての幅広い識見を養い、専門的な知識・技術を習得して、生涯学

習社会の実現に貢献できる人を養成します。 

 2. 具体的には、地域や企業で各種学習支援プログラムをデザイン・実施・運営できる人、図書館、

博物館で専門性を生かして働くことのできる人、企業などで働く人々の能力開発を支援する人を養

成します。 

人間開発教育課程の３年次編入は次のような人に適しています。 

1．社会にあって自分をリフレッシュする必要を感じ、生涯学習のことを専門的に学ぼうとする人。  

2. 生涯学習関係の資格（社会教育主事、司書、学芸員）を取得したり、企業における能力開発スキル

を習得したりして、その学習成果を社会や職場で生かそうとする意欲のある人。 
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人間開発教育課程の科目等履修生はおもに次のような人に適しています。 

1. 特に学士（大学卒業資格）は必要としないが、人間開発教育課程の科目を履修し、社会人に求めら

れる能力やビジネスに役立つ知識・スキル、生涯学習についての知識・スキルのリフレッシュをは

かりたい人。  

2. 特に学士は必要としないが、社会教育主事、司書、学芸員等の国家資格や日本語基礎スキルプログ

ラムの履修証明等を取得し、その成果を社会や職場で生かしたい人。  

 

 

 

 

２）学生の受入方法の適切性 

【現況】 

学生の受入方法としては、将来の希望（作文提出）を合否の判断で重視しているが、16 年秋学期からは

「本学部の目指す人材養成」に照らして判断を行っている。平成 17 年度入試を平成 17 年 1月から開始し

たが、新たに採用した「自己活動歴」についても、判断に当たっては「本学部の目指す人材養成」との関

連も考慮している。平成 18 年度は開学 3年目に当たり、編入学受入れを開始した。編入学試験は、正科生

1年次入学試験試と同様方法で平成 18 年 1 月から開始した。 

【分析結果とその根拠理由】 

志願者の将来の希望が本学部の養成しようとしている人材像からずれている場合には、直接本人に確認

をするなどの措置を講じており、「本学部の目指す人材養成」は機能している。しかし、「自己活動歴」の

場合には、過去の経験を聞いているので、必ずしも「本学部の目指す人材養成」で判断せず、関連を考慮

する程度となっている。 

編入学試験に関しては、出願資格の有無に注意して審査しているが、平成 19 年度は特に問題もなかった。 

 

３）留学生、社会人、編入学生の受入の基本方針 

【現況】 

本学は通信制の大学で、主として社会人を対象としているから、アドミッション・ポリシーで特に留学

生、社会人の受入等に関する方針は示していない。すべて「将来の希望」（作文）と「自己活動歴」を主要

な判断資料として、合否判定を行っている 

【分析結果とその根拠理由】 

問題がある場合には、直接本人に問い合わせており、上記のような方針で、現在は支障を来すことはない。 

【資料：「募集要項」（http://study.jp/univ/yashima/adm/application.html）】 

 

４）入学者選抜の実施体制の適切性 

【現況】 

インターネットだけのスクーリングを行う本学では、対面の試験がないため、入学者選抜「大学水準の

確保と本人確認について」(平成１６年９月教授会決定)(資料１)に従って実施体制を作り、合否判定作業

を進めている。                                              
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１ 入学時のチェック体制整備について 

合否判定資料として、平成１７年度より自己活動歴を設け、将来の希望についての作文とあわせて、

内容を審査している。(あいまいなところがあれば本人に確認する。) 

２ 合否判定のための審査体制 

平成１７年度入試より合否のための審査は課程毎に審査会を設けて行うことにしたが、平成１８年

度秋学期からは、さらに教授会構成員全員がその所属する審査会に参加して合否判定を行うことにな

った。 

３ 入試委員会による教授会提出原案の作成 

入試委員会は、課程別合否審査の結果をまとめ、合否判定についての教授会提出原案を作成する。

原案は運営委員会を経て教授会に提出する。 

４ 教授会による合否判定をめぐる審議と合否の決定 

教授会は、合否判定についての入試委員会原案を審議し、合否を決定する。 

合否判定のための審査方法は次の通りである。 

１ 審査資料 

(１) 願書 

(２) 作文 

(３) 自己活動歴 

(４) 卒業証明書、成績証明書 

２ 審査作業 

(１) 願書で入学資格の有無（最終卒業学校）を確認し、記載内容に問題がないかどうかをチェックす

る。 

(２) 作文では、将来の希望(進路、取得希望資格など)と本学の開設科目・取得可能資格にずれがない

かどうかをチェックする。 

(３) 自己活動歴では、意味不明な記載内容がないかチェックする。 

(４) 出願資格を満たす方かチェックする。 

３ 自己活動歴の判定基準 

(１) 記載例示には、学習歴、職業歴、ボランティア活動・地域活動などの活動歴をあげてあるにもか

かわらず、それ以外の履歴のみを記載している志願者については、調査書等をチェックし、問題が

あると思われる場合には、合否案を「保留」とし、入試委員会の検討事項とする。 

(２) 記載事項が０件ないしは１件しかない場合には、調査書等をチェックして入試委員会に報告する。 

問題があると思われる場合には、合否案を「保留」として入試委員会の検討委員会で検討する。 

【分析結果とその根拠理由】 

 平成１８年度は着任教員全員が揃い、平成１８年度入試では体制が整備されるに至った。初年度以来、

公平性を保つことには留意しており、平成１９年度も問題はなかった。 
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資料１ 
大学水準の確保と本人確認について                      

平成 16年 9月 29日 教授会決定 
文部科学省の指導 本学の対応 

 
入学時のチェック体制を整備する必要があ

る。 

 

１ 願書に学習・活動歴欄を設けて内容を審査し、

不明のところは本人に確認する。 

２ 出願時に通信制大学や本学について理解し

ているかどうかをＱ＆Ａにより確認する。(例：
「単位が取れなかった場合でもその単位の授業

料は返されないことを知っているか。」) 

 
試験やレポートについて、本人確認を行い、

単位認定(さらには卒業認定)に当たっては大
学としての水準を保つ必要がある。 

 

１ 本人確認は電話、ＵＳＢカメラ、面接などにより行

う。 

２ 単位認定については、個々の教員が大学の

水準確保に努める。 
３ 現段階での対応策としては、不合格科目の

多い学生の状況把握を行い、卒業に時間がか

かるおそれがあることなどを本人に連絡す

る。 
４ 将来的には、履修科目の上限設定、ＧＰＡ

制度の導入なども検討する。 

 
国家資格付与は大学を信頼して認可してい

るのであるから、資格付与に当たっては水準を

保つ必要がある。 

 
社会教育主事、司書、司書教諭、学芸員の資

格科目の単位認定では、一定水準を保つように

する。 
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５）学生受入の検証と入学者選抜の改善 

【現況】 

出願状況・在籍者数はリアルタイムでホームページに公表している。 

そこでは、出願者数、在学生数、学期毎の「男女別」・「年齢別」・「都道府県別」の学生数を示している。 

【分析結果とその根拠理由】 

今後、出願データの分析、在学生に調査などによって、入学の有無を規定する要因分析を行い、入学者

選抜の改善に役立てていく必要がある。 

【資料：「出願状況・在学生数」【（http://yashima.study.jp/univ/guide/realtime.html）】 

 

６）入学定員と実入学者数との関係及びその適正化 

【現況】 

開学以来、実入学者数が入学定員を大幅に下回る結果になっているので、平成２０年度から定員減を行

うこととなった。 

【分析結果とその根拠理由】 

平成１９年度の入学者数は「Ⅱ. 八洲学園大学の現況及び特徴」に示したとおりである。平成１９年度

の入学者数は正科生 1 年次学生定員１,２００人（家庭教育課程６００人、人間開発教育課程６００人）、

編入学学生定員６００人（家庭教育課程３００人、人間開発教育課程３００人）、計１,８００人（家庭教

育課程９００人、人間開発教育課程９００人）に対し、科目等履修生を入れても家庭教育課程９パーセン

ト、人間開発教育課程６７パーセントの充足率でしかない。これは早急に対策を立てなければならない問

題である。 

【資料：「出願状況・在学生数」【（http://yashima.study.jp/univ/guide/realtime.html 
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７．教育内容及び方法 

 
１）授業科目の配置の適切性と教育課程の体系性 

【現況】 

平成 19年度教育課程は、八洲学園大学開学時に文部科学省に提出した教育課程の完成年度であることか

ら、平成 19年度 11月に文部科学省の実施状況指導（管理面、指導面）を受け、すべて適切であるとの判

定を受けた。完成年度の教育課程を実施してきたなかで、見直さなければならない点や、学生のニーズに

応える認証科目を導入することから、平成 19年度の教育課程の見直しを検討した。 

【資料：巻末「履修規程別表１」参照】 

 

【分析結果とその根拠理由】 

家庭教育課程ではすでに「家庭教育アドバイザー」と「家庭教育師」「地域スポーツインストラクター基

礎資格」の資格を、人間開発教育課程では、社会教育主事任用資格、博物館学芸員、図書館司書、司書教

諭資格などを取得する科目が用意されていたが、社会状況の変化や、社会や企業の求める人材の変化から

各種の認証制度が取り入れられるようになった。本学でもそうした状況の変化から大学独自の認証制度を

設けるようになった。 

【資料：巻末「履修規程別表２、３、４、５、６、７」参照】 
 

２）授業内容と教育課程の構成 

【現況】 

本学の授業は、共通基礎教育科目、共通専門教育科目、基幹科目、専門科目というように教養科目と専

門教育科目がバランスよく体系的に取得できるように配置されている。本学の教育課程は資格取得にかか

わる科目が多いことから必然的に必修となる科目がある。専門性を高めることと、授業を効率よく受け、

自己の目的にあったように学習ができるように、家庭教育課程では８種類の学習メニューを用意した。ま

た人間開発教育課程では各種の認証が取得できるように工夫して、学習案内を実施している。 

 
家庭教育課程 学習コース 
「日本の伝統と文化を学ぶ」コース 「学校・家庭・地域の連携を学ぶ」コース 

「教養としての倫理･思想を学ぶ」コース 「子どもの成長を学ぶ」コース 

「スポーツとボランティアを学ぶ」コース 「思春期の問題（行動）を学ぶ」コース 

「心を育てる教育を学ぶ」コース 「心理カウンセリングの基礎を学ぶ」コース 

 
人間開発教育課程の科目修得認証 
生涯学習科目修得認証 日本語基礎スキル科目修得認証 

学習相談員基礎スキル科目修得認証 企業とマネジメントの基礎スキル科目修得認証 

省エネ型都市・地域づくり科目修得認証  
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【分析結果とその根拠理由】 

開学当初の授業科目は約 240 科目があり、家庭教育課程、人間開発教育課程はそれぞれ「共通」がつい

ているように、極めて関連性がある。学生は自己の学習目標を達成するためには相互に科目を取得するこ

とができ、これを「自由選択科目」として位置づけることができる。しかし、学生の履修希望が資格科目

に集中し、正科生の入学希望が増加しない状況にある。そのために推奨する学習コースや科目修得認証制

度を設定している。また社会の要請に応じた科目も設定しなければ学生の要望に十分に応えることは困難

なことであると考えている。 

 

３）授業内容と研究活動との関連 

【現況】 

家庭教育課程は我が国での最初の課程であることから、大学設置の段階から「家庭教育学」という新し

い学問分野を開拓し、学問としての体系を整えることが使命とされている。そのことからも毎年家庭教育

学会との共同研究をおこない、その成果報告を行ってきている。 

また、人間開発教育課程では本学の特色であるインターネット授業における安定配信と、インターネッ

ト授業を通して学生との間に通学課程と同様に学生と教員との交流が図れるよう「ヒューマン e ラーニン

グ」の開発に取り組んでいる。ヒューマン e ラーニングによって学生は学園祭を開催することもできるよ

うになり、また「家庭力応援倶楽部」というサークル活動もできるようになった。 

【分析結果とその根拠理由】 

本年度が完成年度ということから約 240 科目を開設してみるとやはり類似したような科目もそれなりに

あって、見直しを必要としている。また研究活動においては個人研究費として一人 30 万円、両課程の共同

研究費としてそれぞれ 100 万円が計上されている。研究費の活用は個々の教員によって状況が異なるが、

十分活用し切れていない状況もある。授業において、研究成果の還元のため、スクーリング授業に「セミ

ナースクーリング（SS）科目」という少人数制の授業を設定して、学生に対するより濃密な授業内容の提

供を目指していく必要がある。 
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４）学生のニーズ、学術の発展動向、社会からの要請と教育課程の編成 
【現況】 

本学は生涯学習学部という１学部２課程の大学で、「学校中心の考え方を改め、生涯学習体系への移行を

主軸とする教育体系の総合的再編成をはかっていかなければならない」という臨時教育審議会の提言を踏

まえて「家庭教育課程」と「人間開発教育課程」の両課程を設けて社会的要請に応え得るような学生の輩

出に努めている。 

家庭教育課程では学校中心の考え方を改めるという社会的要請に対して、新たな視点から、基本的な生

活習慣、生活能力、豊かな情操、他人に対する思いやり、善悪の判断などの基本的なマナーや自制心など

「生きる力」の基礎的資質や能力を課程においていかに培うことができるかということに対応している。 

人間開発教育課程では、社会教育や生涯学習が広く社会で生きて活躍する人間を学問の対象に据えて、

常に向上心をもって自己開発を遂げながら生きてゆく方法を学問を通して教授するほか、下記のような対

応をとり学生の多様なニーズに応えている。 

・ 編入学生の受入と特修生の入学制度、専門学校との単位互換 
・ 科目等履修制度、高大連携教育の推進、インターンシップ事業 
・ 教室における受講者からの意見を取り入れた授業 
・ 海外、他学部、専門学校などからの編入生の単位認定 

 
【分析結果とその根拠理由】 

本学は唯一の生涯学習学部という学部の特色から、社会の変化に応じた対応が必要であり、他大学と比

較した場合、その対応への迅速な取り組みが必要である。本年度までで、終了した教育課程を改定し、国

際性、安全、環境、資源、倫理などについて科目の見直しを図り、新教育カリキュラムを平成２０年度か

ら導入する必要がある。 

 

５）単位の実質化への配慮 

【現況】 

 スクーリング履修科目授業では１５時間（コマ）の授業時間を確保している。教員の出張や休講に際

しては事前、事後に補習授業を実施し、補習授業、歩行授業願いを提出し完全１５時間授業を確保してい

る。テキスト履修科目等についても課題を２回提出し、再提出を要求したり、きめ細やかな授業を実施し

て、合格水準学力に到達しているかを把握して最終試験を実施している。 
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資料「教員便覧」 
◆授業 
 
１．授業期間 
 春 秋 
A通常スクーリング 4月 9日(月)～7月 30日(月) 10月 9日(火)～12月 28日(金)、 

1月 5日(土)～2月 4日(月) 
筆記試験 8月 20日(月)～8月 24日(金) 2月 6日(水)～2月 12日(火) 

レポート試験 8月 13日(月)～8月 27日(月) 2月 11日(月)～2月 25日(月) 
追試験 9月 1日(土)、9月 2日（日） 3月 1日(土)、3月 2日（日） 

成績入力完了 9月 6日（木） 卒業対象者 2月 25日（月） 
  在校生   3月 6日（木） 

B．週末スクーリング 4月 14日(土)～8月 5日(日) 10月 13日(土)～12月 16日(日)、 
1月 12日(土)～2月 3日(日) 

C.集中スクーリング   
 春・夏期 冬季 

1 5月 3日(木)～5月 5日(土) 12月 22日(土)～12月 24日(月) 
2 8月 1日(水)～8月 3日(金) 12月 25日(火)～12月 27日(木) 
3 8月 6日(月)～8月 8日(水) 2月 17日(日)～2月 19日(火) 
4 8月 10日(金)～8月 12日(日)  2月 22日(金)～2月 24日(日) 

D.テキスト   
第 1回課題提出 5月 9日（水）～5月 23日（水） 11月 7日（水）～11月 21日（水） 
第 2回課題提出 6月 22日（金）～7月 6日（金） 12月 21日（金）～1月 7日（月） 
科目修得試験 8月 17(金)～8月 19（日)  

8月 25日(土)～8月 27日(月) 
2月 9日(土)～2月 10日(日) 
2月 15日(金)～2月 16日(土) 

レポート試験 8月 13日(月)～8月 27日(月) 2月 11日(月)～2月 25日(月) 
追試験 9月 1日(土)、9月 2日(日)  3月 1日(土)、3月 2日(日)  

成績入力完了 9月 6日（木） 卒業対象者 2月 25日（月） 
  在校生   3月 6日（木） 

 
 
２．授業時間 
 
時限 通常スクーリング 週末スクーリング 集中スクーリング 

（3日コース）
集中スクーリング 

（4日コース） 
１ 9：00～10：30 9：00～10：30 9：00～10：30 9：00～10：30 
２ 10：40～12：10 10：40～12：10 10：40～12：10 10：40～12：10 
３ 13：00～14：30 13：00～14：30 13：00～14：30 13：00～14：30 
４ 14：40～16：10 14：40～16：10 14：40～16：10 14：40～16：10 
５ 16：20～17：50  16：20～17：50  
６ 18：30～20：00  18：30～20：00  
７ 20：10～21：40    
 
 



 40

３．教室 
スクーリング テキスト 

(1)来校時に使用する講義室は時間割をご参照下さい。 
(2)入室後は講義室に備え付けてあるパソコンを使って、ネ
ット上の大学へとログインして下さい。パスワードを入力し

ていただきますと、「本日の授業」一覧がご覧になれますので、

そちらから該当科目を選択し、「教室」ボタンを押して下さい。

エリー教室上の「受講開始」ボタンを押しますと、講義用の

画面が立ち上がります。資料を「新規挿入」し、「開講」ボタ

ンを押した時点で、ライブ授業が開始されることになります。

(1)ご利用いただきます教室
は、エリー教室です。ネット上

の大学へとログインし、パスワ

ードを入力後、「履修科目一覧」

から該当科目を選択し、「教室」

ボタンを押して下さい。画面左

下の「講師室」から、添削等、

様々な操作を行うことができ

ます。 
 
４．受講者名簿 

スクーリング テキスト 
(1) 担当学生は、「エリー教室」画面左下の「講師室」から、「担

当学生管理」を開き、そこから更に「学生一覧表示」ボタンを押

していただくと、ご覧になることができます。 
(2)通常スクーリングの場合、第 2回目の授業が終了するころま
でには履修登録者が確定する予定です。※集中スクーリングの場

合は 1ヶ月前まで申し込みを受け付けています。 

(1)  受講者名簿はスク
ーリング(1) と同様です。 

(2) テキスト履修の登録
者が確定するのは、第 1 回
目の課題提出の頃です。 

 
５．出席・欠席の取り扱い 

スクーリング テキスト 
(1) 本学では、いずれの科目においても、各授業科目について３分の
２以上の出席を単位認定の原則として定めています。 

(2) 本学の場合、ライブで受講した学生に関しては、パソコン上で自
動的に出席がカウントされますが、来校者および録画視聴した学生に関

しては、自動でカウントされません。来校者や録画視聴した学生等を「出

席」とする場合は、ネット上の「講師室」から「授業管理」を開き、「履

修登録者出欠」において、手動で「欠席→出席」への切り替えを行って

いただく必要があります。ご注意下さい。 
(3) やむを得ない事情で欠席をする学生に対する措置は、基本的に各
担当教員に一任されておりますので、事前に欠席事由を申し出させるな

ど、何らかの処置をお願い致します。 

(1) テキスト授業
の場合、「出席・欠席」

を扱う必要はござい

ませんが、代わりに、

第 1回目の課題提出、
および第 2 回目の課
題提出に関して、未

提出者が出ないよ

う、日頃からご指導

いただきますよう、

お願い致します。 
 
６．休講 

スクーリング テキスト 
(1)やむを得ず休講にする場合は、事前に
「休講届」を事務局にご提出下さい。 

(2)事前に「休講届」を提出することができ
ない場合には、次回ご出講の際にご提出下さ

い。 
(3)学生への伝達のみで休講することのな
いよう、お願い致します。 

(1) テキスト授業の場合、「開講日時」の設定
がございませんので、「休講届」なども関係あり

ません。ただし、テキストを担当されておりま

す先生方には、教室開設期間中、極力「掲示板」

や「メッセージ」機能などをお使いいただき、

定期的に受講生にメッセージを送っていただき

ますよう、お願い致します。 
 
７．補講 

スクーリング 
(1)休講した授業に関しては、原則として講座終了後 1週間以内に補講をお願い致します。 
(2)補講期間内での補講が難しい場合には、別途対応させていただきます。教務課にご相談下
さい。 

 
８．学外授業 

スクーリング 
(1) 学外で授業を行う場合には、所定の手続きを行ってください。受講生には教員から連絡し
ていただくことになります。 
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９．授業用資料の登録 
スクーリング テキスト 

(1)授業で使用する資料は、事前に「予習教材」として登
録しておくことが望まれます。 

(2)事前に「予習教材」を登録した場合でも、授業時に使
用する教材に関してはすべて、再度別の操作で登録し直す

必要があります。授業当日、ネット上の「教室」に入室し

た後、「開講」ボタンを押す前に、資料を所定の場所から「新

規挿入」して下さい。 
(3)授業開始後に資料を追加される場合には、教室に備え
付けられている「書画カメラ」から挿入することが可能で

す。 

(1) テキスト授業の場合でも、
随時、新しい教材を受講生に提供

することは可能です。ネット上の

「講師室」から「教材管理」を開

き、「教材登録」をしていただけ

れば、受講者がテキスト学習を進

める上で補助となる資料を登録

することができます。 

 
10．学生への連絡 

スクーリング テキスト 
(1)各学生の個人的な連絡先は原則として
公開しておりません。学生への全体的な連

絡は、通常、「支援センター」を通して行っ

ております。 
(2)受講生への個別的な連絡が必要な場合

には、ネット上の「講師室」から「担当学

生管理」を開き、「学生一覧表示」から該当

する学生を選択した上で、「メール／メッセ

ージ配信」をご利用下さい。  
(3)受講生全員を対象にメッセージを送る
場合は、(2) の方法で一斉送信するか、もし
くは、「講師室」の「オプション」から「お

知らせ管理」を開き、「お知らせの編集」に

てメッセージを書き込んでいただくか、用

途に応じてご利用下さい。 

(1)基本的には、スクーリング(1) ～(3) までと
同様です。 

(2)ただし、テキストの場合はスクーリングの場
合と異なり、教員と受講生とのコミュニケーショ

ンが希薄になりがちです。そのため、テキスト形

式の講座をご担当されております先生方には、と

くに、学生が学習計画を立てる際に相談に乗る、

あるいは、学生の課題の進行状況を適宜確認する、

など、積極的に働きかけていただき、学生の円滑

な科目修得を後押ししていただきますよう、お願

い致します。 
※1日 1回は「掲示板」、「質問 BOX」をご確認
いただき、遅くとも 1週間以内にはご返答下さい
ますようお願い致します。 

 
 

【分析結果とその根拠理由】 

学外実地授業などについては、日本教育科学研究所主催、文部科学省後援で行われている「自然体験活

動の指導」に参加させることにより単位の実質化をはかっている。「キャンプ活動の指導論」「レクリエー

ション活動の指導論」「ボランティア論」などは、他の教育機関に委託したり、本学独自で計画したり、時々

に応じて時間数を計算して単位認定を行っている。「伝統文化の継承 4 演習（華道・茶道）」の実習につい

ては学外の他の公共機関を借用して実施して単位の実質化をはかっている。 

 

６）講義、演習、実習等の組み合わせ及びバランスの適切性 

【現況】 
教科科目の大半は授業を受ける「演習科目」ないしは「講義科目」となっている。本学では双方向授業

の完全実施ということから、授業の映像に動画、録画を取り入れたり、写真、新聞、その他の資料などを

用意して演習科目の実質化をはかっている。講義科目については一方的な授業とならぬようチャット機能

による学生の発言、ディスカッションルームにおける議論などで学生同士、教員との議論などができるよ

うになっており、同時双方向の授業をおこなっている。受講者の本人確認についてもプライバシーに触れ

ないような意見を求めたり、本人の文章の特徴などを捉えて本人確認としている。 



 42

・ 通常スクーリングは科目毎に同一の曜日、時間帯で１６回（最終試験を含む）の授業 

・ 集中スクーリング（３日コース）は科目毎に３日間集中で１６回の授業（最終試験含む）を行う。

初日から最終日まで各５時限の授業の後に最終試験を最終日６時限目に行う。 

・ 週末スクーリングは科目毎に土日４日間で６回の授業（最終試験含む）をおこなう。初日から３

日間は４時限の授業を行い、最終日は３時限の授業の後に４時限目に最終試験となる。 

・ 土日半日８週スクーリングは科目毎に土曜日、または日曜日の半日授業を８週間で、全１６回の

授業（最終試験含む）をおこなう。１週目から７週目までは１日２時間（午前、または午後）、８

週目は１５回目の授業の後に１６回目に最終試験となる。 

【資料：巻末のスクーリング日程表参照】 
 
【分析結果とその根拠理由】 

インターネットによる通信制大学という点から講義科目、演習科目については工夫と開発を継続的に行

っている。フィールド型授業、面接授業などについてはまだまだ開発の余地があるが、本年度は遠隔地か

らの配信授業が可能となった。これが軌道に乗れば、出張でもその場でスクーリング授業が可能となり、

たとえば八洲学園大学国際沖縄高校での授業と本学授業とを併用して授業が可能となり高大連携授業が容

易になり、また海外からの授業が可能となっている。今後、海外の大学との提携も視野にいれて体制を整

える必要があるといえる。 

 

７）シラバスの作成と活用 

シラバスは学生と教員との授業内容契約に類するものであるところから、本学のシラバスはもっともよ

く整備されている。「平成１６年度年次計画履修状況調査」「平成１７年度年次計画履修状況調査」とそれ

に平成１９年１１月に行われた「平成１９年度年次計画履行状況調査」（最終文部科学省調査）においても

その成果とできばえを評価されている。スクーリング履修科目、テキスト履修科目とも全科目のシラバス

を作成し、インターネットによる検索を可能としている。授業の進捗状況、テキスト履修科目の通常課題、

最終試験、科目修得試験の問題も入れて、必要に応じ、学生支援センターで学生に提示して、学習の円滑

実施に務めている。 

資料 
開講年度  2008年 

■科目区分   共通専門教育科目  伝統と文化  

■科目担当  中田雅敏 ■単位数  2  

■科目名  
文学に表れた家庭・家族

１（日本）  ■履修方法  スクーリング履修（S） 

■履修条件  

本科目は家庭史、家族史の形式をとっています。基礎科目としても重要です。家

庭史・家族史を概観できるようにも編集しています。家庭教育の基本的文献とし

ての科目ともなっています。  

↑top

■科目の概要  

文学作品は多くのジャンルから成り立っている。純文学から歴史小説、風俗小説

からノンフィクション、また日記、小説、実記などあらゆる分野多岐にわたって

いる。これらの作品を見るとそこには反社会的、非社会的な行動、或いは時代の

諸様相を窺がうことが可能である。そのような視点で文学作品の中から家庭・家

族を扱った作品を抽出してみると、おびただしい数にのぼる。ここでは、家庭・
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家族の諸相を時代別に概観して考察することとする。  

■学習の要点  

とにかくびっくりすることばかりです。いつも発見と感動があります。驚き満載

です。とにかく受講してみてください。決して損をしたという気持ちにはさせま

せん。受講生の皆さんから寄せられる意見感想を期待しています。授業ではどん

どん学生さんから意見を出してください。発言を重視します。  

■授業計画  

第 1回   

〔豊かさと心〕 
現代日本は世界でも有数の豊かさになった。その反面心も豊かであるかと問え

ば、それは耳目を驚かす事件の多発さでも知ることが出来る。そうした家庭・家

族に起因する問題は古代も現代も変わらぬ親子関係に原因があることを見る。び

っくりするほど似ているのです。  

第 2回   

〔婚姻による家族関係〕 
古代の婚姻がどのようなものであったのか。上代や古代は母系制社会といわれて

いるが、実際にその家族構成はどのような形態であったのかを『古事記』や『万

葉集』など、この時代の作品の中から抽出して概観する。面白いことが次々と出

てきますよ。  

第 3回   

〔子供の自立と親子関係〕 
現代社会で「母源病」といわれる母親の過干渉から生じる不登校や引きこもりと

いう自立出来ない子供の問題が言われている。子供の自立を阻む母親と母親に依

存する子供の姿はいつの時代も同じであることを作品を通して確認する。それほ

ど人間は進歩していないのですね。  

第 4回   

〔家の発生と家族・家庭〕 
『日本書紀』の「持統天皇四年九月一二日条」や「飛鳥浄御原令」などに「編戸」

のことが書かれている。この時点を「家」の発生と見ることもできる。「令義解」

「令集解」などからどのような家族であったのかを検証する。家の概念がここか

ら始まったのですね。  

第 5回   

〔産むための女性と財産〕 
中古の物語は女性を中心にして描かれているものが多い。そこには「家」を継承

発展させるという概念が働いていることがわかる。「養育」と「財産譲与」はこ

の頃の家の発展継承に不可欠な問題であったことを考える。女性は虐げられてば

かりではなかったのです。  

第 6回   

〔中世動乱の世の家職〕 
中世になると様々な職業が生まれた。武士もある意味では職業であり、これらに

必要な武具を作るのも新たな職業であった。それを継承するための家の意識が高

まり、やがて家職として定着し家内職業となった。これが現代まで続いていたの

ですがね。  

第 7回   

〔乱世に生きた女性と家族〕 
中世期には土地に縁を持った時とびとは父系結合原理を強固なものにするため、

子供が母系の集団に帰属したり族内婚を選好して集合体の力を蓄えたりした。そ

のため女性も合戦に加わったりする例を分析してみる。多くの女性が戦に参加し

ていたのですよ。  

第 8回   

〔親子殺戮と下克上〕 
戦国乱世時代は親と子が互いに戦ったり、親を克して領主となる例が多々あっ

た。『伽婢子』や『集異志』『本朝将軍記』の中からそれらの例を見ることとし、

また『甲州法度之次第』などの家訓・家法を検討する。この話も「そのとき歴史

が動いた」よりも楽しいです。  

第 9回   

〔親殺しと子殺し〕 
南北朝期に書かれた『太平記』には、儒仏二教の感化による武士道精神を主体と

する倫理的道念が貫かれている。ここでは恋愛も卑しき行為として節婦列女が賞

揚されている。親と子の関係を検討する。忠君愛国などという言葉がここから生

れました。  
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第 10回   

〔太平の世と近世文学〕 
能や狂言の発生は室町末期頃であるが、それが完成円熟を見るのは江戸時代にな

ってからである。それは為政者が意図的に賞揚することにより、「果報者物」や

「主従狂言」などを通して家や一族の安寧を知らしめるものであった。鬼瓦とい

う面白い泣けるような話もある。  

第 11回   

〔身分制度と都市の繁栄〕 
井原西鶴は「好色物」「武家物」「町人物」「雑話物」など、人間生活を多面的に

分析して描いている。これらの作品からそれぞれの身分にあった人々がどんな生

き方をしたかを知ることが出来るし、また家族のあり方も知ることが出来る。「破

家者」とは「バカモノ」を言う。  

第 12回   

〔商人と百姓〕 身分制度によっておかれた位置から商人は低位にそして百姓は

過酷な年貢米を徴収されて苦しい生活であったとされてきたが、近年の研究の成

果でそうした観方は訂正されつつある。どんな生活と家族であったかを作品を通

し考察する。きっとびっくりしますよ。  

第 13回   

〔明治維新と家族・家庭〕 
明治維新後、家族は急速に近代化の波に洗われる一方で、明治民法での家族法の

下で新しい家庭・家族を営むことを余儀なくされた。近代国家へと変貌する中で

の家族関係の近代化の姿を見る。あの歴史に名高い勝海舟の話が登場します。 

第 14回   

〔家族の解体と新時代〕 
大正三年頃には日本の近代化は進み、都市文化が育った。工場労働者、或いはサ

ービス産業に従事したりして都市はさらに膨張していった。衣食住の合理化とと

もに消費生活も進行した。そうした中で家族も大きく変貌することとなった。デ

パートの発生を見てみよう。  

第 15回   

〔敗戦と新時代及び核家族化〕 
昭和二十年以降、日本はアメリカの占領軍の政策による民主化が推進されたが、

一般の家庭・家族における民主化は、新聞小説や映画を通して知らされた。それ

以来日本の家庭・家族は解体と核家族化の道を歩み、今日に至って多くの家庭・

家族に起因する問題に直面している。とにかく家族家庭の考え方がまったく一変

してしまいました。  

■最終試験について  

最終試験はテスト形式ではなく、レポート形式とします。このレポートは試験と

して実施するため添削指導はありません。授業ではどんどん意見を述べてくださ

い。 
最終試験(レポート形式)のテーマ及び提出期限などについては別途通知します。 

■評価方法  
スクーリングの出席率８割以上及び受講態度と最終試験の成績に基づく総合評

価とします。  

■授業参加上の注意点  
スクーリングの出席率が低いと、最終試験の成績が良くても不可となることがあ

るので注意を要する。大丈夫です。授業が待ち遠しくなるでしょう。  

■教科書  中田雅敏『文学に表れた家庭・家族１(演習)(日本)』本学教科書  

■参考文献  
各出版社から刊行されている「日本古典文学大系」「現代文学大系」などの中か

ら教科書掲載の例文は参照してください。  

■関連授業科目  文学に表れた家庭・家族２（演習）(西洋)中田雅敏 本学教科書  

■備考  特になし 

【分析とその根拠理由】 
シラバを公開することで学生が履修登録を開始することができる。学生の履修登録調整やテキスト履修

者への指導をすることも可能である。また開学当初、平成１６年度か平成ら１９年度までのシラバスを保
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資料１ 八洲学園大学図書館ホームページ」 
「八洲学園大学図書館便り」 

資料２ 資料編「学習のしおり」 
 

存してあることから、教授者が授業内容を工夫する上で重要な資料となっている。インターネット通信制

課程においてのシラバスは重要な位置を占めていると言える。 

 

８）自主学習、基礎学力不足学生への配慮 

【現況】 

 図書館の蔵書確認や貸し出しが遠隔地からでも簡単にできるように、インターネットでの利用申し込みがで

きるようにしている。開館時間は午後 10 時までとし、夜間に利用する学生へ対応している。 

 また、レポート提出が滞るなどの学習意欲減退の学生に対しては、学生委員会から該当する学生宛てに、学

習意欲を喚起する「励ましのメール」を送っている。 

 さらに、学生が学習に関して基礎的な学習方法への理解を深めるため、資料の収集と整理の仕方やレポート

の書き方についての解説書「学習のしおり」を作成し、学生が参考にできるようにしている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 図書館が利用され、学習効果が高まっている。また、履修者のうちレポート未提出の割合が減少し、レポー

トの質も向上している。これらの取組は効果があがっていると考えられる。
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９）通信教育の授業実施方法の整備と指導の適切性 

【現況】 

本学の教科書はオリジナル作成で、１時限９０分当たり数で１０頁全１５０頁となっており、実に見事

な教材が作られている。これらの教科書はすべてオリジナルであることから著作権を有しており、教育す

る側からすれば研究業績でもある。課題やレポートの添削状況、提出状況については学生支援センターが

把握して遅れや未提出がないように指導している。 

本学の学生の大半は社会人学生であるところから通常の授業が行われている授業時間に受講できない場

合があり、平成１９年度授業からその日の午前０時まで再放送し、それによって受講したことを認める再

配信授業を可能にした。 

 
 
[資料] 

再配信授業実施要項 
平成 21年 2月 13日 

八洲学園大学教務委員会 
 
 

再配信授業とは 

再配信授業とは、授業実施（ライブ配信）から当日のみの再配信（録画）までをその日の授業として一

体的に捉えるもので、再配信される録画授業を受講し、指定された課題（感想など）を提出することでラ

イブ配信と同様の出席と認められる制度です。 
仕事などの都合で通常スクーリング（平日開講）の科目の受講が難しい学生を対象に平成 19年度から
試行しております。 
（※週末・集中・土日半日スクーリングでは実施しておりません） 

 
再配信授業の流れ 

  9:00 12：10 13:00 19:00 20:00 21:00 0:00 1:45 翌日以降 

1～2

限 

授業実施 

（ライブ配信） 

再配信 

（録画）作成 
再配信授業公開／視聴後感想提出 

感想文 

提出 
～ 

感想確認 

出席処理 

3～6

限 
  

授業実施 

（ライブ配信） 

再配信 

（録画）作成

再配信授業

公開 

感想文 

提出 
～ 

感想確認 

出席処理 

（先生の担当部分） 
 
授業実施後、メディアセンターで再配信（録画）を作成、教材として登録します。学生の再配信（録画）

授業受講可能時間（教材公開時間帯）は以下の通りです。 
平日 1～2限実施の科目 当日の 19:00～0:00 
平日 3～6限実施の科目 当日の 21:00～0:00 

 
再配信授業を受講した学生は、深夜 1:45までに課題（通常レポート）または質問機能を利用して、指定さ
れた課題や授業の感想を提出することで出席が認められます。 
（課題の場合は事前に先生が事前に配信しておく必要があります） 
 
翌日以降に、担当の先生は eLy講師室より提出された感想を確認、出席を認められる学生について出席処
理（来校での出席と同様の処理）を行います。再配信（録画）の内容は従来どおり「オンデマンド」とし

て学生が復習用に活用できるようになります。 
 
なお、7限開講科目は授業終了時間が遅いため再配信授業を実施いたしません。 
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注意事項 

 

１ 出欠の確認 
 課題（通常レポート）または質問機能を使って、出席確認のための感想等を学生に提出させる。通常

レポートを使う場合の注意点は以下の通りです。 
① 毎回について提出時間帯を次のように設定してください。 

       ライブ配信授業が１限、２限の授業：19時～翌１時 45分 
       ライブ配信授業が３限～６限：21時～翌１時 45分 
② 履修学生が最終決定した段階で配信します。（配信後に登録学生が出た場合には、再度設定し配

信しなければならなくなるため。） 
 
２ 掲示板の利用について 
① 掲示板を使う場合には、学期の初めに掲示板を開設してください。 
② 掲示板の書き込みや目を通すこと等も授業時間に換算する場合には、授業は短縮授業にしても
よいです。 

③ 掲示板での議論や質問等はできるだけ次の授業で取り上げた方がよいです。 
 
３ ディスカッション・ルームの利用について 
① ディスカッション・ルームを使う場合には、授業終了後、直ちに講師室画面の「授業管理」で
その日の授業をクリックし、「ディスカッション」を「公開する」にしてください。この操作を

行わないと、再配信受講学生が「ディスカッション・ルーム」を見ることが出来ません。 
② ディスカッション・ルームのログは映像、音声と別になっているため、再配信授業では使いに
くく、チャットの方がよいという意見が学生から出ております。 

 
4 留意事項 
①ライブ配信授業の学生から、再配信授業のみの学生に誰がいるのかわからないという声がでている

ため、できるだけ掲示板等で発言してもらうように工夫した方がよいです。 
②最初の授業のときに、再配信併用授業のルールについて説明をする。 
説明例については下記を参照のこと。 
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授業初回の説明例 
【再配信併用授業の考え方】 
  本学学生は社会人・有職者が多いので、勤務の都合等でメディア・スクーリング授業
が受けられなかったり、遅刻したりすることも多く、学生からメディア・スクーリン
グ授業のあり方に対する強い要望が出された。その要望に応えるため、通常スクーリ
ング（平日開講）授業のみ再配信を併用し、勉学の便を図る。 

 
【再配信併用授業の定義】 

ライブ配信から当日のみの再配信までをその日の授業として一体的に捉える。 
   翌日以降は、従来通りオンデマンドで復習用に活用できるようにする。 
 
【本科目での再配信授業】 
① 履修登録について 

ライブ授業と再配信授業の履修登録は同じように行う。 
 

② 出欠と評価 
・再配信授業の学生は一言感想を翌日の１時 45 分までに提出する。それをもって
出席とする。（返却の際にコメントをつけない場合にはその旨学生に説明してお
いたほうがよい。） 
・感想の提出方法は以下のどちらかの機能を利用する。 

・通常レポート機能（※）を事前に配信しておき、レポートを提出する。 
・eLy教室の質問機能から提出する。 

※出席確認レポートを配信することになり、レポート提出義務が学生側に残って
しまうため、それが気になるという学生には「ライブ配信授業に出席」と記して
提出してもらう。 

 
③ 教育方法について 
・授業（演習等）の最初に自己紹介をしてもらう（再配信授業の学生にも実名で自
己紹介レポートを出してもらい、ライブ授業で読み上げるようにする、あるいは
教材にアップする）。  

・質問機能や掲示板を活用して、授業の一環として質疑や討議を行う（双方向性の
確保）。 

・原則として、すべての学生は毎回の授業前までに掲示板に目を通すようにし、そ
の時間も授業として位置づける。 

・ライブ授業で取り上げた方がよい質問等とその回答は次のライブ授業で取り上げ
る。 

・ライブ授業、掲示板ともに実名を使う。 
 
④ 著作権 

・本学のスクーリング科目における再配信併用授業では、再配信はその日の授業の
一環であり、著作権はライブ授業と同じとみなす。ただし、翌日からのオンデマ
ンドはその限りではない。 

・チャットや掲示板等での学生の発言、発表資料にも著作権があるが、よりよい授
業を行うために許諾を求める。 

 
⑤ その他 

・平成 19 年度から試行して改善を続けている。よりよい授業づくりを目指して、
授業のやり方についてのアイディアや問題点を学生からも出していただきたい。

・掲示板の活用については、万が一、誹謗・中傷、フレーミングに相当するような
発言があった場合には、気づいた学生はすぐに連絡していただきたい。 

・掲示板で、問題発言があった場合には、削除して、本人にメッセージを使って注
意するようにしたい。 
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【分析結果とその根拠理由】 
学生全員に対してメディア通信障害や、授業の受講不可能者調査を実施して、学生がどのような方法で

受講が可能かを調査して、スクーリング授業に対して再放送、再配信授業が受講できるようにした。再配

信を受講した学生はその授業内容を午前０時までにレポートでまとめて受講報告書を提出することによっ

て出席扱いとするようにした。またメディア開発チームで授業出席状況は自動的に確認することが可能と

なっている。またテキスト履修ではマイルストンを用いて学習の進捗状況を確認し、「大学からのお知らせ」

「メッセージ」のメディアを利用して適切な授業の実施を試みている。 

 

【現況】  

テキスト授業(印刷教材)についてはオリジナル教科書(Ｐ150)にて一時限90分あたり10ページを費やす

内容となっており、全テキスト授業において印刷教材が配布されている。課題レポートの添削状況、提出

状況については学生支援センターが個々に状況を把握して提出を促している。授業開始時間、添削レポー

ト提出期限、最終試験期日等については教務事務によって管理指導を行っている。ほぼ完備された状況と

いえるが、パソコンの扱いに習熟していない学生には学生支援センターが指導支援に当たっている。 

面接授業は、メディアスクーリングとなっていることから遠隔地にいる学生も受講することが出来る利

便性がある。海外からの受講生もあり、おおむね良好に行われている状況である。 

【分析結果とその根拠理由】 

メディアを利用した本学の授業について、その実施方法の整備状況は、以下の通りである。 

テキスト履修では、１科目２単位を取得するために、添削指導を受けながらレポートを２回作成しかつ

期末に科目修得試験を受ける課題方式と、添削指導を受けながら論文を作成する論文方式のどちらかを選

択することになっている。その場合のレポートや論文の提出、添削指導、試験、その他質問や個別指導等

はインターネットを通して行う仕組みになっている。 

スクーリング履修は、キャンパスで行われている授業を同時双方向で全国各地の学生に配信するかたち

で行われている。教員はタブレット型のパソコンを黒板がわりに使い、画面の右上には教員の顔が出るだ

けで、あとは主会場の映像が映し出されているようになっている。教員は、あらかじめパワーポイントを

用意してそれを画面に映したり、ＯＨＣで教材を提供したりしながら、タブレット・パソコン上で必要に

応じて書き込みを行っている。 

一方、学生はいつでもチャットで発言したり質問したりすることができるようになっている。さらに、

学生の出席状況を確認するためのボタンがあり、学生は一定間隔で押さないと退出の表示が出てしまい、

欠席扱いになってしまう仕組みになっている。 

その他、学外での実習については、事後にレポート指導を行うのでレポートスクーリング履修と呼んで

いる。事前指導としてインターネット活用のメディアスクーリング等を行う場合もある。 

指導方法としては、基本的にはインターネットを通しての指導になっているが、キャンパスに来る学生

には対面でも指導する。 

質問とその回答、学生へのメッセージ、メール、資料の送付、掲示板、アンケート、ＦＡＱなども科目

別に担当教員の責任下で行うことができるシステムを整えている。 

学生や教員に対する支援システムとしては、学生の相談等に応じたりする学生支援センターと教材開発

やメディア関係で教員を支援したり補助したりするメディアセンターがある。 
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学生支援センターは出願手続き、入学手続き、履修登録、学習相談など、学生へのあらゆる対応を行っ

ている。 

メディアセンターの具体的な支援業務は、教員に対するスキル研修（ＰＣ操作基礎研修、eラーニング

ソフト利用研修、インストラクショナルデザイン研修、個別操作研修）、業務の支援（スクーリング教室準

備＆稼動監視、教員パソコンの設定、質問への回答、トラブル時の対応）、メンタリング助手やスクーリン

グ助手、基礎授業素材制作代行、高度授業素材制作代行などの作業・操作の代行などである。 

これらの学生支援センターとメディアセンターは、ｅラーニング・システムの運営と開発のために八洲

学園大学と(株)デジタル・ナレッジが共同出資して設立した Digital- Knowledge for University 

Learning(DKUL)が運営しており、本学職員と DKUL の職員が協力して運営している。 

学生支援センター業務は、平成１８年度より DKUL の職員が撤退し全て本学職員で運営している。メディ

アセンターは、本学職員と DKUL 職員が協力して運営している。 

 

メディアを利用して行う授業システムの整備は進み、システム内部の問題は平成１７年度に解決したた

め、平成１９年度には大きなトラブルはなかった。しかし、演習科目の教育方法の開発、学生の本人確認、

通信障害への対応等が課題となっている。 

演習科目の教育方法で問題となるのは、掲示板を利用する事例はあるが、１対多のメディアスクーリン

グで、学生からの発言がチャットのみとなっている点である。しかし、チャット機能を拡大したディスカ

ッション・ルームを開発した結果、それを活用した教員は、演習や講義の質疑を効果的に行うことができ

るようになりつつある。 

ディスカッションルーム機能では、最大４つのチャットスペースを利用することで授業内のコミュニケ

ーションを円滑にしている。１対多形式で授業運営することをコンセプトに作成しているライブ授業配信

システムでは、あくまで教員対生徒の１対１での質問対応を実現できる程度のチャットエリアしかなく、

多対多のコミュニケーションを必要とする演習授業では、十分な授業効果が認められなかった。その対策

として、全ての受講者がフリーディスカッションすることができる全画面チャット（最大４スペース）を

導入している。最大４つのチャットコミュニケーションができるスペース（以下、ディスカッションルー

ム）があることで、演習授業で必要なグループディスカッションが可能になり、また教員は４つのディス

カッションルームを同時に表示して学生同士の議論の様子を観察し指導することが可能になっている。 

主な教員の指導方法としては、ディスカッション内容を閲覧し音声で指導・発言する方法と、ディスカ

ッション内容を閲覧し教員自らチャットに参加し指導・発言する方法がある。また、本機能を実装するう

えで授業中の学生同士の私語（授業とは関係のない話）が教員の見えないところで行われるリスクを想定

していたため、ディスカッションルームは、授業中に教員が稼動開始操作しないと学生は利用できない仕

様になっている。 

本人確認の問題は、ｅラーニング・システムを導入した通信制大学固有の問題で、学んだり試験を受け

たりする者が学生本人であるという確認が必要不可欠になる。単位や卒業証書はその本人に対して与えら

れるからである。八洲学園大学では、試験やレポートについて、必要に応じて電話、ＵＳＢカメラを使っ

たり、ときには面接などを行ったりして本人を確認する方法を検討している。ただし、海外在住の学生に

ついてはそのような本人確認は極めて難しいといわざるを得ない。 

通信障害への対応というのは、現在のインターネット環境では 100 パーセント安定した配信が可能とは
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いえないことからきている。 

通信障害は、発信側の要因(サーバの性能など)、受信側の要因(パソコンの性能など)、インフラストラ

クチャーの要因(回線容量、ルータの問題など)が複合的に絡んで発生するので、多面的な対策を立てる必

要がある。 

 

１０）成績評価基準、卒業認定基準の策定と学生への周知 

【現況】 
スクーリング履修科目については出席８割以上、最終試験点数６０点以上をもって単位認定としている。

成績認定に関する規程によって評価している。 

 

[資料] 

◆試験 

１．定期試験 
 （１）各セメスターの授業終了後、定期試験期間を設けています。「定期試験」には、①「科目修得試験（テ

キスト履修）」と、②「最終試験（スクーリング履修）」があり、それぞれ、A「試験方式」と B「レポート方式」
に分かれています。 
  
 スクーリング テキスト 

筆
記
試
験
方
式 

(1) スクーリングの場合、筆記試験の実施日
時は、当該担当科目の開講曜日・時限〔ス

クーリング最終日(第 16回目)〕 を原則と
しております。 

(2)試験時間は、いずれの場合も基本的に各
担当教員に一任されております。通常、

45 分、60 分、90 分のいずれかで行われ
ております。 

(3)試験監督は、各担当教員にお願いしてお
ります。 

(1) テキストの場合、筆記試験の実施日時
は各担当教員への事前のアンケートによ

って決まります。定期試験時間割は受講

生が履修登録を開始する前に発表致しま

す。 
(2) 試験時間は、スクーリング(2) の場合と
同様、各担当教員に一任されております。 

(3)テキストにおいても、試験監督は各担当
教員にお願いしております。 

レ
ポ
ー
ト
方
式 

(1)レポートの答案は、スクーリング最終日から 2週間後に受付を開始致します。 
(2) レポートの答案受付期間は、通常、2週間設けられております。 
(3)レポートの課題は、答案受付開始日の 2 週間前までに、ネット上で事務局に提出して
いただきます。レポートの文字数や体裁等、詳細もこの時明示していただきます。 

(4) 答案受付開始日の 1週間前になりましたら、先生方から送信していただきました課題
を、事務局側から受講生に一斉配信致します。 

※配信トラブルの場合は別途対応致します。メディアセンター（045－324-6960〔内線番号 2306／2307〕）も
しくは、教務課（045－324-6960〔内線番号 2304〕 ）までご連絡いただきますよう、お願い致します。 
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〈定期試験の流れ〉 
レポート 筆記試験 

① 教務課から試験方式決定の依頼書 
10日後 

 
②レポート課題入力（担当教員） 
1週間 

7日後 
 
③レポート課題配信（事務局） 

7日後 
 
④レポート答案提出期間（学生） 
2週間 

10日後 
 
⑤成績評価提出（担当教員） 

5日前後 
 
⑥成績評価配信（事務局） 

①教務課から試験方式決定の依頼書 
10日後 

 
②筆記試験問題入力（担当教員） 
20日前後 

3日前後 
 
③筆記試験時間割発表 

7日前後 
 
④スクーリング最終試験／テキスト科目修

得試験（学生）1週間 
10日前後 

 
⑤成績評価提出（担当教員） 

5日前後 
 
⑥成績評価配信（事務局） 

 
 
２．追試験および再試験 
 追試験および再試験に関する具体的な規定は、只今、検討中でございます。現状としましては、次のような

対応が慣例となっております。 
 (1)受験後、「不可」と評価された者に対する救済措置は一切とっておりません。 

(2)止むを得ない事情（妊娠、出産、病気、メディア上のトラブルなど）があった場合は代替措置をとってお
ります。その場合の代替措置としましては、通常、筆記試験ではなく、レポートの提出によって行われて

おります。 
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◆成績評価 

成績評価は、各科目ご担当の先生方に以下の要領で行っていただきます。 

 

１．単位の認定 

学生の評価は、以下の条件を満たした者にのみ、行って下さい。 

＜単位認定の条件＞ 

スクーリング テキスト 実習科目 
〔1 時間のスクーリングに対し、2
時間の準備のための学習を必要と

する。15 時間の面接授業を 1 単位
とする。〕 

〔45 時間の学習を必要とする
テキストの学習をもって 1 単位
とする。〕 

〔30 時間の学習をもっ
て 1単位とする〕 

（1）開講時間の 8割以上の出席を
満たしている者。※ただし、止

むを得ない事情により出席で

きない場合は、録画視聴による

受講をもって出席とみなすこ

とができます。この場合、録画

視聴による出席は開講時間 8
割中の 2 割までとしておりま
す。 

（2）最終試験の受験、または、最
終試験に該当するレポートの

提出を果たした者。 

（1）全ての課題レポートを提出
した者。 

（2）科目修得試験の受験、また
は、科目修得試験に該当す

るレポートの提出を果たし

た者。 
（3）論文方式の場合、担当教員
から指導を受けて作成され

た論文の提出を果たした

者。 

（1）「八洲学園大学の学
外実施研修・調査実

施に関する規定」の

第 4 条の条件をす
べて満たした者。 

※その他、休学者及び退学者、学費未納の学生への成績評価は行いません。年度途中に生じた学生の学籍上

の異動についての問い合わせは、学生支援センター（045－410－0515／045－324-6960〔内線番号 2101／2102
／2103／2104〕）までお問い合わせ下さい。 
 
２．成績入力 
成績の入力は、成績入力期間中、以下の評定基準に従ってネット上にて行って下さい。 
＜成績の評定基準＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

評定基準 採点 単位認定 
優 試験において優に相当する成績のもの。または、出席、

課題レポートの提出において欠けるところがなく、テ

キストおよび授業内容を十全に理解していること、さ

らに学習態度や応用的・発展的調査学習能力を身につ

けたとみなされる場合等、担当教員が総合的に評価し、

優に相当すると判断されるもの。 

100点～80点 

良 試験において良に相当する成績のもの。または、担当

教員が総合的に評価し、良に相当すると判断されるも

の。 

79点～70点 

可 試験において可に相当する成績のもの。または、担当

教員が総合的に評価し、可に相当すると判断されるも

の。 

69点～60点 

合格 

不可 試験において不可に相当する成績のもの。または、出
席や課題レポートの提出が評価基準を満たしていない

場合やテキストおよび授業内容を理解していない場合

など、担当教員が学習意欲・態度など含めて総合的に

評価し、不可に相当すると判断されるもの。 

59点以下 不合格 
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３．学生からの問い合わせ 
本学では、成績入力の 5日後に、学生に成績を通知致します。学生から成績に対して質疑があった場合は、
学生支援センターから担当の先生にご連絡させていただく場合がありますのでご了承下さい。なお、参考ま

でに、これまで学生から寄せられた意見と、それを踏まえて是非とも先生方にご協力いただきたい事柄とを、

いくつか挙げておくことに致しますので、ご協力のほど宜しくお願い致します。 
 

＜事例＞ 
学生から寄せられた意見 ご協力いただきたい事柄 

①履修科目を選択する上でシラバスは欠かせ

ない。シラバスをもっと充実させてほしい。 
 
 
②スクーリング中に先生が何も発言しない時

間など、音声が途切れると不安になる。 
（※同様の意見として、スクーリング中、担当

の教員がチャット画面に書き込んだ学生のコ

メントに気づかない、多くのコメントにまぎれ

て読み飛ばされてしまうといったことに対す

る不安も寄せられておりました。） 
 
 
 
 
③テキストの課題レポートについて、再提出や

不可という評価をもらったが、具体的にどこが

悪かったのか指摘がなく、次回、どこをどのよ

うに改善すべきなのか分からない。評価の基準

を明確にし、学習のポイントを教えてほしい。

 
 
④レポートが期日をすぎても返却されないこ

とがある。スケジュールを調整したり、次の履

修を考えたりしなければならないので、期日が

きたらきちんと返却してほしい。 
 
⑤毎年、時間割が固定しており、履修したい科

目を選択することができない。卒業に必要な科

目もあるので、何とか対応していただきたい。

 
 
 
 
 
 
⑥入試の関係で少し遅れて履修を始めたのだ

が、そのせいか、自分だけ課題を知らされず、

レポートを提出することができなかった。課題

は必ず全員に告知されるように徹底してほし

い。 

①シラバスの充実。シラバスを作成する際、授

業の進め方や評価の方法、テキスト以外に使用

する教材など、できるだけ詳細に記載して下さ

い。 
 
② 学生の作業を待つ間、あるいは画像を挿 
入する間など、沈黙がしばらく続くようでした

ら、指示をメモするなどして、意図を明確にし

ておくようにして下さい。また、チャット画面

が小さくご不便をおかけして申し訳ありませ

んが、極力、コメントには対応するようにして

下さい。その場で対応する時間がとれず、授業

後に掲示板やメッセージ機能などでフォロー

していただく場合でも、一言、コメントしてあ

げて下さい。 
 
③課題レポートについて、とくに筆記のやり取

りが中心となるテキスト履修の評価に関して

は、評価の基準を明確にし、学生が次の課題に

取り組む上での指標となるようなポイントを

明確にしてあげて下さい。現在、「観点別評価」

の提案も検討しております。 
※ 添付資料（観点別評価項目（例））参照。 
 
④返却の期日は原則としてお守りいただきま

すよう、お願い致します。万が一、止むを得な

い事情で遅れる場合には、その旨、事前に、学

生にお伝え下さい。 
 
⑤本学では先生方の希望を優先して時間割を

作成しておりますが、毎回、多くの学生から時

間割の流動化を求める声がみられます。中には

卒業に関わる場合もありますので、スクーリン

グの、通常・週末・集中の、入れ替えや、通常

スクーリングの時間帯等の変更等が可能の先

生方は、次回の時間割作成アンケート調査の際

にご考慮していただけると助かります。宜しく

お願いいたします。 
 
⑥課題の配信漏れなどがないように、事務局で

は一括して配信を行っております。先生方に

は、所定の通りに課題設定を行っていただきま

すよう、お願い致します。 
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【分析結果とその根拠理由】 
 成績の評価は担当教員の裁量となっている。評価に問題がある場合は教務担当者から各教員に訂正を御

願いすることもある。成績評価の手順については次のようになっている。 
・ 履修登録は合格通知を受けてから入学金、履修登録料を納入した学生が所定の期間内にその学期に

履修する授業料を支払った後に授業科目を定め、事務局教務課に履修届を提出し履修登録をする。 
・ 履修登録は年間５０単位を上限とすることから原則として春学期と秋学期でそれぞれ２５単位まで

となるが、昨年度の登録状況では平均６科目、１２単位当たりとなっている。 
・ 印刷教材授業は科目修得試験、面接授業は最終試験として日程を定める学期末までに行うものとし、

面接授業は最終日の１６回目の授業時、テキスト履修は別日程でおこなう。テキスト履修について

は次のような評価基準を設けている。 
 
観点別評価項目（例） 
 
（全体的評価項目） 
■レポート課題の出題の意図を汲んだレポート（応答）になっているか。 
A：的確に課題の意図を把握し十全に応答している 
B：課題の意図は把握しているが課題に対する応答が部分的である。 
C：課題の意図の理解、応答とも部分的である。 
D：課題の意図が全く理解できておらず、応答も適切でない。 
 
■課題に即した応答が論理的・説得的に記述されているか。 
A：課題の要求を十全に満たし、意見や主張が論理的・説得的に記述されている。 
B：課題の要求は満たしているが、考察や論理の展開にやや飛躍が観られる。 
C：課題の要求に対して部分的な応答で、考察の論理展開が粗雑である。 
D：全く課題に即した応答ができておらず、考察も評価すべきところがない。 
 
■レポート全体の構成が課題の応答にふさわしいものとなっているか。 
A：節・項・考察の内容別の段落構成などに分節されていて論旨が明快である。 
B：節・項・考察の内容別の段落構成になっているが論の展開に修正が必要である。 
C：論の展開に大幅な修正が必要である。 
D：構成全体が乱雑であり、評価すべきところがない。 
など 
 
（レポートの記述方法・様式に関する基本的評価項目） 
■参考文献や資料の引用、参照の仕方は適切かどうか。（優・良・可・不可） 
※剽窃とみなされる第三者の文章の流用はないかどうかも含まれる。 
■出題者の要求する字数制限を守っているか。（優・良・可・不可） 
■誤字・脱字などはないかどうか。（優・良・可・不可） 
など 
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１１）成績評価、単位認定、卒業認定の実施 

【現況】 

単位認定におけるレポートの字数（量）が単位数に対して適切の分量であるかを教務委員会で検討しその結

果以下のような対応をした。 

（１）テキスト履修の場合（Ｔ履修） 

 通信授業（Ｔ履修）は、テキスト学習で充分教育効果が上がるという内容の科目のみ設定した。テキストに

よる学習では、時間場所を選ばず、学生おのおののペースで学習することができる。また、個々の疑問点につ

いては質問ができるよう配慮している。 

（１‐１）課題方式 

テキストのみによる科目の履修は大学から送付する自宅学習用の教材（テキスト、補助教材等）に区分され

る。学生は、テキストや参考書を精読し、与えられた課題（テキスト科目課題集に記載）についてレポート（学

習報告書）を提出。教員による添削と評価の後、返却される。所定のレポートに合格することと「科目修得試

験」を受験し合格することで、その科目の単位が認定される。 

（１－２）論文方式 

 学生は、テキストや参考図書を精読し学習を始め、科目ごとに課せられた「論文」を、教員の指導を受けな

がら作成する。 

 論文方式（論文試験）のねらいは、「出題意図を正確につかみ、それをテキストなり、参考書等に当たって検

討した上で、自分なりの考えをまとめ、自分の言葉で相手に理解しやすいようにまとめあげる」ことにある。

担当教員の指導のもとに論文を完成することにより充分な学力をつけさせることを目指している。「論文」は、

決められた期間内（作成期間約一ヵ月半）に、自宅にて 1 単位当たり 2,000 文字、２単位で 4,000 字程度にま

とめて提出し、審査をうけてこれに合格すると単位修得とする。 

【分析結果とその根拠理由】 

1、単位修得までの学修の流れ 

（１）テキスト履修の場合（Ｔ履修） 

①課題提出順序を指定され第一課題合格後、第二課題を提出の場合 

 必ず第一課題から取り組み、合格を手元で確認したうえで次の課題に進む 

②提出順序の制約なしの場合（どの課題からでも提出可・複数課題提出可） 

 課題の提出順序について、一切制限を設けていない。どの課題からでも、どのような順番でも提出ができる。 

 自宅学習→第一課題提出（不合格の場合自宅学習に戻る（注 1・注 2））→合格→科目修得試験受験（不合格

の場合追試験の上合格）→合格→単位認定 

（注 1）科目修得試験に合格してもレポートが不合格のままでは単位修得とならない 

（注 2）再提出をする場合、前回添削指導書と前回レポート、再提出評価書と再提出レポートの 4点を合わせて

提出のこと 

 

（２）スクーリング履修の場合（Ｓ履修） 

 面接授業（Ｓ履修）は、テキスト学習では充分教育効果が上がらない内容の講義科目と演習科目のみ設定し
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た。時間場所が限定され通信の利点を損なう要素もあるが、直接授業を受けられることにより教材学習だけ

では伝えきれないものが伝えられると考えられる。 

 スクーリングには、通常スクーリング（週一回登校して受講）と、短期集中（週末、春期、夏期、冬期）の

スクーリングがある。スクーリングは、本学にて行う。 

・ 通常のスクーリングでは、各教員により、一学期間に数回の「宿題」をだす。学生はこの「宿題」に答えな

がら、自己の学習の進度を確認する。教員は、次回の授業時に提出された「宿題」を添削評価して、学生に

返す。 

・ 学生は、開講時間の 8割以上に出席し、最終日に行われる試験に合格することにより、単位を認定される。

試験に代えてレポートを提出する場合は、指定された提出日までに各教員宛に提出する。演習科目の試験も、

これに準じて行う。 

・ 短期集中のスクーリングは、大学の定める 3日～4日間の期間・日程に従って開講する。 

・ 短期集中スクーリングの試験は、授業の最終日に行う。または担当教員の指定する提出日までに、定められ

た方法に従って、レポートを提出する。 

・ 成績の評価は、本学の規定によって行う。 

 

メディアスクーリング方式 

 地理的、時間的、身体的などの理由により、通常スクーリングの受講が困難な学生は、「メディアスクーリン

グ方式」により受講することができる。この方式は、コンピュータ利用により、通常スクーリングと同時・双

方向の授業に参加する。これは、通常スクーリングの学生の授業とまったく同様で、受講の申し込み、単位の

認定、日程、受講方法等も、同一である。 

 

テキスト・スクーリング併用履修（ＳＴ履修） 

 テキスト履修とスクーリング履修の併習で行う学習形態であり、通信授業及び面接授業の双方向の授業に参

加することが必要である。 

 テキスト、スクーリング併用履修（ＳＴ履修）は 3単位以上の科目のみ設定している。3及び 4単位の科目は

学習量（時間）を「テキスト履修」「スクーリング履修」を組み合わせることにより目標とする学習効果をあげ

られると考えられる。 

 「通信授業」と「面接授業」分割履修とし授業科目はその単位数全てを修得し終えた時点で始めて「単位修

得」とする。 

 たとえば 4単位科目「博物館学」（概論・経営論・情報論）の場合、同一学期内に概論の部分は「テキスト履

修」で、経営論・情報論の部分は「スクーリング履修」で授業を行い、当学期（春学期又は秋学期）内に履修

を終える方式である。したがって、試験（科目修得試験又は最終試験）の結果、どちらか一方を落とした場合

は、単位は取得できず、来学期以降再履修となる。 

 テキスト履修とスクーリング履修の併用であるから、両方の履修により、両方の授業の成績評価に合格する

ことが必要である。 

 この授業のテキスト履修、スクーリング履修は、上に述べた両方の履修方式を生かして受講するが、スクー

リング履修は、登校して受講しても、コンピュータ利用の同時・双方向の授業を受講しても良い。 
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テキスト・スクーリング選択履修（Ｔ・Ｓ履修） 

 テキスト・スクーリングの選択科目（Ｔ・Ｓ履修）は、前期をテキスト履修・後期をスクーリング履修の基

本とし、学習上、独学のテキスト履修だけでは不安である、直接登校又はコンピュータ双方向の授業にも参加

して、理解を深めたいという学生のために、この方式がある。 

 学生が直接教員から授業を受けられることにより教材学習だけでは伝えきれない、よりタイムリーな知識や

学説を伝えられると考えられる。また、スクーリングのみの場合には時間場所が限定され通信制の利点を損な

う要素もあり、学生の生活サイクルより自由に選択（前期テキスト履修、後期スクーリング履修）できるよう

配慮した。 

 この方式は、両方の履修のどちらかを選択して、成績評価を受ける。両方とも評価を受ける必要はない。受

講申請のとき、いずれの方式で評価を受ける予定であるか、選択して申請をする。 

２、成績評価方法について 

 毎年 3 月、9 月に成績を通知する。当該の（100 点満点の素点表記とし 60 点以上を単位認定対象とする）方

法を明示する。 

成績評価は、下記の優、良、可、不可の 4段階とする。 

優   100 点～80 点 

良   79 点～70 点 

可   60 点～60 点 

不可  59 点以下 

以上の成績評価は、本学における全試験に適用される。 

（１）テキスト履修 

 ア）科目修得試験採点結果と、課題レポートの添削結果との総合評価とする。 

 イ）論文試験審査を受けこれに合格すると単位修得とする。 

（２）スクーリング履修 

 開講時間の 8割以上に出席し、最終日に行われる試験に合格することにより単位修得とする。 

（３）その他 

テキスト・スクーリング併用履修（ＳＴ履修） 

 テキスト履修は、科目修得試験採点結果と、課題レポートの添削結果との総合評価で２単位 

スクーリング履修は、スクーリング時間の８割以上に出席し、最終日に行われる試験に合格することにより

２単位 

 併修科目の単位取得は、テキスト履修とスクーリング履修双方の総合評価とする。 

テキスト・スクーリング選択履修（Ｔ・Ｓ履修） 

テキスト履修かスクーリング履修どちらかの評価を必要とする。 

テキスト履修を選択した場合は、科目修得試験採点結果と、課題レポートの添削結果との総合評価とする。

スクーリング履修を選択した場合は、スクーリング時間の８割以上に出席し、最終日に行われる試験に合格す

ること。 
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１２）成績評価等の正確性を担保するための措置 

【現況】 

成績評価については、すべて学生支援センターに集約され、教務と管理職で点検許可をえてから学生に

期日を告知して配信される。各教科担当者から成績評価の提出があった段階で教務委員が「評価済」「未評

価」「評価違い」を確認し評価の正確性を期している。著しくかたよった評価については運営委員会で審議

し、学長から教科担当者に確認する手続きを取っている。 

本年度は完成年度ということから、「卒業論文の提出」を行った。卒業論文指導は「卒業論文研究演習」

と「卒業論文」の提出審査があり、教授会で「卒業認定の判定」を行い、学生に卒業の可否を告知する。 

【資料：巻末「卒業研究演習・卒業論文スケジュール表」参照】 

 

【分析結果とその根拠理由】 

開学時、平成１６年度の成績評価から完成年度の平成１９年度までの成績一覧を検証して、ほぼ正確で

あり、妥当な評価であったと言える。４年間の学期毎の履修登録状況、レポート提出状況、添削状況、最

終試験素点、総合成績等に関する記録はすべて保存されているので、基準は定まったと考えられる。 
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８．教育の成果 

 

１）養成しょうとする人材像等の方針と達成状況の検証 

【現況】 

両課程ともに育成、養成しようとする人材像については明確にされている。家庭教育課程の方針は、現

代の家庭教育の諸問題とあるべき姿について、これを的確に分析し問題を解決できる人材を育成し、社会

の要請に応えることを掲げ、また人間開発教育課程の方針は、豊かな人間性と生涯学習についての幅広い

識見を養い、専門的知識・技術を習得して生涯学習社会実現に貢献できる人材を養成することをうたって

いる。その達成状況の検証・評価については、はじめて卒業生が出る１９年度及びその次の２０年度の状

況をもみてしっかり検証・検討する所存である。【資料：資料篇「大学案内」「履修案内」】            

【分析結果とその根拠理由】 

家庭教育課程では、社会において家庭教育力を高める指導者として活躍できる人材、すなわち家庭教育

アドバイザーの養成、また健全な市民活動の指導者としての地域スポーツインストラクターの育成などを

目指している。ただし地域スポーツインストラクターの資格の具体像については、現在詳細を検討中であ

る。人間開発教育課程では、社会教育主事をはじめとして、図書館司書、司書教諭、博物館学芸員など、

社会で活躍できる人材の養成を目指している。 

 

２）学生の授業評価から見た教育の効果 

【現況】 

スクーリング授業については、授業終了後に必ず通信状況と授業についての学生の感想評価が寄せ

られるシステムとなっている。恒常的に学生からの授業評価が行われている。 

 

 

[資料] ;  「教員便覧」 
学生からの問い合わせ 

本学では、成績入力の 5日後に、学生に成績を通知致します。学生から成績に対して質疑があった場
合は、学生支援センターから担当の先生にご連絡させていただく場合がありますのでご了承下さい。な

お、参考までに、これまで学生から寄せられた意見と、それを踏まえて是非とも先生方にご協力いただ

きたい事柄とを、いくつか挙げておくことに致しますので、ご協力のほど宜しくお願い致します。 
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＜事例＞ 
学生から寄せられた意見 ご協力いただきたい事柄 

①履修科目を選択する上でシラバスは欠か

せない。シラバスをもっと充実させてほし

い。 
 
 
②スクーリング中に先生が何も発言しない

時間など、音声が途切れると不安になる。 
（※同様の意見として、スクーリング中、担

当の教員がチャット画面に書き込んだ学生

のコメントに気づかない、多くのコメントに

まぎれて読み飛ばされてしまうといったこ

とに対する不安も寄せられておりました。）

 
 
 
 
③テキストの課題レポートについて、再提出

や不可という評価をもらったが、具体的にど

こが悪かったのか指摘がなく、次回、どこを

どのように改善すべきなのか分からない。評

価の基準を明確にし、学習のポイントを教え

てほしい。 
 
 
④レポートが期日をすぎても返却されない

ことがある。スケジュールを調整したり、次

の履修を考えたりしなければならないので、

期日がきたらきちんと返却してほしい。 
 
⑤毎年、時間割が固定しており、履修したい

科目を選択することができない。卒業に必要

な科目もあるので、何とか対応していただき

たい。 
 
 
 
 
 
 
⑥入試の関係で少し遅れて履修を始めたの

だが、そのせいか、自分だけ課題を知らされ

ず、レポートを提出することができなかっ

た。課題は必ず全員に告知されるように徹底

してほしい。 

①シラバスの充実。シラバスを作成する際、

授業の進め方や評価の方法、テキスト以外に

使用する教材など、できるだけ詳細に記載し

て下さい。 
 
②学生の作業を待つ間、あるいは画像を挿 
入する間など、沈黙がしばらく続くようでし

たら、指示をメモするなどして、意図を明確

にしておくようにして下さい。また、チャッ

ト画面が小さくご不便をおかけして申し訳

ありませんが、極力、コメントには対応する

ようにして下さい。その場で対応する時間が

とれず、授業後に掲示板やメッセージ機能な

どでフォローしていただく場合でも、一言、

コメントしてあげて下さい。 
 
③課題レポートについて、とくに筆記のやり

取りが中心となるテキスト履修の評価に関

しては、評価の基準を明確にし、学生が次の

課題に取り組む上での指標となるようなポ

イントを明確にしてあげて下さい。現在、「観

点別評価」の提案も検討しております。 
※ 添付資料（観点別評価項目（例））参照。 
 
④返却の期日は原則としてお守りいただき

ますよう、お願い致します。万が一、止むを

得ない事情で遅れる場合には、その旨、事前

に、学生にお伝え下さい。 
 
⑤本学では先生方の希望を優先して時間割

を作成しておりますが、毎回、多くの学生か

ら時間割の流動化を求める声がみられます。

中には卒業に関わる場合もありますので、ス

クーリングの、通常・週末・集中の、入れ替

えや、通常スクーリングの時間帯等の変更等

が可能の先生方は、次回の時間割作成アンケ

ート調査の際にご考慮していただけると助

かります。宜しくお願いいたします。 
 
⑥課題の配信漏れなどがないように、事務局

では一括して配信を行っております。先生方

には、所定の通りに課題設定を行っていただ

きますよう、お願い致します。 
※学生から寄せられた意見とそれに対する対応状況などは、「大学ロビー」の「支援センター」という項

目を開き、「学生支援センター情報ページ」右上にある「ご要望と対応状況」からご確認いただくことが

できます。先生方にご協力いただき、毎年改善されてきてはおりますが、まだまだ学生さんからの要望は

少なくありません。以上のような点を参考に、今後の授業改善への糸口としていただければ幸いです。 
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【分析結果とその根拠理由】 
スクーリング授業では授業の途中でも授業終了直前でも全受講生に質問をして学生の理解度を知ること

ができる。学生の質問についてはその週の中で回答をし、学習意欲の向上をはかるようにしている。学生

からの授業評価は毎学期ごとにアンケートを実施してその状況を把握している。 

 

 

３）就職と社会活動 

[就職及び社会活動状況] 

本学は今春、初めての卒業生を送り出すことができた。その数は両課程同数の計 68名であった。これも

ひとえに学生の皆さんの努力の結果であり、同時に本学を支えてくださっている多くの方々のおかげであ

る。通常の大学と違い、職を持ちながら最短時間の４年間で 68名という多数の卒業生を世に送り出すこと

がでたことは、教職員・学生一丸となって励んできた結果であり、大きな喜びでもある。 

就職委員会も第 1期生を送り出すにあたり、少しでも就職面で協力したいと多方面から求人情報を集め、

内容の精査を行い、データベース化を図り、随時その結果を公開してきた。しかし、その利用実態を調査

するまでには至っていない。また、現状では、インターネットの普及によって、就職を希望する学生は、

自由に求人情報をインターネット上で見ることができるとともに、直接、就職試験等に必要な手続きを取

ることができるようになった。この結果、従来の学校を中心とする就職活動の仕組みが変わってきている。 

しかしながら、インターネット時代ではあるが、学生は、従前通り就職希望先に提出する卒業見込証明

書、成績証明書等の書類が必要になり、内定を得るためには、学生は大学に連絡してくるはずである。こ

の数が就職内定者数になる。申請件数から判断すると、本年度は 2名の卒業生が新しい職に就いたものと

思われる。その他の卒業生は、多くが社会人学生であるため、卒業後も引き続き同じ職場で働くものと思

われる。 

本学の場合、最長 12年間在学することができる。4年間で卒業を目指す学生がいる一方、12年間学び

続ける計画を持っている学生もおり、一般大学における卒業・就職とは異なるところがある。正科生に対

して、科目等履修生は資格取得が目的であるので、資格取得後、それぞれが希望する分野で職を得て活躍

している。 

本学の場合、通常の大学とは異なり卒業生の就職先等を厳密に把握することが難しい状況にある。 

図書館関係の科目等履修生の就職については、毎期、高鷲教授が就職先等を調査している。その調査資

料を基に就職委員会で推定した資格取得者中、実際に就職した者は大学院進学者１名を含め正職員、非正

職員合わせて約 60名である。 

本学をはじめ各種機関で学んだ人たちが、学んだ成果を社会で生かしていくためには、有期雇用（雇止

め）の問題を解決していかなければならないと思う。現状では専門性の高い人材を育成することが難しい。

現状は教育基本法の精神から遠い状況にある。 

生涯学習で学んだ成果を生かせる社会を構築して行くことが、国、生涯学習関係者等の使命としなけれ

ばならない。このことを怠れば生涯学習制度の将来はない。 

 
[本学への求人状況] 

上場企業を含め多数の企業等から求人案内書が送られてくるようになった。情報を在校生に伝達するた

め、現在、学生支援センター及び就職委員会で情報の精査・整理を行い、公開している。 
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求人情報の数、社名等から推測すると、八洲学園大学の認知度も年々高まっていると判断される。これ

らの団体を味方につける方法について研究する必要がある。 

 
[就職委員会] 

2006年度に就職委員会が設立され、求人情報の内容の精査、就職希望者に対する学内連絡等の活動を行

っている。また、就職に際して必要とされる推薦状発行の手続き事務の補佐等も行っている。 



64 

資料１「履修モデルの例」 
（出典 八洲学園学習ガイド） 
資料２「シラバスの例」 
（出典 八洲学園大学ＨＰ） 

資料１「八洲学園大学生を支えるサポート体制」 
         （出典 八洲学園大学ＨＰ） 

資料「質問管理」 
 （出典 教員用目的別マニュアル） 

９．学生支援等 

 
１）ガイダンスの実施状況 

【現況】 

 学生が自分の将来の進路希望にそって科目選択ができるように、専門別の履修モデルを示している。全ての

授業科目についてシラバスを作成し web 上のホームページで公開し学生の閲覧に供している。また、同ホーム

ページでは担当教員がシラバスを説明する映像の閲覧もできるようにしている。 

【分析結果とその根拠理由】 

 学習に熱心に取り組む学生が多い。それは、履修モデルを参考にする

ことにより、卒業後の進路を視野に入れた科目の選択ができていること

によると考えられる。 

 

２）学習相談、助言について 

【現況】 

 学生支援センターという部署が学生との窓口となり、電話やメールで学生からの相談を受け付けている。相

談者は、自分の希望により、面談・電話・メールでの相談のうち、適切な方法で相談ができるようになってい

る。 

【分析結果とその根拠理由】 

 本学は通信制の大学であり、遠隔地で学ぶ学生が多い。学生支援センターはそれらの学生との窓口となる部

署であり、電話や電子メールでの対応が迅速に行われて

いる。相談者は学生支援センターに連絡し、相談を受け

ることができている。 

             

３）学習支援に関する学生のニーズの把握 

【現況】 

 学習に際して学生と科目担当の教員との間をインターネットで結ぶ「質問機能」を充実させ、学生が、随時、

必要なときに質問ができるようにしている。                

【分析結果とその根拠理由】 

 通信教育での在宅のままでのテキスト履修でも、学生が学習をしていて疑問に思った時点で、「質問機能」で

担当の教員に質問ができるので、教員による時を得た回答を受け取

ることができて、学習の効果があがっている。 

 

 

４）通信教育のための学習支援、教育相談 

【現況】 

 授業科目を担当する教員は、インターネットを利用した e ラーニングシステムによる、担当学生管理機能を

使って担当学生の学習状況（出席、レポート提出、評価、質問歴等）を把握し、必要に応じて、学生と電子メ
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資料１「担当学生管理」 
 （出典 教員用目的別マニュアル） 
資料２「履修進捗管理機能」 
 （出典 教員用目的別マニュアル） 
 

資料「託児所のご案内」  
（出典 八洲学園大学ＨＰ） 
 

資料 施設の整備状況 
テーブル４ 椅子 16 長いす１ 

空気清浄機１ 掲示板１   
 

ールで連絡がとれるようにしている。 

 また、テキスト履修に関しても e ラーニングシステムによる、テキスト履修進捗管理機能を使って、学生の

テキスト学習の進捗を把握し、学生の学習支援にあたっている。 

【分析結果とその根拠理由】 

 学期間を通して、学生の学習状況を把握することができて、 

学習への助言や評価に効果が出ている。 

 

５）特別な支援を要する者への学習支援 

【現況】 

 本学校舎内に、ちとせ･ナーサリーと提携した託児所を設置し、乳幼児を抱えた通学生が学習しやすい環境を

整えている。 

【分析結果とその根拠理由】 

 利用する学生も次第に多くなり、学生の役に立てている。  

           

６）自主的学習環境の整備と利用状況 

【現況】 

 通学生のために、本学の４階のホールを開放し、自習や話し合いの場に供している。 

また、クラス会の開催などに各教室を貸し出し、学生が集会をもてるようにしている。 

【分析結果とその根拠理由】 

 この施設を学生が利用している姿を見かけることが多い。 

また、学生がクラス会を開催して交流を深めることもあった。 

 

７）学生の課外活動への支援 

【現況】 

 学生は遠隔地に居住しているので、電子メールを活用して自主的な話し合いの活動ができるコミュニティー

を育ててきた。 

 さらに、課外活動に関する要項を作成し、サークル活動を奨励した結果、大学認定サークル「家庭力応援倶

楽部「ハッピイ」」「学園祭実行委員会」が、意欲的な活動をしている。 
「家庭力応援倶楽部「ハッピイ」」は、インターネットで、定期的に会報誌を発刊して、活動の輪を広げている。 
「学園祭実行委員会」は、インターネットを駆使して、ネットによる学園祭を実現した。 
 

【分析結果とその根拠理由】 

 コミュニティーは２４あり、遠隔地にいる学生同士が友達になって仲間のつながりをつくっていることがう

かがえる。 
 また、インターネットを用いての学園祭が実現できた背景には、実行委員になった学生たちの努力に素晴ら

しいものがあるが、それを支えた学生たちの結びつきも強固になってきたことがあげられる。 
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８）学生の各種相談のための相談・助言体制の整備状況 

【現況】 
 学生支援センターが学生の相談の窓口となり、相談内容によっては、学生委員会や教務委員会と連絡を取り、
的確な助言ができるようにしている。 

また、学生相談センターをつくり、学生が気軽に相談できるように、学内に学生相談室を設置(教室番号；４

－ｈ)し、登校した学生が相談できやすい環境を整えている。 

                    
【分析結果とその根拠理由】 
 進路変更による退学の相談、課程変更の相談、休学の相談、身分変更の相談を受け、迅速に対応した。 
 
９）特別な支援を要する者への生活支援 

【現況】 

 校舎内に、車椅子利用のスロープやエレベーターを整備している。 

【分析結果とその根拠理由】         

 今のところ利用者無し。 

 

１０）生活支援に関する学生のニーズの把握 

【現況】 

 本学は通信制の大学であるため、学生が本学に通うためにそれまでの居住地を離れて一人暮らしを始めると

いう状況にはなく、在宅のままで学ぶ学生が多いので、生活支援は、生活の変調にかかわる学習に関しての問

題を解決することが多い。病気にかかったり、体調を崩したり、勤務先の会社から長期に出張を命じられたり、

生活環境が変わって学習する雰囲気を整えることができなくなったりした学生からの要望は学生支援センター

へ、もしくは科目担当の教員に直接電子メール(質問機能)で届けられるようにしている。 

【分析結果とその根拠理由】 

 学生からの要望は、そのつど科目担当の教員が対応した。社会人である学生が多いので、仕事や家庭の事

情によってレポートの提出に支障ができたことについての相談が多かった。それらについて、可能な限り提

出期限の延長を行って、学習の機会を保障するようにした。 

 

１１）学生の経済面の援助、授業料免除等 

【現況】 

  独立行政法人日本学生支援機構に申請し認められれば同機構より奨学金を受けることができる。 

【分析結果とその根拠理由】 

  春学期５名 秋学期３名 が援助を受けている。 
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１０． 施設・設備 

 
１）施設・設備の整備と活用 
【現況】 

本学では、次に掲げる施設を用意している。 

 

本学施設の概要 

施設名 面積 室数 備考 

大講義室 ２９６．１ １ ２１３人収容 

中講義室 ９４．８ ６ １室４２人収容 

演 習 室 約３０．０ １５ １室 ６人収容 

学生自習室  ３ １室２８人収容 

学生控え室  ３ １室２０人収容 

図書閲覧室 ２８９．６ １ 閲覧７６席、パソコン２台２席 

書庫   ４万冊収容可能 

学長室 ３７．５ １  

研究室 約２０．０ ２７  

顧問室 ３７．５ １  

非常勤講師室 ９４．８ １  

講師用学生指導室 ３７．５ １  

事務室 １２２．７ １ 事務室内に医務室設置 

会議室 ９４．８ １  

サポートセンター ４９．７ １  

メディアセンター ３９．７ １  

倉庫 ５４．７ １ 事務用品等の保管 

通信教育関係施設 ４９．７ １  

    他に、現在は学生数も少なく使用していないが、新宿地区（東京）に教室他の施設がある。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学は、eラーニングを利用するネット大学であり、学生は履修の仕方によっては大学に通学しなくても卒

業に必要な１２４単位を修得できるということが本学の特徴であることもあり、スクーリング授業に利用す

る中教室３室を除き、充分に活用しているとはいい難い。ただ、開学２年目から開催され始めたたオフ会

（教員を囲んだ懇親会）に加え、開設後４年目の平成１９年度には初めて学園祭が開かれるなど学生の

課外活動にも大学の施設・設備が使用されるようになってきた。学生数が増加すれば施設の利用度が更

に向上するものと思われる。 

これら施設の利用状況はここでは省略するが、図書館の年間利用状況はⅣ-１０-４）「図書、学術誌等の資

料の整備」で触れているので、そちらを参照されたい。 
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２）情報ネットワークの整備と活用について 

【現況】 

学生や教員に対する情報ネットワークとしては、Ⅳの 7の９）「通信教育の授業実施方法の整備と指導の

適切性」のメディアを利用して行う授業の実施方法のところで述べたように、学生に対しては学生支援セ

ンターが、教員に対してはメディアセンターが中心となったネットワークを形成している。 

【学生に提供している情報ネットワーク】 

■ メディアスクーリング 

メディアスクーリングの基本機能については、Ⅳ－５－(３)で述べたが、基本機能に加えてメモ機能が

実装されている。これは、学生が教育内容を授業後に再学習する際のユーザビリティーを考慮して、授業

中にシステムを通じてメモした箇所が記憶され、さらにメモした箇所のページを閲覧できる仕様になって

いる。また、そのメモをもとにライブ授業を収録したコンテンツ（以下オンデマンドコンテンツ）と照ら

し合わせて振り返り受講できる環境を提供している。 

■ トップページのインターフェイス 

 受講ポータルサイトのトップページでは、メディアスクーリング・テスト・レポート提出など主要な

学習機能をつかさどる「教室」以外にも、教員及び大学から学生へ滞りなく周知できることが必要である

という観点から次のようなインターフェイスになっている。ひとつは、学生が受講ポータルサイトにアク

セスしたときに一番目につくところにインフォメーションスペースを設置することで、事務局から学生へ

の周知を徹底している。ここでは、大学からの最重要お知らせ事項が掲載されることが多い。また、メデ

ィアスクーリングの状況（授業開始時刻／終了時刻・授業中・終了・休講）がわかりやすいインターフェ

イスになっている。特に、メディアスクーリングを配信する教員が諸般の事情（病欠及び交通による）に

より授業を行うことができない場合や、システムトラブルで休講になる場合は、トップページのメディア

スクーリングの状況が「休講」と表示され、履修生には休講情報がメッセージとして通知される。 

■ バインダ機能 

バインダ機能とは、学生専用のブリーフケースのようなもので、主に大学・教員・学生（友達）からの

メッセージやアンケートが蓄積できる。また、ライブ授業にて登録したメモを蓄積できたり、履修登録・

学費の支払いなどが行えることからユーザー自身のシステム利用履歴とした役割も担っている。 

■ 教室機能 

学生が主に学習を進めるスペースが教室機能になる。教室機能は、原則として１科目につき１教室設定

されており、教室への入室権限はシステム管理者を除けば担当教員とその科目を受講する履修登録者のみ

になる。ここではメディアスクーリングを受講するだけではなく、以下のような機能が実装されている。 

• 質問機能： 授業中以外も教員への質問送信ができる。 

• FAQ機能： 教員はよくある質問をFAQ化して質問内容を全ての履修登録者で共有することができる。 

・掲示板機能： 履修登録者のみ閲覧可能なクローズスペースであることから、学習テーマに沿って電

子掲示板をたてて履修登録者同士で意見の交換をすることも可能である。 

• レポート機能（課題形式／論文形式）： 教員はシステム上から学生にレポートを出す事ができる。「通

常レポート」では、教員自身が自由に提出期限を設定する事が可能である。また、成績評価につながる
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試験としてのレポートは、システム上よりレポート内容を事務局に提出し、大学（教務・事務）側にて

内容を確認してから、提出期限を統一し一斉告知している。また、この場合は、添削／採点もシステム

から行う事ができ、教員はレポートを添削が完了したら結果をシステム上から事務局に提出、大学（教

務・事務）側にて内容を確認してから、学生へ成績を一斉返却する。 

■ 電子シラバス 

  本学では、シラバスを電子化している。これは、単にシラバスや講師紹介が電子化されているだけの

ものではなく、担当教員がシラバスを公開した日付や修正を加えた日付が記載される。また、科目の概要

をオンデマンド形式で紹介する「視聴」コンテンツも公開され、全学生が閲覧可能、科目の特徴を知る事

ができる。 

【分析結果とその根拠理由】 

学生に対する教育に関してはネットワークが整備されつつあるが、教員間及び教員・事務間のグループ

ウェアが未整備である。      

 

３）施設・設備の運用に関する方針と構成員への周知 

【現況】 

施設案内、施設の運用方針については、学生を含め構成員に周知している。 

【分析結果とその根拠理由】 

本学ホームページに大学（横浜地区）の施設案内を公開しているほか、大学（横浜地区）ロビーに施設案

内、各階エレベーター横に施設の案内を掲示している。 

学生が本学施設を部活などで利用する場合は、学生規程において使用手続きを定めているところである。 

なお、非常勤の先生方が使用する非常勤講師室（９階約９５㎡）は近くに事務職員が居ないなど使い勝手

が悪いためかその利用頻度が極端に少なくなったことと従来から３階事務局で時間待ちされている先生が多

かったため、平成１８年度から３階事務局奥部に PC や飲料水サーバーを移し、事実上、非常勤講師控え室

として使用している。このことによる周知は、非常勤講師室に貼り紙により行った。その文言は「非常勤講

師控え室は３階奥へ移動しました」である。 

また、本学の教員、学生は本学からの各種通知を見るために教員にあっては ely（e-learning system of 

yashima）の教員情報ページを、学生は ely の学生支援センター情報ページを見ることとされており、この

ページを開くことにより、例えば、スクーリング授業が行われる際には、その時間割を確認することができ

る。 
                                    【資料：資料篇】 

４） 図書、学術誌などの資料の整備 

【現況】 

遠隔教育であるという本学の特殊性から、直接大学図書館を訪れる学生だけでなく、遠隔地で勉学に励ん

でいる学生用の教育用資料を重点的にそろえている。本学の教員の作成した教科書に掲載されている参考文

献は必ず購入し、学生の求めに応じて郵送している。オンラインデータベースの導入も検討中であるが、シ

ステムの問題で現在業者と再度検討中である。 
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【分析結果とその根拠理由】 

アメリカで「遠隔教育」を実施している大学はとても多い。その大学では、eBook とオンラインデータベー

スを大学図書館のホームページで学生に提供し、キャンパス外の学生はそれにＩＤとパスワードを入力して

アクセスし、授業に必要な資料・情報を入手している。現物を郵送するという方式をほとんどとっていない。

しかし、日本では学部学生が必要とする日本語による eBook は存在せずまた日本語による社会科学関係のオ

ンラインデータベースは限られており、学部教育を電子メディアで支えることは不可能である。本学では、

教科書で参考文献にあげられている資料をそろえ、学生の求めに応じて宅配便を利用して配送している。安

価な配達方法を探して実施しているが、限度がある。 

平成 19 年度末に紀伊國屋書店が日本語書籍の eBook を開発し、実用に供し始めたので、使用を前提に考え

たい。 

また、オンラインデータベースも、キャンパス外の学生が本学大学図書館のホームページにアクセスして

自由に利用するには制約があるが、業者が全国の学生が利用できるシステム開発に着手しており、完成次第

試用したい。 

著作権法次第ではあるが、必要な図書の一部、あるいは必要な学術論文を添付ファイルで学生に送付でき

るようになれば、一つの解決策になろうと考えている。 

現状では、学生の居住地の公共図書館に依存するのが一番であり、自治体によってはその地の大学図書館

と連携して、利用者に大学図書館利用をかなえているところもあり、本学学生もそうした大学図書館も利用

させてもらっている。 

 

 

種類 蔵書数 

和書 13,275 冊

洋書、中国書 524 冊

視聴覚資料 199 点

合計 13,998 冊

※寄贈、研究費購入図書、別購入費図書含む（2008 年 3 月現在） 
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５月 153 28 138 1 61 77 91 31
６月 120 21 153 6 88 65 135 30
７月 143 26 88 9 32 56 134 31
８月 74 20 114 1 81 41 114 31
９月 56 17 28 0 4 24 57 30
１０月 106 38 153 8 103 50 40 31
１１月 138 41 90 0 47 51 147 30
１２月 127 38 115 10 66 49 76 29
１月 108 28 87 3 59 28 125 28
２月 94 37 128 16 69 59 122 28
３月 72 27 49 2 42 7 84 31
計 1362 355 1283 62 711 587 1185 360
月平均 114 30 107 5 59 49 99
1日平均 3.8 1.0 3.6 0.2 2.0 1.6 3.3
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郵送 来館 郵送 来館 郵送 来館 郵送 来館
4月 31 44 23 23 59 80
5月 0 36 47 35 17 82 61 77
6月 26 61 20 50 6 50 88 65
7月 11 65 9 29 10 44 32 56
8月 18 37 28 25 29 46 81 41
9月 3 36 6 24 3 21 4 24
10月 10 17 23 24 24 52 103 50
11月 57 60 39 57 42 47 47 51
12月 29 42 26 61 67 51 66 49
1月 27 43 8 61 7 39 59 28
2月 18 32 51 32 64 39 69 59
3月 11 20 5 21 4 28 49 42
計 210 449 293 463 296 522 718 622

月平均 19.1 40.8 24.4 38.6 24.7 43.5 59.8 51.8

貸出方法
H16年度 H17年度 H18年度 H19年度
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来館数 貸出冊数 来館数 貸出冊数 来館数 貸出冊数 来館数 貸出冊数
4月 32 17 50 7 34 6
5月 11 12 41 11 50 11 28 1
6月 18 47 26 20 47 5 21 6
7月 17 26 34 6 36 2 26 9
8月 18 22 17 12 30 3 20 1
9月 20 8 16 14 39 13 17 0
10月 20 16 24 5 57 7 38 8
11月 13 14 48 4 46 17 41 0
12月 17 11 38 18 31 4 38 10
1月 30 18 30 14 43 4 28 3
2月 16 11 26 6 20 2 37 16
3月 21 9 28 9 13 1
計 201 194 360 136 462 76 328 60
月平均 18.3 17.6 30 11.3 38.5 6.3 29.8 5.5

H19年度

教職員の利用状況
H16年度 H17年度 H18年度
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№ 誌名 出版社 刊行頻度
1 エイジングAGING （社）エイジング総合研究センター 季刊
2 マナビィ ぎょうせい 月刊
3 ミュゼ 株式会社アム 隔月刊
4 みんなの図書館 教育史料出版会 月刊
5 学校図書館 全国学校図書館協議会 月刊
6 学校図書館速報版 全国学校図書館協議会 隔週
7 月刊言語 大修館書店 月刊
8 月刊公民館 全国公民館連合会（第一法規） 月刊
9 史境 歴史人類学会（日本図書センター） 年２回
10 社会教育 全日本社会教育連合会 月刊
11 図書館界 日本図書館協会 隔月刊
12 図書館雑誌 日本図書館協会 月刊
13 大学図書館研究 学術文献普及会 年３回
14 日本語学 明治書院 月刊
15 日本語文法 日本語文法学会（くろしお出版） 年２回
16 日本歴史 吉川弘文館 月刊
17 文部科学時報 ぎょうせい 月刊
18 歴史学研究 青木書店 月刊
19 歴史評論 校倉書房 月刊
20 視聴覚教育 日本視聴覚教育協会 月刊
21 大学資料 文教協会 季刊
22 IDE　現代の高等教育 民主教育協会 月刊
23 月刊子どもの本棚 日本子どもの本研究会 月刊
24 あうる ＮＰＯ図書館の学校 隔月刊
25 *家庭教育研究 日本家庭教育学会 年刊

*　・・・新規購読

定期購読雑誌タイトル
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１１．教育の質の向上及び改善のためのシステム 

 
１）教育活動の実態を示すデータや資料の収集と蓄積 

【現況】 

本学ではコンピュータ管理を行っているので、教育関係のデータもすべてコンピュータに蓄積されており、

必要に応じて過去のデータも活用できるようになっている。 

【分析結果とその根拠理由】 

巻末添付の規程を見てもわかるように、本学のすべての資料は事務局で保管となっていることから、それを

もとに平成１６年１１月の文部科学省の指導に対応するために集約された資料もあり、これらは紙対応資料と

してファイル化されてよく保管されている。 

情報開示保護ともにきちんと整理されている。 

 

２）学生の意見の聴取と教育の自己点検、評価への反映 

【現況】 
学生の意見の聴取と教育の点検については、学生支援センターに学生からの意見が寄せられる。学生支援セ

ンターではこれらを「教科書の内容」「授業に対する感想」「情報の把握」「授業の苦情などについて整理された

ものを教務委員会と学生委員会に寄せられ、評価や点検の際の資料としている。 

 
【分析結果とその根拠】 
学生からの意見寄稿は大変な量にのぼっている。それは学生個人のことから大学の経営や運用にまで及ぶこ

ともある。これらの意見はそれぞれの委員会で集約される。 

 

 

３）学外関係者の意見の自己点検評価への反映 

【現況】 

本学に５名から構成される「顧問委員会」が設置されているが、平成１６年度は開学年度でもあり、平成１

６年１２月１３日に、顧問会議を開催して、本学の現状、管理運営、学生募集、教育への取り組み等について

説明したうえで、質疑応答を行なった。その結果、各顧問委員から、学生募集に積極的に取り組むこと、教学

の実を上げること等貴重な意見が寄せられた。平成１８年度および平成１９年度は学長病気療養中のためもあ

って顧問会議は開催しなかったが、平成１６年度の会議の結論をふまえて引き続き両課程の科目認証制の整備

と拡充など教学上の検討を行うとともに、平成１８年６月刊行の「平成１７年度自己点検・評価書」を顧問委

員に検証していただくとともに、公表した。平成１９年度も「平成１８年度自己点検・評価書」を顧問委員に

送付し検証いただく予定である。 

また、ＦＤ研修会を、平成１９年度は９月と３月の２回開催し、非常勤講師を含めて全学教員合同で、eラー

ニングの教授法の創意と工夫、とくに授業再配信併用制度の導入と留意点について話し合った。研修会での意

見はこれまでと同様記録に残し、自己点検・評価委員会を中心に教育に反映するようにした。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

平成１８年度後半とから平成１９年度にかけては前述のように、学長が病気療養のため不在となったために、
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顧問委員の意見を聞く会合を開催できなかった。しかし、大学全体を自己評価する各年度の「自己点検・評価

書」は、刊行の都度、顧問委員に提出しており検証をいただいている。平成１９年度３月には初めての第１回

卒業生を送り出したが、これら新しい学外者からの大学への提言も今後自己点検・評価に反映していかなけれ

ばならないので、卒業生を組織化するとともに、定期的な「ホームカミングデー」といった懇談の機会を設け

て、提言や要望を聞きたいと思っている。これら顧問委員や卒業生などの学外者以外に、非常勤講師および関

連の方の意見もＦＤ研修会などを通じて反映できるようになっている。 

 

４）評価結果を教育の向上、改善に結び付けるシステムの整備 

【現況】 

教務委員会、ＦＤ委員会、自己点検・評価委員会が連携を密にするとともに、これら教学側の委員会と、事

務局、センター（学生支援センター、メディアセンター）の三者が相互に連携して、システムの構築に努めて

きたが、その一環として、「課程長連絡会議」を平成１７年１１月に立ち上げて以来、平成１９年度も毎月１回

定例で開催してきた。これは学部長および両課程長と、事務局、メディアセンター、支援センターの代表から

なり、その都度の教育に関する具体的な懸案事項を三者連携のもとで解決してきた。課題として残るものは運

営委員会にあげてさらに協議して、改善への努力を重ねた。平成１９年度はスクーリング教室の増設、サーバ

ーやシステムの充実、またはじめての卒業生を送り出すのでそのための学籍簿の整備については多くの時間を

掛け、遺漏なきことを期した。 

【分析結果とその根拠理由】 

ＦＤ研修会で寄せられた多様な意見、ネットを通じて個々の授業に寄せられる学生からの多数の意見や評価、

また顧問委員会など学外者の意見等は、主なものはすべて運営委員会にはかられ、そこでの判断にしたがって、

教授会を通じて各教員に周知するようにしている。また、具体的実行は、教学側の教務委員会、事務局におい

て、またメディアおよび学生支援センターにおいて検討され、上述の課程長連絡会議等を通じて具体化される

ようにしている。 

これらがいっそう効果的に運営されるためにはなお整備が必要であり、今後の検討課題である。 

 

５）評価結果に基づく授業内容、教材、教授技術等の継続的改善 

【現況】 

 家庭教育課程、人間開発教育課程の両課程では毎週水曜日に課程会議を開催している。会議ではあらゆる日

常のことがテーマとなっている。授業研究、カリキュラムの検討、教授技術、学生対応などについて提案があ

り、これら教材の充実と授業内容については、共に共同研究を通して授業の教授技術についても検討されてい

る。またそれぞれの課程において若い教員が数名の研究班を作って研究活動に取り組み始めている。教授内容、

教授技術については、それぞれ共同研究を通して毎年次毎に積み上げる方向で研究が深められている。 

【分析結果とその根拠】 

 両課程とも平成１９年度は全教員が就任し、初年度就任の教員との授業、その他ｅラーニングシステム授業

についても違った温度差があるところから、おのずと学生への対応、授業内容、教授法、教科書、教材などに

ついて話題となり、それが相互点検、自己点検の対象ともなっている。課程会議で取り込んでいることが日常

の評価、教材開発、授業内容につながり効果を発揮しているといえる。 
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６）ファカルティ・ディベロップメントの実施の適切性 

【現況】 

  ファカルティ・ディベロップメントは大学の教育機能の根幹になる研修であるところから、毎年春学期と

秋学期の両学期にわたり、2回ずつ実施している。本年度は「私の授業」と「授業と評価」のテーマで実施し

た。特に評価については今まで統一を見ていなかったことからスクーリング授業とテキスト履修の添削事例、

それに演習授業における改善点などについて検討をした。非常勤講師もおおむね参加があり活発さを増して

いる。 

 学長を中心にＦＤ委員会を組織し、検討をした上で教授会の承認を得て実行に移している。委員は８名で構

成され、「ファカルティ・ディベロプメント委員会規程」に基づいて案を作り、その実施案を検討して、計画

立案をしている。その成果を『高等教育研究』にまとめることとなっているが、これについてはいまだ実行

に移されてはいない。ＦＤ研修と『高等教育』の両輪があって、選任・非常勤教員の高等教育実践にかかる

発表の場として改革してゆきたいと考えている。非常勤教員の参加も半数ほどあり、非常勤教員から提出提

案される意見も大学教育の運営に大きな意義を持っている。 

【分析結果とその根拠理由】 

  平成１９年度のＦＤ研修会は評価と添削という日常教育に直結するテーマであったため、参加者もほぼ全

員に近く極めて意義深い研修となった。添削指導については通信教育大学の根幹に関わる事項であることか

ら意見も多出し、また統一認識もできて初めて大学の機能が発揮されたといってよい。特に評価基準につい

ては統一的見解を見ていなかったことから、改めて話題にした事により一応の統一を見て大きな成果が得ら

れた研修であったと認識している。 

 

７）ファカルティ・ディベロップメント教育の質および授業の改善 

【現況】 

ファカルティ・ディベロップメントは大学の教育機能の根幹になる研修であることから、毎年春学期と秋

学期の料学期に渡り、２回ずつ実施している。 

【分析結果とその根拠理由】 

平成１９年度は４年目にあたり、研修効果が現れているといえる状況である。以下に、本年度の研修内容を

示す。 

 
平成１９年度第１回 FD研修会 
日時：平成１９年９月２９日、午後２時～５時１０分 
 
八洲学園大学３階大講義室 
第１部 大学からの報告 
１．学部長挨拶 水野学部長 
２０年度のカリキュラム改訂 
学生アンケート結果の報告 

２．秋学期の学事予定について 中田教務委員長 
３．学生の募集状況について 山本入試委員長 
 
第２部 FD研修会  
３．再配信併用授業の導入について 
○概要の説明（山本恒夫） 
○成果と課題－講義中心の場合（田中マリア） 
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資料「再配信併用授業の成果と課題－講義中心の場合－」をもとに報告が行われた。 
○成果と課題－双方向授業の講義形態の場合（小宮郁子） 
資料「再配信併用授業『親子関係論』の成果と課題」をもとに報告が行われた。 
※大学・システムの改善の要望→レポートの課題提出を自動にしてもらいたい。１５回分のレポ

ート配信をメディアのほうに設定しておいてもらいたい。 
※ディスカッションルームを公開設定にしておかなければ学生が見ることができない。これは簡

単であるが、忘れないようにしていただきたい。 
※双方向性を大事にするということ。再配信をうける学生への呼びかけも忘れないように心がけ

た。これも重要だと思う。再配信の学生からの意見や感想などをライブ受講生にも還元すると

いうことに努めた。 
※成績はまったくライブ・再配信受講生との違いは見られなかった。 
※学生には再配信を見たことを簡単に報告することでよいとしたが、学生によっては多くの記述

を寄せてくる学生もいた。その学生の意見などから、自分自身の授業を振り返る良い機会にな

った。 
４．授業配信における著作権問題について（石田尊） 

資料「ICT活用教育と著作権フォーラムに参加して」をもとに報告が行われた。 
 
 
資料：平成１９年度第２回ＦＤ研修会 
日時：平成２０年３月２２日（土）１４：００～１７：０６ 
会場：本学３階大講義室 
第１部：「大学からの報告」 
１）学部長挨拶（水野） 

学長交代。新学長は山本恒夫、副学長は水野であり、学部長は置かない。事務局は１階へ。事務局体

制も変更がある。 
２）教務委員会からの報告と説明（中田） 
○２０年度カリキュラムの変更について。 
○授業について 
○シラバスについて 
３）両課程からの報告と説明 
○家庭教育課程（中田） 
○人間開発教育課程（山本恒夫） 
４）学生募集について（山本恒夫） 
５）事務局から（吉田事務局長） 
 事務局の１階への移動、および事務局長の交代（吉田から松浪へ）について説明があった。 

第２部：「ＦＤ研修会」（司会：中田）（１５：１０～１７：０６） 
１）本人確認の問題について（山本恒夫） 
２）再配信併用授業の留意点（中田雅敏・福田博子・大石純子） 
 中田先生より再配信授業の概略の説明があった。これまでの録画視聴とは違い、著作権上の問題は

なく、授業と同等の扱い。２０年度は原則すべての授業で再配信併用授業が行われることになった。

３）レポートの参照資料について（平良・石田） 
４）質疑応答（ディスカッション） 
 
 
 

８）教育支援者、教育補助者への研修等 

【現況】 

本学では教員がオフィスアワーの時間を取ってあるが、学生の多くが社会人であるところから、なかなかこ

の時間帯では教育支援が難しく、おのずと学生支援センター、学生委員会、教務委員会が対応することになる。

ともすると学生支援センターの部署で学生の生活状況や学習状況の連絡がとまってしまう場合がある。またメ

ディア支援センターの職員も三年目ということからメディアの使用だけでなく、学修状況や生活相談にも応じ
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てくれていることもあり、それらは事務局長、センター長などを通して両課程長や学部長に連絡されることか

ら学生にとっては教育支援の一助となっておりまことに優れた点と考えられる。 

また理事長ホットラインは学生から直接理事長のもとに教育相談がなされることから、理事長が大学経営、

大学運営、教育活動について丁寧に対応していただいていることから多くの学生が大学についての理解を深め、

新設大学の戸惑いも理事長の対応やご指導によって健全順調に三年を終えて、完成年度を迎えることとなって

いる。このようにどこかの部署に集中することなく学内全体で取り組んでいる点は他に例を見ないであろう。 

【分析結果とその根拠理由】 

学生支援については通信制課程ということから直接学生と接する機会が少ない。そこで多くの機関を通して学

生の意見や学習にたいする支援を行うように心がけている。また教育補助者の研修については理事長、事務局長

が研修を行っていただいており万全の体制ができている。またＦＤの研修にも当然設定の段階などで支援センタ

ー、メディアセンターの方々も関わっていただいているところから、研修会にも参加してもらい、教職員一体と

なった支援体制ができている。 
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１２．財 務 

 
（１）観点ごとの自己評価 

１）資産 

【観点に係る状況】 

校地、校舎については横浜市西区桜木町という交通至便な所に 937 ㎡の敷地、鉄筋コンクリート造り 9

階建て 5,544.09 ㎡の校舎を有している他、東京都新宿区新宿に敷地 134 ㎡鉄筋コンクリート造り 8階建地

下 2階 925.38 ㎡の校舎を有した上、内容的にもインターネットで学ぶ在宅通信教育を主にしているのもか

かわらず、通学の学生の利用にも耐えうる水準を満たし、蔵書も一万冊を大きく越え平成 18 年度だけでも

約 260 万円分の図書を増冊した。当然電子機器については最新の設備を備えるとともに、ソフト面でのか

なり充実した環境下にある。 

【分析結果とその根拠理由】 

学園として有形固定資産は年々増加しており、今後も必要に応じて、教育研究に係る資産を増やす方向

である。また本学園はまったく借入金を有しないので、債務に係る不都合はありえない。 

 

２）経常的収入 

  【観点に係る状況】 

   まだ完成年度を迎えたばかりで平成１９年度は補助金の対象となっていないので、経常的収入は学生納

付金収入に頼らざるを得ない。平成１９年度の消費収支レベルでの収入は約２億２千万円で、支出の５億

３千万円が大きく上回ったが、収支差額に改善を見ている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教育研究活動を安定して遂行するために経常的収入が継続的に確保できるかどうかは、今後の学生数が

予測の範囲で推移し、来年度以降定員がどのくらい確保できるかがポイントであると考えている。当初の

予測では完成年度の学生数で、収支のバランスが取れるのではないかと考えていたが、現状では難しく、

開学７年を経たころがその時期ではないかと資料請求数の推移などから予測している。 

 

３）収支に係る計画性の適正性 

  【観点に係る状況】 

   完成年度を終えた現段階では、設置認可申請書の通り遂行しており適正性に欠く事例はないと考えてい

る。 

  【分析結果とその根拠理由】 

   観点に係る状況に記載の通りである。 

 

４）過大な支出超過について 

【観点に係る状況】 

収支に係る計画性の適正性と同じく、概ね計画通りに遂行している。ただ、当初の予測より学生数の増
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加率がいまだ低率に推移しているため、設置の際の文部科学省による教員審査の合格者を今年度まで随時採

用の必要があったので、学生数からすると適正な人件費比率ということはできない。 

【分析結果とその根拠理由】 

経常的収入でも触れたように、開学７年でほぼ適正な収支になると考えているので、過大な支出超過とは

見ていない。但し、現時点では大幅な支出超過であることは事実で、次年度より適切な人件費を確保するた

め、人事考課など積極的に研究し取り入れる予定である。 

 

５）教育研究活動に対する資源配分の適正性 

 【観点に係る状況】 

   教育研究活動に必要な施設・設備は充分に整備されていると考えている。特にようやく完成年度である

ので、研究機器備品の多くもフレッシュな状態である。教員の研究費も昨年同様年額、一人あたり 

３００，０００円計上し、他に共同研究費として３，０００，０００円予算計上している。 

【分析結果とその根拠理由】 

さらに研究経費を増額していく方針であるが、支出の超過が続いている現段階では困難である。ただ、

研究実績の顕著な教員には増額するよう配分の方法については考え直していく方向である。 

 

６）法人の財務諸表等の公表 

  【観点に係る状況】 

   過去からホームページにて法人連結資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表を公開してきたが、

平成 1７年４月１日私立学校法改正に伴い、連結の計算書以外に、各校ごと（八洲学園大学・八洲学園高等

学校・八洲学園国際高等学校・西日本柔道整復専門学校・八洲学園高等専修学校）の計算書類を公開して

いる。計算書類については大科目のみならず、小科目までもすべての公開としている。さらに財産目録、

監査報告書の公開も行っている。 

  【分析結果とその根拠理由】 

ホームページでの公開であるので、これ以上の公開方法は考えられないが、ホームページにての公開を

知らない、または事実の認識はあるが、ホームページ閲覧の環境にない方々には、「書類閲覧規程」を設け、

窓口対応も実施している。 

 

７）財務に関する会計監査等の実施 

  【観点に係る状況】 

   現在、アイ・ピー・オー監査法人（大阪市北区）により、年間中期監査３回、決算に関する監査と合わ

せて、４回の監査を行っている。その他学園監事（１名税理士、１名他学校法人理事長の２名）に監事監

査として監査報告書が示すように決算監査を実施している。 

  【分析結果とその根拠理由】 

    財務担当者は、監査法人及び学園監事の指導の下業務を遂行している。現状では資料の提供についてもス

ピーディーに対応できているので、監査法人の評価も高い。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

  【優れた点】 

   本学は、インターネットで入学手続きから、日々の学習、卒業まで行うことのできる大学であるため、

近年の情報公開の流れをいち早く受け止め、財務についても広く情報を公開してきた。入学をお考えの方々

にセレクトしていただくためにも健全な財務状況を堅持するよう学園全体で、校地・校舎はもとより、情

報関連教育機器等の教育関連備品購入、学内ネットワークシステム事業に至るまで外部借入金に頼らず、

計画的に自己資金で賄い運営している。 

  【改善を要する点】 

   学園では現在の財務状況に特段の問題はないと考えているが、少子高齢化に伴い過去のような右肩上が

りの成長は望みがたい。今後は大学において中長期的な財務計画を立て、実行する必要がある。特に支出の

大きなウェイトを締める人件費については新給与制度を導入、総額抑制の必要は不可欠である。また収入面

では学生数の増加にかかっている。そのためには広報活動はもちろんであるが、通信教育を実施する大学が

急増する中では、教育内容の充実、新しいシステム開発が今後のおきな研究課題である。 

 

（３）自己評価の概要 

完成年度を向かえ、当初の予測より学生数が伸び悩み大学単体での財務状況は支出が超過であるが、学園

全体としてみれば概ね良好な財務状況である。監査法人からも問題点の指摘はなかった。今後も外部借入金

に頼らない堅実な運営をしていくことで、財政基盤を磐石なものとし、教育研究経費に割り当てる経費を増

額していく方向である。また、学生生徒納付金収入以外の収入源として寄付を考えている。日本私立学校振

興・共済事業団には受配者指定寄付金の手続きを済ませた。 
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財 産 目 録 

 
平成 20年 3月 31日現在 

Ⅰ 資産総額 金 6,912,951,407 円  

 内 １基本財産 金 5,245,107,742 円  
  ２運用財産 金 1,667,843,665 円  
 [ ３収益事業用財産 金 20,223,000 円 ]
Ⅱ 負債総額 金 362,032,367 円  
Ⅲ 正味財産 金 6,550,919,040 円  

 
 
〔１〕資 産 
１基本財産 

(１)土 地 37134.84㎡ 2,447,948,869円
内 八洲学園大学 

種別 所在地 専用面積 共用面積 計 価額 
校舎敷地 神奈川県横浜市西区桜木町七丁目 42番他 937.58㎡ 0㎡ 937.58㎡ 734,696,827円
校舎敷地 東京都新宿区新宿二丁目 12番 26地 134.36㎡ 0㎡ 134.36㎡ 300,000,000円

 
(２)建 物 16689.98㎡ 1,813,589,356円
内 八洲学園大学 

種別 所在地 専用面積 共用面積 計 価額 
校舎 神奈川県横浜市西区桜木町七丁目 42番他 5099.66㎡ 0㎡ 5099.66㎡ 573,311,290円
校舎 東京都新宿区新宿二丁目 12番 26地 926.68㎡ 0㎡ 926.68㎡ 116,581,589円

 
(３)構築物 12点 5,103,714円

 
(４)教育研究用機器備品 6,062点 36,739,801円
内 八洲学園大学 

名称又は種類 数量 価額 
机、椅子、実習用具 1,424点 4,453,864円
実習用パソコン、プリンタ 99点 13,799,522円
黒板、ホワイトボード 17点 91,637円
ロッカー、棚 763点 3,264,139円
ＡＶ機器 249点 7,961,214円
その他 34点 439,233円

 
(５)その他の機器備品 1,215点 11,897,106円
内 八洲学園大学 

名称又は種類 数量 価額 
事務用机、椅子等 247点 824,363円
管理用パソコン、プリンタ等 9点 600円
整理用棚、ロッカー 209点 477,316円
ＡＶ機器 267点 1,800,353円
その他 15点 218,933円

 
(６)図 書 13,796冊 65,456,394円
内 八洲学園大学 

種類 冊数 価額 
専門書 12,289冊 57,246,767円
コンピュータソフト 2冊 105,242円
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(７)敷 金 50,634,860円
 

(８)特定預金 813,737,642円
 

 
２運用財産 

(１)預 金 1,498,195,603円
 

(２)未収入金 49口 88,875,013円
 

(３)有価証券 37,184株 54,327,503円
 

(４)車 輌 6台 600,500円
 

(５)電話加入権 41口 2,822,046円
 

(６)収益事業元入金 1口 20,223,000円
 

(７)施設利用権 1口 2,800,000円
 

 
３収益事業用財産 

[ 事業用建物 102.46㎡ 20,223,000円 ]
 
 
〔１〕負債 
１固定負債 

(イ)退職給与引当金 2人 3,129,500円
 
２流動負債 

(イ)未払金 83件 24,340,454円
 

(ロ)前受金 2,355件 281,515,140円
 

(ハ)預り金 3,250件 53,047,273円
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計 算 書 類 

 
 
資金収支計算書 
収入の部 

科目 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 
学生生徒等納付金収入 2,170,783,000 1,940,637,479 1,668,120,000 1,603,910,375 1,414,980,000 1,412,572,500 1,351,902,467
手数料収入 110,007,536 84,648,061 71,124,630 59,017,920 50,007,540 45,220,306 43,913,363
寄付金収入 1,057,798 299,607 2,748,612 232,071 0 0 222,350
補助金収入 161,882,977 101,412,790 90,753,112 116,854,272 132,535,520 125,953,073 116,773,013
資産運用収入 5,475,698 3,936,864 560,931 225,308 708,417 875,854 774,937
資産売却収入 0 0 0 0 0 77,910 162,109,958
事業収入 20,096,085 5,205,516 810,250 1,830,985 2,240,710 2,709,550 2,427,565
雑収入 5,127,336 2,755,841 2,197,214 2,563,967 2,401,857 2,349,902 1,724,915
前受金収入 228,145,000 236,944,000 339,301,000 320,105,000 306,196,000 284,013,200 280,915,140
その他の収入 1,860,522,272 4,680,521,056 911,396,662 540,846,246 366,622,916 395,710,176 418,642,458
資金収入調整勘定 -246,126,977 -236,202,790 -324,434,367 -425,407,272 -423,277,520 -399,629,073 -372,288,213
前年度繰越支払資金 1,959,596,523 2,808,242,916 1,868,871,575 1,942,397,305 1,692,442,847 1,417,103,070 1,266,100,072
収入の部合計 6,276,567,248 9,628,401,340 4,631,449,619 4,162,576,177 3,544,858,287 3,286,956,468 3,273,218,025
 
支出の部 

科目 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 
人件費支出 840,917,810 959,740,166 854,412,088 1,070,766,779 1,010,877,997 1,066,784,227 1,007,647,200
教育研究経費支出 386,282,993 332,629,744 315,368,272 373,964,448 358,889,160 314,896,197 224,249,893
管理経費支出 281,788,848 279,563,880 362,848,725 390,149,817 275,291,086 248,946,297 238,833,032
借入金利息支出 655,590 0 0 0 0 0 0
借入金等返済支出 103,000,000 0 0 0 0 0 0
施設関係支出 41,176,749 1,366,796,005 173,129,925 57,596,500 43,366,250 0 1,100,000
設備関係支出 35,766,609 5,711,679 182,218,369 7,911,075 19,021,223 6,068,974 7,138,741
資産運用支出 10,000,000 42,200,000 7,000,000 271,000,000 131,000,000 98,000,000 0
その他の支出 1,807,601,819 4,784,221,904 874,542,532 325,318,944 301,385,998 321,699,964 320,394,010
資金支出調整勘定 -38,866,086 -11,333,613 -80,467,597 -26,574,233 -12,076,497 -35,539,263 -24,340,454
次年度繰越支払資金 2,808,242,916 1,868,871,575 1,942,397,305 1,692,442,847 1,417,103,070 1,266,100,072 1,498,195,603
支出の部合計 6,276,567,248 9,628,401,340 4,631,449,619 4,162,576,177 3,544,858,287 3,286,956,468 3,273,218,025
 
 
 
消費収支計算書 
収入の部 

科目 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 
学生生徒等納付金 2,170,783,000 1,940,637,479 1,668,120,000 1,603,910,375 1,414,980,000 1,412,572,500 1,351,902,467
手数料 110,007,536 84,648,061 71,124,630 5,9017,920 50,007,540 45,220,306 43,913,363
寄付金 3,521,098 299,607 2,748,612 232,071 0 0 2,774,350
補助金 161,882,977 101,412,790 90,753,112 116,854,272 132,535,520 125,953,073 116,773,013
資産運用収入 5,475,698 3,936,864 560,931 225,308 708,417 875,854 774,937
資産売却差額 0 0 0 0 0 15,582 19,688,631
事業収入 20,096,085 5,205,516 810,250 1,830,985 2,240,710 2,709,550 2,427,565
雑収入 5,127,336 2,755,841 2,197,214 2,563,967 2,401,857 2,349,902 1,724,915
帰属収入合計 2,476,893,730 2,138,896,158 1,836,314,749 1,784,634,898 1,602,874,044 1,589,696,767 1,539,979,241
基本金組入額 -150,560,870 -1,366,796,005 -233,395,486 -300,449,085 -131,000,000 -133,205,725 -5,160,744
消費収支の部合計 2,326,332,860 772,100,153 1,602,919,263 1,484,185,813 1,471,874,044 1,456,491,042 1,534,818,497
 
支出の部 

科目 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 
人件費 856,807,510 935,099,739 841,185,988 923,743,779 1,011,723,824 1,067,734,427 1,004,558,000
教育研究経費 407,322,130 347,126,217 331,149,650 405,718,137 387,601,716 338,829,735 248,014,034
管理経費 342,171,109 351,876,169 444,440,253 471,082,335 361,083,653 350,441,927 317,940,065
借入金利息 655,590 0 0 0 0 0 0
資産処分差額 5,386,921 4,450,079 1,003,800 3,674,199 2,444,287 10,000,000 6,576,858
徴収不能額 0 0 0 0 300,000 0 0
消費支出の部合計 1,612,343,260 1,638,552,204 1,617,779,691 1,804,218,450 1,763,153,480 1,767,006,089 1,577,088,957
当年度消費収入超過額 713,989,600 -866,452,051 -14,860,428 -320,032,637 -291,279,436 -310,515,047 -42,270,460
前年度繰越消費収入超過額 1,306,242,275 2,020,231,875 1,153,779,824 1,138,919,396 818,886,759 535,407,353 224,892,306
基本金取崩額 0 0 0 0 7,800,030 0 260,767,042
翌年度繰越消費収入超過額 2,020,231,875 1,153,779,824 1,138,919,396 818,886,759 535,407,353 224,892,306 443,388,888
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貸借対照表 
資産の部 

科目 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 
有形固定資産 3,267,581,276 4,531,545,513 4,789,517,101 4,738,664,270 4,686,102,333 4,566,792,150 4,381,335,740
その他の固定資産 677,972,016 742,282,023 695,356,404 776,152,095 907,152,095 995,039,756 939,417,548
流動資産 2,819,071,396 1,884,928,268 2,053,157,374 1,786,800,802 1,526,295,173 1,390,749,913 1,592,198,119
資産の部合計 6,764,624,688 7,158,755,804 7,538,030,879 7,301,617,167 7,119,549,601 6,952,581,819 6,912,951,407
 
負債の部 

科目 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 
固定負債 189,312,200 164,671,773 151,445,673 4,422,673 5,268,500 6,218,700 3,129,500
流動負債 348,990,434 267,418,023 441,384,140 371,576,980 348,943,023 358,334,363 358,902,867
負債の部合計 538,302,634 432,089,796 592,829,813 375,999,653 354,211,523 364,553,063 362,032,367
 
基本金の部 

科目 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 
基本金 4,206,090,179 5,572,866,184 5,806,281,670 6,106,730,755 6,229,930,725 6,363,136,450 6,107,530,152
翌年度繰越消費収入超過額 2,020,231,875 1,153,779,824 1,138,919,396 818,886,759 535,407,353 224,892,306 443,388,888
負債・基本金の部合計 6,764,624,688 7,158,755,804 7,538,030,879 7,301,617,167 7,119,549,601 6,952,581,819 6,912,951,407
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１３．管理運営 
 

１）事務組織の規模と機能 

【現況】 

管理運営体制について 
本学における管理運営体制は、管理機関として、学長、生涯学習学部長、家庭教育課程長、人間開発教育

課程長、図書館長が置かれているほか、審議・決定機関等として、教授会、運営委員会、人事委員会、予算

委員会、教務委員会、入学試験委員会、学生委員会、キャリアアップ編集委員会、図書館運営委員会、紀要

委員会、実習委員会、広報委員会、自己点検・評価委員会、ファカルティ・ディベロップメント委員会、就

職委員会等が置かれている。 

事務組織について 

大学の事務組織は、八洲学園大学の事務組織及び事務分掌を定める規程の定めるところにより、大学事務

局に総務課、教務課及び図書館事務部を置くものとされ、その定数は、理事長が学長の意見を聞いて定める

ものとされているが、平成１９年度は完成年度であるものの収容定員に対する実学生数が少なく、外注部分

を除く大学固有の職員は１１名と規模も小さく、課を置くに至っていない。 

【分析結果とその根拠理由】 

採用予定の専任教員については、平成１８年４月に全員が就任し、学長以下２７名が管理運営に関わる上

記の委員会に所属することになった。とはいうものの、未だ開設４年目の大学であり、整備しなければなら

ない問題が山積していることにはかわりはない。例えば、学生募集、事務組織の充実、学生の学籍関係、規

程の整備（安全管理、セクハラ、個人情報関係など）が挙げられよう。（委員会の設置根拠となる本学の規程

は、巻末資料を参照。） 

平成１９年度八洲学園大学専任教員数 

 教 授 助教授 講 師 計 

家庭教育課程 ９ ４ ４ １７ 

人間開発教育課程 ５  ５ １０ 

合 計 １４ ４ ９ ２７ 

 

事務組織については、本学はｅラーニングを使用して大学教育を行う通信制大学のため、授業は日曜日～

土曜日の８時３０分～２１時４０分となっていることもあり、通学制大学と比べほぼ倍の職員数が必要であ

るが、完成年次となったものの学生数が少なく、外注先の職員を含めても１７人である（「３.教育及び教育

支援者の８）事務職員、技術職員等教育支援者の配置の適切性」を参照）。なお、ｅラーニング使用の通信制

大学のため、教員に対するシステム活用支援業務、図書館事務部の司書業務、プロモーション機能は外注に

より実施している。なお、プロモーション要員は大学に常駐していないため、先述の１７人には含んでいな

い。 
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２）効果的な意志決定を行える組織形態 

【現況】 

端的にいって、効果的な意思決定とは、教授会を中心として、大学の構成員の意思が自由に表現でき、決定

事項は、教授会の意向として理事長に提示することができるようになっていることである。また、より慎重に

対応すべき事項については、教授会の意向をまず学長が伝えるために、理事長と面談し、微にいり、細にいっ

た報告ないし意見をかわすこととしている。これは、学長がこの方式を作成したのでなく、交渉ないし折衝の

段階で先例的にできあがったものである。理事長の専決事項でない限り、現状では比較的意思疎通がうまくで

きている。事例としては、非常勤教員の給与決定時には、ほぼ一ヶ月を要して、理事長と学長が交渉し、結果

的に満足できる状態になったことがある。 

【分析結果とその根拠理由】 

大学の管理運営をスムーズに運ぶためには、教員、事務局、法人本部の間の緊密な意思疎通が必要である。

教員については教授会を中心に構成員の自由な意志の表現と、執行部（運営委員会）からのその都度必要な報

告とによって有機的に機能している。また教授会と事務局との関係、教授会と法人本部との関係も、事務局側

及び理事長も教授会に出席するので、教授会を中心に相互に意思疎通が行われている。特に重要な事項につい

ては、学長と理事長との直接の交渉にゆだねられることもあるが、その場合にも決定事項は教授会に報告され

承認を得ることにしている。 

 

３）学生、教員、事務職員等のニーズの把握と管理運営への反映 

【現況】 

教員については、教授会が機能しているので問題はない。事務職員については、やや上位下達的な面がみら

れるが、開学当初大学事務経験者が少ない関係もあり、整備されるまでは仕方のない面もあった。事務職員で

も本学が別置している通信教育にかかる職員は、日常から精勤し、学生の個別相談にも親切に対応し、実によ

くやっている。本学の重要な側面である通信教育にかかる重要な機構が十分機能しているのは、メディアセン

タ－の職員のおかげてある。これについては、学生も感謝し、教員も感謝しているところである。 

【分析結果とその根拠理由】 

 教員及び事務職員の様々な意見は、教授会及び運営委員会を中心に十分に把握するよう努めている。また日

常的業務の諸点等は、事務局と教員の打合会等において検討され、大学運営に反映されている。なお学生のニ

ーズについては、学生支援センターの職員が常時対応しており、その情報は、教務委員会、学生委員会等に報

告されて十分に審議されて、カリキュラム編成や年間日程等々大学運営に反映されている。 

 

４）監事について 

【現況】 

学校法人八洲学園の監事は定員２名で、上田 実氏、前鼻 英蔵氏が在任している。平成１９年度の場合、

両監事の理事会への出席状況は次のとおりであり、理事の業務執行の状況を監査しているほか、例年５月に

開催される学校法人八洲学園の決算を審議する理事会においては監査報告書により、報告を行っているとこ

ろである。 

理事会における監事の出席状況は、次のとおりである。 
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 平成１９年 5月２８日（平成１９年度第１回理事会）  上田 実氏  前鼻英蔵氏 

 平成１９年１１月２９日（平成１９年度第２回理事会）   上田 実氏  前鼻英蔵氏  

 平成２０年 ２月２９日（平成１９年度第３回理事会）  両名とも欠席 

 平成２０年 ３月２４日（平成１９年度第４回理事会）  上田 実氏  前鼻英蔵氏 

このほか、平成２０年５月１、２日には、平成１９年度の資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表、

財産目録等の監査を行っているほか、５月２日には理事長と財務についての意見交換を行っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

監事の職務は、学校法人八洲学園寄附行為第７条第２項に定めるとおりであり、本学園監事は忠実に職務を

執行した（理事会議事録、監査報告書参照 学校法人八洲学園ホームページ  

http://notes.yashima.ac.jp/rijikai.nsf/headline）。 

学校法人八洲学園寄附行為第７条第２項を抜粋すれば、次のとおり。 

２ 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。 

一 この法人の財産の状況を監査すること。 

二 理事の業務執行の状況を監査すること。 

三 この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二

月以内に理事会及び評議員会に提出すること。 

四 この法人の財産状況又は理事の業務執行状況について監査の結果、不正の行為又は法令若しくは寄附

行為に違反する重大な事実があることを 

発見した時、これを所轄庁又は理事会及び評議員会に報告すること。 

五 前号の報告をするために必要があるとき、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。 

六 学校法人の財産の状況、又は理事の業務執行状況について理事に意を述べること。 

 参考資料として、監査報告書を以下に添付する。 

  



 90

 

 

５）管理運営に関わる職員の資質向上のための取り組み 

【現況】 

従来、常時学生と対応する部門（学生支援センター）は外注により実施していたが、平成１８年度からそ

の部門についての職員は、専任の大学事務職員を当てるという人事異動が行われた。もともと本学事務職員

は、大学事務を行った経験のある職員は少なく、研修の必要性は大であったが、学生数が少ないなどの事情

 
 
 

監 査 報 告 書 
 
学校法人 八洲学園 
理事長 和田公人 殿 
評議員会 議 長  殿 

 
私たち学校法人八洲学園の監事は、私立学校法第３７条第４項及び寄附行為第７条第２項

の定めに基づき、平成１９事業年度（平成１９年４月１日から 平成 20 年３

月３１日まで）の業務監査を実施しました。その結果につき下記の通り報

告いたします。 

 
１．監査の方法 
    監事は理事会その他の重要な会議に出席するほか、理事等から事業の報告を聴

取 
し、重要な決済書類等を閲覧し、主要な関係部署において業務及び財産の状況を調

査し計算書類の確認等の監査を実施すると共に、会計監査人から決算の報告及び説

明を受けました。   
 
２．監査の結果 
（１）計算書類、すなわち、資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表（固

定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む）は、会計帳簿の記載と 
合致し、法令及び寄附行為に従い法人の資金・消費収支の状況及び財産を正し 
く示していると認めます。 

（２）業務の執行状況は、法人の掲げる理念・事業計画に沿って、効率的な運営に

努められ、又不正の行為がなく、かつ、法令及び寄附行為に違反する重大な事

柄 
は認められません。 

 
平成２０年５月 7日 

                                学校法人 

八洲学園 
監事  前鼻 英蔵   ㊞ 

監事  上田  実    ㊞
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もあって、最低数の職員で事務をこなさざるを得ない状況にあった。 

このような状況下での人事異動であったため、日常の業務を通じて仕事を覚えさせるという道を選ぶしか

なかった。また、本学職員は、本法人が会員となっている社団法人私学経営研究会主催のセミナーへ参加す

る機会が与えられているが、日常業務に追われ、参加する余裕はなかった。 

 【分析結果とその根拠】 

大学事務職員の研修の必要性は十分承知しているが、事務職員数も少なく日常業務に追われ、組織的・定

期的研修まで手が回らないというのが実情である。 

 
６）管理運営方針に基づく学内諸規定の整備と構成員の責務及び権限の明示 

【現況】 

教員の人事に関しては、学長選考規則、学部長選考規程、課程長設置要項、教員選考規程、大学教員の採用

及び昇任に係る選考手順が定められている。大学の管理運営に関しては、教授会規程、運営委員会規程、人事

委員会規程、教務委員会規程、入学試験委員会規程、実習委員会規程、学生委員会規程、自己点検・評価委員

会規程、ファカルティ・ディベロップメント委員会規程、紀要委員会規程等が定められているほか、図書館規

程、事務組織および事務分掌を定める規程、起案等の基本に関する規程、文書処理規程、公印規程なども定め

られている。 

【分析結果とその根拠理由】 

本学の完成年度は平成１９年度であり、教員については平成１８年４月１日に計画通り充足したが、教員以

外の職員は少なく、管理運営について万全な体制かという点については、心許ない。規程関係に限っても、大

学固有の安全管理、個人情報の保護、セクハラ関係の規程整備などこれから行わなければならない事項が多い

といわざるを得ない。なお、本学の規程類については、巻末参照。 

 

７）大学のデータおよび情報の整備とその活用システム 

【現況】 

本学の学内ＬＡＮは、大学教育用のシステムとしてｅLY（ｅ－Learning of Yashima。成績管理システムを含

む。）、管理運営上のシステムとしてノーツ（Ｌｏｔｕｓ Ｎｏｔｅｓ。ｅ－ｍａｉｌ、学内支出決裁及び学則

等規則類の共有に使用。）及びサイボウズ（職員の予定表作成、出退勤等登録用）を導入している。これらのシ

ステムの利用は、現時点では次のようになっている。 

 

区  分 教  員 事務職員（外注先からの 

派遣職員を含む） 

ｅｌｙ（e-learning 

of yashima。（学生の教育に使用） 

  

全教員。 

成績管理については、階層別に

異なる。 

一部職員を除き、操作可。 

成績管理については、階層等によ

り異なる。 

ノーツ(事務職員間の連絡、支出

事務、休暇申請等に使用) 

 

ノーツの機能は使用できない

が、マイクロソフトのアウトル

ック・エキスプレスにより事務

職員とメールのやり取りは出来

るので、特に問題はない。 

八洲学園大学の正職員に限る。 

サイボウズ（事務職員のスケジュ

ール管理、出退管理等に使用） 

使用できず。 八洲学園大学の正職員に限る。 



 92

【分析結果とその根拠理由】 

教員も事務職員も同じシステムで運用することが望ましいが、これまでの本法人の生い立ちの関係から上表

に挙げる形となっている。このことにより特に支障があるわけではないが、将来は、教員、事務職員とも同じ

システムとすることが望まれる。 

     

８）自己点検・評価の実施体制の整備 

【現況】 

平成１６年度末に自己点検・評価委員会を立ち上げ、実施体制の緒に着いた。平成１７年６月に第１回

目の評価書「平成１６年度自己点検評価書」を刊行した。平成１８年度は平成１６年度自己点検・評価の

点検と反省のうえにたって、４回にわたって自己点検・評価委員会を開催し、評価の在り方、評価書の内

容の点検などを協議した。また教授会を通じて、評価体制及び評価書について説明し、各教員の前年度の

教育と研究の業績を掲載するために、「個別報告」の形でその提出を求めた。平成１８年６月に「平成１７

年度自己点検評価書」を刊行した。平成１８年度は就任予定の全専任教員が揃ったこと、教育課程も当初

予定していた全授業科目が開講したこともあって、自己点検・評価の領域も拡大したが、やはり「平成１

８年度自己点検・評価書」として６月に刊行した。 

平成１９年度は平成１８年度までの評価体制の実績の上に立っていっそう充実を図った。その一つとし

て、自己点検・評価を、大学全体の自己点検・評価だけでなく、教員自身の自己点検・評価にまで拡大し

ていく試みをおこなった。評価項目、評価方法、評価主体、評価の扱い方等の規則について、自己点検・

評価委員会と教授会の間で何度も調整して成案を得て、１月～３月にかけて試行作業を行った。この結果

出てきたいくつかの課題を反省して新たな規則を作り、平成２０年度から「教員自身による自己点検・評

価」を本格的に導入することになっている。 

【資料：「平成１６年度～平成１８年度 自己点検・評価書」】 

 

【分析結果とその根拠理由】 

自己点検・評価のための基礎資料については、紙媒体文書よりもネット上に遙かに多くの資料が蓄積さ

れている。これらの資料を体系的に整備する必要があると思っている。 

 

９）自己点検・評価結果の公開 

【現況】 

平成１６年度から平成１８年度までの「自己点検・評価書」はそれぞれ６月に刊行の後、文部科学省へ

の提出、顧問会議委員への配布、専任教員全員への配布のほか、本学非常勤教員、本学学生、また学外者

にたいしてはホームページなどで公開した。ホームページは次のとおりである。平成１９年度版について

もそれを踏襲し、学外に広く公開したいと思っている。 

  http://blog.study.jp./ygujimu（「八洲学園大学事務局からのお知らせ」）を参照のこと。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

平成１７年度評価書では、新たに「建学の精神」を冒頭に加えて本学の理念を鮮明にしたこと、また、

評価書本体とは別に、全体を要約した「平成１７年度（要約）自己点検評価書」を別冊子として刊行した

こと、さらに平成１８年度自己点検評価書では、その年のトピックとなることを冒頭に紹介する「平成１
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８年度自己点検・評価について」を設けたこと、これまでの１２項目に加えて、社会貢献報関係、eラー

ニングシステム関係、就職関係の項目など、項目内容を増やして１４項目になったことなど充実を図った。

この自己点検・評価に、専任教員の教育研究活動状況、教授会議事録を含む大学諸規則等も加えたほか、

紙媒体の資料も別紙で保存されており、全体として、比較的充実した評価書を公表できたと思っている。

１９年度評価書はこれらの実績の上に立って作成されている。ただし、紙媒体文書よりも遙かに大量に蓄

積されているネット上の文書をどのように評価書に関連づけていくかが今後の課題である。 

 

１０）自己点検・評価結果の検証体制の整備 

【現況】 

既刊の平成１７年度および平成１８年度自己点検評価書とあわせて、前述の顧問会議において評価と検

証を受け、そこでの意見をもとに大学の管理運営、教育・研究の充実を図っていくことが必要であるが、

これは平成１９年度自己点検評価書ができあがってからの課題である。しかし、各年度の評価書は顧問会

議委員全員、学内の全専任教員および職員に配布しており、またネット上で非常勤講師や一般の学外者に

配信しており、各方面から意見を聴取し自己点検・評価委員会において検討できる体制になっている。平

成１９年度は完成年度に当たるので全学的に広範囲にわたる反省と点検が必要となる。なお、開学７年目

の平成２２年度までには、学外認証機関による外部評価を受ける予定である。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

平成１７年度および平成１８年度の自己点検・評価書は、顧問会議委員に配布し検証をお願いし、また

広く学内外に公開して意見をもとめてきた。自己点検評価書自体については留意すべき意見や提言はとく

になかったが、今後、配布・公開する際に、意見や提言を求める依頼文書を付け加える必要があるかもし

れない。ただし、とくに平成１９年度は完成年度でもあって、自己点検評価書に限定されない教学全般に

わたる非常勤講師や学生からの意見は多く寄せられているので、自己点検と改善の基礎資料として活用し

ていくつもりである。今後の課題として、自己点検評価書をもとに学内全体の教育研究体制について反省

し総括する機会をもつ必要があろう。検証体制の整備は早急に取り組まなければならない課題である。完

成年度後の平成２２年度までには、学外認証機関において認証機関の評価を求めることが、自己点検・評

価委員会において決まっている。点検・評価の実施と検証体制の整備の充実を現在模索している。 

 

１１）評価結果のフィードバック体制の整備 

【現況】 

平成１８年度に続いて、平成１９年度も自己点検・評価の実施が中心課題になって、評価結果の検証体

制について委員会で話し合ったものの体制の整備までには至らなかった。自己点検・評価書に対する意見

や提言などについて積極的なアンケートを学内外に実施して、その結果にもとづいて自己点検、自己評価

を総合的に分析することによって、教育と研究に役立てること、これを、教員、事務局、センターが一体

となって密接な連携のもとに推進していく体制整備が課題となる。幸い本学では、年２回、しかも十分な

時間をとって開催されるＦＤ研修会があり、そこでは専任教員と非常勤講師が一堂に会して活発な討議を

することができるので、その研修会を利用して自己点検・評価の検証結果をフィードバックし周知するこ

とが可能である。 
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【分析結果とその根拠理由】 

評価結果をいかに教育・研究および運営に生かすか、そのシステムの整備は、自己点検・評価委員会に

おいてもつねに課題としてあげられるが、今後完成年度までに、運営委員会、自己点検・評価委員会を中

心に議論し整備していく予定である。 
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資料「八洲学園大学学則第 11章・第 46条」 
（出典；八洲学園大学学則） 

 

１４．正規課程の学生以外の学生に対する教育サービスの状況 

１）教育サービスの計画と具体的方針及びその周知 

【現況】 
本学の建学精神に基づき、本学学生以外にも学ぶ場を提供し、生涯にわたって学ぶことの意義を広めたいと

考えた。本学学則第 11 章・第 46 条に、一般市民に対して公開講座が開催できる規程があるので、以下の公開

講座を計画し、インターネットで受講を呼びかけた。 

①短期カレッジ 
②神奈川県教育委員会「いじめ・暴力行為

等防止運動推進会議」が主催するファミ

リー・コミュニケーション運動を推進す

るための公開講演会 
③韓国語講座 

 
【分析結果とその根拠理由】 
①は本学人間開発教育課程、及び、非常勤講師で計画が立てられ、実施された。②は本県の教育委員会の要

請を受け、本学家庭教育課程で計画が立てられ、実施された。③は本学嚴錫仁准教授により計画が立てられ、

実施された。いずれも、受講者に好評であり、本講座が、受講者に有益であったことを知ることができた。 

 
２）計画に基づいた活動の実施 

【現況】 
 
①短期カレッジ 

回 期日・時間 場所 講座名 講師名 

受講

2007,12,15 

1 回午後 1時～2時 30 分 

2 回午後 2時 40 分～4時 10 分 

１ 
2008,１,19 

3 回午後 1時～2時 30 分 

4 回午後 2時 40 分～4時 10 分 

八
洲
学
園
大
学 

語りの世界 

への誘い 

；読み聞かせ

からストー 

リーテリン 

グへ 

八洲学園大学講師 

高鷲 志子 

語り手たちの会々員 

   高橋 裕美 

語り手たちの会々員 

   菅野 智子 

50 名

2008,3,8 

1 回午後 1時～2時 30 分 

2 回午後 2時 40 分～4時 10 分 
２ 

2008,3,15 

3 回午後 1時～2時 30 分 

4 回午後 2時 40 分～4時 10 分 

八
洲
学
園
大
学 

仕事に活か 

すコミュニ 

ケーショ 

ン・スキル 

八洲学園大学教授 

   沼倉 佑栄 

八洲学園大学講師 

      石田  尊 

28 名

計 78 名 

 本学の教育・研究の成果を公開し、また学習機会を提供することを通して、広く社会に貢献していくために、
上記の公開講座を開催した。 
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②ファミリーコミュニケーション公開講演会 

回 期日・時間 場所 テーマ 講師名 受講者数

１ 
2007,9,15 

午後 2時～ 

八洲学 

園大学 

子どもの発達とコミュ 

ニケーション 

八洲学園大学教授 

岸 俊彦 
34 名 

２ 
2007,11,15 

午前 10 時 30 

八洲学 

園大学 

乳幼児とのコミュニケ 

ーション 

八洲学園大学教授 

福田 博子 
30 名 

３ 
2008,1,25 

午後２時～ 

八洲学 

園大学 

親を殺す子ども像 

―真の親の愛としつけと

は 

八洲学園大学教授 

赤沼 幸子 
36 名 

計 100 名 

 神奈川県教育委員会の「いじめ・暴力行為等防止運動推進会議」が主催するファミリーコミュニケーション

運動を推進するために、上記のように、講演会の題目を選定し、公開講座を開催した。 

 

③韓国語講座 

学期 コースの別 
開
始
年
月

日 

予
定
開
催

回
数 

実
施
回
数 

延べ参加

場所 講師名 

会話コース 

毎週水曜日（午前 10:30～12:00） 

2007 年 4 月 18 日～7月 18 日 

 12 回実施 

 

2007,4

12 12 204 

春

中級コース 

毎週金曜日（午前 10:30～12:00） 

2007 年 4 月 20 日～7月 20 日 

 12 回実施 

2007,4

12 12 252 

会話コース 

毎週水曜日（午前 10:40～12:10） 

2007 年 10 月 17 日～2008 年 1 月 30 日 

 12 回実施 

2007,1

12 12 192 

秋

中級コース 

毎週金曜日（午前 10:40～12:10） 

2007 年 10 月 19 日～2008 年 2 月 6 日 

 12 回実施 

2007,1

12 12 240 

八
洲
学
園
大
学 

八洲学

大学 

 准教授

 

嚴錫仁 

 韓国語を学びたいという人々のニーズに応えるために、上記の公開講座を開催した。中級コース・会話コー

スを設け、学習コースを選択できるようにした。 
 
【分析結果とその根拠理由】 
①短期カレッジについて 
「本の読み聞かせをどのように効果的に行ったらよいか」、「仕事場でのコミュニケーション・スキルをど

のように磨いていけばよいか」は、ともに、社会で話題になっている課題である。受講者が多く、熱心な

受講態度であったことからも、この計画が、社会のニーズをとらえた適切なものであったことがうかがえ

た。 
②ファミリーコミュニケーション公開講演会について 

近年、子どもを育てるにあたって、「いじめ・暴力行為」を防止していくことは、社会的な課題である。

子どもの発達、親子のコミュニケーション、しつけ、の観点から講座を設けたが、熱心な受講者が多く、

本講座が適切なものであったことがうかがえた。 
③韓国語講座について 
   コースを設定したことにより、受講者の意欲も増した。また、受講者が韓国語での会話ができるように

なったことや、韓国の文化を知ることができたことに喜ぶ姿からも、この計画が受講者の理解段階を考慮

したものであり、適切なものであったことがうかがえた。 
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３）活動の参加者の確保と活動の成果 

【現況】 
①短期カレッジについて 
 本学の人間開発教育課程のブログで、本公開講座の趣旨や期日を周知した。 
②ファミリーコミュニケーション公開講演会について 
 本学の家庭教育課程のブログで、本公開講座の趣旨や期日を周知した。 
③韓国語講座について 
本学ホームページで、本公開講座の趣旨や期日を周知した。 

 
【分析結果とその根拠理由】 
①短期カレッジについて 
 多くの参加者があり、受講者は熱心に受講した。本講座開講の趣旨が多くの人に理解され、支持されたと

いえる。 
②ファミリーコミュニケーション公開講演会について 
 多くの参加者があり、受講者は熱心に受講した。本講座開講の趣旨が多くの人に理解され、支持されたと

いえる。 
③韓国語講座について 
各コースとも、多くの参加者があり、予習にも熱心に取り組んでいた。本講座開講の趣旨が多くの人に理

解され、支持されたといえる。 
 
４）改善のためのシステム 

【現況】 
①短期カレッジについて 

 本講座の計画・運営・評価には、人間開発教育課程の教員があたった。 

②ファミリーコミュニケーション公開講演会について 

 本講座の計画・運営・評価には、家庭教育課程の教員があたった。 

③韓国語講座について 

本講座の計画・運営・評価には、講師の嚴錫仁准教授、事務職員が協力してあたった。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

①短期カレッジについて 

講座の内容が受講者には好評だった。人間開発教育課程の会議では、受講者の意向を取り入れ、20 年度も

引き続き開講することとした。 

②ファミリーコミュニケーション公開講演会について 

講座の内容が受講者には好評だった。家庭教育課程の会議では、受講者の意向を取り入れ、20 年度も引き

続き開講することとした。 

③韓国語講座について 

講座の内容が受講者には好評だった。受講者の意向を取り入れ、20 年度も引き続き開講することとした。 

 

（１）優れた点及び改善を要する点 

【優れた点】 
①短期カレッジについて 
本学はインターネットを活用して学ぶ通信制の大学で、遠隔地からでも開講科目が学習できる体制がとら

れている。本公開講座は、そのシステムを活用し、遠隔地からも学習ができる体制を整えた。多くの人たち

に、社会のニーズをとらえた学習の場を設けることができたことは、本学の設立の趣旨からしても大きな意

義のあるところである。 
②ファミリーコミュニケーション公開講演会について 
「いじめ・暴力行為の防止」について、専門的な見地からの知見を提供することで、社会で子育ての第一線

にいる人たちに、励ましと勇気を与えることができた。 
③韓国語講座について 
 韓国語を身近に感じる場を提供することで、国際交流発展の一翼を担うことができた。 

 
 
【改善を要する点】 
①短期カレッジについて 
受講者を増やしていく手立てを尽くしていきたい。 
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②ファミリーコミュニケーション公開講演会について 
受講者を増やしていく手立てを尽くしていきたい。 

③韓国語講座について 
受講者を増やしていく手立てを尽くしていきたい。 

  
（２）教育サービスに関する自己評価の概要 

①短期カレッジについて 

 受講者総数は、２回の講座、それぞれが 4コマの講座で成り立っているので、のべ人数にすると、312 名と

なる。 

②ファミリーコミュニケーション公開講演会について 

 受講者総数は、のべ人数で 100 名であった。 

③韓国語講座について 

受講者総数は、のべ人数にすると 882 名であった。 

①②③ともに、受講者は熱心に受講していた。公開講座を開催して地域に開かれた大学にするという視点は、

生涯学習学部を掲げる本学にとっては重要な意味をもつ。多くの人に生涯にわたって学ぶ意欲をもつことの素

晴らしさを実際の体験をともなって明示し続けることができるからである。今回の公開講座の成果を振り返る

時、本学の基盤づくりに寄与できたといえる。 

 
（３）目的の達成状況の判断 

①短期カレッジについて 
目的の達成状況が良好である。 
②ファミリーコミュニケーション公開講演会について 
目的の達成状況が良好である。 
③韓国語講座について 
目的の達成状況が良好である。 
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Ⅴ．専任教員の教育研究活動状況 

 

 

凡例 

 

１．掲載順序は、生涯学習学部専任教員２７名について、学長、学部長に次いで、家庭教育課程、

人間開発教育課程の順で、課程長以下、教授、准教授、専任講師の五十音順とした。 

 

２．各教員の教育研究活動は、自己点検・評価委員会において、「個別報告」として書式を統一

して提出を求め、すべて本人から提出されたものをそのまま掲載したものである。 

 

３．「研究成果」については、原則として過去１年間（平成１９年度）のものを掲載している。 
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平成１９年度   個   別   報   告 
八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 家庭教育課程 職 名 教授 氏 名 水 野 建 雄 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
・倫理学概論（Ｔ） 
・ものの見方・考え方演習３（西欧資料）（Ｓ） 
・家庭教育学新構想（Ｓ） 
・家庭教育研究法（ＴＳ） 
２）授業の創意・工夫 
・Ｓ履修は主としてテキスト、パワーポイイントを中心に講義し、質問に対しては質疑応答が活性

化するようにある程度の質問時間をとることを心がけた。また授業内容を積極的に吟味し自分の

主張を展開するために２回程度小レポートを課し、それを講評することによって内容の深化をは

かってきた。 
・Ｔ履修については、できるだけ詳細で丁寧な添削と講評を心がけている。また授業内容にかかわ

る質問にたいしては全体の学習への展望が開けるよう心がけた。 
３）教科書の執筆 
・家庭教育学新構想（１１３頁）、角川学芸出版、２００６年４月 
・家庭教育研究法（９９頁）、角川学芸出版、２００６年４月   

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
 ・家庭教育研究（ボウルビイ理論の多面的検討） 
 ・ヘーゲルの家族論の研究 
・ディルタイ全集第８巻の翻訳の最終校訂 
２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
【論文】 
・「子どもの社会性をどう育てるか――社会的知性の感受性期」（８頁）、日本教育科学研究所編『教

育研究情報』Vol.39、平成１９年９月 
【口頭発表】 
・「個人主義の時代と家庭教育」、第三回日韓家庭教育シンポジウムー家庭教育、どうすべきかー、

平成２０年１月１８日 
【エッセイ】 
・「私とスコーレ」（１頁）、「すこーれ」317号、スコーレ家庭教育振興協会、平成 19年 8月 1日 
 
３）学会活動 
 ・日本家庭教育学会副会長（常任理事・幹事会、大会に出席） 
 ・日本倫理学会評議員（第２９期）（大会、評議員会に出席） 
 ・日本ディルタイ協会理事（理事会、大会、編集委員会に出席） 
 ・筑波大学哲学・思想学会評議員（評議員会、大会に出席） 
 ・日本哲学会会員 
３．学内活動 

１）委員会活動 
学部長、学長事務代理として、教授会をはじめとする教学関係の運営およびその他学内の運営に

携わった。 
２）その他 
  八洲学園評議員として職務に携わった。 

４．社会活動 

・日本教育科学研究所評議員として職務に携わった。 
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平成１９年度     個   別   報   告 
八洲学園大学生涯学習学部 

課 程 家庭教育課程 職 名 教授 氏 名 中 田 雅 敏 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
文学に表れた家庭・家族（演習）（日本）スクーリング履修 
文学に表れた家庭・家族（演習）（西洋）スクーリング履修 
伝統文化の継承・俳諧文学（演習）  スクーリング履修 
伝統文化の継承・和歌文学（演習）  スクーリング履修 
日本文学概論            テキスト履修 

 
２）授業の創意工夫 
・演習授業に学生をどのように参加させるかについて創意工夫をした。 
・チャットとディスカッションルームの活用により学生の意見を聴取しそれに答え、学生と意見交換をしな

がら授業を展開した。 
・俳句と短歌作品を創作することを学生に勧め、創作意欲を喚起し、相互批評することで授業の活性化を図

った。テキスト履修については、単に課題を消化するだけでなく、提出回数ごとに文章表現の向上や思考

の方法の進化を図るよう指導した。 
・ 再放送授業をどのように行えば効果的、効率的であるかについて授業研究をした。 
 
３）教科書の執筆 
既に発行した教科書が４年を経過するので部分改定と見直しを行った。 

 

２．研究活動 

１）従事した内容 
①平成２０年度の東北出身作家研究学会の役員として運営を担当した。 
②八洲学園大学研究紀要大４号投稿論文「小林一茶の自己俳諧の確立と宗教性」平成２０年１月３

１日に提出 
③「吉田健一著『戓る田舎町の魅力』作品論」国文学解釈と鑑賞（至文堂、第７２巻４月号、通巻

９１１号）平成１９年４月１日発行 
④『司馬遼太郎事典』志村有弘編 勉誠出版、平成１９年１２月１０日初版発行４２５ページ、分

担執筆者７６名。作品解説、人物解説、一般事項解説など８項目を執筆。 
⑤『藤沢周平事典』志村有弘編 勉誠出版、平成１９年１２月１０日初版発行 ４５０ページ、分

担執筆者８０名。作品解説、人物解説、一般事項解説など１０項目を執筆。 
２）研究成果 
①著者『高浜虚子-人と文学』日本の作家１００人シリーズ２６０頁 勉誠出版、平成１９年８月１
日初版第一刷発行。 

②「小林一茶の家庭の描写と説経節」 平成１９年６月１日発行 
③新聞記事 
・平成１９年１０月２３日、朝日新聞「ふるさと散歩・作家たちの描いた埼玉」記事 
・平成１９年１１月１９日、朝日新聞「芥川龍之介・恋の川柳」発見全集収録記事 
・平成２０年４月１日、北海道新聞、文芸欄「高浜虚子と松尾芭蕉門人十哲」執筆。 
④ 講演会等 

 
３）学会活動 
①日本家庭教育学会常任理事。日本家庭教育学会賞選考委員。家庭教育士認定審査委員。家庭教育

アドバイザー認定審査委員。 
②親学推進協会理事。親学会親学講座講師。親学アドバイザー認定講座講師。 
③日本近代文学会。昭和文学会。芸術至上主義文学会。俳文学会。横光利一文学会。 
④日本文芸家協会。俳人協会。日本ペンクラブ。国際俳句交流協会。埼玉文芸家協会 
３．学内活動 
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１）委員会活動 
①家庭教育課程長として学内運営、家庭教育課程の教育活動に従事した。 
②教務委員会委員長として八洲学園大学の四年目の教育活動の円滑な実施と教育力向上の運営に携

わった。 
③教員研修会（ＦＤ研修会）の実施と企画に携わった。 
④家庭教育課程の入試選考に携わった。 
⑤神奈川県教育委員会教育局ファミリーコミュニケーション運動公開講座の開催実施に携わった。 
⑥神奈川県生涯学習局の教導公開講座の開催実施に携わった。 
⑦家庭教育課程の研究発表の実施企画に携わった。 
⑧家庭教育課程の学生サークル「家庭教育力応援倶楽部」の創設と指導に携わった。 
⑨日韓家庭教育フォーラムの実施と企画に携わった。 
⑩平成２０年度実施の教育課程、家庭教育課程のカリキュラムの整理に携わった。 
２）所属委員会 
運営委員会、予算委員会、教務委員会、実習委員会、ＦＤ委員会、自己点検・評価委員会、人事委

員会、オンデマンド委員会 
 

４．社会活動 

 ①日本教育科学研修所評議員としての職務に携わった。 
②親学推進協会理事としての職務に携わった。 
③埼玉県教育委員会・埼玉県歯科医師会による「歯の健康に関する標語」選考委員長としての職務

に携わった。 
④埼玉県蓮田市都市計画、区画整理事業審議委員としてその任に当たった。 
⑤大韓民国韓瑞大学客員教授として日本文学の紹介に務めた。 
⑥中華人民共和国厦門大学日本研究所客座教授として日本文学研究の紹介に努めた。 
⑦日韓家庭教育フォーラムの開催によって家庭教育の研究と環国研究学会との交流に努めた。 
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平成 19年度        個 別 報 告     八洲学園大学生涯学習部 
 

課程 家庭教育 職名 教授 氏名 赤沼幸子 
1.教育活動 
1）19年度の担当授業科目 
 非行・犯罪の原因（演習） 
 ケーススタディ 1（演習） 幼児の体罰と虐待 
 ケーススタディ 4（演習） 中学生の不登校と生活環境 
 ケーススタディ 5（演習） 中学生＜きれる＞の要因分析 
 ケーススタディ 6（演習） 中学生非行の前兆と対応 
 ケーススタディ 8（演習） 高校生非行の実態と要因分析 
 卒業研究演習・卒業論文 
 
2）授業の創意・工夫 
 ・重要な箇所は板書して注意を促したり、学生のチャットはすべて授業で紹介し、質問 
にはその都度回答した。 
・ 大きな事件事故のニュースには必ずコメントし、学生同士の討論を促した。 
・  

3）教科書関係の執筆 
 安全教育論 1 
 
2.研究活動 
1） 従事した研究内容 
・ 子供に関する犯罪事件と防犯対策について研究した。 
・ 少年法と虐待防止法改正に伴う触法少年の取り扱いと立入り調査について調査した。 
・  

2） 研究成果 
教科書執筆と、授業に反映した。 
 

3） 学会活動 
 日本家庭教育学会常任理事 
 
3.学内活動 
1） 委員会活動 
入試委員会 
 

2） その他 
家庭教育アドバイザー広報（横浜市教委訪問） 
 

4.社会活動 
1） 法務省委嘱の保護司として非行少年や犯罪者の更生保護活動 
2） 平成 19年 1月 25日神奈川県公開講座で「なぜ家庭内殺人事件が起こるのか」講演 
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平成１９年度     個   別   報   告              
八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 家庭教育課程 職 名 教授 氏 名 生越 詔二 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
・カウンセリング２（演習）小学生と親（Ｓ） 
・ケーススタディ２（演習）小学生の問題行動の実態と対応（Ｓ） 
・ケーススタディ３（演習）小学生の不登校（Ｓ） 
・発達特性と習慣形成（演習）（Ｓ） 
・児童期の発達と親の対応（Ｔ） 
 
２）授業の創意・工夫 
・演習科目では受講生全員が参加しての意見交換をディスカッションルームで行い、そこでの課題や問題点を

整理したものを次週の冒頭で示し、さらに議論を進めた。 
・可能な限り今日的な課題（小学生に携帯を所持させることの是非、新しい学習指導要領の内容など）につい

て解説するとともに意見交換を行った。 
 
３）教科書関係の執筆 
 なし 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
・ 家庭教育学の構築と展開に関する総合的研究 
・ 不登校状態に陥る児童生徒の家庭における居場所について 
・生命を尊重する心を育てる道徳教育 
 「神奈川県二宮町立山西小学校の研究について指導・助言を行った」 
 
２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
・幼児の自己肯定感を育てる（６頁）幼稚園じほう 平成 19年 10月号 
・ 
３）学会活動 
・日本家庭教育学会、日本道徳教育学会 
 

３．学内活動 

１）委員会活動 
・予算委員会、入試委員会 
２）その他 
・ピアヘルパー資格試験担当 

４．社会活動 

文部科学省生涯学習局 教育映画等の審査に係る協力者会議委員 
東京都板橋区教育委員会 教育課程検討委員会委員 
社団法人豊島修練会 評議委員会委員 
平成 19、4，27 東京都板橋区立桜川小学校 道徳授業地区公開講座講師 
平成 19，5，25 東京都板橋区立板橋第二小学校 道徳研究授業講師 
平成 19，6，1 東京都八王子市立東淺川小学校 道徳授業地区公開講座講師 
平成 19，6，9 東京都板橋区立板橋第五小学校 道徳授業地区公開講座講師 
平成 19，7，4 東京都中野区立中野神明小学校 道徳研究授業講師 
平成 19，8，7 栃木県安足地区教育課程研究会 講師 
平成 19、8，27 広島県教育委員会 道徳研修会講師 
平成 19，9，21 東京都足立区教育委員会 人権教育講師 
平成 19，10，5 東京都板橋区立板橋第七小学校 道徳授業地区公開講座講師 
平成 19，10，13 東京都豊島区立富士見台小学校 道徳授業地区公開講座講師 
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平成 19，10，18 東京都足立区立梅島第一小学校 道徳授業地区公開講座講師 
平成 19，10，19 秋田県教育委員会 道徳教育研究会講師 
平成 19，11，13 東京都足立区立六木小学校 道徳授業地区公開講座講師 
平成 20，2，17 東京都清瀬市立芝山小学校 道徳授業地区公開講座講師 
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平成１９年度     個   別   報   告              
八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 家庭教育課程 職 名 教 授 氏 名 福 田 博 子 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
 乳幼児のしつけ（演習） 保育園・幼稚園教育と家庭教育概論  幼児教育学概論 
 幼児教育思想史  育児国際比較論  保育実習２ 卒業論文演習  卒業論文 
 
２）授業の創意・工夫 
 「乳幼児のしつけ」は毎回掲示板に課題を出し、解答させた。またディスカッションを 
 させた。秋学期には再配信併用授業を行なった。「保育園・幼稚園教育と家庭教育概論」「育児国際比較論」

は教材の追加や文献の追加をした。「保育実習２」では幼稚園を開拓し、実習生を派遣した。実習の事前の

指導を徹底的に行ったこともあり、実習生は幼稚園より高い評価を受けた。 
 
３）教科書関係の執筆 
  「幼児教育者のための教育心理学」 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 

 ドイツの育児支援について   

 

２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 

 論文「ペスタロッチーの『スイス週報』における教育論」P. 61―72 

八州学園大学紀要第 4号 平成 20 年 3 月 31 日  

 

３）学会活動 

日本家庭教育学会第 22 回大会にてパネラーとして「ドイツの両親免許状」について発 

表 於倫理研究所 平成 19 年 8 月 18 日 

日本家庭教育学会紀要副委員長としてその任を務めた。紀要 13 号投稿者の査読をし、印刷屋と折衝した。

３．学内活動 

１）委員会活動 
実習委員会委員長  図書館委員会副委員長  紀要委員会副委員長 FD委員会委員 
人事委員会委員 
平成 20年 3月 22日 平成 19年度第 2回 FD研修会で「再配信併用授業の留意点」について発表 

４．社会活動 

秋草学園短期大学客員教授 

平成 19 年 11 月 15 日 神奈川県教育委員会主催 八洲学園大学公開講座  

「乳幼児とのコミュニケーション」於本学 

平成 20 年 3 月 15 日 親学推進協会主催 親学アドバイザー認定講座 ケーススタディ 

「親への支援」② 「しつけへの対処」 於埼玉県産業技術総合センター 
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平成１９年度     個   別   報   告              
八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 家庭教育 職 名 教授 氏 名 岸 俊彦 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
 ＊心理学概論 
＊ 教育カウンセリング概論 
＊ 教育心理学概論Ⅰ 
＊ 卒論指導  
２）授業の創意・工夫 
 ＊ディスカッションルームを使って学生とのコミュニケーションをはかっている。 
 ＊ディスカッションルームと電話でカウンセリングの練習をする 
３）教科書の執筆 
 ＊教育心理学概論Ⅰ 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 

 ＊教育カウンセリングの充実 

 ＊八洲学園大学・日本家庭教育学会 共同研究 家庭教育学の構想 

 ＊ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｽﾞの進め方 

２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 

 ＊愛国心と教育について 八洲学園大学：紀要 第３号 pp15-26 

３）学会活動 

＊ 日本教育カウンセラー学会：理事 

＊ ピアヘルパー認定委員会・委員長 

３．学内活動 

１） 委員会活動 
 ＊図書委員会 
２） その他 
＊心理教育相談室・室長 

４．社会活動 

＊日本教育カウンセラー協会：総務委員長：認定委員長 
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平成１９年度     個   別   報   告              
八洲学園大学生涯学習学部 

課 程 家庭教育課程 職 名 教授 氏 名  望月 嵩 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
   家族社会学概論（Ｓ） 
   現代の社会病理学概論（Ｔ） 
２）授業の創意・工夫 

＊ 質問機能を活用し、疑問点や不明な問題について、説明した。 
＊ スクリーニング授業では、画面提示資料を講義のまとめになるように工夫した。 
＊ レポート添削は、受領すると直ちに返送するよう心がけた。 

３）教科書関係の執筆 
   「家族社会学概論」のテキストを執筆し、２００８年４月刊行。 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
＊ 家庭教育学会と八洲学園大学との共同研究「家庭教育学の構築と展開に関する総合的研究」（研究

代表者） 
＊ 結婚の個人化についての研究 

 
２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
   ＊なし 
３）学会活動 

＊ 家庭教育学会会長代行として、年４回の理事会参加 
＊ 第３回日韓家庭教育シンポジウム参加 
＊ 日本家庭教育学会学術大会参加 
 

３．学内活動 

１）委員会活動 
＊ 運営委員会委員 
＊ キャリアアップ編集委員会 

 
２）その他 
   ＊ ＦＤ研修会参加 

 

４．社会活動 

＊ 中高年齢者雇用福祉協会コンダクター養成講座講師 

＊ さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校講師 

＊ さいたま市シニアユニバーシティ大宮中央校講師 

＊ さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校講師 

さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校講師 
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平成１９年度       個  別  報  告    八洲学園大学生涯学習学部 
 

 課程 家庭教育課程  職名  教授    氏名  渡邉 達生 

１．教育活動 

 １）今年度の担当授業科目 

 ・小学校道徳教育と家庭教育  春学期…テキスト履修 秋学期…スクーリング履修 

・初等教育概論と家庭教育   春学期・秋学期ともにテキスト履修 

・生命尊重と家庭教育     春学期…テキスト履修 秋学期…スクーリング履修 

・地域社会との連繋と社会教育 春学期・秋学期ともにテキスト履修 

２）授業の創意・工夫 

  ・テキスト履修では、wｅｂサイトを活用して毎週テキストの補足説明を配信した。学生は、科目内容

の資料が配信されるので、学習への意欲を継続できた。  

３）教科書の執筆 

 ・地域社会との連繋 

 ・生命尊重と家庭教育 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
  ・家庭教育とかかわりをもつ小学校道徳教育を推進するため、各地の小学校で実際に授業をしたり、指

導したりしながら、道徳教育の普及に努めた。 

  ・「家族生き生きエッセー」の全国公募を行い、優秀作品を載せた冊子を作成した。また、インターネ

ットを通じて、社会の閲覧に供した。 

・親や子どもが道徳の考え方に親しめるように、よりよい生き方に関する言葉をトランプに載せた人生

カードを作成した。 

 ２）研究成果(著書・論文名、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日) 
・論文 『家庭に理科のおもしろさを伝える』（単著）教職課程 平成 19年 5月 4頁／ 
『自己の生き方を考える道徳』（単著）道徳教育研究２２３号 日本道徳基礎教育学会機関誌平成 20 年 2
月 ６頁／ 

 ３）学会活動 
  ・日本家庭教育学会 常任理事   
 ・日本道徳基礎教育学会 副会長 

３．学内活動 

１）委員会活動 

  ・運営委員会…学生委員会に関する事案を中心に、教授会への提案をまとめた。 
・学生委員会…学生委員長として学生に関する事案に当たった。 

・教務委員会…入学式の担当として計画・実施に当たった。 

・入試委員会…家庭教育課程の志願者の審査に当たった。 

 ・自己点検評価委員会…学生委員会にかかわることを中心に評価を行った。 

４．社会活動 

平成１９年５月２１日 茨城県笠間市茨城県教育センター  
茨城県道徳教育実践教育セミナー講師 

平成１９年６月８日 大分県佐伯市立上堅田小学校 道徳教育研究会指導 
平成１９年６月２７日 山形県上山市立南小学校 上山市教育委員会研修講座師範授業講師 
平成１９年６月２８日 神奈川県綾瀬市立落合小学校 道徳教育研究会指導 
平成１９年７月２８日 東京都文京区 筑波大学附属小学校 
   日本道徳基礎教育学会教員対象道徳提案授業 
平成１９年８月６日 千葉県流山市生涯学習センター  

いのちを大切にする教育・学校飼育動物研究会講師 
平成１９年８月２２日 大分県佐伯市立上堅田小学校 道徳教育研究会指導 
平成１９年８月２３日 栃木県佐野市安蘇庁舎教員研修講座・道徳の時間の師範授業と講話 
平成１９年８月２８日 高知県高知市教育研究所  道徳教育研究会講師 
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平成１９年８月２９日 高知県高知市立泉野小学校 道徳教育研究会講師 
平成１９年１０月１９日 長野県伊那市立伊那東小学校  

文部科学省指定道徳教育研究発表会講演会講師 
平成１９年１０月２４日 神奈川県綾瀬市立落合小学校  道徳教育研究会指導 
平成１９年１０月２６日 栃木県佐野市立田沼小学校 
   栃木県思いやりの心を育てる道徳教育推進事業道徳教材編集委員会 
平成１９年１１月１４日 長野県岡谷市立岡谷北部中学校 

 信濃教育会全県研究大会２００７講師 
平成１９年１１月１９日 栃木県佐野市立吾妻小学校 

栃木県佐野地区小学校教育研究会研修会における模範授業 
平成１９年１１月３０日 大分県佐伯市立上堅田小学校 
 文部科学省委嘱道徳公開研究会講師 

平成１９年１２月１３日 栃木県宇都宮市 栃木県総合教育センター 
   栃木県思いやりの心を育てる道徳教育推進事業道徳教材編集委員会 
平成１９年１月３０日 栃木県佐野市立田沼小学校  生命尊重の師範授業と講話 
平成２０年２月７日 栃木県宇都宮市 栃木県総合教育センター 
   道徳担当指導主事研修会講師 
平成２０年２月２５日 神奈川県秦野市立渋沢小学校 道徳の模範授業と指導 
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平成１９年度             個   別   報   告              
       八洲学園大学生涯学習学部 

課 程 家庭教育課程 職 名 准教授 氏 名 石 井 雅 之 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 

・「正義感の育成(演習)」(春学期・秋学期) 

・「公共精神の育成(演習)」(春学期・秋学期) 

・「西欧倫理思想概論」(春学期・秋学期) 

・「卒業研究演習」（春学期・秋学期） 

・「卒業論文」（秋学期） 

２）授業の創意・工夫 

・「正義感の育成(演習)」においては、授業の予習もしくは復習となるような課題を受 

講者に与え、その課題についての簡単な学習報告を通常レポートとして１週おき程 

度の頻度で提出させ、講評をつけて返却するとともにその内容を授業に反映させた。 

・「公共精神の育成(演習)」においては、授業時のディスカッションで浮かび上がった問 

題点に関して調査･考察課題を与え、その課題についての受講者の報告をレポート機能 

及び質問機能を用いて集め整理して、それを起点として次の授業を展開した。 

 ・演習科目においては、最終試験レポート提出に至る過程で、①通常レポートとして 

のレポート執筆・提出、②その内容についての教員講評及び受講者どうしの意見交 

換、③それらを考慮に入れた修正･展開、という段階を踏ませた。 

３）教科書の執筆 

・『西欧倫理思想概論（改訂版）』（角川学芸出版、平成 20 年 4月 10 日発行）の増補部分を執筆した。 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 

・八洲学園大学・日本家庭教育学会共同研究「家庭教育学の構築と展開に関する総合的研究」における分

担研究課題「西洋倫理学的視点からの家庭教育学構築」に応ずる研究として、国家と親愛、公・公共と

私の関係に関する倫理思想史的研究をおこなった。また、その一部ともなる分担課題として、欧米の家

庭教育関係文献資料等の調査・収集をおこなった（調査結果から英米の家庭教育関連書籍38冊を選択し

、共同研究費で購入した）。 
・アリストテレス倫理学における親愛･友愛と国家の関係に関する研究をおこなった。 

２）研究成果 
論文 
・（単著）「アリストテレスにおける国家と親愛」西洋古典研究会編『西洋古典研究会論集』16（2007）、
平成 19年 9月 10日発行、29-42頁。 

３）学会活動 
・所属学会：日本家庭教育学会（常任理事・幹事、編集委員、国際交流委員、事務局会計担当）、日本西洋

古典学会（会員）、日本倫理学会（会員）、中世哲学会（会員）、日本哲学会（会員）、筑波大学哲学

・思想学会（会員） 

・日本倫理学会第58回大会（於：新潟大学、平成19年10月13日・14日）に出席した。 

・中世哲学会第56回大会（於：広島大学、平成19年11月10・11日）に出席した。 

・第３回日韓家庭教育シンポジウム（日本家庭教育学会主催、八洲学園大学・韓国家庭教育学会共催、於

：八洲学園大学、平成20年1月18日）の準備・運営に携わった。 

・日本家庭教育学会編『家庭教育研究』第 13 号応募論文２篇の査読報告書を執筆した（平成 19 年 11 月）。 

３．学内活動 

１）委員会活動 
・所属委員会：学生委員会（副委員長）、就職委員会（委員）、教務委員会（委員） 

２）その他 
・家庭教育課程ウェブサイトの作成・更新を担当した。 
・八洲学園大学家庭教育研究会幹事として、第１回家庭教育研究・活動報告会（平成 20年 3月 26日）の

準備・運営に当たった。 
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４．社会活動 

・平成19年4月～平成20年3月、東京国際大学人間社会学部非常勤講師として｢社会と規範｣「哲学と思考」「倫

理学」を担当した。 

・平成19年4月～平成19年9月、横浜薬科大学薬学部非常勤講師として「人間と哲学」「医療と哲学」を担当し

た。 

・特定非営利活動法人 東アジア市民対話・学術交流ネットワーク理事としての職務に携わった（平成19年1
月～現在）。 
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平成１９年度        個   別   報   告              
      八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 家庭教育課程 職 名 准教授 氏 名  嚴 錫仁 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
  東洋倫理思想概論(春学期 T、秋学期 T) 
  韓国語公開講座中級、会話コース 
２）授業の創意・工夫 
東洋倫理思想概論：受講生が東洋倫理思想に関する基本的な事項を理解し、東洋倫理思想と現代社

会との接点や問題意識を持ち、家庭教育などに活用できるように努めた。 
３）教科書の執筆 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
東洋倫理思想と家庭教育理論 
中国と韓国の儒学思想 
東アジア世界における漢字文化 
 

２）研究成果 
◇研究論文 
①「일본에서의 이탁오 사상 영향과 그에 대한 연구 현황(日本における李卓吾思想の影響と研究動向)」
、『오늘의 동양사상(今日の東洋思想)第 16 号』、芸文東洋思想研究院、2007 年 4 月 30 日、149-165
頁、単独論文。 
②「퇴계학의 이상적인 인간관과 지도자상(退渓学の理想的な人間観と指導者像)」、『第 21 屆退渓学
国際学術会議論文集・퇴계학과 21 세기 리더십(退渓学と 21 世紀リーダーシップ)』、国際退渓学会、
2007年 10月 26日、259-280頁、単独論文。 
③「東アジア世界における漢字文化の現状について－各地域における日常通用漢字の異なる意味－」、『第

八届国际汉字研讨会论文集』、中国教育部言語文字応用研究所、2007年 10月、92-103頁、共同論文(佐
藤貢悦、嚴錫仁)。 
④「朱子思想の性格－朱子以後の東アジア儒学思想史の理解の前提として―」、『八洲学園大学紀要』4
号、八洲学園大学、2008年 3月。 
 
◇研究発表 
①韓国日本思想史学会第 20回春期学術大会、「일본 무사도의 한 단면-山鹿素行의 士道論을 중심으로
-(日本武士道の一断面－山鹿素行の士道論を中心として－)」、2007 年 5 月 26 日、暻園大学

(KYONGWON UNI.韓国京畿道)、単独発表。 
②日本家庭教育学会第 22回大会、「儒教思想における家族・家庭の役割と親のあり方」、2007年 8月 1
8日、倫理文化センター、単独発表。 
③日中学術研究振興学会第２回日中学術交流国際シンポジウム、「東アジア世界における漢字文化の現状

について－日常通用同一漢字の異なる意味使用－」、2007年 10月 15日、筑波大学、共同発表(佐藤貢悦、
嚴錫仁)。 
④国際退渓学会第 21屆退渓学国際学術会議、「퇴계학의 이상적인 인간관과 지도자상(退渓学の理想的
な人間観と指導者像)」、2007年 10月 26日、成均館大学(韓国ソウル)、単独発表。 
⑤第 8屆国際漢字学会、「東アジア世界における漢字文化の現状について－各地域における日常通用漢
字の異なる意味－」、2007年 10月 31日、中国伝媒大学(中国北京)、共同発表(佐藤貢悦、嚴錫仁)。

３．学内活動 

１）委員会活動 
学生委員会、キャリアアップ委員会、実習委員会、 
広報委員会、オンデマンド委員会、 
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２）その他 
 ・国際交流センター(海外における大学の宣伝) 
 ・韓国語公開講座(前期) 

韓国語中級、全 12 回  

韓国語会話コース、全 12 回 
・韓国語公開講座(後期) 
   韓国語中級、全 12 回  

   韓国語会話コース、全 12 回  

４．社会活動 

◇非常勤 
・2007年 4月～現在 亜細亜大学非常勤講師(「倫理学」担当) 
 
◇講演会 
・吉林師範大学(全学生)、「朝鮮儒学者・李退渓の指導者像について」、2007年 11月 3日。 
・吉林師範大学(日本語専攻学生)、「漢字文化圈について」、2007年 11月 3日。 
  
◇その他社会活動 
・「特定非営利活動法人東アジア市民対話・学術交流ネットワーク」理事    
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平成１９年度     個   別   報   告              
八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 家庭教育課程 職 

名 

専任講師 氏 名 江田英里香 

１．教育活動 

１）1９年度の担当授業科目 
「中学生のボランティア活動（演習）」 
「ボランティア・文化体験活動育成（演習）」 
「学外実地研修」 
 
２）授業の創意・工夫 
・ 演習授業なので、積極的にディスカッションやコメントをするように促した。 
・ 参加型授業を目指して、ディベートの実施や、掲示板を利用した授業の補足やディスカッションなどによ

り、学生同士で学べる環境を構築した。 
・ 映像を使用したり、（ネット受講生にはネット上の映像を見てもらい、来校の学生には会場で映像を上映し
た。また、DVDを図書館から貸出ししてもらうなども行った。）テキスト以外の教材として、書籍、HP、
その他 DVDなどを利用し、理解を深めることができるように工夫した。 

・ 課題にレポートを課し、必ず添削を行い、学生に発表の場を提供することにより、学生のレポートの書き

方の学習に役立った。また、学生のレポート提出が完了できるように積極的に個別に対応した。  
 
３）教科書の執筆 
  なし 
２．研究活動 

１） 従事した研究内容 
（１）個人研究 
  ・「カンボジアの教育開発」についての研究 
  ・「ボランティア」についての研究 
  ・「家庭教育」についての研究 
（２）共同研究 
  ・学内共同研究「家庭教育学の構築」 
 
２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
（１） 論文 

・（共著）「日本における家庭教育政策の変遷と課題」『家庭教育研究 12号』2008年 3月、田中マリ
ア・江田英里香、pp. 

（２） 研究発表等 
・（共同研究）「日本における家庭教育政策の変遷と課題」第三回日韓家庭教育シンポジウム、2008年
１月 18日 

・「初等教育における住民参加の現状と課題－カンボジアの事例より－」第三世界の教育研究会、2008
年 3月 15日 

（３） 翻訳 
・『第 10章 オーストラリア－多文化主義、グローバリゼーション、トランスナショナリズムへの対
応に見る教育の変革と課題』「移民・教育・社会変動－ヨーロッパとオーストラリアの移民問題と教

育政策」明石書店、ジークリット・ルヒテンベルク編、山内乾史監訳、2008年 1月、pp.373-408. 
 
３）学会活動 
・ 日本家庭教育学会 常任理事・幹事 
・ 身体運動文化学会 幹事 
・ 日本比較教育学会 会員 
・ 国際開発学会   会員 
３．学内活動 

１）委員会活動 
・ 実習委員会 副委員長 
・ 学生委員会 委員 
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・ 広報委員会 委員 
・ キャリアアップ委員会 委員 
 
２）その他 

４．社会活動 

・ 平成 19年 10月 15日 山梨県立上野原高等学校「フードマイレージからみる環境問学習」講師アシスタ
ント 

・ 平成 19年 9月５日～14日 神戸学院大学「学外研修」非常勤講師 
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平成１９年度     個   別   報   告              
八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 家庭教育 職 名 専任講師 氏 名 大石純子 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
・身体運動文化概論 スクーリング履修及びテキスト履修 
・日本武道の歴史概論 テキスト履修 
・中高生の武道・スポーツと人間形成（演習） スクーリング履修 
 
２）授業の創意・工夫 
・身体運動文化概論のスクーリング履修では、再配信併用授業の試行に参加した。毎回再配信出席レポートを

紹介することを通して、再配信受講者の双方向性に配慮した。 
・日本武道の歴史概論では、本学指定のテキストの他、宮本武蔵著『五輪書』岩波文庫もテキスト指定した。

本学指定のテキストでは、各章の復習問題を提出させ、それに指導コメントを付けて返却した。その他に第 1
回課題、第 2回課題もあったので、学生にとってはやや負担の多い科目となったと思うが、それゆえに日本
武道の歴史や文化について、より深く学習が進められたものと思う。 
・中高生の武道・スポーツと人間形成（演習）では、少人数のスクーリング授業であったので、授業中になる

べく学生に書き込みをしてもらうよう努力した。 
 
３）教科書関係の執筆 
・平成 20年度のカリキュラム変更に伴って、授業タイトルが変更となった科目があった。それらのテキスト
の増補改訂版を作成した。具体的に執筆したのは、以下の 2冊。 
・大石純子『身体運動文化論』角川学芸出版 
・大石純子『日本武道の歴史』角川学芸出版 
 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
・家庭教育と身体運動文化に関する研究に従事した。 
・平成 20年度科学研究費補助金「萌芽研究」へ「家庭教育アドバイザーの意義と有用性についての研究」の
研究代表者として申請したが、交付内定を得ることはできなかった。 
２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
・大石純子「我が国における伝統的育児論と「藝」 平成 20年 3月 26日 八洲学園大学家庭教育研究会 口
頭発表 
・大石純子「幼児期の剣道に関する一考察 －幼少年と剣道の関係史を中心に－」八洲学園大学紀要 4号投
稿論文（現在印刷中） 
３）学会活動 
・日本家庭教育学会第 22回大会に参加した。 
・日本武道学会 40回記念大会に参加した。 
・身体運動文化学会大会に参加した。 
３．学内活動 

１）委員会活動 
・紀要委員会に所属し、紀要 3号の原稿校正などをおこなった。 
・図書委員会に所属した。 
 
２）その他 
・日本家庭教育学会認定「家庭教育アドバイザー」「家庭教育師」の資格について、本学家庭教育課程と学会

の連携連絡に尽力した。 
・日本家庭教育学会認定資格の申請に当たっては、学生から提出された書類を整理し、学生支援センターと連

携しながら、業務を進めた。 
・本学履修規定に定められている「地域スポーツインストラクター基礎資格」に関連する 
身体運動文化学会認定「地域スポーツ文化インストラクター基礎資格」について、学会からの連絡などの周知

について尽力した。 

４．社会活動 



 118

・日本家庭教育学会の事務局として、会員・役員への刊行物の発送、諸連絡、資格認定業務、認定証書などの

作成などの業務に携わった。 
・日本家庭教育学会常任理事として常任理事会に出席し、学会運営に携わった。 
・身体運動文化学会幹事として、常任理事・幹事会に出席し、学会運営に携わった。 
・日本赤十字社主催の講習会に参加し、以下の資格を取得した。 
・赤十字幼児安全法支援員認定証（平成 19年 6月 13日） 
・赤十字救急法基礎講習修了者認定証（平成１9年 5月 30日、平成 19年 7月 10日） 
・赤十字救急法救急員認定証（平成 19年 7月 19日） 
・赤十字家庭看護法介助員認定証（平成 19年 8月 9日 
・剣道の稽古を通して地域社会活動、青少年育成、および女子剣道の振興にわずかながら貢献した。 
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平成１９年度     個   別   報   告              
八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 家庭教育課程 職 名 専任講師 氏 名 平良 直 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
日本民衆宗教概論（演習）（S）、日本人の宗教・信仰心概論（T）、宗教学概論（T） 

 

 ２）授業の創意・工夫 
スクーリング授業に於いて出来るだけ画像資料を用いることによって対象学習の把握がしやすいよう

に努めた。テキスト履修においてはレポートや質問に対して可能な限り丁寧に応答するように努める

とともに、レポートのコメントにはレポート全体の総評を付し、学生が他の学生のレポートと比較で

きるように工夫した。 

 

３）教科書関係の執筆 
特になし 
 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
１．学内共同研究「家庭教育学の構築と展開に関する総合的研究」に従事。 
２．筑波大学山中弘教授の「場所をめぐる宗教的集合記憶と観光的文化資源の関係に関する宗教学的

研究」の研究分担者として従事。 

３．庭野平和財団NPFプログラム・グループ研究 研究代表者荒木美智雄（関西福祉大学学長）「現代世
界の危機と新しい民衆宗教：グローバリゼーションのもたらす苦悩と宗教的人間」に研究分担者として

従事。 
４．家庭教育と宗教に関する個人研究に従事。 
 
２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
〔著書〕 
・共著『需釋道之哲學對話』、商務印書館、2007年 7月、第 13章、247頁～255頁。 
・共著『よくわかる宗教社会学』、ミネルヴァ書房、2007年 11月、102頁～103頁、110頁～111頁。
〔論文〕 
・単著“ ‘Religion’ in Contemporary Society”, The Journal of Oriental Studies 
Vol. 17, The Institute of Oriental Philosophy, October, 2007, pp. 205-215. 
・単著「現代社会における宗教の新しい意味－「宗教」概念の脱自明化と可能性」、『東洋学術研究』第

46巻第 1号、東洋哲学研究所、2007年、163 頁～176 頁 
〔学術会議等〕 
・シンポジウム「生と死」、ヨーロッパ科学芸術アカデミー・東洋哲学研究所主催、平成１９年９月１５

日、於ドイツ、コメンテーターとして参加。 
 
３）学会活動 
日本家庭教育学会幹事、「宗教」と社会学会「グローカル化する世界と宗教」プロジェクト幹事、日本宗

教学会 

３．学内活動 

１）委員会活動 
紀要委員会、FD委員会、教務委員会、広報委員会、カリキュラム改訂委員、就職委員会 
他 
２）その他 

４．社会活動 

特記事項なし 
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平成１９年度     個   別   報   告              
八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 家庭教育課程 職 名 専任講師 氏 名 田中マリア 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
「親と道徳教育教材論」春・秋（S） 
「自律の精神と家庭教育」春・秋（S） 
「教育思想史概論」春・秋（S） 
「教育史概論」春・秋（S） 
 
２）授業の創意・工夫 
ＩＣＴにおける授業方法の改善に努めた。まず、学生が事前に学習内容を予習できるようＰＰＴ資料を

作成し、予習教材として登録した。また、学生の授業以外の時間における学習をサポートするため、掲

示板や質問機能を媒介とした教員ないし学生相互の交流の機会を設け、充実させた。さらに、通常レポ

ート機能を試験期間以外の時間においても活用し、適宜、論文指導を行い、学生の意欲向上に努めた。

その他、上記以外でも、ＩＣＴ大学で学ぶ社会人学生の学習環境を向上させるべく、大学が試行する「再

配信併用授業」に参加し、学生の履修促進に努めたり、集中スクーリングによる授業設定を行ったりす

るなどして、学生のニーズに応える開講を心がけた。 
 
３）教科書関係の執筆 
『道徳教育の研究』角川学芸出版（単著） 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
昨年度に引き続き、八洲学園大学の建学の精神である「教育の原点は家庭」という考え方に即して、「家

庭教育」に関する学問体系の構築をはかるべく、家庭教育学会と本学との共同研究会に参加し、研究活

動に従事した。本年度は、その成果を日韓家庭教育シンポジウムにて江田講師とともに発表し、報告書

を作成した。 
２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
・江田江里香・田中マリア「日本における家庭教育政策の変遷と課題」『家庭教育研究』第 13号 2008
年 3月 pp.69－79 
・同上、（平成 19年度 共同研究 成果報告書）『家庭教育学の構築と展開に関する総合的研究 成果報告』
八洲学園大学生涯学習学部家庭教育課程 2008年 3月 pp.15－28 
３）学会活動 
家庭教育学会常任理事ほか、日本教育学会、教育哲学会、日本道徳基礎教育学会、日本教材学会、日

本１８世紀学会、ペスタロッチ・フレーベル学会、関東教育学会等会員 

３．学内活動 

１）委員会活動 
教務委員会（議事録作成、学習ガイド・募集要項、教員便覧等の作成、単位認定等） 
２）その他 
平成 20年度カリキュラム改革「幼稚園教諭 1種免許状」設置申請に向けた準備等 

４．社会活動 

二松学舎大学非常勤講師（「教育原理」「道徳教育の研究」「総合演習」担当） 
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平成１９年度     個   別   報   告              
八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 人間開発教育 職 名 教授 氏 名 浅井経子 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
・生涯学習論１     ・生涯学習論２       ・社会教育調査法１  
・社会教育研究法演習  ・社会教育学新構想（演習） ・生涯学習の方法  
・学社連携・融合論   ・学習支援情報・学習相談  ・卒業研究演習 
・卒業論文 
２）授業の創意・工夫 
テキスト履修の科目では学生を励ますとともに履修生数が多い科目では課題添削の効率化に努め、メ

ディア・スクーリングでは学生が能動的に参加できる授業になるよう努めた。 
３）教科書関係の執筆  特になし 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
生涯学習推進の効果分析 

 日本生涯教育学会『生涯学習研究ｅ事典』の構築開発 
２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
【共編著】 
 『生涯学習論』（72～78頁、138~142頁、156～163頁を担当）、文憲堂、平成 19年４月６日 
 『社会教育計画』（135～139頁、148～156頁を担当）、文憲堂、平成 19年４月６日 
【論文（単著）】 
 「生涯学習推進の効果に関する分析」（21～29頁）、日本生涯教育学会論集 28、平成 19年７月 31日
 「学習行動の効果に関する研究」（73～84頁）、八洲学園大学紀要第４号、平成 20年３月 31日 
 「ｅラーニングを変える」（51～56頁）、八洲学園大学共同研究報告『「ｅラーニングに適した教授法

および教材開発の研究」報告書」平成 20年３月 20日 
 「自立して『生きる』道を開く学習支援システムの構築」（４～５頁）『マナビィ』80号、平成 20年

２月１日 
 「東京都足立区高野台小学校で開催された『メディアを活用した地域安全マップワークショップ』を

視察して」財団法人 日本視聴覚教育協会『親子で創るメディア安全マップ事業報告書』平成
20年３月 31日 

 
３）学会活動 
・日本生涯教育学会副会長、常任理事 
・同学会『生涯学習研究ｅ事典』構築・編集委員会委員長 
・同学会年報編集委員会副委員長 
３．学内活動 

１）委員会活動 
 入試委員会（副委員長） 
 ＦＤ委員会 
２）その他 
 ヒューマンｅラーニング世話人 

 

４．社会活動 

・ 文部科学省 政策評価に関する有識者会議委員、再チャレンジのための学習支援システム推進委員会

委員（主査）、大学設置・学校法人審議会専門委員（大学設置分科会）、映像作品等の審査会

委員 

・ 内閣府 統計委員会専門委員 
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・ 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 生涯学習を推進するコーディネーターの役割及び

資質向上に関する調査研究委員会委員、インターネットを活用した研究セミナー等に関する調

査研究委員会ＷＧ会議委員 

・ 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 評価委員、子ども放送局番組委員会委員（主査） 

・財団法人 全国視聴覚教育連盟 親子で創るメディア安全マップ事業企画委員、総合的な   

     放課後対策推進のための調査研究委員（代表者） 

・財団法人 社会通信教育協会 生涯学習インストラクター制度審査委員会委員、標語選        

考委員 

・ 財団法人 日本視聴覚教育協会評議員 

・ 財団法人 民間放送教育協会評議員 

・ 財団法人 文教協会評議員 

・ 財団法人 理想教育財団評議員 

・ 兵庫県 生涯学習審議会委員、兵庫県公館県政資料館歴史資料部門運営専門委員 

・ 神奈川県教育委員会 かながわ生涯学習ネットワーク推進協議会委員・小委員会委員長 

・ 栃木県教育委員会 とちぎ放課後子どもプラン推進委員会委員・副委員長 

・ 板橋区 板橋区出資法人情報公開及び個人情報保護審査会委員 

・ 茅ヶ崎市 生涯学習推進委員会委員 

・横浜市保土ヶ谷区 「ほどがや市民活動センター」評議員 
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平成１9年度          個   別   報   告              
           八洲学園大学生涯学習学部 

課 程 人間開発教育 職 名 教授 氏 名 高鷲忠美 

１．教育活動 

１）１9年度の担当授業科目 
  「図書館概論」(前期のみ)  「学校経営と学校図書館」 
  「資料組織概説」 「学校図書館メディアの構成」 
  「資料組織演習」 「学習指導と学校図書館」 
  「図書及び図書館史」 「卒業研究演習」(後期のみ) 
２）授業の創意・工夫 
  演習をスクーリング履修で行うに当たり、チャットを学生とのコミュニケーションの手段にするなどの工

夫を凝らし、受講生の授業への参加を促した。また、掲示板を学生相互の交流と教員との交流の場として積極

的に活用した。   
  
２．研究活動 

１）従事した研究内容 
 学校教育のおける学校図書館の活用、遠隔教育における大学図書館の役割など。 
２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
 【著書】 
・ 『最新教育キーワード 137』第 12版 時事通信社（分担執筆）p42-4 

・ 『学校教育と図書館』第一法規（分担執筆）p39-49 
・ 『資料・メディア総論』第 2版 学芸図書 p207-210 
  
 【論文】 
 ・「図書館活用教育の力～鶴岡市立朝暘第一小学校のケース～」『ＮＥＷ教育とコンピュータ』11月号 p41-42
     
３）学会活動 
 日本図書館情報学会会員、アメリカ図書館協会会員、国際図書館連盟個人準会員など。 

３．学内活動 

１）委員会活動 
 図書館運営委員会委員長、紀要委員会委員長、運営委員会委員、教務委員会委員、人事委員会委員、予算委

員会委員、自己点検・評価委員会委員 
２）その他 
 特になし 
 

４．社会活動 

・ 社団法人全国学校図書館協議会理事 
・ 特定非営利法人「図書館の学校」理事 
・ 社団法人全国学校図書館協議会「学校図書館賞」選考委員 
・ 特定非営利法人「図書館の学校」「図書館を使った「調べる学習」賞コンクール 審査委員 
・ 財団法人日本人事試験研究センター 試験専門委員(図書館学) 
・ 東村山市立図書館 図書館協議会委員 
 
【講演】 
・ ｢子どもが育つ学校図書館｣ 平成 19年 7月 31日 (三重県学校図書館協議会小学校部研修会) 
・ ｢子どもが育つ、学校が変わる｣ 平成 19年 8月 3日 (白山市図書館教育研修講座) 
・ ｢図書館の活用で、子どもが育つ、学校が変わる｣ 平成 19年 9月 22日 (名古屋市講 演会) 
・ ｢学校図書館が変わる、子どもが育つ｣ 平成 19年 10月 22日 (長崎純心大学講演会) 
・ 「ＩＴを活用した研修の方法について」 平成 19年 11月 5日 （文部科学省これからの図書館の在り方
検討協力者会議） 

・ ｢市民の、市民のための、市民による図書館｣ 平成 19年 12月 1日 （｢図書館フォーラム川崎｣講演） 
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平成１９年度      個   別   報   告              
      八洲学園大学生涯学習学部 

 

課程 人間開発教育課程 職名 教授 氏 名   沼倉佑栄 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
  現代マネージメント概論演習（A） 
  現代マネージメント概論演習（B）   
２）授業の創意・工夫 

授業の冒頭に講義内容に関連するトピックスを取り上げ、チャットでの意見交換をし、 
授業内容の強化と授業への関心を引き出し、学生の参加意欲の促進を図った。また、 
学生の理解力の向上と把握を目的に演習問題を授業中あるいは授業後宿題として与え、理解度の共有

を図った。さらに、学生の理解度、授業の進捗度合に合わせ、教材を毎回 変更、追加、修正し提供

した。 
３）教科書関係の執筆 
   １９年度はなし 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
（１） 個人研究 
社会人基礎力に必要な科目の選定とカリキュラムのあり方について、主に科目として必要なも

の、本学で妥当且つ Eラーニングで可能な科目の選定を重要度、   
実施可能度、経済性、難易度(容易度)の観点から検討を試みた。 

（２） 共同研究 
  「eラーニングに適した教授法および教材開発の研究」の共通テーマの中で、本学 eラーニング

の環境下において社会人基礎力の要素のひとつである‘ビジネス・コミュニケーション’関連

の科目と授業の方策について、具体的な例を挙げ、社会人基礎力の科目の実現性、効果性につ

いて考察した。 
２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
【論文等】 
 平成１９年度 八洲学園大学共同研究報告「eラーニングに適した教授法および教材開発の研究」
報告書 八洲学園大学生涯学習学部 人間開発教育課程 平成２０年３月 １３－１９頁 

３）学会活動 
   日本経営教育学会 会員 
   経営行動科学学会 会員 
 

３．学内活動 

１） 委員会活動 

    広報委員会（委員長） 

    キャリアアップ委員会（副委員長） 

    就職委員会（副委員長） 

    カリキュラム特別委員会（臨時） 

２） その他 

   なし 

４．社会活動 

   短期カレッジ「仕事に活かすコミュニケーション・スキル」講座（全４回）開設 

  （３月８日・３月１５日） 
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平成１９年度       個   別   報   告              
     八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 人間開発教育 職 名   教授 氏 名   山本 格 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 

 ・資源環境と人間 

・テクノロジーの発達とヒューマニティ 

・卒業演習研究：中国のエネルギー系環境問題 

・卒業研究：中国のエネルギー系環境問題 

２）授業の創意・工夫 

 ・激しく変化する時代を乗り切るには、自己の能力という幹を太くすることが必要である。 

学生各人の幹を太らせることを念頭において授業を進めている。具体的には原理・原則・ 

ものの本質に立ち返って考えることの大切さを、講義を通して伝えている。すなわち、学生は何事に対

しても原理・原則に立ち返って自分で考える習慣、能力を身につけるように工夫している。  

授業をわかりやすくするため、図表を多用している。授業では、テキストにある図と同じ図を改めてき

ながら丁寧に説明している。学生の反応はよい。 

著作権問題に抵触しないよう、図表は自分流のものを作っている。 

３）教科書の執筆 平成２０年度から使用する「水資源概論」と「省エネルギー概論」を執筆、 

  出版した。 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 

 ・中国の産業構造と新卒の雇用状況に関する研究：研究結果をしかるべきところに発表すべく,現在、原稿

を中国の大学に送り,内容の妥当性をチェックしてもらっている。 

・エネルギー資源及びエネルギー系環境問題に関する研究：日本及び世界の最新の情報を収集し、温暖化

問題に対する「緩和」と「適応」について研究を進めている。 

・省エネルギーに関する研究：最新情報を収集し、その内容を精査、最新情報を産業界にフィードバック

するととのに、科目「テクノロジーの発達とヒューマニティ」、「資源環境と人間」、本年度から開講され

る「水資源概論、「省エネルギー特論」に反映させる予定である。これによって担当４科目の内容に関し

ては、その新規性は担保されるものと考えている。 

・インターネット教育における個別化と教材のあり方に関する研究：その一部を共同研究成果報告書で発表

した。 

２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 

・インターネット教育用教材と著作権、「eラーニングに適した教授法及び教材開発の研究」報告書（平成

20 年度 八洲学園大学共同研究報告書）、21-27、平成 20 年 3 月 

３）学会活動  

・日本ヒートパイプ協会、監事 

３．学内活動 

１）委員会活動 

 ・教務委員会委員 

・広報委員会委員（副委員長） 広報副委員長として、日刊工業新聞社と折衝、理事長の 

インタビューン等を実現した。また多数の企業に本校の科目を新人教育講座で利用するよう依頼した。そ

の結果、数社から関心が寄せられ、そのうち 1社からは今月中に具体的返事をもらう予定である。 

・就職委員会委員長として求人情報の精査等を行った。平成 19 年度は平成 19 年度から本格的に始まる学

生の就職活動を支援する体制づくりに努めた。求人リストの内容を精査し、インターネット上で公開し

ている 

・キャリアアップ委員会委員として、「卒業につながる卒業研究演習が始まる」を執筆した。 

２）その他 

４．社会活動 

・（社）日本機械工業連合会 優秀省エネルギー機器審査幹事会委員 

・流通経済大学社会学部非常勤講師 

・国士舘大学理工学部非常勤講師 

・早稲田大学理工学総合研究センターエネルギー部門客員研究員員 
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平成１９年度       個 別 報 告        八洲学園大学生涯学習学部 
 

課 程 人間開発教育課程 職 名 専任講師 氏 名 秋吉 正博 

１．教育活動 

１）19年度の担当授業科目 
  ・「日本文化史概論」（テキスト・スクーリング選択履修） ２単位  春学期（スクーリング履修）・

秋学期（テキスト履修） 
  ・「伝統文化の継承３（演習）（祭事・行事）」（スクーリング履修） ２単位  春・秋学期 
  ・「企業人物論演習（日本）」（スクーリング履修） ２単位  春・秋学期 
  ・「博物館学（概論・経営論・情報論）」（テキスト・スクーリング併用履修） ４単位 春・秋学期 
  ・「博物館実習」（レポート・スクーリング履修） ３単位  春・秋学期 
  ・「博物館実習事前指導室」 春・秋学期。授業科目ではないが、「博物館実習」の開講に先立ち、前

学期中に実習履修希望調査を実施し、希望者を対象に「博物館実習事前指導室」を開いて指導・助

言等を行ない、実習希望先への申込みを開始した。 
【平成 19年度春学期】 平成 19年 8月、平成 19年度秋学期「博物館実習」用の実習履修希望調
査を実施した。 

【平成 19年度秋学期】 平成 19年 12月～平成 20年１月、平成 19年度春学期「博物館実習」用
の実習履修希望調査を実施した。 

２）授業の創意・工夫 
  ・テキスト履修の課題における見学レポートの活用、質問機能を利用した事前・事後の指導・助言。

  ・スクーリング履修のスクーリング授業における図表等の効果的利用、授業開始前の予習資料の作成、

授業終了後の補足解説、等。 
  ・平成 19 年度秋学期「博物館実習」、平成 20 年度春学期「博物館実習」を円滑に開講するため、平

成 19 年度の春学期と秋学期に「博物館実習事前指導室」を開いて実習希望者への指導・助言を行
なった。 

３）教科書の執筆 
  ・『博物館実習日誌』、八洲学園大学、2007年４月（Ｂ５判からＡ４判に変更。） 
２．研究活動 

１）従事した研究の内容 
 （１）個人研究 
  ・博士論文「日本古代養鷹の研究」において詳しい検討を保留した『新修鷹経』の文献研究を平成 16

年度に開始し、平成 19年度にも継続した。 
  ・上記の研究と同時に続けている平安初期の説話集『日本霊異記』に関する歴史的研究を継続した。

 （２）共同研究 
  ・「家庭教育学の構想」ワーキンググループ（家庭教育課程・日本家庭教育学会共同研究）において、

従来の日本古代家族史研究を振り返って家庭教育学の構想を築くための課題を検討した。 
  ・「e ラーニングに適した教授法および教材開発の研究」（人間開発教育課程共同研究）において、本

学の eラーニングシステムの改良に関連して、授業配信用の教材について検討した。 
  ・「e ラーニングに適した教授法および教材開発の研究」（人間開発教育課程共同研究）において、学

外からの模擬授業配信実験で模擬授業を担当した。 
２）研究成果 
 （１）著書 
 （２）論文 
  ・「本学 e ラーニングシステムの課題―授業配信と板書資料―」、『平成 19 年度八洲学園大学共同研究

報告「eラーニングに適した教授法および教材開発の研究」報告書』、八洲学園大学生涯学習学部人
間開発教育課程、2008年 3月 

 （３）研究発表等 
・「本学 eラーニングシステムの問題点の検討―授業配信編―」、「eラーニングに適した教授法および
教材開発の研究」（人間開発教育課程共同研究）第３回公開研究会、於八洲学園大学、2007年 7月
25日 

３）学会活動 
  ・歴史人類学会 会員 
  ・社会文化史学会 会員 
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  ・延喜式研究会 会員 
  ・続日本紀研究会 会員 
  ・説話文学会 会員 
  ・日本家庭教育学会 会員、幹事（2003年～） 
・アート・ドキュメンテーション学会 会員 

   

３．学内活動 

）委員会活動 
  ・実習委員会 副委員長 
  ・紀要委員会 委員 
  ・キャリアアップ編集委員会 委員 
２）その他 
  ・「eラーニングに適した教授法および教材開発の研究」（人間開発教育課程共同研究） 会計 

・「家庭教育学の構想」ワーキンググループ（家庭教育課程・日本家庭教育学会共同研究） 研究会

メンバー 
 

４．社会活動 
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平成１９年度           個   別   報   告              

 八洲学園大学生涯学習学部 

課 程 人間開発教育課程 職 名 専任講師 氏 名 石田 尊 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
日本語学概論（テキスト履修） 
ラピッドリーディング・スキル演習（スクーリング履修、春学期・秋学期） 
リーディングアビリティ開発スキル演習２（理論関係書の要約・箇条書き）（スクーリング履修、春学期・

秋学期） 
文章論演習１（主題・構想・叙述）（スクーリング履修、春学期・秋学期） 
文章論演習２（起・承・転・結）（スクーリング履修、春学期・秋学期） 
論述力開発スキル演習１（自己課題）（スクーリング履修、春学期・秋学期） 
論理と思考順序論演習（スクーリング履修、春学期・秋学期） 

２）授業の創意・工夫 
掲示板を利用した受講生との情報交換、HTML文書による教科書解説教材の提供、 
課題レポート添削内容の充実（以上テキスト履修科目） 
授業時間の組み立て（復習・内容解説・作業時間）の工夫、毎回の小レポート出題・添削、授業時配布教

材の充実（以上スクーリング科目） 
３）教科書の執筆 
なし。 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
 Ａ．個人研究 
１９年度も、学位論文以降継続して行っている、日本語受動文および日本語の格のシステムに関する研究

を推し進めた。またその中で、日本語の有生性制限に関する新たな研究を開始することができた。ただし、

その成果の発表は口頭発表等にとどまっており、論文の刊行には至っていない。学位論文の公刊も実現し

ておらず、反省すべき点となっている。 
 Ｂ．共同研究 
「eラーニングに適した教授法および教材開発の研究」というメイン・テーマのもと、特に本学 eラーニ
ングシステムの改良についての考察を行った。 

２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
Ａ．論文等 
・（単著）「本学 eラーニングシステムの改良をめぐって」平成 19年度八洲学園大学共同研究報告『eラー
ニングに適した教授法および教材開発の研究』報告書，pp.39-46，2008年 3月． 

Ｂ．口頭発表等 
・（単独）「本学 e-learningシステムの問題点の検討」人間開発教育課程共同研究口頭発表．2007年 6月 27
日． 

・（単独）「所有者上昇、場所句の上昇と他動性：外項を持たない他動詞文の記述」第 94回関東日本語談話
会（於学習院女子大学）．2007年 9月 8日． 

・（単独）「日本語の有生性制限について」現代日本語文法研究会第５回大会（於八洲学園大学）．2007年
10月 20日． 

３）学会活動 
日本語文法学会 （会員） 
日本語学会 （会員） 
日本言語学会 （会員） 
関東日本語談話会 （運営委員） 

３．学内活動 
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１）委員会活動 
入試委員会 委員 
紀要委員会 委員 
ＦＤ委員会 委員 
オンデマンド特別委員会 委員 

２）その他 
平成 19年度人間開発教育課程共同研究 主査 
人間開発教育課程ウェブサイト・ブログ作成・管理 
八洲学園大学紀要ウェブサイト作成・管理 

４．社会活動 

鶴見大学文学部非常勤講師（日本語学演習 III/国語学演習 III、国語学概論 
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平成１９年度           個   別   報   告              

        八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 人間開発教育課程 職 名 専任講師 氏 名 篠崎明子 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
「生涯学習社会と学習成果の評価」テキスト履修、２単位、春学期・秋学期 
「生涯学習とキャリア形成」テキスト履修、２単位、春学期・秋学期 
「生涯学習学研究法演習」スクーリング履修、２単位、春学期・秋学期 
「現代社会と生涯学習」スクーリング履修、２単位、春学期・秋学期 
「社会教育調査法２」テキスト履修、２単位、秋学期 
「社会教育課題研究２」テキスト履修、２単位、春学期・秋学期 
「社会教育調査法１」テキスト履修、２単位、春学期（副担当） 
「社会教育課題研究１」テキスト履修、２単位、春学期・秋学期（副担当） 
２）授業の創意・工夫 
 スクーリング履修科目については、小課題やディスカッションルームを活用し、学生の理解度を把握する

とともに、テーマに関する思考の深化を図ってフィードバックを行った。 
 テキスト履修科目については、テキストの補遺を執筆し配信した他、課題発表・〆切の前後などにお知ら

せを利用して学生を励ました他、課題で学生の理解が不十分と思われた点については追加教材を作成するな

どしてフィードバックを行った。 
３）教科書関係の執筆 
 平成２０年度開講の「仕事移動診断総論」「仕事移動診断各論（転職）」のテキストの執筆（pdf配信）。 
２．研究活動 

１）従事した研究内容 
【個人研究】生涯学習成果の評価・認証に関する研究、仕事移動診断に関する研究。 
【共同研究】ヒューマンｅラーニングに関する研究（学外からのライブ配信実験、ヒューマンｅラーニング

の効果について） 
【その他】再チャレンジのための学習相談機能に関する調査研究（文部科学省委託調査研究） 
２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
【論文等】 
「ヒューマンｅラーニング 新宿からの模擬授業配信実験」（共同執筆）（『平成 19年度八洲学園大学共同研
究報告「ｅラーニングに適した教授法および教材開発の研究」報告書』八洲学園大学生涯学習学部人間開発

教育課程 2008年３月 pp.pp.61-84）（うち担当分 13ページ（共著部分含む）） 
【口頭発表】 
「新たな生涯学習支援の課題―仕事移動診断について―」（共同発表）（日本生涯教育学会第 28回大会 於：
国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2007年 11月 10日） 
３）学会活動 
・日本生涯教育学会 幹事、同学会『生涯学習研究ｅ事典』構築・編集委員会 幹事  
・日本教育制度学会 会員 
３．学内活動 

１）委員会活動 
・ 学生委員会 委員 
・ 入試委員会 入試実施委員 
２）その他 
・ 人間開発教育課程共同研究「ｅラーニングに適した教授法および教材開発の研究」 
副主査 

・ ヒューマンｅラーニング・プロジェクト・チーム メンバー 
・ 人間開発教育課程ウェブサイト・ブログ管理 
・ 学園祭のバックアップ 
４．社会活動 

「再チャレンジのための学習相談機能に関する調査研究」学習相談開発実行委員会委員（文部科学省委託調

査研究）  
全日本社会教育連合会嘱託研究員 
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平成１９年度          個   別   報   告              

      八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 人間開発教育課程 職名 専任講師 氏 名 田井優子 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
・ 生涯学習論Ｂ１（生涯各期の学習と設計）（テキスト履修）春学期・秋学期 
・ 生涯学習論Ｂ２（生涯学習支援の展開）（テキスト履修）春学期・秋学期 
・ 学習支援情報・学習相談Ｂ（テキスト履修）春学期・秋学期 
・ 生涯学習論１（生涯各期の学習と設計）採点補助 春学期 

２）授業の創意・工夫 
【課題および科目修得試験の内容】テキストの内容の定着を図るため、毎回の課題や試験問題に工夫を

するよう努めた。 
【添削】テキストの論理構造を把握できているかどうかという観点から、提出されたレポートの添削を

行った。 
３）教科書関係の執筆 
なし 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
【個人研究】乳幼児を育てる母親に対する生涯学習支援および仕事移動診断技法に関する研究 
【共同研究】ヒューマン eラーニング・ネットワークにおける学習支援者に関する研究 

２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
【著書、報告書】 
・ 山本恒夫・浅井経子・渋谷英章編著『生涯学習論』文憲堂、2007（平成 19）年 4月 6日（分担「生
涯学習と家庭教育」34-38頁） 

・ 山本恒夫他編著『社会教育計画』文憲堂、2007（平成 19）年 4月 6日（分担「子育て支援の展開」
57-61頁） 

・ 「ヒューマン eラーニング・ネットワーク研究班の取り組みについて」『「eラーニングに適した教
授法および教材開発の研究」報告書』八洲学園大学生涯学習部人間開発教育課程、49-50頁、2008
（平成 20）3月 20日 

・ 「ヒューマン eラーニング 新宿からの模擬授業配信実験」『「eラーニングに適した教授法および
教材開発の研究」報告書』八洲学園大学生涯学習部人間開発教育課程、62-63頁、70-73頁（篠崎
明子と共著）、2008（平成 20）3月 20日 

【口頭発表】 
・ 「新たな生涯学習支援の課題－仕事移動診断について－」（山本恒夫、篠崎明子との共同発表）（日

本生涯教育学会第 28回大会 平成 19年 11月） 
３）学会活動 

・ 日本生涯教育学会 幹事、論集編集委員会 委員 
・ 日本教育制度学会 会員  
・ 日本家庭教育学会 会員 

３．学内活動 

１）委員会活動 
・ 学生委員会 委員 
・ 就職委員会 委員 
・ 入試委員会 人間開発教育課程入試実施委員（正科生・科目等履修生担当） 

２）その他 
・ 人間開発教育課程共同研究「eラーニングに適した教授法および教材開発の研究」メンバー（記録係）
・ ヒューマンｅラーニング・プロジェクト・チーム メンバー 
・ ［■人間開発教育課程学生へのメッセージ］教室 副担当 
・ ［■ヒューマンｅラーニング・プロジェクト］教室 副担当 

４．社会活動 

・ 「再チャレンジのための学習相談機能に関する調査研究」学習相談実行委員会委員（文部科学省委託

調査研究）（平成 19年）  
全日本社会教育連合会嘱託研究員（平成 19年） 
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平成１９年度            個   別   報   告              
         八洲学園大学生涯学習学部 

 

課 程 人間開発教育 職 名 専任講師 氏 名 塙 武郎 

１．教育活動 

１）１９年度の担当授業科目 
・財政学概論演習（スクーリング科目） 
・地域開発・都市経営概論演習（スクーリング科目） 
２）授業の創意・工夫 
希望する受講生に最終レポートについてプレゼンテーションを行わせ、自宅受講生を交えた質疑応答

や学生の学習成果の発表の機会を提供し、もって授業に臨場感や参加意識をもたせる工夫を行った。こ

れにより普段、学問的な発表の場を得られない社会人学生から高い評価や満足度を得ることができ、そ

れがＳＮＳ等で口コミで広がって受講生の増加につながったものと思われる。 
３）教科書関係の執筆 
・ 20年度春学期に導入される新テキスト科目のうち、財政学概論、地域開発・まちづくり論の 2科目
の教科書を改訂した。 

２．研究活動 

１）従事した研究内容 
○競争的外部資金による研究 

19年度は財団法人日本証券奨学財団（90万）と、鹿島学術振興財団（300万）の２つの研究財団より
競争的外部資金を得ることができた。この競争的外部資金を使ってアメリカの教育財政(前者)、交通財政
（後者）の基礎的な実証分析を行い、現地視察を試みて、資料収集や関係者とのディスカッション等を

行った。両者に共通する研究テーマは、アメリカ州・地方財政の研究である。 
○共著書の執筆・刊行 
上記研究テーマに関連して、アメリカの地方債の発行手続きに係わる証券市場での規制、地方の資本

的経費に対する州の補助金、シカゴ市学校区を事例とした地方債（一般財源保証債 GOB）の使途につい
て詳細に分析した。その研究成果は、2007年 4月刊行の共著書『アメリカの州・地方債』（日本経済評
論社）に発表した。また、日本の過疎自治体の予算分析、福祉政策に係わる基礎的調査として、北海道

池田町について詳細に検討し、その研究成果として 2007年 4月刊行の共著書『地域の医療と福祉』（学
文社）に発表した。 
○公益事業学会での学術報告 
 公益事業学会（相模女子大学）で「シカゴ公共交通公社 RTAの財政システム」というテーマで報告を
行った。その結果、学会レフェリー論文としての投稿許可を得た。 
○個人研究費による研究 
 過疎自治体でのケーブル事業、インターネット事業によるまちづくりの事例研究を行った。福島県西

会津町営ケーブル放送局、テレワークセンターを訪問し、ネットワークを生かしたまちづくりの今後の

可能性について検討した。 
２）研究成果[著書・論文名（頁数記載）、発表機関、雑誌の場合は巻・号、発表年月日] 
○著書 
・「北海道の池田モデル」『地域の医療と福祉』学文社、2007年 4月 5日。 
・「シカゴ市学校区の債券発行の枠組み」『アメリカの州・地方債』日本経済評論社、2007年 4月 20日。
○学術論文 
・「ニューヨーク市初等中等教育の財政構造と特質」東京大学社会科学研究所紀要『社会科学研究』第

59巻 5・6号、2008年 3月 21日。 
・“Review of Regional Transportation Authority Proposed 2008 Budget and the Capital Improvement 

Strategies”『八洲学園大学紀要』第 4号、2008年 3月受理。 
○口頭発表 
・「シカゴ公共交通公社 RTAの財政システム」公益事業学会、2007年 11月 17日、相模女子大学。 
３）学会活動 
・日本高等教育学会 第 10回大会「大学政策５」セッション座長（司会）、2007年 5月 31日、名古屋
大学。 
３．学内活動 



 133

１）委員会活動 
・教務委員会では、通常の教務全般に係わる議論や作業として『学習ガイド』に載せる基礎的な情報や

資料データを整理・作成したほか、20年度からの新カリキュラムの導入に伴う、科目の読み替え作業、
学籍簿のチェック等を中心に行った。 
・カリキュラム特別委員会では、20年度に導入する新カリキュラムの基礎的な検討・準備（議事録作成、
人間開発教育課程内の新カリキュラム・科目名の整理等を担当した）を行った。また 20年度春学期入学
者用の『学習ガイド』を作成するためのデータを整理した。 
・紀要委員会では、『八洲学園大学紀要』の発行に係わる準備作業を行った。 
２）その他 
４．社会活動 

・担当科目「地域開発・都市経営概論演習」の一環として、2007年 8月 11日、「まちづくりと地域政策」
というテーマで基調講演（岡崎昌之法政大学教授）、パネルディスカッションを設定し、その司会を務め

た。会場参加者およびネット受講者を合わせて３５名ほどの参加があった。これは一般公開で開催した

が、本学の学生以外に、学外の一般市民が 15名ほど来場した。 
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Ⅵ．大学の諸規則等 
 

 

 

凡例 

 

１．本文で参照を指示してある諸規則及び平成１９年度教授会議事録を以下に掲載する。 

 

２．教授会議事録に記されている学生の個人名は、個人情報保護の観点から本評価書では削除してある。 

 

３．なお、本文に参照を指示してある規則及び教授会議事録以外の大学の基礎資料は、本文中に「資料

篇」と記し、大学事務局に保管されているものである。 
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八洲学園大学学則、規程等目次 
           

基本      八洲学園大学学則·····································································１３６ 
管理運営    八洲学園大学教授会規程····························································１４４ 
        八洲学園大学運営委員会規程 ·····················································１４５ 
        八洲学園大学人事委員会規程 ·····················································１４６ 
        八洲学園大学教務委員会規程 ·····················································１４７ 
        八洲学園大学入学試験委員会規程 ···············································１４８ 
        八洲学園大学実習委員会規程 ·····················································１４９ 
        八洲学園大学学生委員会規程 ·····················································１５０ 

八洲学園大学の自己点検・評価に関する要綱 ································１５１ 
八洲学園大学自己点検・評価委員会規程 ······································１５２ 

        八洲学園大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程 ···········１５３ 
八洲学園大学紀要委員会規程 ·····················································１５４ 
八洲学園大学就職委員会規程 ·····················································１５５ 
八洲学園大学顧問規程·······························································１５６ 
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八洲学園大学学則 
 

第１章 総則 

（本学の目的） 

第１条 八洲学園大学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法に則り、主として通信の方法によ

り有用な人材の開発を企図し、もって社会に貢献するとともに、併せて生涯学習の要望に積極的に応えること

を目的とする。 

（自己点検・評価） 

第２条 本学は、前条の目的を達成するため、教育研究の活動状況について自ら 

点検及び評価を行い、教育研究水準の維持向上を図る。 

２ 前項の自己点検及び評価に関する事項は、別に定める。 

（学部・課程） 

第３条 本学に生涯学習学部を置く。 

２ 生涯学習学部に家庭教育課程、人間開発教育課程を置く。 

（入学定員、収容定員） 

第４条  本学の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

課程名 入学定員 ３年次編入定員 収容定員 

家庭教育課程   ６００     ３００ ３０００ 

人間開発教育課程   ６００     ３００ ３０００ 

    計 １２００     ６００ ６０００ 

（附属図書館） 
第５条 本学に附属図書館を置く。 
２ 附属図書館に関する規程は別に定める。 

（事務局） 

第６条 本学に事務局を置く。 
２ 事務局に関する規程は別に定める。 

（教職員） 

第７条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、添削指導員、事務職員、技術職員及びその他の

必要な職員を置く。 
（教授会） 

第８条 本学に、本学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。 
２ 教授会に関する規程は別に定める。 

（学年及び学期） 

第９条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 
２ 前項の学年を次の２学期に分ける。 

  春学期 ４月１日から９月３０日まで 

  秋学期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第１０条  休業日は、次のとおりとする。 
一 日曜日（３月に限る。） 

二 土曜日（３月に限る。） 
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三 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する日（３月に限る。） 

四 年末年始  １２月３０日から翌年の１月５日まで 

２ 必要がある場合学長は、前項の休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。 

第２章 学生等の種類 

（学生等の種類） 

第１１条  本学が開設する授業科目の単位を修得することができる者は、正科生、科目等履修生、特修生及び

特別聴講学生とする。 

２ 正科生とは、本学を卒業することを目的として入学する者をいう。 

３ 科目等履修生とは、大学入学資格を有するものの正科生にはならないで、授業科目を履修する者をいう。 

４ 特修生とは大学入学資格はないが、本学の正科生としての入学資格を取得することを目的とし、又は取得 

することを目的にしないで、授業科目を履修する者をいう。 

５ 特別聴講学生とは、他の大学又は短期大学の学生で、本学の授業科目を履修することを希望し、かつ、 
当該大学又は短期大学との協議に基づき、本学が受け入れる者をいう。 

６ 前項に規定する特別聴講学生の受け入れ手続き及び学費の取扱い等については、別に定める。 

 

第３章 修業年限及び在学年限等 

（修業年限及び最長在学年限等） 

第１２条  正科生の修業年限は４年とする。 

２ 正科生は、１２年を超えて在学することはできない。ただし、編入学、転入学及び再入学した正科生並び

に本学の科目等履修生であった者が正科生として入学した場合は、その者の在学すべき年数の３倍に相当す

る年数を超えて在学することはできない。 

第１３条  科目等履修生の修業期間は、授業の開講時期及び受講単位数により１学期間又は１年間とし、修業

期間を１学期間とされた者は１．５年を、１年とされた者は３年を超えて在学することはできない。 

第１４条  特修生の修業期間は、授業の開講時期及び受講単位数により１学期間又は１年間とし、修業期間を

１学期間とされた者は１．５年を、１年とされた者は３年を超えて在学することはできない。 

 

第４章 入学 

（入学の時期） 

第１５条  入学の時期は、学期の始めとする。 

（入学資格） 

第１６条  正科生又は科目等履修生として本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者と

する。 
 一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 二 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

 三 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣が指定

したもの 

 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修

了した者 

 五 文部科学大臣の指定した者 
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 六 大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に

合格した者 

 七 その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

第１７条  特修生として本学に入学できる者は、大学入学資格のない者で、本学が開設する授業科目を履修し

得る能力があると認められる者とする。 

（入学の出願） 

第１８条  入学志願者は、次の各号の書類を指定の期日までに本学に提出しなければならない。 

 一 入学願書 

 二 出身学校長記載の調査書（卒業証明書及び成績証明書をもってこれに代えることができる。）又は、検定

合格証書等大学入学資格を証する証明書 

（入学者の選考） 

第１９条  入学志願者の合否の判定は、前条の書類により、教授会において行う。 
（入学手続き） 

第２０条  前条により合格とされた者は、正・副保証人連署の誓約書に所定の入学金を添え、所定の期日まで

に本学に提出しなければならない。 

２ 前項の正保証人は保護者、副保証人は独立の生計を営む者若しくは本学が適当と認めた者に限るものとす

る。 

３ 正、副保証人は、保証する学生について、在学中の一切の事柄について連帯して責任を負わなければなら

ない。 

（入学許可） 

第２１条  学長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

２ 入学を許可された正科生には学生証を、科目等履修生及び特修生には登録証を交付する。 

３ 前項の学生証又は登録証は常時携帯し、本学が求めたときは、直ちに提示しなければならない。 

（再入学、編入学、転入学） 

第２２条 第２２条 次の各号の一に該当する者で、正科生として本学への入学を志願する者があるときは、書

類選考の上、別に定めるところにより、相当年次に入学を許可することができる。 

 一 本学を卒業し、退学し、又は除籍された者 

 二 他の大学（外国の大学を含む。）を卒業し、退学し、又は除籍された者 

 三 短期大学（外国の短期大学を含む。）、高等専門学校（外国の高等専門学校を含む。）、旧国立工業教員養

成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者 

 四 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であること及び当該課程の修了に必要な総授業数が１７００

時間以上であること。）を修了した者 

 五 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第９２条の３に定める従前の規定による高等学校、

専門学校、教員養成諸学校の課程を修了し、又は卒業した者 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取り扱い並びに在学

すべき年数については、別に定めるところによる。 

３ 再入学者、編入学者及び転入学者の入学手続き等に関しては、第１８条から第２１条の例による。ただし、

第１８条第２号に定める書類は、卒業証明書又は在籍証明書及び成績証明書と読み替えるものとする。 
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第２３条  新たに正科生として本学の第１年次に入学した学生が、他の大学又は短期大学（外国の大学又は短

期大学を含む。）において既に修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）については、教育

上有益と認められる場合は、別に定めるところにより卒業の要件となる単位として認定することができる。

ただし、修業年限は短縮しない。 

２ 正科生として本学の第１年次に入学した学生が、本学の科目等履修生として既に修得した単位については、

卒業の要件となる単位として認定することができる。 

 

第５章 教育課程 

（授業科目） 

第２４条  本学の授業科目は、共通基礎教育科目、基幹科目、共通専門教育科目、専門科目及び資格科目に区

分する。 

２ 開設する授業科目の名称及び単位数は、本学履修規程の定めるところによる。 

（履修届） 

第２５条  学生は、その学期に開設される授業科目の中から必要な授業科目を選択し、所定の期日までに事務

局教務課に履修届を提出しなければならない。    

（単位の計算方法） 

第２６条  各授業科目の単位数は、次の基準により計算するものとする。 

 一 通信による授業（録画による授業を含む。以下、「テキスト授業」という。）については、４５時間の学

習を必要とするテキストの学習をもって１単位とする。 

 二 面接授業（メディアを利用して行う授業を含む。以下、「スクーリング授業」という。）については、１

時間のスクーリング授業に対し２時間の準備のための学習を必要とするものとし、１５時間の面接授業を１単

位とする。 

 三 学外実地研修は、３０時間の実習をもって１単位とする。 

（授業及び履修の方法） 

第２７条  授業は、テキスト授業、スクーリング授業のいずれか、又はこれらの併用により行う。 

２ テキスト授業は、所定のテキストを学習し、課せられた課題に対し添削指導を受けるか又は課せられた論

文の指導を受けながら当該論文を完成させるものとする。 

３ スクーリング授業は、本学が指定する会場において、所定の授業を受けるものとする。 

４ 学外実地研修は、本学が許可又は指定する施設において行うものとする。 

（テキスト授業における質疑） 

第２８条  テキスト授業における質疑は、所定の質問票により行わなければならない。 

（単位の授与） 

第２９条  単位の授与は、授業の方法別に次により実施する。 

一 テキスト授業によるものについては、添削指導を受け合格した者に科目修得試験の受験資格を与え、当該

試験の合格者に単位を授与するものとし、論文によるものについては、論文が完成し合格したときに単位を授

与する。 

二 スクーリング授業によるものについては、出席が良好な者に最終試験の受験資格を与え、当該試験の合格

者に単位を授与する。 
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三 卒業論文（卒業研究演習を含む。以下同じ。）については、指導教員の指導を受け、審査に合格した者に単

位を授与する。 

四 学外実地研修については、研修先の評価及び学生等が提出する実地研修報告書を審査し、合格したものに

単位を授与する。 

２ 前項の科目修得試験は、本学が指定する会場で行い、科目修得試験の日時・会場は、その都度公表する。 

３ 第１項の科目修得試験、卒業論文審査及び学外実地研修審査を受けるためには、当期の授業料が納入済み

であることを要する。 

（成績評価） 

第３０条  科目修得試験、最終試験、学外実地研修及び卒業論文の成績は、優、良、可、不可の４種の標語で

表わし、優、良、可を合格とし、不可を不合格とする。 

２ 前項の標語の基準は、次のとおりとする。 

  優   １００点～８０点 

  良    ７９点～７０点 

  可    ６９点～６０点 

  不可   ５９点以下 

（再試験・追試験） 

第３１条  学長は、必要により、再試験及び追試験を行うことがある。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第３２条  教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、正科生に当該他の大学又は

短期大学の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により修得した単位については、教授会の議に基づき、卒業の要件となる単位として認定する

ことができる。 

３ 第１項に必要な諸手続き等に関しては、別に定める。 

（入学前等の既修得単位の認定の限度） 

第３３条  第２３条及び前条第２項及び第３６条第３項により卒業の要件となる単位として認定する単位数は、

編入学及び転入学の場合を除き、合わせて６０単位を超えないものとする。 

 

第６章 休学、留学及び退学等 

（休学） 

第３４条  正科生、科目等履修生及び特修生は、学期を単位として、保証人連署の届出により、休学すること

ができる。 

２ 休学期間は、正科生の場合通算して８学期間、科目等履修生及び特修生の場合通算して２学期間を超える

ことができない。 

３ 休学期間は、正科生の修業年限及び在学年限並びに科目等履修生及び特修生の修業期間に算入しない。 

（復学） 

第３５条  休学期間中は、届出により、学期の始めに限り、復学することができる。 

（留学） 

第３６条  外国の大学又は短期大学で学習することを志願する正科生は、学長の許可を得て留学することがで
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きる。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、修業年限に算入することができる。 

３ 第１項により修得した単位は、教授会の議に基づき、卒業の要件になる単位として認定することができる。 

（退学） 

第３７条  退学しようとする者は、保証人連署の上、届出なければならない。 

（除籍） 

第３８条  次の各号の一に該当する者は、学長が教授会の議を経て除籍する。 

一 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

二 第１２条第２項、第１３条又は第１４条の在学年限を超えた者 

三 第３４条第２項の休学期間を超えて、なお復学できない者 

四 履修登録を怠り、督促してもなお行わない者 

 

第７章 卒業 

（卒業） 

第３９条  正科生として本学に４年（第２２条第１項の規定により入学した者については、同条第２項により

定められた在学すべき年数）以上在学し、別に定めるところにより１２４単位以上の単位を修得した者は、

教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

２ 学長は、卒業を認定した者に対して、学位記を授与する。 

３ 学位記の様式は、別紙のとおりとする。 

（単位修得証明等） 

第４０条  学生等が、本学の授業科目を履修したときは、当該学生等の願い出により、単位修得証明書又は修

了証明書を交付する。 

（資格） 

第４１条  本学において取得できる資格は、次のとおりとする。 

 一 家庭教育アドバイザー 

 二 社会教育主事 

 三 司書 

  

四 司書教諭 

 五 学芸員 

 六 地域スポーツインストラクター基礎資格 

２ 前項の資格取得に必要な事項は、別に定める。 

第８章 賞罰 

（表彰） 

第４２条  学生として特に表彰に値する行為があった者は、教授会の議を経て、学長が表彰する。 

（懲戒） 

第４３条  本学の学則若しくは規程等に反し、又は学生の本分に反する行為があったときは、教授会の議を経

て、学長が懲戒する。 
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２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する場合に行うことがある。 

 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

 三 本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者 

 

第９章 入学金、授業料その他の費用等 

（入学金、授業料その他の費用） 

第４４条  入学金、授業料、その他の費用の額は、別表第１のとおりとする。 

２ 入学金、授業料、その他の費用は、所定の期日までに納めなければならな 

い。ただし、経済的理由により納付が困難な場合には、願い出により、学長 

が延納を許可することがある。 

３ 入学金、授業料、その他の費用は、事由の如何に関わらず返却しない。ただし、授業料及びその他の費用

については、履修登録受付開始前に入学を辞退した場合に限り、本人の請求により返却する。 

（証明等手数料） 

第４５条  各種の証明等手数料については、別に定める。 

 

第１１章 公開講座 

（公開講座） 

第４６条  一般市民の教養を高め、文化の向上に資するため、公開講座を開設することができる。 

 

附 則 

１ この学則は、大学設置認可の日（平成１５年１１月２７日）から施行する。 

２ 平成１６年度から平成１８年度までの正科生の収容定員は、第４条の規定 

にかかわらず、次のとおりとする。 

課程名 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 備  考 

 

家庭教育

課程  

 

 

６００ １２００ ２１００

平成１８年度は３年

次編入３００を含む 

人間開発

教育課程 

 

６００ １２００ ２１００

 

同上 

 計 １２００ ２４００ ４２００  

 

   附 則 

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 
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別表第１ 

入学金、授業料、その他の費用 

区     分 金      額 

入学金     ２０，０００

登録料 ２０，０００

授業料（１単位当たり）             ５，０００

課題添削料（１単位当たり） 

メディア使用     ０

 所定用紙使用             １，０００

科目修得試験料（１単位当たり） 

 教室試験（所定用紙使用）             １，０００

 論文試験 

  メディア使用 １，０００

  所定用紙使用             ２，０００

スクーリング受講料（１単位当たり） 

（最終試験料を含む。） 

 メディア使用 ７，５００

 講義室使用  ７，５００

ＩＴ管理料（１年当たり） ２４，０００

１ 入学金は、正科生から入学時に徴収する。 

２ 登録料は、正科生以外の者から入学時に徴収する。 

３ 授業料、課題添削料、科目修得試験料及びスクーリング受講料は、それぞれ１単位当たりの単価である。 

４ 課題添削料は、所定用紙使用を選択した者から定額を徴収し、メディア使用を選択 

した者からは徴収しない。 

５ 科目修得試験料は、試験を行う場所・方法により、定額を徴収する。 

６ ＩＴ管理料は、課題添削、論文試験に関しメディア使用を選択した者から徴収する。 
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八洲学園大学教授会規程 
 

第１条 八洲学園大学学則第８条第２項の規定により、この規程を定める。 

第２条 教授会は、学長及び教授をもって組織する。ただし、教授会が必要と認めたときは、准教授その他の

職員を加えることができる。 

第３条 教授会は、次に掲げる事項を審議する。 

   一 学生の入学、退学、卒業に関すること。 

   二 教育課程に関すること。 

   三 学生の試験に関すること。 

   四 学生の団体及び学生生活に関すること。 

   五 学生の賞罰に関すること。 

   六 学則及び教育・研究に係わる規則類の制定改廃に関すること。 

   七 教員の人事に関すること。 

   八 教育・研究に係わる予算に関すること。 

   九 教育・研究に係わる施設・設備に関すること。 

   十 その他学長が必要と認める事項 

第４条 教授会は、学長が招集し、その議長となる。 

第５条 教授会は、構成員の３分の２以上の出席で成立し、議決には過半数の賛成を必要とする。 

第６条 教授会の庶務は、主として総務課が担当する。 

第７条  この規程で定めるもののほか、教授会の運営に関する事項は、教授会が定め  

る。 

   附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年４月１８日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 
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八洲学園大学運営委員会規程 

 
第１条  八洲学園大学の管理運営に関する諸問題について審議するため、八洲学園大学に運営委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 
 
第２条  委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 
 一 学長 
 二 学部長 
 三 課程長 ２名 
 四 図書館長 
 五 学生委員長 
 六 学長の指名した教授 
２ 前項第６号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 
 
第３条  委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。 
２ 委員長は、会務を総括する。 
３ 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。 
 
第４条 委員会は、委員長が招集する。 
２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 
 
第５条  委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。 
 
第６条  委員会の庶務は、総務課において処理する。 
 
第７条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
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八洲学園大学人事委員会規程 
 
第１条 八洲学園大学に人事委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

 一 教員の採用、昇任、降任、休職、免職等教員の身分に関する基本的事項 

 二 教員の留学に関する事項 

 三 その他教員の人事に関する事項 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

 一 学長 

 二 学部長 

 三 課程長       ２名 

 四 学長が指名する教授 ２名 

２ 前項第四号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

第４条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総括する。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代 

理する。 

第５条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席で成立し、議決は、出席委員の過半数の賛成を必要とする。 

第６条 委員会において教員の選考が必要とされた場合、教員選考委員会を設 

置するものとする。 

２ 前項の教員選考委員会の構成、その他必要な事項は、委員会が定める。 

第７条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長 

が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
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八洲学園大学教務委員会規程 
 
第１条 八洲学園大学に教務委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

 一 教科履修に関すること。 

 二 単位互換に関すること。 

 三 入学（編・転入学を含む）、卒業等に係わる単位認定に関すること。 

 四 学生の勉学に関すること。 

第３条 委員会は、学長が指名した者で組織する。 

２ 前項の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

第４条 委員会に委員長を置き、学長が指名する。 

２ 委員長は、会務を総括する。 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席で成立し、議決は、出席委員の過半数の賛成を必要とする。 

第６条 委員会の庶務は、教務課において処理する。 

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長 

が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１６年７月２１日から施行する。 
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八洲学園大学入学試験委員会規程 
 
第１条 八洲学園大学に入学試験委員会（以下、「委員会」という。）を置く。 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

 一 入学試験に関すること。 

 二 合否判定に関すること。 

 三 その他入試広報に関すること。 

第３条 委員会は、学長が指名する本学の専任教員（予定者を含む。）をもって 

組織する。 

２ 委員の任期は、２年とし再任を妨げない。 

第４条 委員会に学長が指名する委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は委員長の職務を代理する。 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席で成立し、議決は、出席委員の過半数を必要とする。 

第６条  委員会の庶務は、教務課において処理する。 

第７条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長 

が委員会に諮って定める。 

附 則 

 この規程は、平成１６年７月２１日から施行する。 
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八洲学園大学実習委員会規程 

 

第１条 八洲学園大学に実習委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

 一 保育実習と博物館実習に関すること。 

 二 国内外における学外実地研修に関すること。 

 三 八洲学園大学施設外の授業に関すること 

 四 その他学生の実習に関すること。 

第３条 委員会は、学長の指名する複数の教員で組織する。 

２ 前項の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

第４条  委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総括する。 

第５条  委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席で成立し、議決は出席委員の過半数の賛成を必要とする。 

第６条  委員会の庶務は、教務課において処理する。 

第７条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長 

が委員会に諮って定める。 

附 則 

 この規程は、平成１６年９月２９日から施行する。 
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八洲学園大学学生委員会規程 

 

第１条 八洲学園大学に学生委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

 一 学生の課外活動に関すること。 

 二 学生の大学生活に関すること。（但し、教務委員会の所掌事項に関することを除く） 

 三 学生の厚生補導に関すること。 

第３条 委員会は、学長が指名する教員で組織する。 

２ 前項の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

第４条 委員会に委員長を置き、学長が指名する。 

２ 委員長は、会務を総括する。 

第５条 委員会は、委員長が召集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席で成立し、議決は、出席委員の過半数の賛成を必要とする。 

第６条 委員会の庶務は、教務課において処理する。 

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

 この規程は、平成 1６年４月 1日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１８年８月１６日から施行する。 
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八洲学園大学の自己点検・評価に関する要綱 
 
第１ 目的 

  この要綱は、八洲学園大学（以下「本学」という。）の教育研究活動等の状況について自ら点検・評価を行

い、本学の教育研究水準の向上を図り、本学の目的を達成することを目的とする。 

第２ 点検・評価の範囲 

  本学の全てを対象とする。 

第３ 全学の点検・評価に関する検討組織、検討事項 

 一 検討組織 

   八洲学園大学自己点検・評価委員会。委員は、学長、学部長、両課程長、学生委員長、教授の中から学

長が指名した者及び事務局長とする。 

   必要がある場合は、理事長、大学顧問の参加を求めるほか、各種委員会（運営、人事、教務、学生、図

書等）に点検・評価項目を分担させ、また、専門委員会を設けることができる。 

 二 八洲学園大学自己点検・評価委員会の検討事項 

（１） 自己点検・評価事項の策定に関すること。 

（２） 自己点検・評価の実施に関すること。 

（３） 自己点検・評価に係る報告書の作成、及び公表に関すること。 

（４） その他自己点検・評価に関すること。 

 三 点検・評価項目 

（１） 本学の理念・目標について 

（２） 教育研究活動の活性化・充実について 

（３） 教員組織について 

（４） 施設・設備について 

（５） 管理・運営について 

（６） 予算について 

（７） 自己点検・評価体制について 

（８） 社会との連携について 

（９） その他委員会が必要と認めた事項 

第４ 点検・評価結果への対応 

  点検・評価の結果に基づき、改善が必要と認められるものについては、自ら改善に努める。 

第５ 庶務 

  委員会の庶務は、総務課において処理する。 

第６ 実施時期 

  平成１６年４月１日 
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八洲学園大学自己点検・評価委員会規程 
 
第１条 八洲学園大学における自己点検・評価を実施するため、八洲学園大学 

に自己点検・評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２条 委員会は、次に掲げる事項をその職務とする。 

 一 自己点検・評価の基本方針及び実施指針の策定に関すること。 

 二 自己点検・評価の実施に関すること。 

 三 自己点検・評価に係る報告書の作成及び公表に関すること。 

 四 その他自己点検・評価に関すること。 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

 一 学長 

 二 学部長 

 三 課程長  ２名 

 四 学生委員長 

 五 学長が指名した教授  １名 

 六 事務局長 

２ 前項第５号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

第４条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総括する。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席で成立し、議決は、出席委員の過半数の賛成を必要とする。 

３ 委員会が必要と認めたとき委員長は、学校法人八洲学園理事長又は八洲学園大学顧問の臨席を要請し、並

びに委員以外の教職員を会議に出席させるこ 

とができる。 

第６条 委員会に、必要に応じて、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に必要な事項は、委員会が定める。 

第７条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

第８条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長 

が委員会に諮って定める。 

附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 



 153

八洲学園大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程 
 

第１条 八洲学園大学（以下、「本学」という。）に、本学の授業の内容及び方 

法の改善を図るための組織的な研修及び研究（以下、「FD」という。）を推進 

するため、八洲学園大学ファカルティ・ディベロップメント委員会（以下、「委 

員会」という。）を置く。 

第２条 第２条 委員会は、次の事項を審議する。 

 一 FDの企画及び実施に関する事項 

 二 FDに関する情報の収集及び提供に関する事項 

 三 FDの実施に関わる支援及び評価に関する事項 

 四 その他委員会が必要と認めた事項 

第３条 委員会は、次の各号の委員をもって組織する。 

 一 学長 

二 学部長 

 三 課程長     ２名 

 四 教務委員長 

 五 各課程から選出された専任教員各２名 

２ 前項第五号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

第４条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総括する。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代 

理する。 

第５条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは 

委員長の決するところによる。 

第６条  委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞く 

ことができる。 

第７条  委員会の事務は、教務課において行う。 

第８条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長 

が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
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八洲学園大学紀要委員会規程 
 

第１条  この規程は、八洲学園大学紀要(仮称)(以下｢紀要｣という)の出版に関し必要な事 

を定める。 

第２条  本学の専任教員及び非常勤講師は、紀要に投稿できる。 

第３条  紀要委員会は、教授会構成員のなかから学長の指名した委員をもって組織する。 

第４条  前項の委員の任期は、就任の日から起算して２年とする。 

２ 委員会に、委員長を置き、図書館長をもってあてる。 

第５条 紀要委員会は、次の各号に定める事項を審議する。 

一 編集および出版計画の立案 

二 原稿の整理 

三 その他紀要編集に関する事項 

第６条  紀要委員会の議事は、全委員の 3分の 2以上の賛成がなければ、これを決する 

ことができない。 

第７条  紀要委員会に関する庶務は、図書館事務部が処理する。 

附 則  

この規定は、平成 16年７月２１日から施行する。 
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八洲学園大学就職委員会規程 
 
第１条 八洲学園大学に就職委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

 一 就職に関する情報の収集・開示に関すること。 

 二 就職希望者に対する就職指導に関すること。 

 三 その他、就職に関すること。 

第３条 委員会は、学長が指名する教員で組織する。 

２ 前項の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

第４条 委員会に委員長を置き、学長が指名する。 

２ 委員長は、会務を総括する。 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席で成立し、議決は、出席委員の過半 

数の賛成を必要とする。 

第６条 委員会の庶務は、学生支援センターにおいて処理する。 

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長 

 が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この規程は、平成１８年８月１６日から施行する。 
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八洲学園大学顧問規程 
 
第１条 八洲学園大学に顧問を置く。 

第２条 顧問は、八洲学園大学の水準の維持・向上のため、学長の諮問に応じ、 

及び自ら学長に助言を与え又は学長の要請により意見を開陳することをその 

職務とする。 

２ 学長が必要と認めた時は、顧問会議を招集することができる。 

第３条 顧問は、理事長が委嘱する。 

２ 顧問の任期は２年とし、再任を妨げない。 

第４条 顧問に報酬を支出するものとし、その額は理事長が定める。 

２ 顧問の職務遂行上必要な経費は、実費を支給する。 

   附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
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八洲学園大学附属図書館規程 
 
第１条  八洲学園大学附属図書館（以下「図書館」という。）は、八洲学園大学 

（以下「本学」という。）の教育・研究に資するため、図書、学術雑誌及びそ 

の他の資料（以下「図書館資料」という。）の収集、管理及び運用を行うとと 

もに本学が行う教育・研究活動に係わる情報提供をその使命とする。 

第２条  図書館に図書館長を置き、学長が指名する。 

２ 図書館長の任期は４年とし、再任を妨げない。 

第３条  図書館は、次の各号に掲げる業務を行う。 

 一 図書館資料の受け入れに関すること。 

 二 図書館資料の整理に関すること。 

 三 図書館資料の閲覧及び貸出に関すること。 

 四 図書館資料の保存、整備及び保全に関すること。 

 五 学術情報システムに関すること。 

 六 レファレンスサービスに関すること。 

 七 文献複写に関すること。 

 八 紀要等の編集及び刊行に関すること。 

 九 その他図書館の管理運営に関し必要な事項 

第４条  図書館の管理運営に関する重要事項を審議するため、図書館委員会を 

置く。 

２ 図書館運営委員会は、次の事項を審議する。 

 一 図書館の基本計画に関する事項 

 二 図書館に係る規程類の制定・改廃に関する事項 

 三 図書館の予算及び決算に関する事項 

 四 図書、学術雑誌及びその他の資料の選択に関すること。 

 五 図書館の広報及び普及に関すること。 

 六 その他図書館の管理、運営に関する重要事項 

３ 図書館運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

 一 図書館長 

 二 学長の指名する教員若干名 

４ 前項の委員は、学長が発令し、前項第２号の委員の任期は２年とする。 

５ 図書館委員会に委員長を置き、図書館長をもって充てる。 

６ 図書館委員会は、３分の２以上の委員の出席により成立し、出席委員の過半数で議を決する。 

７ 図書館運営委員会に、紀要等の編集のため、小委員会を置くことができる。 

８ 図書館委員会の庶務は、図書館事務部において処理する。 

９ 本条に定めるもののほか、図書館委員会に必要な事項は、委員長が図書館委員会に諮り定める。 

   附 則 

この規程は、平成１６年４月１日より施行する。 
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八洲学園大学の事務組織及び事務分掌を定める規程 

 
第１条  この規程は、八洲学園大学（以下「本学」という。）学則第６条第２項 

の規定に基づき、本学の事務組織及び事務分掌について定めることを目的と 

する。 

第２条  事務局に総務課、教務課及び附属図書館事務部（以下「事務部」とい 

う。）を置く。 

２ 総務課に総務係及び会計係を、教務課に教務係及び学生係を、事務部に図書係を、それぞれ置く。 

第３条 事務局に置く職の種類は、事務局長、課長、事務長、係長及び係員と 

し、事務職員又は技術職員をもって充てる。 

 一 事務局長は、学長を補佐するとともに、所属職員を指揮監督し、所掌事 

務を掌理するとともに事務部の事務について総括し、及び調整する。 

 二 課長は、事務局長の命を受け、所属課員を指揮監督し、課の所掌事務を 

処理する。 

 三 事務長は、附属図書館長の命を受け、所属事務部員を指揮監督し事務部 

の所掌事務を処理する。 

 四 係長は、課長又は事務長の命を受け、所属係員を指揮監督し係の分掌事 

務を処理する。 

 五 係員は、上司の命を受け、事務に従事する。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めた場合には、事務局次長、 

課長補佐、事務長補佐、主任の職を置くことができる。 

３ 前各項の職の定数は、理事長が学長の意見を聞いて定める。 

第４条 総務課の所掌事務は、次のとおりとする。 

 一 事務局の事務に関し、総括し、連絡調整すること。 

 二 儀式、その他諸行事に関すること。 

 三 教授会、委員会等総務課所掌の会議（他課が所掌するものを除く。）に関 

すること。 

 四 学則その他諸規程等の制定及び改廃に関すること。 

 五 公印の管理、公文書類の発受及び整理保存に関すること。 

 六 科学研究費等の申請に関すること。 

七 学術団体等との連絡に関すること。 

 八 職員の身分、服務及び研修に関すること。 

 九 職員の健康管理、福祉及び労働災害に関すること。 

 十 年金及び退職手当に関すること。 

 十一 職員団体に関すること。 

 十二 人事記録、その他人事に関すること。 

十三 予算及び決算並びに会計諸帳簿の記録・保存に関すること。 
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十四 物品の管理に関すること。 

十五 会計の監査に関すること。 

十六 収入・支出外現金に関すること。  

十七 学費の徴収及び寄付物品に関すること。 

十八 物品の調達、保管及び修繕に関すること。 

十九 防火、防災、保安、整備に関すること。  

二十 調査・統計及び諸報告に関すること。 

二十一 その他他の課の所掌に属しない事務を処理すること。 

２ 前項第一号から第十二号までと会計に属さない第二十号、及び第二十一号 

の事務を総務係が、同項第十三号から十九号までと会計に属する第二十号の 

事務を会計係が分掌するものとする。 

第５条  教務課の所掌事務は、次のとおりとする。 

 一 学籍及び成績記録に関すること。 

 二 授業計画及び授業時間に関すること。 

 三 学生の入学、留学及び卒業等学生の身分に関すること。 

四 学生に関する各種証明書・推薦書・調査書等の発行に関すること。 

五 教務委員会、ＦＤ委員会、学生委員会の庶務に関すること。 

 六 大学の広報に関すること。 

 七 学生募集に関すること。 

 八 機関誌「キャリアアップ」の編集・発行に関すること。 

 九 学生（団体を含む。）の補導に関すること。 

 十 学生による掲示、放送、出版物、及び集会に関すること。 

 十一 学生の課外活動に関すること。 

 十二 学生の風紀及び秩序の維持並びに学生の処分に関すること。 

 十三 学生の福利厚生及び健康管理に関すること。 

 十四 学生の奨学金に関すること。 

 十五 学生の就職、進学相談に関すること。  

 十六 学生相談センターの事務に関すること。 

 十七 教務課の所掌に係る調査統計に関すること。 

 十八 その他学生に関すること。 

２ 前項第一号から第八号までと教務係に属する第十七号、及び第十八の事務 

を教務係が、第九号から第十六号までと学生係に属する第十七号の事務を学 

生係が分掌するものとする。 

第６条  事務部の所掌事務は、次のとおりとする。 

 一 図書（視聴覚資料を含む。以下同じ。）の選択、収集及び分類に関するこ 

と。 

二 図書の管理（修理、製本及び不用決定を含む。）に関すること。 

三 雑誌の編集、受入、保管に関すること。 
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 四 学術情報の収集、整理及び提供に関すること。 

五 図書館委員会の庶務に関すること。 

 六 図書館に関わる調査・統計に関すること。 

七 その他図書館に関すること。 

第７条  第４条から第６条の所掌事務に関し、疑義が生じた場合は、事務局長 

が裁定する。 

   附 則   

この規程は、大学設置認可の日（平成１５年１１月２７日）から施行する。 
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八洲学園大学起案等の基本に関する規程 
 

第１条（目的） この規程は、本学における事務事項及び教学事項に関し、全学的な運営にかかる案 

件の処理方法について定める。 

第２条（事務事案の処理） 前条に規定する案件が生じた時、当該案件の処理等につき、全学的に解 

決すべきと思われるものは、まず起案者が原議書に事由等をはじめとして、必要事項を記入し、署 

名または捺印をしたものを、所属の上司に提出し、以上事務局においては、最終的に事務局次長及 

び事務局長の捺印を得たのち、両課程長、学部長、学長に回覧して署名を得るものとする。 

第３条（教学事案の処理） 教学に関する案件のうち、教学固有の案件については、学長、学部長、 

両課程長、各種委員会委員長等が起案し、両課程長、学部長を経て、学長に提出するものとする。 

学長は、提出案件の処理方法につき、教授会に諮ることが必要と認められる場合は、教授会に提案 

し、決定された事案は、事務局も事務局長を通じて周知し、実施に移すものとする。 

  また、専任の教員のみならず、兼任・非常勤の教員にも周知すべきものは、事務局長が学長と連 

絡の上、周知をはかるものとする。 

第４条（管理職の事案処理） 本学運営上の案件につき、当面本学の管理職の任にある者のみが周知 

していればよいと思われる案件に関しては、第２条、第３条を準用するものとする。 

第５条（原議書の作成・提示） 上記案件の処理に関し、当該起案者が具体的な処理・解決の案を提 

示する必要があると認めた場合、事務局にあっては事務局長、教学にあっては学長に相談の上、原 

議書を提示するものとする。 

第６条（原議書の修正） 通常、原議書は、発議者が起案書に添付して提出するものとし、回覧途上 

において修正を施す必要が生じた場合、当該管理職にあるものは、修正を施す箇所を朱筆で明示し、 

署名しておくものとする。修正案については、事務局にあっては事務局長が、教学にあっては学長 

が最終的に修正の是非を検討するものとする。 

第７条（原議書の取り扱い） 原議書は、可及的速やかに回覧することに努めるものとし、事案処理 

の停滞を招かないよう、留意するものとする。 

第８条（審議決定事項以外の実施） 今後、本学運営に関する全学的事案は、すべて原議書、教授会 

決定によって処理し、実施に移すこととする。本規程の審議を経ずして実施に移すことは、学生関 

連事項、コンピュ－タ処理といえどもあり得ないものとし、この議を経ずに実施したことは、すべ 

て無効とし、本学に関わりないこととする。 

 

附則 本規程は、平成１６年４月２１日より施行するものとする。   
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八洲学園大学文書処理規程 

 
第１条 この規程は、八洲学園大学（以下、「本学」という。）における公文書類（以下、「文書」という。）の

処理について必要な事項を定め、文書処理の正確、かつ、円滑を期し、もって事務能率の向上を図ることを

目的とする。 

第２条 この規程で文書とは、その内容が本学の所掌事務に係るもので、次に掲げるものをいう。 

一 起案文書 

二 組織名又は職名を宛名とする接受文書 

三 組織名又は職名をもって発送する文書 

第３条 文書は、迅速かつ適格に処理しなければならない。 

第４条 本学の職員は、出張又は休暇等で不在となるときは、文書の処理状況を直属の上司に申し出なければ

ならない。 

２ 前項の申し出を受けた上司は、当該文書について、事務に支障をきたさないよう措置しなければなら

ない。 

第５条 文書には、別表第１に掲げる文書記号番号（以下、「文書番号」という。）を付するものとする。ただ

し、軽易な文書については、この限りでない。 

２ 文書番号は、毎年４月１日をもって更新する。 

第６条 事務局及び附属図書館に文書取扱主任者を置き、起案文書の回付状況を把握させるものとする。 

係（担当） 名 文書取扱主任者 

総務係（会計に係るものを除く。） 総務係筆頭総務担当者 

総務係（会計に係るもの。） 総務係筆頭会計担当者 

教務係 教務係筆頭担当者 

学生係 学生係筆頭担当者 

図書係 筆頭司書 

 

第７条 第２条第２号に掲げる接受文書は、総務係において接受する。ただし、教・職員又は学生（科目等履

修生、特修生及び特別聴講学生を含む。以下、同じ。）から提出される届出書、リポート等は、当該事務を

所掌する係が直接接受し、処理するものとする。 

２ 職員が接受文書を直接受取ったときは、速やかに総務係筆頭総務担当者に回付し、接受の手続きを受

けなければならない。 

第８条 総務係は、接受文書を次の各号により処理するものとする。 

   一 郵便物（郵便物に類するものを含む。以下、同じ。）は、開封分類し、当該文書に文書記号番号及び

受付年月日を記入するとともに、文書処理簿（様 

式第１号）に必要事項を記載し担当係に押印させ配布する。 

二 親展表示の郵便物は、未開封のまま特殊郵便物接受簿（様式第２号）に必要事項を記載し名宛人又

はその者の属する組織の担当係に押印させ配布する。 

三 接受文書が２以上の係に関連する場合は、関係が深いと認められる係に配布する。 
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第９条 起案文書には、原議書（様式第３号）を用いるものとする。 

第１０条 起案文書を作成するときは、平易かつ正確に表現するよう努めるものとする。 

２ 起案文書は、左横書きとする。ただし、特に縦書きの必要があるものにつ 

いてはこの限りではない。 

３ 起案文書には、関係文書及び資料があるときは、これを添付するものとする。 

第１１条 起案文書は、１案件について１起案を原則とする。 

第１２条 起案文書には、当該文書の内容を示す簡単な語句を件名の最後に括弧書することにより、明示する

ものとする。 

２ 前項の文書の区分は、例示すると次のとおりである。 

     通達 法令その他の権限に基づいて発する文書 

     通知 通達以外のもので事実の通知に関する文書 

     依頼 依頼に関する文書 

     回答 依頼、照会、協議等に関する文書 

     照会 照会に関する文書 

     制定 学則、規程、基準等規則類を定めることを目的とする文書 

     申請 許可、認可、承認を求める文書 

     報告 報告に関する文書 

     供閲 供閲に関する文書  

     証明 事実の証明に関する文書 

     協議 協議に関する文書 

     事務連絡 単なる事務的な連絡文書 

     上申 人事の上申に関する文書 

     伺 伺いに関する文書 

第１３条 起案を要しない接受文書は、「供閲」と表示の上、適宜な方法により、関係者へ閲覧に供するものと

する。 

２ 起案を要する文書で、事前に関係者の閲覧を必要と認められるものは、起案の前に供閲するものと

する。 

３ 前２項に係る供閲文書のうち、処理、希望又は意見等の必要なものについては、関係係等において

これに対する措置、意見等を付さなければならない。 

第１４条 起案文書の施行日付を決済日と異なる日付としようとするときは、原議書の施行希望年月日欄に記

入しなければならない。 

第１５条 起案文書は、左綴じとする。ただし、縦書きの関係資料が添付されているなどやむを得ない場合は、

右綴じとすることができる。 

第１６条 起案文書の内容が、事務局内の他の係又は図書館に関係ある場合は、事務局のその係又は図書館に

合議しなければならない。ただし、事前に協議し意見の調整ができたとき、又は決済後その内容を

連絡することをもって足りるとの意見が一致しているときは、合議を省略することができる。 

第１７条 至急文書は、原議書右上辺に赤色の付箋を付し、他の文書に優先して処理するものとする。 

第１８条 秘密文書及び特に緊急を要する文書は、持ち回りで処理しなければならない。 
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第１９条 合議を受ける職員が、出張その他の理由で不在の場合は、緊急の処理を要し、かつ、やむを得ない

ものに限り、原議書の合議欄に「後伺」として処理することができる。 

第２０条 起案文書を訂正したときは、訂正者がその個所に押印するものとする。 

第２１条 起案文書は、名義者の決済を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、決裁者が出張等のため不在のときは、次の各号に掲げるところにより代

理決済をすることができる。ただし、事後において決裁者の承認を得なければならない。 

    一 学長については、事務局長 

    二 事務局長については、総務課長 

    三 図書館長については、事務長 

３ 第１項の規定にかかわらず、定型的又は軽易なものは、別表第２に定めるとおり、専決として処理

することができる。 

第２２条 決済を終えた起案文書は、総務係において文書記号番号、決済日等必要事項を原議書に記入し、起

案係において保管するものとする。 

第２３条 公印及びその使用は、別に定める本学公印規程の定めるところによる。 

第２４条 文書の発送及びその記録は、起案係において行うものとする。 

第２５条 文書の処理が完結したときは、原議書に必要事項を記入の上、起案係において保存しなければなな

い。 

２ 前項の文書の保存期間は、別に定める。 

第２６条 この規程によりがたい特別の事情のある文書は、事務局長の承認を得て処理することができる。 

附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

    附 則 

   この規程は、平成１９年４月１８日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

 

 

別表第１ 

 

文書記号一覧表 

 

記号 主管 備考 

八洲学大総 総務係 総務係の所掌に関するもの 

八洲学大会 会計係 会計係の所掌に関するもの 

八洲学大教 教務係 教務係の所掌に関するもの 

八洲学大学 学生係 学生係の所掌に関するもの 

八洲学大図 図書係 図書係の所掌に関するもの 
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別表第２ 
専決事項一覧表 

（共通） 
事項 名義者 専決者 
１ 協議、申請、調査、報告、諸届、通知、照会、回答等のうち定

型的又は軽易なもの 
学長 事務局長 

２ 諸証明（教職員に係るものに限る。）のうち定型的又 
は軽易なもの 

学長 事務局長 

３ 諸証明（学生に係るものに限る。）のうち定型的又は 
軽易なもの 

学長 学部長 

４ 交代制勤務者の割り振り 学長 事務局長 
５ 休暇の承認 
 一 事務系職員 
 二 教育系職員 
  助教授以下の職員 

 
学長 
 
学長 

 
事務局長 
 
学部長 

６ 振替休日の承認 学長 事務局長 
７ 事務系職員の超過勤務（休日勤務を含む。）命令 学長 事務局長 
 
（総務関係） 
事項 名義者 専決者 
１ 学校基本調査等の指定統計調査に関するもの 学長 事務局長 
２ 事務系職員の研修 学長 事務局長 
３ レクリェーションに関するもの 学長 事務局長 
４ 職員の健康診断に関するもの 学長 事務局長 
５ 科学研究費等の申請及び報告に関するもの 学長 事務局長 
 
（会計関係） 
事項 名義者 専決者 
１ 科学研究費等の経理に関するもの 学長 事務局長 
 
（教務関係） 
事項 名義者 専決者 
１ 学歴等の調査及び照会に関するもの 学長 事務局長 
２ 学生の教育活動のための他機関の施設等利用依頼 学長 事務局長 
３ 学外実地研修に関するもの 学長 事務局長 
４ 休業日の変更及び臨時の休業日の通知 学長 事務局長 
 
（学生関係） 
事項 名義者 専決者 
１ 奨学生に関するもの 学長 事務局長 
２ 学生旅客運賃割引証の交付申請 学長 事務局長 
３ 学生の定期健康診断に関するもの 学長 事務局長 
４ 入学志願者の健康診断に関するもの 学長 事務局長 
 
（附属図書館関係） 
事項 名義者 専決者 
１ 図書館資料の寄付受入れに関するもの 学長 図書館長 
２ 図書館資料の不用決定に関するもの 学長 図書館長 
３ 文献複写に関するもの 学長 図書館長 
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様式第１号         文 書 処 理 簿 
 

受 付 年

月日 
平成  年  月  日 文書番号 八洲学大  第   号 

受信者  発信者  
件名 
 
 
 
 

備考                起案者 
 起案日              発信者 
 決済日              受信者 
 供閲文書             発送日 

受領印 

受 付 年

月日 
平成    年  月  日 文書番号 八洲学大  第    号 

受信者  発信者  
件名 
  
  
 

備考                起案者 
 起案日              発信者 
 決済日              受信者 
 供閲文書             発送日 

受領印 
 

受 付 年

月日 
平成  年  月  日 文書番号 八洲学大  第    号 

受信者  発信者  
件名 
 
 
 

備考                起案者 
 起案日              発信者 
 決済日              受信者 
 供閲文書             発送日 

受領印 
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様式第２号 
特 殊 郵 便 物 接 受 簿 

 
種別 受信年月日 発 信 者 受 信 者 備    考 受領印 

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
 

平成  年 
  月 日 

    

 
この接受簿には、親展郵便物、書留郵便物、電報等について、必要事項を記載する。 
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様式第３号 
八 洲 学 園 大 学 原 議 書 

 
八洲学大  第   号 秘 部外秘 普通   発送 

種別 
電信 書留 速達 
普通 小包 使送 

決裁  
平成 年 月 日 

保存期間 
        年 

発送  
平成 年 月 日 

起案 
平成 年 月 日 

先方の文書の日付 
平成 年 月 日 

先方の文書の番号 
 

件名： 
 
 
受信者 
 

発信者 
 
 

学長 
 
 

事務局長 
 
 

事務局次

長 
 
 

学部長 
 
 

図書館長 図書館事
務 

総務・会計 
 
 

教務 
 
 

学生 
 
 
 
 

起案者 
 
 
 
（所属） 

（合議） 
 
 

してよろしいか伺います。 
 上記のことについて別紙のように    
                    供閲します。 

希 望・説 明・意 見 等 記 入 欄 
 
 
 
 
 
（この欄に書ききれない場合は、適宜の用紙に書き足し、この原議書の次に添付こと。また、記入者は、

所属、氏名を明示のこと。） 
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八洲学園大学公印規程 
 
第１条 八洲学園大学（以下、「本学」という。）の公印の管理及び使用に関しては、この規程の定めるところ

による。 

第２条 この規程で公印とは、校務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより、当該文

書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。 

第３条 本学の公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に、 刻印すべき名称を明瞭な字

体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において、「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻するこ

とができる。 

第４条 本学の公印の印材は、容易に磨滅又は腐食しない硬質な材料を使用しなければならない。 

第５条 本学の公印の種類、寸法、公印管理責任者は、別表のとおりとする。 

第６条 事務局長又は附属図書館長（以下、「事務局長等」という。）は、公印を作成し、又は改刻しようとす

るときは、「公印作成（改刻）承認伺い」（様式第１号）により、学長の承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認を受けて公印を作成し、又は改刻した事務局長等は、「印鑑票」（様式第２号）を添えて学長に

報告しなければならない。 

３ 事務局総務課長は、前項の規定により報告された印鑑票を公印簿に綴り、保管するものとする。 

第７条 事務局長等は、その所掌に係る公印を廃止しようとするときは、「公印廃止届」（様式第３号）を学長

に提出しなければならない。 

２ 事務局総務課長は、前項の規定により提出された公印廃止届を公印簿に綴り、保管するものとする。 

３ 事務局長等は、第１項により公印を廃止したときは、速やかに原形を留めぬよう適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

第８条 公印管理責任者は、公印が適切に使用されるよう公印を管理し、及び公印が使用されないときは、そ

れを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。 

第９条 公印の使用を必要とするときは、発送又は証明等をしようとする文書に決裁済みの原議書を添えて、

公印管理責任者に公印の使用を請求するものとする。 

２ 公印管理責任者又はその命を受けた職員（以下、「公印管理責任者等」という。）は、前項の規定により公

印の使用の請求を受けたときは、発送又は証明等をしようとする文書と決裁済みの原議書を照合した上で、自

ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させることができる。 

３ 前項により、公印の使用を請求した者に押印させる場合にあっては、公印管理責任者等は、その押印に立

ち会わなければならない。 

４ 公印を使用したときは、公印管理責任者等は、「公印使用簿」（様式第４号）に記録しなければならない。 

第１０条 緊急又は止むを得ない事情により、発送しようとする文書に決裁済みの原議書を添えることができ

ないときは、その理由を付して公印管理責任者等に公印の使用を請求することができる。 

２ 前項の請求があった場合において、公印管理責任者等は、請求の理由が適正であると認めたときは、公印

の使用を承認するものとする。この場合において、公印管理責任者等は、公印使用簿にその状況を記入してお

かなければならない。 

３ 公印管理責任者等は、前項により公印を使用させた場合は、決裁済みの原議書の確認等必要な事後措置を

とるものとする。 
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第１１条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては、公印管理責任者は、その公印の印影を

当該公文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることを認めることができる。 

２ 前項の文書は、責任者を定め、その受払いを明確にしなければならない。 

第１２条 学生旅客運賃割引証等特に押印を必要とするものにあっては、契印を押すものとする。 

２ 契印は、楕円形の印面（１０ｍｍ×３０ｍｍ）の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に八洲学園大学と

浮き彫りにするものとする。 

第１３条 事務局長等は、公印を盗まれ、若しくは紛失し、又は公印の偽造若しくは変造を発見したときは、

直ちに「公印事故届」（様式第５号）を学長に提出するとともに、適切な処置をとらなければならない。 

   附 則 

 この規程は、大学設置認可の日（平成１５年１１月２７日）から施行する。 

 
 
別表 
公印の 
種類 

寸法 
（ミリメ

ートル平

方） 

公印管理責任者 公印管理補助者 備考 

大学印 ３０ 事務局長 総務課長  
大学印 ６０ 事務局長 教務課長 ＜専用公印＞ 

学位記専用 
附属図 
書館印 

２７ 附属図書館長 
 

図書係長 
 

 

学長印 ２４ 事務局長 総務課長  
学長印 １８ 事務局長 総務課長 ＜専用公印＞ 

教職員身分証明書用 
教職員証明用 

学長印 １８ 事務局長 教務課長 ＜専用公印＞ 
学生等身分証明用 
学生等成績等証明用 
学生旅客運賃割引証用 

事務局長

印 
２１ 事務局長 総務課長  

図書館長

印 
２１ 附属図書館長 図書係長  
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様式第１号 
 

平成 年 月 日 
 
       八洲学園大学長 殿 
 
                         職   

氏名 
 
            公印作成（改刻）承認伺い 
 

下記により公印を作成（改刻）したいので、ご承認願います。 
 

記 
 
公印の種類  

 
公印の様式・寸法  

 
作成（改刻）予定年月日  

 
使用予定年月日  

 
事由 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

学長 局長 課長 担当 
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様式第２号（印鑑票） 
平成 年 月 日 

 
       八洲学園大学長 殿 
 
                         職   

氏名 
 
 

          公印の作成（改刻）報告 
 
  下記のとおり、公印を作成（改刻）したので報告します。 
 
 
 
 

（印影） 
 
 
 
 
公印の種類  

 
印影の名称 
 

 

印材 
 

 

寸法  

作成（改刻） 
年月日 

 

 
 

学長 局長 課長 担当 
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様式第３号 
平成  年  月  日 

                           
 
       八洲学園大学長 殿 
 
                         職   

氏名 
 

公 印 廃 止 届 
 
下記の公印を廃止します。 

記 
 
公印の種類 
 

 

公印の様式・寸法 
 

 

廃止年月日 
 

 

廃止の理由 
 

 

 
 
 
 
                          
 
 
 
 

学長 局長 課長 担当 
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様式第４号 
公 印 使 用 簿 

使用年月日 文書記号番号 件    名 公印の種類 押印者 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 
 

    

     
 

 
 

    

     
 

 
 

    

     
 

     
 

     
 

 
 

    

 



175 

様式第５号 
平成 年 月 日 

 
       八洲学園大学長 殿 
 
                         職   

氏名 
 
 

            公 印 事 故 届 
 
下記のとおり公印に事故がありましたので、お届けします。 

 
記 

 
公印の種類  
作成、改刻届年月日  
事故発生年月日  
事故の内容 
 
 

 

処置の内容 
 
 

 

その他の必要事項 
 
 

 

 
 

 
 
 

学長 
 
 

局長 
 

課長 
 

担当 
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八洲学園大学学長選考規則 
 
第１条  八洲学園大学の学長選考は，この規則により理事会が行う。 

第２条  理事会は、次の各号の一に該当するとき、学長の選考を行う。 

一 学長の任期が満了するとき 

二 学長が辞任したとき 

三 前各号以外の理由で欠員になったとき 

２ 学長の選考は、前項第一号に該当する場合は、任期満了の３０日前までに、同項第二号又は第三号に該当

する場合は、速やかに行う。 

第３条  理事長は、前条各号の一に該当すると認めたときは、学長候補者選考委員会（以下「選考委員会」と

いう。）を設け、当該委員会の意見を徴し、学長候補者を選考する。 

第４条  選考委員会は、学部長、両課程長、図書館長及び学生委員長で組織する。 

２ 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

第５条  委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。 

２ 前項の選考委員会は、少なくとも２回開催されなければならない。 

第６条  選考委員会は、委員の 3分の２以上の出席で成立し、議決には出席委員の 3分の２以上の賛成を必要

とする。 

第７条 学長候補者を選考した理事長は、当該候補者について、教授会の意向を徴するものとする。 

２ 前項の結果、否とされた場合理事長は、学長候補者の選考を再度行うものとする。 

第８条 理事長は、教授会の賛成を得た学長候補者について、理事会に諮り、学長を決定する。 

２ 学長の任期は、４年とし、再任を妨げない。 

第８条の２ 第８条第１項により学長と決定された者は、学長に就任後３０日以内に、学長が事故等のため学

長の職務を遂行できない場合又は欠員になった場合の代理者を予め指名するとともに理事長に届けなければな

らない。 

２ 前項の代理者は、学長が事故等のため学長の職務を遂行できない場合の代理者を学長事務代理といい、欠

員の場合の代理者を学長事務取扱という。 

３ 前項の学長事務代理の任期は学長の職務復帰の前日又は任期満了の日のどちらか早い日まで、学長事務取

扱の任期は次期学長が就任する前日までの期間とする。 

４ 第１項の学長の職務を遂行できないかどうかの判断は、大学に置く運営委員会において行う。 

第９条  選考委員会の事務は、法人本部事務局及び大学事務局が協力して行うものとする。 

     附  則 

１  この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２  最初に学長の地位を占めることとなった者は、この規則により選考されたものと見なす。 

   附  則 

 この規則は、平成１９年１１月２９日施行する。 
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八洲学園大学生涯学習学部長選考規程 
 

第１条 八洲学園大学（以下、「本学」という。）の生涯学習学部長（以下、「学部長」という。）の選考は、こ

の規程により学長が行う。 

第２条 学部長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。 

 一 学部長の任期が満了するとき 

 二 学部長が辞任を申し出たとき 

 三 前各号以外の理由で欠員となったとき 

２ 学部長の選考は、前項第一号に該当する場合は、任期満了の３０日前までに、同項第二号又は第三号に該

当する場合は、速やかに行う。 

第３条 学部長は、生涯学習学部の教授をもって充てるものとし、当該学部において学部長候補者２名を選定

する。 

第４条 学部長候補者の選定は、選挙により行うものとする。 

第５条 選挙権を有する者（以下、「有権者」という。）は、当該学部の教授、 准教授及び講師する。 

２ 選挙の定足数は、有権者の総数の４分の３以上とする。 

第６条 大学事務局長は、少なくとも１週間前までに選挙の期日を予告する。 

第７条 選挙は、単記無記名による投票とし、得票上位２名を学部長候補者とする。ただし、得票上位者が得

票同数で 2名を超える場合は年長者２名を、第２位の得票者が２名以上の場合は第１位の得票者と得票第２

位の年長者２名を学部長候補者とする。 

第８条 選挙管理に関する事務は、大学事務局において行う。 

２ 投票及び開票は、あらかじめ教授会において選出された教授２名が立ち会うものとする。 

第１０条 大学事務局長は、第７条により学部長候補者２名を決定したときは、選挙の記録を添えて学長に報

告するものとする。 

第１１条 学部長の任期は、４年とし、再任を妨げない。ただし、再任された場合の任期は２年とする。 

附 則 

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 最初に学部長の地位を占めることとなった者は、この規程により選考されたものと見なす。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年４月１８日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 
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八洲学園大学課程長設置要項 
 

第１ 生涯学習学部に２名の課程長を置くこととし、教授をもって充てる。 

第２ 課程長は、家庭教育課程長及び人間開発教育課程長とする。 

第３ 課程長は、学生に対し教育全般にわたり指導、助言する窓口とする。 

第４ 課程長は、自ら学生を指導・助言し、又は課程長の指名する教員に指導・助言させる権限を有する。 

第５ 課程長は、各課程から選ぶものとし、任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

第６ 課程長は、平成１６年４月１日から、置くものとする。 

第７ 平成１６年４月１日に就任する課程長は、この要項により選出されたものと見なす。 
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八洲学園大学教員選考規程 
 

第１条  八洲学園大学（以下「本学」という。）の教授、准教授、専任講師、助教及び助手（以下「本

学の教員」という。）の選考は、この規程の定めるところによる。 
第２条  本学の教授になることができる者は、次の各号の一に該当し、大学における教育を担当するに

ふさわしい教育上の能力があると認められる者とする。 
一  博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、研究上の業績を有す
る者 
二  研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 
三  他の大学において教授、准教授、専任講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経
歴を含む。）のある者 
四  芸術、体育等については、特殊の技能に秀でていると認められる者 
五  専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 
第３条  本学の准教授になることができる者は、次の各号の一に該当し、大学におけ る教育を担当す

るにふさわしい教育上の能力があると認められる者とする。 
  一  前条各号のいずれかに該当する者 
二  他の大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこれらに相当する職員と
しての経歴を含む。）のある者 
  三  修士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 
  四  研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者 
  五  専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 
第４条 本学の専任講師となることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 
  一  第２条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者 
二  その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力があると
認められる者 
第４条の２ 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担

当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 
 一 第２条各号又は第３条各号のいずれかに該当する者 
 二 修士の学位又は学位規則第５条の二に規定する専門職学位（外国において授与 
されたこれらに相当する学位を含む。）を有する者 

 三 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者 
第５条 本学の助手となることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 
 一  学士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 
 二  前号の者に準ずる能力があると認められる者 
第６条 本学教授会の構成員は、学長に対して、任用候補者を推薦することができる。 
第７条 本学教員の選考は、別に定める教員選考委員会において行う。 
第８条 学長は、教員選考委員会の選考結果に基づき、教授会の議を経て任用候補者を決定し、理事会に

提案するものとする。ただし、教授会の議決は、教授の任用にかかるものは学長及び教授で、准教授の

任用にかかるものは学長、教授及び准教授で、専任講師、助教及び助手の任用にかかるものは学長、教

授、准教授及び講師で行うものとする。 
第９条 この規程の改正は、本学教授会の議を経て行う。 
 
       附  則 
１  この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
２  大学設置・学校法人審議会の審査を経て、平成１６年４月１日、平成１７年４月 
１日及び平成１８年４月１日に本学教員となる者は、この規程により選考されたも 
のとみなす。 
   附  則 
 この規程は、平成１９年５月１６日から施行する。 
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大学教員の採用および昇任に係る選考手順 

         

Ⅰ．発議について 

  １）専任教員の採用および昇任の人事案件が生じた場合は、当該人事の所属する教 
   員組織の課程長は、人事委員会に、担当科目、職階、専門領域を記入した配置 
   要望書を提出する。配置要望書は、別紙の様式１とする。 

  ２）人事委員会において配置要望が承認された教員組織は、課程内に人事小委員会 
   を設置して、教員の選考ないし審査を行ない、その結果にもとづき人事委員会 
   に発議する。発議書は別紙の様式２とする。 

 ３）人事小委員会は、課程長を含む教授３名で構成する。ただし、専任講師人事の場 
   合は、教授３名のうち１名は准教授を当てることができる。 

 ４）人事委員会において発議が承認された場合は、人事委員会は教員選考委員会に 
   審査を委託する。 

 

Ⅱ．教員選考委員会 

 １）教員選考委員会は、両課程長および当該人事の専攻分野に関係する教授２名で 
  構成し、委員長をおく。ただし、専任講師人事の場合は、教授２名のうち１名は准 
  教授を当てることができる。教員選考委員会は３分の２以上の委員の出席がなけれ 
  ばならない。 

  ２）教員選考委員会の委員長は、発議組織の課程長が務め、委員会を招集し、議長 
  を務める。 

 ３）教員選考委員会は、候補者の履歴、教育・研究業績（５点以内）、実務経験等に 
  ついて審査し、候補者ないし昇任の適否を決定する。 

 ４）教員選考委員会は、１週間以上の間をあけて少なくとも２回開催することとす 
  る。第１回目は、選考経過の説明、人物、履歴、業績の説明ののち、審査論文等 

の査読を各委員に依頼する。第２回目には、査読結果の報告と審議をへて委員会 
として判定を行う。 

 

Ⅲ．人事委員会 

  １）人事委員会は、教員選考委員会による審査報告書および審査資料の提出と委員 
  長の報告を受けて、選考手順を含めて候補者の適否を総合的に審査し、判定する。 
  審査報告書は別紙の様式３とする。 

  ２）人事委員会における審査が終了した場合は、学部長は審査結果を運営委員会お 
  よび教授会に諮り、承認を得るものとする。 

 ３）教授会議長は教授会の審査結果を法人本部に報告する。 

 

Ⅳ．その他 

 １）人事は発議の時期から３ヶ月以内に終了するものとする。 

 ２）人事の経過は、運営委員会および教授会に報告し、承認を得ることとする。 

 

 ３）教員選考委員会は、当該人事が完全に終了した時点で解散する。 

 ４）非常勤講師の採用、退任、解職については、運営委員会において審査のうえ決 
   定し、教授会の承認を得るものとする。 

 

附 則 

この規程は平成１７年３月１６日から施行する。 

附 則 

この規程は平成１９年６月２０日から施行する。 
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                                                              （様式１） 
 
              配 置 要 望 書 
 

 

                                                      平成  年  月  日 
  人事委員会委員長 殿 
                                                     ○ ○ ○ ○  課程長 
                                                   氏名                  
                  
 

 

             下記により人事配置を要望します。 

  
 

                                      記 
 

 

  １．配置理由（採用・昇進の区別も） 
  
  ２．課程 
   
 ３．担当科目 

   
 ４．職階 

   
 ５．専門領域 
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 （様式２） 

 
             人 事 発 議 書 
 

                                                       平成  年  月  日 
人事委員会委員長 殿                                    
                           ○ ○ ○ ○ 課程長 
                                                    氏 名                
                        
 

 

            下記のように人事を発議します。 

  
 

                                      記 
   １．課程 
 

   ２．担当科目 
  

   ３．職階 
 

   ４．候補者氏名・現職・年齢 
 

   ５．教員選考委員会の構成員 
 

 

    構 成 員 

 

            氏      名 

 

 家庭教育課程長 

 

 

  人間開発教育課程長 

 

 

  教授 

 

 

  教授(助教授) 

 

                                                                 (様式３) 
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審 査 報 告 書 

 

 

                                                     平成  年  月  日 
人事委員会委員長 殿                                       

                         教員選考委員会委員長 

                                                  氏 名               印 
 

 

     教員選考委員会の審査が終了しましたので、下記のとおり報告します。 
  
 

記 

 

    １．候補者氏名（ふりがな・現職） 
 

  ２．審査内容 

     １）採用・昇進の区別 
         ２）選考経過（発議にいたる経過） 
         ３）選考委員会の運営 
         ４）候補者についての評価と結論 
 

    ３．教員選考委員会開催日時 
          第１回教員選考委員会  平成  年  月  日 
      欠席者氏名 

第２回教員選考委員会    平成  年  月  日 
  欠席者氏名 

     
  ４．教員選考委員会委員の署名(自筆サイン） 
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八洲学園大学客員教授に関する規程 

 

第１条 この規程は、八洲学園大学（以下、「本学」という。）の客員教授に関 

 し必要なことを定めることを目的とする。 

第２条 学長は、本学の非常勤講師で次の各号の一に該当し、かつ、本学の教 

授と同等以上の資格を有すると認められる者には、人事委員会、教授会の審 

議を経て客員教授の称号を付与することができる。 

一 弁護士 

二 医師（歯科医師を含む。） 

三 公認会計士、不動産鑑定士など 

四 大学教授の経歴を有する者 

五 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 

第３条 客員教授の称号を使用できる期間は、本学の非常勤講師として在職す 

る期間とする。 

第４条 客員教授称号の付与に当っては、本人に対し文書を以って通知するも 

のとする。 

附 則 

１ この規程は、平成１９年１０月１７日から施行する。 

２ この規程施行前に客員教授の称号を付与された者は、この規程により付与 

されたものとみなす。 
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八洲学園大学教員の個人研究費及び研究旅費に関する規程 

 
第１条  八洲学園大学教員の個人研究費及び研究旅費（国内旅費を言う。以下同じ。）    

については、この規程の定めるところによる。 
第２条  個人研究費及び研究旅費は、学長、教授、准教授、専任講師、助教及び助手

（以下「教員」という。）からの申請に基づき、審査の上支給するものとする。 
第３条  個人研究費及び研究旅費の支給を希望する教員は、毎年３月１日から３月末   

日の間に、別紙様式に必要事項を記入の上、事務局総務課を経由し学長に申

請するものとする。 
２  個人研究費については、年間の申請額をおおむね３０万円とする。 
３  研究旅費については、年間の申請額１０万円を限度とする。 

第４条  学長は、個人研究費及び研究旅費交付申請書の受理後、速やかに運営委員会
に諮り決定し、申請者に通知する。 

第５条  個人研究費及び研究旅費は事務局総務課において管理し、その支出に関して 
は、学校法人八洲学園会計処理規定及び八洲学園大学旅費規程の定めるとこ

ろによる。 
２  個人研究費、研究旅費間の流用は、認めない。 
３  個人研究費及び研究旅費の次年度以降への繰り越しは、認めない。 

第６条  個人研究費及び研究旅費の支給を受けた教員は、研究成果の報告をしなけれ    
ばならない。 
 

      附  則 
１  この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
２  第３条の規定にかかわらず、平成１６年度の個人研究費及び研究旅費の申請は４

月１日から４月末日までの間に行うものとする。 
 附 則 

 この規程は、平成１９年４月１８日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 
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平成      年度個人研究費及び研究旅費交付申請書 
 
 

八洲学園大学長  殿 
 

職・氏名                             印 
 
「                                     」に関する研究のため、個人研究費及び研究旅費 
の交付を申請します。 
 
項    目 金額（支出予定額） 備      考 

個人研究費   

図書費   

消耗品費   

備品費   

謝金   

その他   

研究旅費   

合    計   

 
注  項目ごとに備考欄にその概要を説明すること。 
 
例   図書費・・・・・「○○○○」ほか     冊 
     謝金・・・・・・アンケート調査整理アルバイト料 
     研究旅費・・・・△△市で開催の○○学会参加（発表）、1泊２日 
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平成    年度個人研究費及び研究旅費交付申請添付資料 
 

個人研究計画書  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
研究旅費申請書  
  
（必要な理由、 
旅費の内訳等） 
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八洲学園大学共同研究規程 
 
第１条 八洲学園大学（以下「本学」という。）の学長、教授、准教授、専任講師、助教又は助手  （以

下「教員」という。）と他の本学教員が共同で行う特色ある研究（以下「共同研究」という。）に

ついては、この規程の定めるところによる。 

第２条  共同研究の期間は、単年度内に納まる期間とする。ただし、研究の内容や方 

法等により、学長が必要と認めた場合は、複数年度に亘る共同研究を認める 

ことがある。 

第３条  共同研究に要する費用（以下「共同研究費」という。）は、所定の手続きを  

経て可とされたものに支出する。 

第４条  共同研究を行おうとする教員は、予め研究班を設け、当該研究班の代表者か 

ら共同研究を行おうとする前年度の３月１日から３月末までに、所定の研究計画書を事務局総務課を経

由し、学長に申請するものとする。 

第５条  研究計画書を受理した学長は、運営委員会及び教授会の審議を経て支出の可 

    否を決定し、研究代表者に通知する。 

第６条  共同研究費は、1件あたり１００万円を限度とし、３件を目処に毎年予算化   

する。 

第７条  配分された共同研究費の管理は事務局総務課において行い、その支出は学校 

法人八洲学園会計処理規定の定めるところによる。 

第８条  共同研究費の配分を受けた研究代表者は、研究報告を共同研究費の次期申請 

時までに事務局総務課を経由し、学長に提出しなければならない。 

       附   則 

１ 規則は、この平成１６年４月１日から施行する。 

２ 第３条の規定にかかわらず、平成１６年度の共同研究費の申請は、４月１日から４月末日までの間に

行うものとする。 

    附 則 

   この規則は、平成１9年４月１8日から施行し、平成１9年４月１日から適用する。 
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平成      年度共同研究費申請書 

 

八洲学園大学長  殿 

 

    代表者   職・氏名                      印 

 

下記により、共同研究を実施したいので、共同研究費を申請します。 

 

記 

 

研究課題  

研究組織 役  割  分  担 平成   年度研究経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

使  用  内  訳 研究経費 

（千円） 
図書費 消耗品費 備品費 謝金 その他 刊行費 

   

 

 

学長 事務局長 総務 担当 
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平成    年度共同研究申請添付資料 

 

研究の目的  

研究の必要性とその意義  

研究計画  

これまでの研究成果  

平成    年度共同研究計画書  
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八洲学園大学教員の外国出張取扱規程 
 
第１条  八洲学園大学（以下「本学」という。）の専任教員（学長を含む。以下「教員と 

いう。）の外国出張に関しては、この規程の定めるところによる。 

第２条  外国出張は、次の３種に区分する。 

一 国際学会に参加するための出張（以下「学会出張」という。） 

二 学術研修（研究資料の収集を含む。）のための派遣（以下「研修出張」という。） 

三 本学学生の引率出張（以下「引率出張」という。） 

第３条  学会出張又は研修出張を希望する教員は、別紙１による申請書を当該国際学会等が 

開催される 6ヶ月前までに事務局総務課を経由し、学長に提出するものとする。 

２ 申請書を受理した学長は、速やかに、運営委員会の意見を聞いてその可否を決定する。 

第４条  引率出張については、教務委員会からの報告により、学長が引率教員を決定する。 

２ 引率を命じられた教員は、別紙１による申請書を事務局総務課を経由し、学長に提出す 

るものとする。 

第５条  毎年度の学会出張又は研修出張の枠は、それぞれ専任教員数の５％を目処とする。 

第６条  本学が負担する額は、外国出張の区分に応じ次のとおりとする。 

学会出張 参加に必要最低限の経費の５０％ 

研修出張 参加に必要最低限の経費の５０％ 

引率出張 参加に必要最低限の経費の１００％ 

第７条 外国出張した教員は、帰国後速やかに、その成果の報告をするものとする。 

附 則 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１６年６月１日から同年１０月３１日の間に開催される学会への学会出張は、第 

３条第１項の規定にかかわらず、その提出期限を 4月３０日とする。 
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（別紙１） 

学会・研修・引率出張申請書 

 

                      平成    年    月    日 

八洲学園大学長  殿 

 

職 

氏名                    印 

 

私は、下記により、学会・研修・引率出張をしたいので関係資料を添えて申請書を提出します。 

 

記 

 

海外出張の目的 

及び効果 

 

 

海外出張の期間 平成    年     月     日  ～  平成     年     月     日 

海外出張の場所 

 

                   国                  市                 大学 

                   国                  市                 大学 

                   国                  市                 大学 

休講する場合の 

事後措置 

 

 

添付資料   

１．学会からの招請状又はこれに代わるもの及び国際学会の日程表（学会出張の場合） 

２．研修先の受け入れ承諾書又はこれに代わるもの（研修出張の場合） 

  ３．運賃見積書（運賃は、正規海外割引航空券とする。） 
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（別紙２） 

学会・研修・引率出張報告書 

 

平成    年    月    日 

八洲学園大学長  殿 

 

職 

氏名                    印 

 

私は、平成  年  月  日から平成    年    月    日までの間、             国へ学会・研修・引率

出張をしましたので、その成果を報告します。 

海外出張の目的 

 

 

海外出張の概要 

 

 

 

 

 

 

 

海外出張の成果 
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八洲学園大学紀要投稿規程 
 

第１条 この規程は八洲学園大学紀要（仮称）（以下「紀要」という。）の刊行に関し必要な事項を定め、

紀要の能率的かつ公平な発行に資し、もって学術の向上を図ることを目的とする。 

第２条 投稿可能なものは次に掲げる者とする 

一 本学の専任教員および非常勤講師 

二 本学の専任教員と共同研究する、本学教員以外の者 

三 その他紀要委員会が適当と認めた者 

第３条 原稿は未発表の学術論文、研究ノート、教育研究報告など教育学術に関連したものに限る。 

２ 原則として、紀要１号につき、１人１編とする。 

第４条 原稿の長さは、次のとおりとする。なお、本文には、注、参考文献、図版などを含むものとする。 

一 和文の場合は、20,000字以内とする。 

二 欧文の場合は、6,000words以内とする。 

２ 原稿の記述は、原則として次の通りとする。 

一 本文は現代口語体を用いる。 

二 漢字仮名遣いは、常用漢字および現代仮名遣いを用いる。 

三 文字は楷書で正確に記載し、完全原稿で提出する。原則としてフロッピーディスクを打ち出し原稿

とともに提出する。 

３ 原稿の頭書には、表題（タイトル）、氏名、所属課程を記し、さらにその外国語訳を併記する。主題

を適切に表現するキーワード(5語以内)を付与する。   

４ 図、表、写真は原稿中にその位置を指定し、番号を付して原稿末尾に一括添付する。 

写真製版を必要とする場合は、それがただちに版下となる鮮明明確なものとする。 

第５条 原稿の採否は、紀要委員会が審査委員に委嘱しその審査結果に基づき決定する。 

２ 紀要委員会が必要と認めた場合には、修正の要求、または掲載の拒否ができる。 

第６条 校正は、初稿および再校については執筆者がこれを行う。初稿以後は原則として大幅な修正・加

筆を認めない。 

２ 三校以後は紀要委員会がこれを行う。 

第７条 抜刷は 30部を執筆者に贈与する。(論文 1篇につき) 

２ 執筆者がそれ以上を必要とするときは、その部数を事前に申し込むこと。ただし、その実費は執筆者

の負担とする。 

第８条 著作権に関しては、次のとおり扱う。 

一 紀要委員会が編集発行する紀要の編集著作権は、紀要委員会に帰属する。 

二 紀要に掲載された個々の著作物の著作権は、当該著作物の著作権者に帰属する。た     

だし、複製権、公衆送信権については、その行使を許諾したものとする。 

（１） 紀要に掲載された個々の著作物について、著作権侵害、名誉毀損、またはその他の紛争が生じ

た場合は、当該著作物の著作権者の責任において処理する。 

（２） 電子化による電子媒体（CD-ROM,ＷＥＢページなど）での公開、公表を許諾したものとする。 
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第９条 この規程に定めるもののほか、紀要の発行および編集に関し必要な事項は紀要委員長が別に定め、

教授会の議を経て決定する。 

２ 重要な問題が生じたときは、紀要委員会においてこれを審議し、教授会に諮る。 

附 則  

この規程は、平成１６年７月２１日から施行する。 
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八洲学園大学履修規程 

 

（授業科目） 

第１条 八洲学園大学（以下、「本学」という。）において開設する授業科目及び単位数は、別表第１のとおり

とする。 

（履修登録） 

第２条 学生（正科生、科目等履修生、特修生及び特別聴講学生をいう。以下、同じ。）は、所定の期間内にそ

の学期に履修する授業科目を定め、事務局教務課に履修届を提出し、履修登録をしなければならない。 

２ 履修登録できる単位数は、年間 ５０単位を上限とする。ただし、出産等特別な事情があると本学が認め

たときは、この限りではない。 

３ 本学学則第３２条第２項（他の大学等との協議に基づく当該他の大学等での修得単位）及び第３６条第３

項（留学による外国の大学等での修得単位）の単位は、前項の単位に算入しない。 

（試験等の実施時期） 

第３条 印刷教材授業による科目修得試験、論文試験及び卒業論文審査並びに面接授業（オンライン履修によ

る授業を含む。以下、同じ。）による最終試験は、学期末までに行うものとする。ただし、学外実地研修に

ついては、研修後に行われる研修先が行う評価の後とする。 

（受験資格） 

第４条 前条の科目修得試験、論文試験又は最終試験を受験できる者は、履修登録済みの授業科目について、

授業料、その他の費用が納入されており、かつ、次の条件を満たした者とする。 

  一 印刷教材授業によるものについては、添削指導に合格した者 

  二 面接授業によるものについては、出席が良好な者  

（再試験及び追試験） 

第５条 学長は、必要により、再試験及び追試験を行うことがある。 

２ 前条の再試験及び追試験については、その都度公示する。 

（再履修） 

第５条 不合格になった授業科目の単位を修得するためには、その科目を再登録して、履修しなければならな

い。 

（卒業の要件） 

第６条 正科生が本学を卒業するためには、４年以上在学し、共通基礎教育科目、基幹科目、共通専門教育科

目及び専門科目を履修し、１２４単位以上を修得しなければならない。 
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一 家庭教育課程 

区分 選択必修 

共通基礎教育科目 20 

基幹科目 8 

共通専門教育科目   10 

専門科目 46 

関連科目（家庭教育課程の専門科目に関連する科目）（注イ） 28 

自由選択科目（注ウ） 12 

 計 124 

 

注 ア 専門科目の修得４６単位中には、各群８単位計３２単位が含まれていなければならない。 

イ 関連科目は、共通専門教育科目、家庭教育課程の基幹科目及び専門科目から２８単位を選択履修する

ものとする。  

ウ 自由選択科目は、人間開発教育課程の開設科目を含め自由に選択できる科目（別表第１資格科目中、

学校図書館司書教諭資格関係を除く。）であり、１２単位の履修が必要である。 

エ 家庭教育アドバイザーの資格を取得して卒業する場合は、関連科目として共通専門教育科目及び家庭

教育課程の基幹科目及び専門科目から修得する２８単位中２４単位は、人間開発教育課程の生涯学習基

礎論・社会教育グループの社会教育主事資格関係科目２４単位をもって替えることができる 

オ 卒業所要単位１２４単位中３０単位以上は、面接授業による科目の単位でなければならない。 

二 人間開発教育課程 

区分 選択必修 

共通基礎教育科目 20 

基幹科目 8 

共通専門教育科目   10 

専門科目 46 

関連科目（人間開発教育課程の専門科目に関連する科目）（注イ） 28 

自由選択科目（注ウ） 12 

  計 124 

 

注 ア 専門科目について、生涯学習基礎論・社会教育グループを選択した正科生は、生涯学習基礎論・ 

社会教グループの授業科目中、社会教育主事資格科目２４単位及び司書資格科目２２単位計４６単位を、 

人材開発基礎論グループを選択した正科生は、人材開発基礎論グループの授業科目から３８単位及び生

涯学習基礎論・社会教育グループの授業科目中８単位計４６単位を修得していなければならない。 

イ 関連科目は、共通専門教育科目、人間開発教育課程の基幹科目及び専門科目から２８単位を選択履修

するものとする。 

ウ 自由選択科目は、人間開発教育課程の開設科目を含め自由に選択できる科目（別表第１資格科目中、

学校図書館司書教諭資格関係を除く）であり、１２単位の履修が必要である。この１２単位の中には
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博物館学芸員の資格に必要な科目又は家庭教育アドバイザーの資格に必要な科目を含めることができ

る。 

エ 家庭教育アドバイザーの資格を取得して卒業を希望する正科生は、関連科目として、共通専門教育科目

及び人間開発教育課程の基幹科目及び専門科目から修得する２８単位は、家庭教育アドバイザーの資格

取得に必要な家庭教育課程の専門科目の単位をもって替えることができる。 

オ 卒業所要単位１２４単位中、３０単位以上は、面接授業による科目の単位でなければならない。 

２ 再入学、編入学又は転入学により本学の正科生となった者は、本学の再入学、編入学及び転入学に関す

る。 

規程第３条により、定められた期間以上在学し、卒業所要単位数１２４単位（面接授業３０単位）から

本学入学前に修得したものとみなす単位数を減じた単位数（うち、在学年数に応じ面接授業単位１８単

位から２５単位以上）を修得しなければならない。 

 

（資格取得） 

第８条 本学学則第４１条第２項に規定する資格を取得するために必要な授業科目及びその単位数は、別表第２

から別表第７のとおりとする。 

附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
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別表第１ 開設授業科目 

生涯学習学部開設授業科目 

授業科目 単位数 備  考

家庭教育課程     

共通基礎教育科目 （家庭教育課程・人間開発教育課程）   

１．家庭教育と学校等の教育概論     

保育園・幼稚園教育と家庭教育概論 2   

初等教育と家庭教育概論 2   

中学校教育と家庭教育概論 2   

高等学校教育と家庭教育概論 2   

２．学校教育と家庭教育（連携各論）     

小学校     

言葉の使い方と家庭教育（演習）    2   

社会生活の理解と家庭教育 2   

 算数的活動と家庭教育     2   

科学的な見方考え方と家庭教育  2   

小学校道徳教育と家庭教育 2   

中学校     

国語の正しい表現理解と家庭教育   2   

公民的な資質の基礎と家庭教育     2   

数学的見方考え方の育成と家庭教育  2   

自然への関心、科学的な見方考え方と 家庭教育 2   

外国語の運用能力と家庭教育       2   

中学校道徳教育と家庭教育         2   

才能・創造性の育成と家庭教育     2   

高校教育の改革と中高一貫教育  2   

基幹科目（家庭教育課程）     

家庭と教育     

家庭教育学新構想 2   

家庭教育史概論 2   

比較家庭教育概論 2   
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幼児教育学概論 2   

倫理と道徳     

倫理学概論 2   

日本倫理思想概論 2   

東洋倫理思想概論 2   

西欧倫理思想概論 2   

宗教学概論 2   

教育と心理     

教育学概論 2   

教育史概論 2   

教育思想史概論  2   

心理学概論 2   

教育心理学概論 2   

教育カウセリング(演習) 2   

社会と文化     

法学概論   2   

家族社会学概論 2   

日本文化史概論 2   

日本文学概論 2   

日本民衆宗教概論(演習) 2   

共通専門教育科目（家庭教育課程・人間開発教育課程）     

法と生活     

日本国憲法 2   

日常生活と法（民法を含む） 2   

教育と法 （教育基本法、社会教育関係法、地方教育行政組織運営法含む） 2   

福祉と法（障害者基本法含む） 2   

地方分権と教育 2   

児童・少年の保護と法(演習)（少年法、児童福祉法を含む） 2   

教育の歴史と家庭教育     

日本家庭教育史（近代以前） 2   

日本家庭教育史（近代以後） 2   

東アジア家庭教育史概論（韓国） 2   
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東アジア家庭教育史概論（中国） 2   

西欧家庭教育史概論 2   

家庭教育研究法概論 2   

比較家庭教育（演習） 2   

家庭教育基本方針（家訓）の確立(演習)    2   

親と道徳教育教材論 2   

現代社会の諸問題     

非行少年・犯罪者の処遇と対策  （自由と遵法、規律、社会秩序形成 と家庭教育を

含む） 
2   

現代の社会病理概論 2   

現代の企業と家庭概論 2   

資源環境と人間 2   

学校週５日制と家庭・学校・地域 2   

非行・犯罪の原因（演習）  2   

健康と社会活動     

児童の発達と身体運動論   2   

日本武道の歴史概論 2   

身体運動文化概論 2   

キャンプ活動の指導論 2   

レクリエーション活動の指導論 2   

青年期の身体運動（演習） 2   

生涯スポーツと家庭（演習）   2   

伝統と文化     

芸能と人間形成論 2   

日本人の美意識概論 2   

日本人の宗教・信仰心概論 2   

文学に表れた家庭・家族１(演習)（日本） 2   

文学に表れた家庭・家族２(演習）（西欧） 2   

伝統文化の継承１（演習）（和歌文学） 2   

伝統文化の継承２（演習）（俳諧文学） 2   

伝統文化の継承３（演習）（祭事・行事）  2   

伝統文化の継承４（実習）（茶道・華道） 2 
登校ｽ ｸ

ｰﾘﾝｸﾞの
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み 

カウンセリング      

カウセリング１（演習）（乳幼児と母親） 2   

カウセリング２（演習）（小学生と親） 2   

カウセリング３（演習）（中学生と親） 2   

カウセリング４（演習）（高校生と親） 2   

カウセリング５（演習）（面接技法） 2   

専門科目（家庭教育課程）     

乳幼児期の家庭教育（第１群）     

乳幼児教育の内容と方法     

胎児と環境 2   

乳幼児の食生活 2   

乳幼児のしつけ（演習） 2   

乳幼児の身体運動と情操教育（演習） 2   

幼児期教育の歴史と展望     

幼児教育思想史 2   

育児国際比較論 2   

実習     

  保育実習１（乳児） 2   

  保育実習 2（幼児） 2   

児童期の家庭教育（第２群）     

 親と子     

 親子の信頼関係 2   

  発達特性と習慣形成（演習） 2   

道徳性の育成     

生命尊重と家庭教育 2   

情操教育と家庭教育     2   

自律の精神と家庭教育 2   

礼儀と家庭教育 2   

宗教的心情の育成と家庭 2   

善悪意識の育成（演習）  2   

社会性の育成     

共同体意識の育成        2   
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地域社会との連繋      2   

郷土愛の育成（演習）    2   

公徳心の育成(演習)      2   

自然体験活動の指導(演習) 2   

発達と心理     

児童期の発達と心理   2   

児童期の発達と親の対応 2   

児童期の発達と医科生理学(演習) 2   

青年期の家庭教育（第３群）     

現代社会と家庭     

情報化社会と情報の選択 2   

テクノロジーの発達とヒューマニティ 2   

言語生活と社会 2   

親子関係論 2   

道徳性の育成     

善悪の判断形成と家庭教育 （演習）  2   

人生と生きがい論 2   

規範意識の育成 2   

人格尊重論（演習） 2   

責任感と習慣形成（演習） 2   

正義感の育成(演習) 2   

社会性の育成     

個性尊重と創造性の育成 2   

公共精神の育成(演習) 2   

中学生のボランティア活動(演習) 2   

ボランティア・文化体験活動育成(演習) 2   

中高生の武道スポーツと人間形成(演習) 2   

発達と心理     

青年期の精神医学 2   

青年期の発達生理学 2   

青年期の発達と心理 2   

人生観と進路指導(演習) 2   

ケーススタディ（第４群）     
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ケーススタディ１(演習)「幼児の体罰と虐待」 2   

ケーススタディ２(演習)「小学生の問題行動の実態と対応」 2   

ケーススタディ３(演習)「小学生の不登校」 2   

ケーススタディ４(演習)「中学生の不登校と生活環境」 2   

ケーススタディ５(演習)「中学生＜きれる＞の要因分析」 2   

ケーススタディ６(演習)「中学生非行の前兆と対応」 2   

ケーススタディ７(演習)「高校生問題行動の実態と対応」 2   

ケーススタディ８(演習)「高校生非行の実態と要因分析」 2   

ケーススタディ９(演習)「高校生＜公＞意識の現状と育成」 2   

研修     

学外実地研修 2   

卒業論文関係     

卒業研究演習 2   

卒業論文 4   

      

人間開発教育課程     

共通基礎教育科目（家庭教育課程・人間開発教育課程）     

前掲     

基幹科目（人間開発教育課程）     

生涯学習学新構想演習 2   

生涯学習学研究法演習 2   

社会教育学新構想演習 2   

社会教育学研究法演習 2   

教育の理論 2   

日本語学概論 2   

構想力開発論 2   

リーダーシップ論 2   

財政学概論演習 2   

現代日本企業概論演習 2   

地域開発・都市経営概論演習 2   

企業経営と企業統治（コーポレート・ガバナンス）演習 2   

現代マネージメント概論演習 2   

共通専門教育科目（家庭教育課程・人間開発教育課程）     
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前掲     

専門科目     

（１）生涯学習基礎論・社会教育グループ     

生涯学習論     

生涯学習論１（生涯における学習設計） 2   

生涯学習論２（生涯学習の支援・推進） 2   

生涯学習論Ｂ１（生涯各期の学習と設計 ） 2   

生涯学習論Ｂ２（生涯学習支援の展開 ） 2   

生涯学習政策 2   

生涯学習支援システム・ネットワーク 2   

学習支援情報・学習相談 2   

学習支援情報・学習相談Ｂ 2   

生涯学習の方法 2   

生涯学習社会と学習成果の評価 2   

生涯学習とキャリア形成 2   

現代社会と生涯学習 2   

社会教育学     

社会教育計画１（総論） 2   

社会教育計画２（各論） 2   

社会教育課題研究１ 2   

社会教育課題研究２ 2   

学社連携・融合論 2   

社会教育施設と事業 2   

社会教育調査法１（社会教育調査の技法） 2   

社会教育調査法２（社会教育調査の実際） 2   

図書館学     

図書館概論 2   

図書及び図書館史 1   

児童サービス論 1   

図書館サービス論 2   

図書館経営論 1   

情報サービス概説 2   

レファレンスサービス演習 1   
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情報検索演習 1   

図書館資料論 2   

専門資料論 1   

資料組織概説 2   

資料組織演習 2   

情報化社会と情報の選択 〔再掲〕 2 

家庭教

育課程  

専門科

目 

博物館学     

博物館学 （概論・経営論・情報論） 4   

博物館学 （資料論） 2   

博物館実習 3   

視聴覚教育メディア論 1   

教育学概論 〔再掲〕 2 

家庭教

育課程  

基幹科

目 

（２）人材開発教育論グループ     

人材教育基礎論     

人材教育基礎論・システム論 2   

ものの見方・考え方演習１(日本資料） 2   

ものの見方・考え方演習２(東洋資料） 2   

ものの見方・考え方演習３(西欧資料） 2   

企業人物論演習（日本） 2   

企業人物論演習（東洋） 2   

企業人物論演習（西欧） 2   

読書能力開発     

リーディングアビリティ開発スキル演習１（業務報告書要約・箇条書き） 2   

リーディングアビリティ開発スキル演習２（理論関係書の要約・箇条書き） 2   

ラピッドリーディング・スキル演習 2   

論述・発表能力開発     

論述力開発スキル演習１（自己課題） 2   
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論述力開発スキル演習２（社是・人事論等） 2   

プレゼンテーション・スキル演習（組織論・経営論報告提案） 2   

セルフアセスメントと気づきによる 経営革新・改善論（経営品質向上プログラム演習） 2   

論理と思考順序論演習 2   

文章能力開発     

文章論演習１（主題･構想・叙述） 2   

文章論演習２（起･承･転･結） 2   

文章図式化論演習（図表含む） 2   

文章・数字・数学的思考論演習 2   

問題アイディア発見能力開発     

アイディア発見・連想能力開発スキル演習１（語句から） 2   

アイディア発見・連想能力開発スキル演習２（文章から） 2   

アイディア発見・連想能力開発スキル演習３（物・論理から） 2   

経営・生産業務改善能力開発     

生産業務効率化論演習１（現状→改革・改善論） 2   

実践マーケティング 2   

研修     

学外実地研修 2   

卒業論文関係     

卒業研究演習 2   

卒業論文 4   

      

資格科目（学校図書館司書教諭資格関係） 単位数 備  考

学校経営と学校図書館 2   

学校図書館メディアの構成 2   

学習指導と学校図書館 2   

読書と豊かな人間性 2   

情報化社会と情報の選択 〔再掲〕 2 

家庭教

育課程   

専門科

目 

 ※資格科目は自由科目であり、卒業単位に含めない。   
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別表第２ 家庭教育アドバイザー 
   

開設授業科目等 履修方法等 

共通基礎教育科目 ２０単位選択履修 

家庭教育課程基幹科目 ８単位選択履修 

共通専門教育科目 
１０単位（カウンセリング演習５科目中２科目４

単位を含む。）選択履修 

① 第１群から第３群にわたり、各群８単位以上

計４０単位選択履修 家庭教育課程専門科目 

② 第４群から３科目６単位選択履修 

別表第３の社会教育主事資格取得に必要な科目 ２４単位 

備考 この表は、家庭教育アドバイザー資格を取得するために本学正科生として入学し、卒業するまでの間に修

得すべき授業科目及び単位数を掲げたものである。 

    

別表第３ 社会教育主事    

開設授業科目 
単位

数 
履修方法等 

社会教育主事講習等規程で定め

る科目及び単位数 

生涯学習論１（生涯における学習設計） 2 

生涯学習論２（生涯学習の支援・推進） 2 

生涯学習論Ｂ１（生涯各期の学習と設計 ） 2 

生涯学習論Ｂ２（生涯学習支援の展開 ） 2 

生涯学習論

１,２計４単

位又は、生涯

学習論Ｂ１,

Ｂ２計４単位

必修 

生涯学習概論４単位 

社会教育計画１（総論） 2 ２科目 

社会教育計画２（各論） 2 ４単位必修 
社会教育計画４単位 

社会教育学新構想演習 2 

社会教育学研究法演習 2 

社会教育課題研究１ 2 

社会教育課題研究２ 2 

生涯学習学新構想演習 2 

生涯学習研究法演習 2 

左欄の科目か

ら４単位選択

社会教育演習、社会教育実習又は

社会教育課題研究の１以上の科

目４単位 

Ⅰ群     

現代社会と生涯学習 2 

生涯学習政策 2 

左欄のⅠ群か

らⅢ群のう

ち、２以上の

社会教育特講１（現代社会と社会

教育） 
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生涯学習とキャリア形成 2 

Ⅱ群     

社会教育施設と事業 2 

学社連携・融合論 2 

生涯学習の方法 2 

生涯学習支援システム・ネットワーク 2 

学習支援情報・学習相談 2 

学習支援情報・学習相談Ｂ 2 

社会教育特講２（社会教育活動・

事業・施設） 

Ⅲ群     

社会教育調査法１（社会教育調査の技法） 2 

社会教育調査法２（社会教育調査の実際） 2 

教育の理論 2 

生涯学習社会と学習成果の評価 2 

群にわたり６

科目１２単位

以上選択（た

だし、Ⅱ群の

「学習支援情

報・学習相

談」、「学習

支援情報・学

習相談Ｂ」に

ついては、両

科目を選択し

ても２科目と

はせず１科目

と計算する。）

社会教育特講３（その他必要な科

目） 

備考 この表は、社会教育主事資格を取得するために本学正科生として入学し、卒業するまでの間に修得すべ

き授業科目及び単位数を掲げたものである。 

    

別表第４ 司書    

開設授業科目 
単位

数 
履修方法等 

図書館法施行規則で定める科目

及び単位数 

生涯学習論１（生涯における学習設計） 2 

生涯学習論Ｂ１（生涯各期の学習と設計 ） 2 

２科中一科目

選択 
生涯学習概論 

図書館概論 2 必修 図書館概論  

図書館経営論 1 必修 図書館経営論  

図書館サービス論 2 必修 図書館サービス論  

情報サービス概説 2 必修 情報サービス概説  

レファレンスサービス（演習） 1 必修 レファレンスサービス演習  

情報検索演習 1 必修 情報検索演習  

図書館資料論 2 必修 図書館資料論  

専門資料論 1 必修 専門資料論  

資料組織概説 2 必修 資料組織概説  

資料組織演習 2 必修 資料組織演習  

児童サービス論 1 必修 児童サービス論  
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図書及び図書館史  
図書及び図書館史 1 

資料特論  

コミュニケーション論  

情報機器論  情報化社会と情報の選択 2 

２科目３単位

必修 

図書館特論  

備考 この表は、司書資格を取得するために本学正科生として入学し、卒業するまでの間に修得すべき授業科目

及び単位数を掲げたものである。 

    

別表第５ 司書教諭    

開設授業科目 
単位

数 
履修方法等 

学校図書館司書教諭講習規程で

定める科目及び単位数 

学校経営と学校図書館 2 必修 学校経営と学校図書館  

学校図書館メディアの構成 2 必修 学校図書館メディアの構成  

学習指導と学校図書館 2 必修 学習指導と学校図書館  

読書と豊かな人間性 2 必修 読書と豊かな人間性  

情報化社会と情報の選択 2 必修 情報メディアの活用  

備考 司書教諭の資格を取得するためには、基礎資格として教諭（小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校

又は養護学校）の免許状を有していることが必要である。 

    

    

別表第６ 学芸員    

開設授業科目 
単位

数 
履修方法等 

博物館法施行規則で定める科目

及び単位数 

生涯学習論１（生涯における学習設計） 2 

生涯学習論Ｂ１（生涯各期の学習と設計 ） 2 

２科中一科目

選択 
生涯学習概論  

必修 博物館概論  

  博物館経営論  博物館学（概論・経営論・情報論） 4 

  博物館情報論  

博物館学（資料論） 2 必修 博物館資料論  

博物館実習 3 必修 博物館実習  

視聴覚教育メディア論 1 必修 視聴覚教育メディア論  

教育学概論 2 必修 教育学概論  

備考 この表は、学芸員資格を取得するために本学正科生として入学し、卒業するまでの間に修得すべき授業科

目及び単位数を掲げたものである。 
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別表第７ 地域スポーツインストラクター基礎資格    

開設授業科目 単位数 履修方法 

児童の発達と身体運動論 2 必修 

青年期の身体運動（演習） 2 必修 

身体運動文化論 2 必修 

中高生の武道スポーツと人間形成（演習） 2 必修 

中学生のボランティア活動（演習） 2 

ボランティア・文化体験活動の育成（演習） 2 

左欄の２科目のうち１科目２単

位を履修のこと。 

自然体験活動の指導（演習） 2 必修 

キャンプ活動の指導論 2 必修 

レクリェーション活動の指導論 2 必修 

別表第３の社会教育主事資格取得に必要な科目 24 必修 

備考 何らかの武道、スポーツ関係の指導者になれる「段位」、「記録」等を保持していることが望ましい。 
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八洲学園大学の学外実地研修・調査実施に関する規程 

 

（目的) 

第１条 この規程は、国内外の現地における研修・調査に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において「国内外の現地における研修・調査」とは、本学の 開設授業科目であるキャンプ

活動の指導論、保育実習、博物館実習、学外実 地研修等のように「本学施設外において行う授業」（以下、

「施設外授業」と いう。）をいう。 

２ 前項の施設外授業は、次の二種に分類する。 

一 学外実地研修（前項の学外実地研修をいう。以下、同じ。） 

 二 学外実地研修以外の授業（前項のキャンプ活動の指導論、保育実習、博物館実習等学外実地研修以外の

ものをいう。以下、同じ。） 

（単位数等） 

第３条 施設外授業の単位数の計算及び履修時期は、次による。 

一 単位の計算は、次による。 

イ 学外実地研修、保育実習、博物館実習については、60時間以上の研修・調査又は実習をもって 2単位

とする。 

ロ 学外実地研修、保育実習及び博物館実習以外の授業科目については、３０時間以上の授業をもって２

単位とする。 

二 学外実地研修以外の授業は、既取得単位数に関わりなく履修することができる。 

三 学外実地研修を履修できる学生は、国外によるものは６２単位以上の単位取得者、国内によるものは３

１単位以上の単位取得者とする。 

四 学生は、複数の学外実地研修を履修することはできない。また、学外実地研修は、国外か国内かを学生

自身が選択するものとする。 

（履修手順) 

第４条 施設外授業を受けようとする学生は、次の手続き執るものとする。 

一 事前に担当教員から施設外授業の説明を受ける。  

二 前項の説明に基づき、事前に各自計画書を作成の上、担当教員に提出し、当該教員の指導・承認を受け

る。 

三 学外実地研修以外の授業のうち、研修先の同意書又は承諾書が必要な場合には、指定された期間内に当

該同意書又は承諾書を担当教員に提出しなければならない。  

（単位の認定) 

第５条 単位の認定は次により行う。 

 一 学生は施設外授業の終了後、担当教員にレポート等を提出する。   

  二 担当教員は、レポート等及び研修先の報告書等に基づき、単位を認定する。 

（実習中の事故と補償) 

第６条 施設外授業中の事故と補償については、次のように扱うものとする。 

 一 施設外授業中に起きた事故の責任は、学生本人にあることとする。 
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  二  学生は、施設外授業中の事故に備えて保険に加入するものとする。 

   附 則 

 この規程は、平成 16年９月２９日から施行する。 
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八洲学園大学の保育実習及び博物館実習に関する規程 
 

(目的) 
第 1条 この規程は、保育実習と博物館実習に関し必要なことを定めることを目的とする。 
(実習等の内容) 
第 2条 実習の内容は、次に挙げるものとする。 
 一 保育園・幼稚園における体験学習 

 二 博物館等における博物館業務の実習 

（単位数等） 

第 3条 実習の単位数、履修年次は、次のようにする。 
一 保育実習 1(保育園)又は保育実習 2(幼稚園)は、保育園又は幼稚園における実習をそれぞれ２週間以上行

い、事前事後の指導を加えて 2 単位とする。博物館実習は、博物館等での実習を１週間以上行い、事前事

後の指導の１単位を含めて 3単位とする。 

二 保育実習 1、保育実習２及び博物館実習の履修時期は、６２以上の単位取得後とする。 

(履修方法) 

第 4条 学生は、下記の方法により実習をしなければならない。 
 一 保育実習及び博物館実習の実習先は原則として自分で探すものとする。 

 二 大学指定の実習先で実習をすることもありうる。 

 三 詳細については実習手引きによる。 

(単位の認定) 

第 5条 単位の認定は次のようにする。 
 一 学生は実習の終了後、担当教員にレポート等を提出する。 

 二 担当教員は、レポート等及び研修先の報告書等に基づき、単位を認定する。 

(実習中の事故と補償) 

第 6条 実習中の事故と補償については次のよう扱うものとする。 
 一 実習中に起きた事故の責任は学生本人にあることとする。 

  二  学生は実習中の事故に備えて保険に加入するものとする。 
   附 則 

 この規程は、平成 16年９月２９日から施行する。 
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八洲学園大学附属図書館利用規程 

 

第１条 八洲学園大学附属図書館（以下「図書館」という。）の利用については、この規程の定めるところによ

る。 

第２条 図書館を利用できる者（以下「利用者」という。）は、次のとおりとする。 

一 八洲学園大学（以下「本学」という）の教職員（非常勤職員を含む。） 

二 本学の学生（正科生、科目等履修生、特修生及び特別聴講学生をいう。） 

三 附属図書館長（以下「館長」という。）が特に許可した者 

第３条 図書館の開館時間は次のとおりとする。 

     平日    8 時 30 分から 22 時 00 分 

     土日祭日  8 時 30 分から 17 時 00 分 

     夏期開館日 8時 30 分から 17 時 00 分  

ただし、館内における貸出手続きは閉館の１５分前までとする。 

第４条 図書館の休館日は 12 月 30 日から翌年の 1月 3 日までとする。ただし、館長は必要により休館日を変

更し、または臨時の休館日を定めることができる。 

第５条 利用者は、図書館内において所定の手続きを終えた後、所蔵する図書、雑誌、その他の資料（以下「資

料」という。）を図書館の所定の場所で、利用することができる。 

２ 利用後の資料は、所定の場所へ返却しなければならない。 

第６条 利用者が、資料の館外貸出を希望するときは、所定の手続きを行なわなければならない。 

第７条 資料の貸出冊数は 10 冊。貸出期間は一ヶ月以内の、図書館長が指定した期間とする。 

２ 館長が、特に許可した者については、別に定める。 

第８条 本学の専任教員は、当該教員に配分された研究費または公費により取得した資料を教育・研究上長期

にわたり利用する場合は、所定の手続きにより特別に長期利用することができる。 

２    学生などが教員の貸し出し資料の閲覧を希望する場合は、教員の同意を得て学生などに貸し出しす

ることができる。  

第９条 資料の貸出を希望する場合はデポジット（預かり金）を必要とする。 

２   デポジットの上限は３万円とする。 

第１０条  利用者は、貸出中の資料について貸出の予約をすることができる。ただし、貸出の予約を行った者

が、図書館の指定する日までに貸出を受けない場合は、予約は取り消されたものとみなす。 

第１１条  利用者は、館外貸出を行なった資料を期間内に返却しなければならない。 

２  利用者がその身分を失ったときは、直ちに館外貸出を受けた資料を返却しなければならない。 

第１２条  利用者は、貸出期間を超えて引き続き貸出を希望する場合は、所定の手続きをしなければならない。

ただし、当該資料に予約がかかっている場合には、返却しなければならない。 

第１３条  利用者は、館外貸出の資料を他人に“又貸し”してはならない。 

第１４条  次の資料は、原則として、館外貸出を行なわない。 

一 参考図書 

二 新聞、雑誌 

三 その他館長が特に指定した資料 
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第１５条  利用者は、教育、研究又は学習のため、学術に係る調査を依頼することができる。 

第１６条  利用者は、教育、研究又は学習に必要な場合は、著作権法に基づいて文献の複写を依頼することが

できる。また、所定の手続きにより、学術情報にかかわるデータベース等の検索を依頼することが出来る。 

２ 料金・手数料などについては別に定める。  

第１７条 利用者は、教育、研究又は学習に必要な文献が学外にある場合、所定の手続きにより、当該文献の複

写その他相互貸借の利用を依頼することが出来る。 

第１８条  利用者は、資料を汚損、破損した場合及び図書館内の設備に損害を加えた場合に対しては、館長が

これを弁償させるほか、場合によっては利用を停止する又は禁止する。 

２ 利用者は、資料を紛失した場合は金銭を持って同一資料代を全額弁償しなければならない。 

第１９条  館長は、利用者が掲示事項その他の係員の指示に違反または従わないときは、図書館の利用を停止 

することができる。 

第２０条  この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が定める。 

第２１条  図書館の利用者は次のことを厳守しなければならない。 

一 談話、音読等他人の妨げとなるような喧騒な行為をしないこと。 

二 印刷物その他物品を販売または配布若しくは掲示しないこと。 

三 会合あるいは集会をしないこと。 

四 所定の場所以外で飲食喫煙をしないこと。 

五 掲示に注意し、館員の指示に従うこと。 

第２２条  貸し出された資料を期限までに返却しない場合は、該当資料が返却されるまで貸出を停止する。 

２ 返却期限日より起算して２ヶ月間返却しない者に対しては、帯出資料の補償を求める。 

３ その他この規定に従わず館内秩序を乱した者に対しては、直ちに退館を命じ、または図書館利用を禁止す

る。 

附 則 

この規程は平成１６年７月２１日から施行する。 
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八洲学園大学単位の互換に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、八洲学園大学学則（以下「学則」という。）第３２条の規定に基づき他の大学（短期大学

を含む。）（以下「他の大学等」という。）の授業科目を履修しようとする学生（以下「派遣学生」という。）

並びに他の大学等の学生で学則第１１条第５号の規定に基づき、八洲学園大学（以下「本学」という。）の

授業科目を履修する者（以下「特別聴講学生」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（他の大学等との協議） 

第２条 学則第３２条の規定に基づき本学が行う他の大学との協議は、次に掲げる事項について、あらかじめ

教授会の議を経て行うものとする。 

一   履修できる授業科目、開講期間及びその単位数 

  二   対象となる学生数 

  三   単位の認定方法 

  四   授業料の額 

五   その他必要な事項 

（派遣学生の出願手続） 

第３条  派遣学生として他の大学等の授業科目を履修しようとする学生は、所定の期日までに、必要な書類

を添えて学長に願い出なければならない。 

（履修の承認） 

第４条 前条の願い出があったとき学長は、第 2条に規定する協議に基づき、他の大学等において授業科目を

履修することを承認するものとする。 

（単位の認定） 

第５条 派遣学生が他の大学等において修得した単位は、当該他の大学等の学業成績評価及び修得単位の通知

に基づき、学則第３３条に規定する単位数を超えない範囲内で教授会の議を経て本学で修得した単位と見做

すことができる。     

（特別聴講学生の出願手続） 

第６条 特別聴講学生として本学の授業科目を履修しようとする者は、所定の期日までに必要な書類（別紙様

式１）を添えて学長に願い出なければならない。 

（履修の許可） 

第７条 前条の願い出があったとき学長は、第 2条に規定する協議に基づき選考の上、本学の授業科目を履修

することを許可するものとする。 

２   履修を許可された特別聴講学生は、所定の期日までに履修手続を行なわなければならない。 

３   履修手続を完了した者には、所定の特別聴講学生証を交付する。 

（授業料の納付） 

第８条 特別聴講学生は、履修授業科目に係る授業料を納付しなければならない。 

２ 授業料等の額は別表のとおりとし、入学検定料及び入学金は徴収しない。ただし、第２条に定める他の大

学等との協議により授業料の額を別に定めたときは、当該協議により定められた額とする。 

３ 既納の授業料等は、原則として、返還しない。 
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（履修及び単位修得の方法） 

第９条  特別聴講学生の授業科目の履修及び単位修得の方法は、本学正科生の取扱に準ずるものとする。 

（学業成績等の報告） 

第１０条   特別聴講学生が履修を修了したとき学長は、当該学生の学業成績評価及び修得単位について、当該

学生の所属する他の大学等に通知するものとする。 

（履修の取り消し） 

第１１条   この規程に違反した者、若しくは本学教職員の指示に従わない者に対して、学長は履修の許可を取

り消すことができる。 

（その他） 

第１２条   この規程に定めるもののほか、単位互換に関する必要な事項は、教務委員会が定める。 

附 則 

  この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
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別表 

授業料等 金                   額 

授 業 料 等 

(１単位当たり） 

及び I T 管理料 

 

 

 

 

授業料                    ５，０００円 

課題添削料   メディア使用             ０円 

        所定用紙使用         １，０００円 

科目修得試験料 教室試験（所定用紙使用）   １，０００円 

        論文試験  メディア使用   １，０００円 

        所定用紙使用         ２，０００円 

スクーリング受講料（最終試験料を含む。）    ７，５００円 

I T管理料（単位数に関係なく、１学期あたり） １２，０００円 

１ 課題添削料は、所定用紙使用を選択した者から徴収し、メディア使用を選択した者から徴収しない。 

２ 科目修得試験料は、試験を行う場所・方法により、定額を徴収する。 

３ I T管理料は、課題添削、論文試験に関しメディア使用を選択した者から徴収する。 
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（様式１）        平成  年度特別聴講学生出願票 

 

八洲学園大学長 殿 

 

  特別聴講学生として、下記の科目を受講致したく出願いたします。 

 

学籍番号  性   別 男・女 

 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

氏   名  

                               印 

生年月日    年    月   日生 

        （      歳）

現住所 〒     － 

 

電話番号       － （        ） － 

 

所属大学 

 

大    学 

短期大学         

 

 

出 

 

願 

 

者 

学部・学科  学   年 ※ 

 

受入れ大学 

 

 

   八洲学園大学 

科目名 単位 開講学期 教員名 備考 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

出 

 

願 

 

先 

 

 

 

 

 

受講科目 

     

 

 

出願理由 

 

（所属大学にて記入してください） 

上記学生を貴学の特別聴講学生として、出願することを認めます。 

                    平成    年    月     日  

                                                  学長                        印 

 

※ 受講年度の学年を記入してください。 
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八洲学園大学学生規程 

 

第１条 八洲学園大学（以下「本学」という。）の学生（正科生、科目等履修生及び特修生をいう。以下

同じ。）の身分等の取扱い及び学生の団体に関しては、この規程の定めるところによる。 
第２条 学生は、学生証又は登録証を常に所持するとともに、本学関係者から請求があったときは、これ

を提示しなければならない。 
２  学生証又は登録証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

３  学生証又は登録証を所持しない者は、附属図書館等本学施設の使用及び期末試験等の受験を認めない。 

４ 学生証及び登録証の有効期限は、正科生は４年間、科目等履修生及び特修生は１年間とし、有効期限を経

過したものは、更新する。 

５  学生証又は登録証を紛失したときは、すみやかに学生証（登録証）再発行願（別紙様式１）を教務課教務

係に提出し、再交付を受けなければならない。 

６  卒業、修了、退学等により学生の身分を失ったときは、直ちに学生証又は登録証を教務課教務係に返還し

なければならない。 

第３条 正科生が所属課程の変更を希望するときは、所属課程変更願（別紙様式２）を教務課教務係に提

出し、その許可を受けなければならない。 

第４条 学生又は正・副保証人の住所、電話番号、国籍、本籍、氏名等に変更があったときは、すみやか

に住所等変更届（別紙様式３）を教務課教務係に提出するものとする。 

第５条 学生が休学、復学又は退学しようとするときは、正保証人と連署の上、休学届、復学届又は退学

届（別紙様式４から６まで）を教務課教務係に提出するものとする。 

第６条 学生が留学しようとするときは、正保証人と連署の上、留学願（別紙様式７）を教務課教務係に

提出し、その許可を受けなければならない。 

第７条 学生が学内において学生団体を設立しようとするときは、学生団体設立願（別紙様式８）を教務

課学生係に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当該団体の責任者は、正科

生とする。 

２ 前項により設立された学生団体の団体名、団体の目的、事業の概要及び役員名等を変更しようとするとき

は、学生団体変更届（別紙様式９）を教務課学生係に提出するものとする。 

３ 学生団体を解散しようとするときは、学生団体解散届（別紙様式１０）を教務課学生係に提出するものと

する。 

第８条 学生又は学生団体は、本学の教育、研究を妨げてはならず、また、本学の名誉を傷つける行為を

行ってはならない。 

第９条 学生団体が次の各号の一に該当すると認めたとき学長は、当該団体の活動の停止又は解散を命ず

ることがある。 

一 前条の規定に違反したとき。 

  二  学則その他本学の規程類に反する行為を行ったとき。 

  三  学生団体の活動中に事故が発生するなど団体の運営が不適切と認められるとき。 

  四  学生団体の構成員が不祥事に関係し、それが当該団体の活動と密接な関連があったとき。 

第１０条  学生又は学生団体が学修等のため、本学の施設を使用しようとするときは、所定の期日までに施設



222 

使用願（別紙様式１１）を教務課学生係に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 本学の施設を使用する者は、使用許可の条件を遵守しなければならない。 

３ 施設の使用者がこの規程に違反したとき学長は、当該施設の使用の中止を命ずることがある。 

４ 施設の使用者が故意又は過失により施設、設備又は備品を減失又は毀損したときは、その損害を弁償する

ものとする。 

第１１条   学生又は学生団体は、所定の期日までに募金等願（別紙様式 1２）を教務課学生係に提出して

その許可を受け、学内において募金等金銭の収受を伴う行為を行い、又は署名を求めることができる。 

２  第 1０条第２項の規定は、前項の行為について準用する。 

第１２条   学生又は学生の団体が学内において文書、ポスター等（以下「文書等」という。）を掲示しよ

うとするときは、文書等掲示願（別紙様式 1３）に掲示しようとする文書等を添えて教務課学生係に提

出し、その許可を受けなければならない。 

２ 文書等には、当該文書等の掲示に係る責任者の氏名を明示するものとする。 

３  第１項の規定により掲示の許可を受けた文書等には、掲示承認印を押印する。 

第１３条   掲示しようとする文書等が次の各号の一に該当するときは、掲示を許可しない。 

   一  特定の個人又は団体等の名誉を傷つけると認められるもの 

 二  虚偽の事実を記載したもの 

   三  内容、表示が品位を欠くと認められるもの 

   四  第８条に違反する活動を目的とするもの 

第１４条   文書等は、別に指定する学生用掲示板に掲示するものとする。ただし、特に許可したものにつ

いてはこの限りでない。 

２  掲示の期間は３週間以内とし、この期間を経過した文書等は、当該文書等の掲示に係る責任者が直ちに撤

去するものとする。 

第１５条   第１２条第１項及び第１３条に違反して掲示された文書等は、当該文書等が掲示された場所の

管理者が撤去する。 

第１６条   学生又は学生の団体は、第１３条各号の一に該当する文書、物品等を学内において配布しては

ならない。 

２  第１５条の規定は、文書等の配布について準用する。 

附  則 

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定は、当分の間、科目等履修生及び特修生に適用しない。 
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印

 

 様式１

平成        年        月       日

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

学 生 証 （ 登 録 証 ） 再 発 行 願

氏            名

学  生  番  号

（注）１．汚損等による使用不能のため再発行を願い出るときは、使用不能となった

事                          由  （ 詳 細 に ）

     下記の理由により学生証（登録証）の再発行をお願いします。

記

       学生証（登録証）を添付すること。
      ２．再発行を受けた後、紛失、盗難等に係る学生証（登録証）が見つかった
       ときは直ちに返還すること。

学生の種類
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印

 

学 生 番 号

氏 名

所 属 課 程 変 更 願

 様式２

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

平成        年        月       日

記

     下記のとおり所属課程を変更したいので、許可下さるようお願いします。

変 更 理 由

現 在 の 所 属 課 程

平成          年度          学期から

所属を希望する課程

変 更 希 望 時 期
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印

印

現 〒

変 住 都道 市区

更 所 府県 郡町

前 電 － －

話 － －

現 〒

変 住 都道 市区

更 所 府県 郡町

後 電 － －

話 － －

・学生本人の氏名変更の場合、届人の氏名は旧氏名とし、併せて学生証（登録証）再発行の手続も

  行ってください。
・ 正又は副保証人の氏名変更の場合、正又は副保証人氏名欄は、旧氏名とすること。

学   生  番   号

氏                名

学  生  の  種  類

正又は副保証人氏名

勤務先      内線（              ）

 様式３

平成        年        月       日

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

住  所  等  変  更  届

下記のとおり私（正保証人、副保証人）の住所等を変更しましたので、お届けします。

記

自宅・呼出

変  更  し  た  年  月  日 平成        年        月        日

自宅・呼出

勤務先      内線（              ）

国  籍 本  籍 変更後変更後

  備考（変更事由等）：

カタカナ記入（姓と名の間は１コマあけ、濁点は１コマとして使用）

漢字等記入（姓と名の間は１コマあける）
氏  名 変更後
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印

印

 

期
間

 様式４

平成        年        月       日

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

休        学        届

学  生  番  号

学生の種類

氏 名

正  保  証  人

     下記理由により休学いたしますので、お届けします。

記

事                          由  （ 詳 細 に ）

平成        年度         学期  ～         年度        学期
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印

印

 

     下記より復学いたしますので、お届けします。

    記

学  生  番  号

学生の種類

氏 名

正  保  証  人

 様式５

平成        年        月       日

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

復    学    届

平成          年度          学期から

平成    年度    学期～   年度    学期

復    学    時    期

休    学    期   間
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印

印

 

 様式６

平成        年        月       日

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

退    学    届

     下記の理由により退学いたしますので、お届けします。

記

学  生  番  号

学生の種類

氏 名

正  保  証  人

事                          由  （ 詳 細 に ）

退  学  時  期 平成              年度             学期末
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印

印

 

正  保  証  人

（注）受入れ大学の承諾書及び留学の募集要項（翻訳文付）を添付すること。

 様式７

平成        年        月       日

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

留      学      願

学  生  番  号

学生の種類

氏 名

     下記のとおり留学したいので、許可下さるようお願いします。

記

留 学 目 的

平成     年     月     日 ～     年     月     日

受 入 れ 大 学 名

及 び 所 在 地

留 学 期 間 中 の

連 絡 先

期 間
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印

設 立（予定）

年   月   日

（注） 団体の規約、構成員名簿を添付すること。

役   員   名

団体の目的

平成           年           月           日

責任学生番号

氏 名

平成        年         月        日

記

構 成 員 数

 様式８

住 所

連絡先（TEL)

学 生 団 体 設 立 願

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

団   体   名

事業の概要

人

下記のとおり学生団体を設立したいので、許可下さるようお願いします。
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責任学生番号

氏             名 印

住             所

連 絡 先（TEL)

    添付すること。

事 業 の 概 要

役 員 名

変 更 年 月 日

 様式９

変更後

団 体 名

団 体 の 目 的

平成        年        月       日

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

学 生 団 体 変 更 願

（注） 団体の規約、構成員名簿の変更を伴う場合は、変更後の規約、名簿を

平成         年        月        日

     下記のとおり、学生団体を変更したいので、許可下さるようお願いします。

記

変更前
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責任学生番号

氏             名 印

住             所

連 絡 先（TEL)

    添付すること。

事 業 の 概 要

役 員 名

変 更 年 月 日

 様式９

変更後

団 体 名

団 体 の 目 的

平成        年        月       日

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

学 生 団 体 変 更 願

（注） 団体の規約、構成員名簿の変更を伴う場合は、変更後の規約、名簿を

平成         年        月        日

     下記のとおり、学生団体を変更したいので、許可下さるようお願いします。

記

変更前
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印

連絡先（TEL)

学 生 団 体 解 散 届

 様式１０

平成        年        月       日

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

団 体 名

責任学生番号

氏 名

住 所

解 散 年 月 日

解  散  理  由

平成              年            月             日

     下記のとおり学生団体を解散しますので、お届けします。

記
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印

 

連絡先（TEL)

施  設  使  用  願

 様式１１

平成        年        月       日

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

施    設    名

使  用  目  的

団 体 名

     下記のとおり施設を使用したいので、許可下さいますようお願いします。

記

責任学生番号

氏 名

住 所

日            時 平成    年    月    日（     曜日）    時    分～    時    分

人           数       人

       人）（  うち部外者

（注）  １．願い出の時期は、使用予定日の前日（前日が休日の場合は前々日。）
          までとする。
   ２．使用時間を厳守すること。
   ３．火災予防、設備・備品の保全に留意し、使用後は施設を原状に復すること。
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印

 

住 所

連絡先（TEL)

 様式１２

平成        年        月       日

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

募    金    等    願

  ２．募金、販売の場合は、終了後速やかに収支報告書を提出すること。

人

団 体 名

     下記のとおり　販売　　を行いたいので、許可下さるようお願いします。
                              署名

記

    募金

責任学生番号

氏 名

場 所

人 数

（注）  １．願い出の時期は、募金等を行う５日前（休日は期間に算入しない。）
          までとする。

平成    年    月    日（     曜日）    時    分～    時    分

目 的 ・ 内 容

日 時
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印

 

 様式１３

平成        年        月       日

     八 洲 学 園 大 学 長 殿

文  書  等  掲  示   願

団 体 名

     下記のとおり文書等を掲示したいので、許可下さるようお願いします。

責任学生番号

氏 名

住 所

連絡先（TEL)

記

期             間 平成     年     月     日   ～     年      月      日

掲 示 責 任 者

場             所

（注）  １．掲示しようとする文書等を添付すること。

        ２．掲示責任者は、掲示期間経過後直ちに文書等を撤去すること。

  ３．掲示期間は、３週間以内とすること。
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八洲学園大学学生相談センター規程 

 

第１条 八洲学園大学（以下、「本学」という。）に、学生相談センターを置く。 

第２条 学生相談センター（以下、「センター」という。）は、本学学生の学生生活等における諸問題について

学生からの相談に応じるとともに、助言を行うことを目的とする。 

第３条 センターは、次の業務を行う。 

 一 学生の修学上の諸問題について相談に応じること。 

 二 相談業務に関わる資料の収集及び保存 

 三 その他学生相談に必要な事項 

第４条 センターは、次の者で組織する。 

 一 センター長 

 二 センター員 

２ センター長は、学部長をもって充てる。 

３ センター員は、本学専任教員の中から学長が指名する者とする。 

第５条 前条第３号のセンター員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

第６条 センターの業務を処理するに当たっては、個人の秘密は厳守されなければならない。 

第７条 センターの管理運営については、本学学生委員会の定めるところによる。 

第８条 センターの事務は、教務課において処理する。 

  附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
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八洲学園大学における学生の課外活動に関する要項 

 

（目的） 

第１ この要項は学生規程に基づいて学生の課外活動に関する細目を定めるものである。本学における課外教

育活動を振興し、その円滑な発展に資するため、学生団体の組織の基準を定め、適正な援助を行うとともに、

課外教育活動に関し学生の意向を反映させることを目的とする。 

（学生団体の認定） 

第２ 八洲学園大学学生規程第７条に基づき設立された団体（以下「学生団体」という。）は、次の各号に該当

する場合は、学生団体として認定を受けることができる。 

 一 本学の教育目的に沿うものであること。 

 二 本学の学生を組織の対象とすること。 

 三 課外活動を目的として組織すること。 

 四 計画的、かつ、日常的に運営すること。 

  五 顧問が活動についてその指導助言を行うこと。 

第３ 前項の認定は、学期ごとに学生団体の申請を受け、学長が学生委員会の審議に基づき行うものとする。 

（認定の効果） 

第４ 学生団体には、本学の施設設備の使用等について、便宜を供与するものとする。 

第５ 学生団体には、本学の名称を冠して使用したり、学外の団体に加入したりすることについて、これを認

めるものとする。 

（認定の解除） 

第６ 学生規程第９条に基づき、学生団体が上記第２の各号に該当しなくなったときは、学長は、当該認定を

解除することができる。 

第７ 学長は、前項の解除をしようとするときは、あらかじめ学生団体の意見を聞くものとする。 

（改正） 

第８ この要項の改正は、学生委員会及び教授会の議を経て行う。 

（補足） 

第９ この要項の実施に関する事務は、教務課学生係及び学生委員会において処理する。 

 

  この要項は、平成 17年４月１日から実施する。 
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修業年限の通算期間に関する規程 

 

第１条 この規程は、八洲学園大学学則（以下「学則」という。）第１１条第３項に規定する科目等履修生が、

正科生として入学した場合の修業年限に通算することができる期間に関し、必要な事項を定めることを目的

とする。 

第２条 修業年限に通算することができる期間は、次の各号に掲げる修得単位数及び当該単位の修得に要した

期間の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 

  一  ３１単位以上修得し、かつ、単位の修得に要した期間が１年以上   １年 

  二  ６２単位以上修得し、かつ、単位の修得に要した期間が２年以上   ２年 

２  前項の単位の修得に要した期間には、他の大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校専門課程の学生で

あった期間及び入学資格を有しない期間は含まないものとする。 

附 則 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 
 



240 

八洲学園大学再入学、編入学及び転入学に関する規程 

 

 

第１条 この規程は、八洲学園大学学則（以下「学則」という。）第２２条に規定する再入学、編入学及び転入

学に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

第２条  再入学、編入学及び転入学は、再入学、編入学及び転入学する学年の定員に余裕があるときに許可す

るものとする。 

第３条 本学に編入学又は転入学する者は、別表１の第１欄の区分に応じ、同表第２欄に定める相当年次に編・

転入学する。 

第４条 編入学又は転入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位については、個別に審査

のうえ、編入学又は転入学相当年次に応じて別表２に定める授業科目及び単位数を認定することができる。 

２  前項の場合において、専修学校専門課程修了者の既に履修した授業科目については、専修学校設置基準（昭

和５１年文部省令第２号）第１６条の規定により専修学校が定める授業時数をもって１単位に換算するもの

とする。 

第５条 本学を中途退学し、再入学を許可された者の以前に在学した年数は、本学の在学年数として認定する。

ただし、４年以上在学した場合の在学年数については、再入学時において４年在学として扱う。 

２ 再入学を許可された者の既に履修した授業科目及びその単位については、審査のうえ、その全部を認定す

ることができる。 

第６条 本学を卒業し再入学を許可された者は、卒業した課程以外の課程の３年次に入学する。 

 

      附  則 

  この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
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別表１ 

第  ２  欄 第          １          欄 

編・転入 

相当年次 

在学すべき年数 

大学（外国の大学を含む。）に１年以上２年 

未満在学した者 

２年相当 ３年以上 

大学（海外の大学を含む。）に２年以上在学 

した者（卒業を含む。） 

 

短期大学（外国の短期大学を含む。）を卒業 

した者 

 

高等専門学校（外国の高等専門学校を含む。）

を卒業した者 

 

旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭 

養成所を卒業した者 

 

専修学校の専門課程（第２条各号に該当する課

程に限る。）を修了した者 

 

 

 

 

 

 

 

３年相当 

 

 

 

 

 

 

 

２年以上 
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別表２  編入学者及び転入学者の既修得単位の認定 

第２年次相当転入学 

 

第３年次相当編入学 

 

区分 卒業所要 

単位数 

本学入学前に修得したもの

とみなす単位数 

本学入学前に修得したものとみなす

単位数 

共通基礎 

教育科目 

 

２０ 

 

１４ 

 

１４ 

基幹科目 ８   

共通専門 

教育科目 

 

１０ 

 

１０ 

 

１０ 

専門科目  

４６ 

  

 

関連科目（所属す

る課程の専門科目

に関連する科目。

共通専門教育科

目、基幹科目及び

専門科目から選択

履修） 

 

 

 

 

 

 

２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４ 

自由選択科目（生

涯学習学部の開設

科目から選択履

修。ただし、履修

規程別表第１資格

科目（学校図書館

司書教諭資格関

係）を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

 

合計 

１２４ 

（３０） 

３０ 

（６） 

６０ 

（１２） 

 

（  ）は面接授業の単位数で内数である。 
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単位認定基準 

 

1. この基準は、他の教育施設で修得した単位を、本学の卒業所要単位に充当するために認定する際の基準を

定めたものである。 

2. 単位認定の対象となる教育施設は次のとおりとし、１年以上在学したものについて単位を認定する。 

 ① 大学（外国の大学を含む） 

 ② 短期大学（外国の短期大学を含む） 

 ③ 高等専門学校 

 ④ 総授業時数が１７００時間以上で修業年限２年以上の専修学校の専門課程（以下「専修学校専門課程」

という。） 

3. 単位認定の対象となるものは、上記の教育施設において修得した単位とし、合わせて６０単位を上限とする。 

4. 単位認定は、学生等の申請に基づき次により行うものとし、既修得単位数による認定単位数の詳細は以下の

とおり。 

既修得単位数が 60 単位以上の場合は、「再入学、編入学及び転入学に関する規程」3 年次相当編入学の単

位数を準用。（別表１） 

既修得単位数が 60 単位未満 30 単位以上の場合は、「再入学、編入学及び転入学に関する規程」2年次相当

転入学の単位数を準用。（別表２） 

既修得単位数が 30 単位以下の場合は、別に定める。（別表３） 

 

既修得単位数が 60 単位以上（別表１） 

区分 卒業要件 
3 年次相当編入学 

本学入学前に修得したとみなす単位数 

共通基礎教育科目 20 14 

基幹科目 8   

共通専門教育科目 10 10 

専門科目 46   

関連科目 28 24 

自由選択科目 12 12 

 計 124(30) 60(12) 
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既修得単位数が 60 単位未満 30 単位以上（別表２） 

区分 卒業要件 
2 年次相当転入学 

本学入学前に修得したとみなす単位数 

共通基礎教育科目 20 14 

基幹科目 8   

共通専門教育科目 10 10 

専門科目 46   

関連科目 28   

自由選択科目 12 6 

 計 124(30) 30(6) 

 

既修得単位数が 30 単位以下（別表３） 

既修得単位数 30 28 26 24 22 20 18 16

  本学入学前に修得したとみなす単位数 

共通基礎教育科目 14 14 14 12 10 10 8 8

基幹科目    

共通専門教育科目 10 8 8 8 8 6 6 6

専門科目    

関連科目    

自由選択科目 6 6 4 4 4 4 4 2

 計 30(6） 28(4) 26(4) 24(4) 22(4) 20(4) 18(2) 16(2)

    

既修得単位数 14 12 10 8 6 4 2 

  本学入学前に修得したとみなす単位数 

共通基礎教育科目 6 6 6 4 4 2 2 

基幹科目    

共通専門教育科目 6 4 2 2 2 2  

専門科目    

関連科目    

自由選択科目 2 2 2 2  

 計 14(2) 12(2) 10(2) 8(0) 6(0) 4(0) 2(0) 

 

5. 単位の認定は編入学受け入れ開始と同様に平成 18 年 4 月以降とするが、平成 16 年度・17 年度入学者につ

いては、学生の学習計画に支障をきたさないよう予備認定単位数を入学時に通知する。 
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内規 

 

１．単位認定は教務委員会の所掌事項とする。 

２．編入学受入開始前の特別措置として、平成 16 年度・17 年度に正科生・科目等履修生となった者が平成 18

年度編入学を希望する場合、他の教育施設で修得し本学で認定された単位に加えて平成 16 年度・17 年度中

に本学で修得したすべての単位を認定する。 

３．審査の手順は以下のとおり 

（１）事務局にて認定可能な学校種、学部、学科、課程等に該当するかを確認する。（専門学校の専門士、海外

の大学はアクレディテーションを受けているか等） 

（２）成績証明書の内容から、本学の学習と同等のものとして認定できる科目の単位に○を付ける。 

（３）○をつけた単位数の合計が認定単位数となる。 

   原則として既修得単位数が 60 単位以上は 60 単位、60 単位未満 30 単位以上は 30 単位 

   30 単位以下は、既修得単位数を超えない単位を上限に 2単位刻みで 2～28 単位 

（４）確認者は証明書に確認日・単位数を朱書きの上、押印 

（５）審査により、認定単位数を決定し学生に通知可能。（課程長からのお知らせとしてメッセージにて通知） 

（６）予備審査終了後、事務担当者が日付分をまとめて「既修得科目の本学単位認定確認書」を添付し教務委

員長に回付する。教務委員長より学長・学部長・両課程長に事後承認印を受ける。承認済みの書類は事

務局長確認後、事務局で保管する。 

 

※ 今後、それぞれの区分において該当する代替科目をおくことを検討する。 
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八洲学園大学特修生規程 

 

第１条  八洲学園大学（以下「本学」という。）の特修生については、本学学則に定めるもののほか、この規

程に定めるところによる。 

第２条  特修生を志願する者に対しては、本学の授業を理解できるかどうかを判定するため、作文を課すも

のとする。 

第３条 本学教授会は、前条の作文と本学学則第１８条の書類を審査し、入学者を決定する。 

第４条 特修生は、本学正科生としての入学資格を取得しようとする者と入学資格の取得を目的としないで入

学する者に分ける。 

第５条 本学正科生としての入学資格を取得しようとする特修生は、在学中に次に掲げる授業科目から８科目

１６単位以上を修得しなければならない。 

授 業 科 目 名 単 位 数 

保育園・幼稚園教育と家庭教育概論    ２ 

乳幼児のしつけ（演習）    ２ 

小学校道徳教育と家庭教育    ２ 

ケーススタディ１（演習）「幼児の体罰と虐待」    ２ 

ケーススタディ５（演習）「中学生＜きれる＞の要因分析」    ２ 

文学に表れた家庭・家族１（演習）（日本）    ２ 

発達特性と習慣形成（演習）     ２ 

中学校教育と家庭教育概論     ２ 

善悪意識の育成（演習）    ２ 

親子の信頼関係     ２ 

 

第６条 本学正科生としての入学資格取得を目的としない特修生は、本学が開設するどの授業科目でも受講で

きるが、単位は取得できないものとする。ただし、本人からの要求があった場合には、別表の受講証明書を

発行するものとする。 

 

附 則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
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別表 

 

受 講 証 明 書 

 

   様 

 

  あなたは、本学が開設する下記の授業科目を受講したことを証明する。 

     

平成  年  月  日 

 

            八洲学園大学長 高橋 進 ○印 

 

記 

 

授 業 科 目 名 
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試験・レポート等の不正行為に関する規程 

 

(目的) 

第１条 本規程は、不正行為についての事態に対応するための事項を以下のように定める。 

    (１) 調査委員会の設置 

    (２) 調査委員の構成 

    (３) 調査委員会の業務 

    (４) 懲戒 

    (５) 調査委員の任期 

 

(調査委員会の設置) 

第２条 学部長は、教員及び学生から試験・レポート等で不正行為が行われたとの届け出があった場合、学則

第４３条に基づき調査委員会を設置する。 

 

(調査委員の構成) 

第３条 調査委員会は、学部長の指示により、学生委員会・教務委員会を中心とし、その他、必要な人員をも

って構成するものとする。 

 

(調査委員会の業務) 

第４条 調査委員会は不正行為の有無を調査し、不正行為があった場合は相応の罰則を検討して、結果を本学

運営委員会、及び教授会に報告する。 

２．調査の手順、罰則については、別に細則を定めるものとする。 

 

(懲戒) 

第５条 学長は、不正行為を行った学生に対して、適正な措置をとる。 

 

(調査委員の任期) 

第６条 調査委員の任期は、当該案件を調査・検討し、結果を本学運営委員会、及び教授会に報告し、結果が

了承されることによって終了するものとする。 

         

附 則 この規程は、平成１８年 ２月１５日から施行する。 
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試験・レポート等の不正行為調査委員会についての細則 

 

(目的) 

第１条 本細則は、試験・レポート等の不正行為について調査・検討するための調査委員会の業務に関する事

項を以下のように定める。 

      (１) 不正行為の内容 

     (２) 調査の手順 

     (３) 罰則 

 (４) 調査・検討の観点 

 

(不正行為の内容) 

第２条 不正行為とは以下の行為をいう。 

(１)不正に作成されたレポートを提出する行為 

     例①知人や友人などによって作成されたレポートを提出する行為 

     例②データーベースやウェブサイトの文章を自己のものと偽って提出する場合 

     例③故意に剽窃・盗作したレポートを提出する場合 

     例④他人と共同して作成したレポートを自己のものと偽って提出する場合。 

     例⑤その他、担当教員が明らかに不正とみなしたもの。 

(２)科目修得試験等における不正行為 

     例①第三者が本人になりすました受験。 

     例②機器の不具合を偽って報告し、故意に当該試験の機会をあらたに得ようとする行為。 

     例③その他、担当教員が明らかに不正とみなしたもの。 

 

(調査の手順) 

第３条 不正行為の有無の調査は以下の手順で行い、結果を報告する。 

  (１)担当教員に、学生から提出されたレポートとそれに対する意見書、及びそれを裏付ける資料の提出を求め

る。 

(２)学生に、担当教員から調査委員会への報告があったことを知らせ、そのことについての意見書、及びそれ

を裏付ける資料の提出を求める。 

(３)担当教員と学生の双方の意見書や資料をもとにして調査を行う。また、必要に応じて直接事情を聴取する。 

(４)この調査に関することは外部に漏らさない。報告に用いた資料は回収する。 

 

(罰則) 

第４条 不正行為の場合、教育的な配慮をもって、以下の罰則の中から適正な罰則を検討し、報告する。 

(１)反省文を提出させる。 

(２)当該科目の本学期での単位履修は不可とする。 
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(３)健全な学習態度に復帰することが可能と判断した場合、学生がその科目の再履修を希望すれば次学期より

履修を認める。 

(４)重大な故意によるものと判断した場合、その程度に応じて教育的措置をとる。学長訓告。次学期、当該科

目の再履修を認めない。当該学期の履修科目全て不可。次学期全ての教科の履修を認めない等。 

 

(調査・検討の観点) 

第５条 調査・検討の観点は以下の通りとする。 

(１)不正行為かどうか  

(２)不正行為の場合  

①指導できる許容範囲にある行為か、社会通念からも教育の場を逸脱している悪質な行為か   

②程度は軽度の過失によるものか、重大な故意によるものか 

③学生は自らの行為を反省しているか、反省は認められないか 

 

附 則 この細則は、平成１８年２月１５日から施行する。 
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八洲学園大学職業紹介業務運営規程 

（前文） 

第１条 職業安定法第３３条の２に基づいて行う本学の学生及び卒業生に対する無料職業紹介事業の業務運営

は、関係法令並びに通達によるほか、この規程の定めるところによる。 

（業務担当） 

第２条 前条の業務を円滑に運営するため、学長が指名する職業紹介業務担当者(以下「学生支援センター」と

いう。)及び学部長は、それぞれの関係業務を掌理する。 

２ 事務局は、学部との連絡調整及び総括の任にあたる。 

第３条 学長は、学長に代わって前条の業務を処理するため、業務担当者をおくことができる。 

２ 学生支援センター長は、それぞれの関係事務を処理する。 

（求人） 

第４条 本学はいかなる求人の申込みも、これを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、

又は雇用条件が、通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、若しくはその職業が教育課程

にかんがみ、適切でないと認める場合は、その申込みを受理しないことがある。 

（求人の申込み） 

第５条 第５条 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接本学に出頭して、所定の求人票により行うも

のとする。ただし、直接出頭できない場合は、文書又は電話により申込むことができる。 

（雇用条件の明示） 

第６条 前条の求人申込みをする場合は、業務の内容及び賃金、労働時間その他の雇用条件を明示しなければ

ならない。 

（求職） 

第７条 本学は、学生又は卒業生のいかなる求職の申込みも、これを受理する。ただし、その申込みの内容が

法令に違反し、又はその職業が教育課程にかんがみ、適切でないと認める場合は、これを受理しないことが

ある。 

（求職の申込み） 

第８条 求職の申込みは、所定の求職票により行うものとする。 

（臨時的職業の登録） 

第９条 修学の余暇に、日雇又は臨時的な職業に従事することを希望する学生は、前もって登録しておかなけ

ればならない。 

（紹介の原則） 

第１０条  求職者に対しては、その希望と能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に

適合する求職者を紹介するように努めなければならない。 

（紹介の方法） 

第１１条 第１１条 求職者を求人者に紹介する際は、学長又は学部長の紹介状をもって行う。ただし、事務局

で取り扱う臨時的な職業への紹介については、事務局長の紹介状をもって行うことができる。 
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（労働争議に対する不介入） 

第１２条  本学は、労働争議に対して中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事

業所には求職者の紹介を一時中止する。 

（採否結果の通報） 

第１３条  求人者は求職者の紹介を受けたときは、速やかに採否の結果を本学に通報するものとする。 

（秘密の厳守） 

第１４条  業務取扱者は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報はすべて秘密とし、これを関係者以外

に漏らしてはならない。 

（均等待遇） 

第１５条  業務取扱者はすべての利用者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人

種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等を理由として差別的な取扱いをしてはならない。 

（事業報告） 

第１６条  学部長は、別に定める様式により「職業紹介事業状況報告」を翌月１５日まで学長に提出するもの

とする。 

（その他） 

第１７条  この規程に定めるもののほか必要な事項については別に定める。 

 

 

 

附 則 

 

この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 
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八洲学園大学公開講座に関する規程 
 
第１条 この規程は、八洲学園大学学則第４６条の公開講座に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

第２条 公開講座の実施に関する立案は各課程が、調整は運営委員会が行うものとする。 

第３条 学長は、運営委員会、教授会の議を経て公開講座の開設を決定する。 

２ 前項の開設決定に基づき、当該公開講座を立案した課程が実施する。 

第４条 公開講座は、教養や語学に関する講座、職業人の再教育に関する講座等とする。 

２ 前項の公開講座を受講しようとする者は、大学の定める受講料を納入しなければならない。また、納

入された受講料は理由のいかんを問わず返却しない。 

３ 公開講座は、第１項に定めるもののほか、公の機関からの委嘱により特別に開設することがある。た

だし、この公開講座の運営に必要な事項は、公の機関の定めるところによる。 

第５条 公開講座の講師は、原則として本学の専任教員とする。ただし、必要がある場合には本学の非常

勤講師等を当該公開講座の講師に加えることができる。 

第６条 公開講座を受講し、所定の課程を修了した者には、必要に応じ修了証書を授与する。 

２ 前項の修了者のうち教授会が認める公開講座の修了者については、本学が認定・認証する資格を授与

し、又は本学に入学した際には本学の正規の単位として認定することができる。 

第７条 公開講座の受講料は、講座を開設するたび毎に当該公開講座を立案した課程から提出された受講

料案を審査し、運営委員会が定めるものとする。 

２ 前項の受講料は、当該講座を運営するに足るものでなければならない。 

第８条  公開講座の会計は公開講座特別会計とし、大学事務局が管理する。 

２ 大学事務職員は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

附 則 

この規程は、平成１９年１０月１７日から施行する。 
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八洲学園大学就業体験学生受入れ規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、八洲学園大学（以下「本学」という。）が受け入れる他の大学（大学院、短期大学を含む。）の学生

の就業体験に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（インターン生の受入れ） 

第２条 本学は、他の大学からの依頼により、当該大学の就業体験学生をインターン生として受入れることができる。 

 

（申請） 

第３条 受入れを依頼する大学は、｢インターン生受入れ申請書｣（様式１）を本学事務局長に提出するものとする。 

 

（承認） 

第４条 インターン生の受入れを承認した事務局長は、「インターン生受入れ承認書」（様式２）を 依頼者に送付しな

ければならない。 

 

（インターン生の業務） 

第５条 インターン生は、事務局長が指定する場所において、本学事務職員の指導を受けその 業務に従事するもの

とする。 

 

（時期と期間） 

第６条 インターン生の受入れ時期は、原則として７月～８月の間とし、受入れ期間は２週間程度とする。 

 

（実習時間） 

第７条 インターン生が業務に従事する時間は、原則として１日８時間以内、週４０時間を越えないものとする。 

２ 前項の業務に従事する時間帯は、原則として、休日を除く日の事務局長が指定する時間帯とする。 

 

（報酬） 

第８条 インターン生の業務に対しては、報酬を支払わないものとする。 

 

（経費） 

第９条 受入れに係る経費は、原則として徴収しない。ただし、往復旅費、滞在費など本人に係る経費は、インターン

生が負担するものとする。 

 

（規程等の遵守） 

第１０条 インターン生は、本学が定める諸規程等を遵守しなければならない。 
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（災害傷害保険） 

第１１条 インターン生は、災害傷害保険に加入し、加入証の写しを提出するものとする。 

 

（施設、機械等損傷の責任） 

第１２条 インターン生が、業務に従事した期間中に本人の責に帰すべき事由により、本学に損害を与えた場合、本学

は本人又は所属大学に損害賠償を請求することができる。 

 

（傷害等の取扱い） 

第１３条 インターン生が、本学の責任によらないで、傷害等を受けた場合及び他の者に傷害を与えた場合、本学はい

かなる責任も負わないものとする。 

 

（守秘義務） 

第１４条 インターン生は、業務に従事した期間中に本学において知ることができた個人情報等を漏らしてはならない。 

 

（受入れの中止） 

第１５条 事務局長は、本学が定める諸規程を遵守しないなど、インターン生として不適当な行為があった場合には、そ

の受入れを中止することができる。 

 

 （終了報告） 

第１６条 インターン生は、業務の終了時にインターン終了報告書（様式３）を事務局長に提出しなければならない。 

 

 （修了証明書の交付） 

第１７条 事務局長は、業務を修了したインターン生に対して、修了証明書を交付することができる。 

 

（その他） 

第１８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に事務局長が定めるものとする。 

 

   附 則 

  

 この規程は、平成１９年８月１５日から施行し、平成１９年８月１日から適用する。 
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様式１ 

 

インターン生受入れ申請書 

 

                                               平成  年  月  日 

 

八洲学園大学事務局長 殿 

 

                     （申請者） 

                        大学名 

 

                        学部・役職 

 

                        氏 名              印 

                      

   連絡先 電話 

                      

E-mail 

 

 八洲学園大学就業体験学生受入れ規程第３条に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 
 
 
１ インターン生 氏名：                 （性別） 

 

       所属学部等： 

 

         電   話： 

 

２ 受入れ希望期間： 平成  年  月  日（ ）～ 平成  年  月  日（ ） 

 

３ その他の希望事項 

 

 

 

誓約書 

 

 受入れを承認された場合は、八洲学園大学就業体験学生受入れ規程及び諸規程を遵守いたし 

 

ます。 

 

インターン生氏名                印 

 

 

 

（学生傷害保険加入を証明する書類を添付のこと。）
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様式２ 

 

インターン生受入れ承認書 

                           

 

平成  年  月  日 

 

大学      学部 

 

                          殿 

                              

                             八洲学園大学事務局長 

                                                  印 

 

                                                                        

 平成  年  月  日付けで申請のありましたインターン生受入れについて、八洲学園大学就業 

 

体験学生受入れ規程第４条により、下記のとおり承認いたします。 

 

記 

 

１ インターン生 氏名： 

   

所属大学・学部： 

 

２ 受入れ場所 

    

３ 受入れ期間： 平成  年  月  日（ ）～ 平成  年  月  日（ ） 

 

４ その他： 
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様式３ 

平成  年  月  日 

 

就業体験終了報告書 

 

 １．インターン生氏名： 

 

           所属： 

  

 ２．受け入れ期間   平成  年  月  日（ ）～平成  年  月  日（ ） 

 

３．指導員 所属・氏名： 

 

 ４．実習内容と感想 
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八洲学園大学体験入学に関する規程 

 

第１条 この規程は、八洲学園大学（以下、「本学」という。）が実施する体験入学に関し必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

第２条 体験入学とは、本学に志願しようとする者のために本学が指定する授業科目を受講させ、又は正規の授業と

は別に開講する正規の授業のエッセンスを受講させることにより、本学での学習を理解させるために擬似入学させる

ことをいう。 

 

第３条 前条の体験入学は、本学への入学を検討している者を対象とし、次の二つに分類する。 

 一 正科生への入学検討者を対象とする長期体験入学 

 二 正科生、科目等履修生又は特修生への入学検討者を対象とする短期体験入学 

２ 長期体験入学は、スクーリング履修科目について本学学生等と共に１学期間に渡り授業・最終試験等を体験するも

のであり、その体験は、２科目４単位以内の授業とする。 

３ 短期体験入学は、本学が定める期間、本学への志願検討者のみのクラスにおいて授業体験するものとする。 

 

第４条 前条第１項の体験入学受入数は、当該体験入学を実施する課程がその都度定める。 

  

第５条 体験入学に関する広報については、本学ホームページ上に掲示するとともに他の方法により周知する。 

 

第６条 体験入学の企画・実施は、本学の家庭教育課程及び人間開発教育課程において行う。 

 

第７条 体験入学者の受講の許可は、当該体験入学を実施する課程の長が行う。 

 

第８条 体験入学者の受講料等の学費は、無料とする。ただし、授業に必要な教科書代は、体験入学者の負担とす

る。 

 

第９条 体験入学を許可されたものは、本学が指定する本学の学生に関する規程を準用する。 

２ 体験入学者が本学の名誉を傷つけ、又は本学学生等に迷惑を及ぼしたときは、体験入学の許可を取り消す。 

 

第１０条 長期体験入学者が最終試験に合格し、体験入学期間終了後本学正科生として入学したときは、本学学生等

の授業料相当額を納入した場合に限りその単位を認定する。 

 

第１１条 体験入学を実施しようとする課程は、体験入学の種類、体験入学受入数、実施方法などについて運営委員会

の議を経なければならない。 

   附 則 

 この規程は、平成２０年２月２０日から施行する。 
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        平成１９年度臨時教授会議事録 
 
 日   時 平成１９年 ４月４日（木） １４：００～１４：５５ 
場   所 八洲学園大学８階会議室 
出 席 者 水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田、望月、山本（格）、 

渡邉、石井、嚴、小宮、関、秋吉、江田、大石、篠崎、田井、平良、田中、塙 
欠 席 者  髙橋、石田 
オブザーバー 和田、山本（皓一） 
事 務 局 吉田、平林、桑原 
 
定足数の確認  有議決権者２７名のうち２５名の出席で教授会成立 
 
（審議事項） 
１ 平成 19年度春学期第一次第３回合否判定について 
山本入試委員長から、平成 19 年度春学期第一次第３回合否判定（案）について、仮合格者を含め合
格者は学部合計１２４名（家庭教育課程１５名、人間開発教育課程１０９名）であることの説明があり、

審議の結果、承認された。 
各課程の選考内容については、課程長からそれぞれ説明があった。 
仮合格者を含めた第１次の合格者の合計は３７９名（家庭教育課程５９名、人間開発教育課程３２０

名）である。 
          

２ 平成１９年度春学期再入学者について（資料１） 
山本入試委員長から、資料１に掲げた通りの再入学の希望があったため、昨年６月に教授会で承認を

得ている手続きを経て入学を許可したいとの説明があり、承認された。 
 

３ 非常勤講師の採用について（資料２） 
水野学部長から、資料組織演習を担当する松崎博子氏について資料２による説明と高鷲教授からの補

足説明があり、松崎博子氏の採用が承認された。 
 
４ 共同研究費について 
  平良講師から資料３により家庭教育課程の共同研究費について説明があり、承認された。 
 
５ その他 
中田教務委員長から、家庭教育アドバイザーと家庭教育師の関係について今後日本家庭教育学会との

交渉の中で明確にしていきたいとの説明があった。 
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平成１９年度第１回教授会議事録 
 
 日   時 平成１９年 ４月１８日（水） １４：００～１５：５０ 
場   所 八洲学園大学８階会議室 
出 席 者 水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田、望月、山本（格）、 

渡邉、石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、江田、大石、篠崎、田井、平良、田中、塙 
欠 席 者  髙橋 
オブザーバー 和田、山本（皓） 
事 務 局 吉田、平林、桑原 
 
定足数の確認  有議決権者２７名のうち２６名の出席で教授会成立 
 
  議事に先立ち、水野学部長から学長の病状の回復について報告があった。 
 
（審議事項） 
１ 平成 18年度第１２回教授会議事録（案）及び平成１９年度臨時教授会議事録（案）の確認 （資料１） 

このことについて、平成１８年度第１２回教授会議事録（案）の１頁目審議事項２の「各課程におけ

る選考ついて」を「各課程における選考について」に訂正の上、確認した。 
 
２ 平成 19年度春学期第二次第１回、第２回合否判定について 
   山本入試委員長から、仮合格を含む平成１９年度春学期第二次第１回合否判定（案）（事後承認分）計

２３名（家庭教育課程４名、人間開発教育課程１９名）と仮合格を含む平成１９年度春学期第二次第２

回合否判定（案）計６２名（家庭教育課程５名、人間開発教育課程５７名）について説明があり、承認

された。 
このことにより、１９年度春学期の合格者数は仮合格を含め学部合計４５８名、（家庭教育課程６７名、

人間開発教育課程３９１名）となった。 
なお、各課程の選考経過については、課程長からそれぞれ説明があった。 

      
３  退学者（＊＊＊＊ほか４名）について （資料２） 
渡邉学生委員長から資料２により、＊＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊＊の退学につい

て説明があり、承認された。 
なお、年度の表記について、次回から和暦か西暦に統一するとの説明があった。 
 

４ 科目等履修生終了者（＊＊＊＊ほか１５名）について（資料２） 
渡邉学生委員長から資料２により説明があり、必要な科目の履修を終えた１４名の科目等履修生終了

と２名の科目等履修生の退学（＊＊＊＊＊、＊＊＊＊は学修時間をつくれないことによる退学のため、

科目等履修生退学者と表示）を承認した。 
 

５ 休学者（＊＊＊＊ほか１２名）について（資料２） 
渡邉学生委員長から資料２により、正科生の＊＊＊＊ほか７名、科目等履修生の＊＊＊＊ほか４名

の休学について説明があり、承認された。 
 
６ 復学者（＊＊＊＊ほか３名）について（資料２） 
   渡邉学生委員長から資料２により、正科生復学者の＊＊＊＊、＊＊＊＊、科目等履修生復学者の＊＊

＊＊、特修生復学者の＊＊＊＊について説明があり承認された。 
 
７ 学生の所属課程変更（＊＊＊＊、＊＊＊＊＊）について（資料３） 
   渡邉学生委員長から資料３により、＊＊＊＊、＊＊＊＊＊の人間開発教育課程から家庭教育課程への

所属課程変更について説明があり、承認された。 
 
８ カリキュラム編成に伴う諸問題について（資料４） 
   中田教務委員長から資料４により、① これから検討していかなければならない事柄、② ①を検討

する上で確認しておきたい事柄、③ 実務に携わってきた教務として、現段階で提言できる事柄の３点

について詳細の説明があった。 
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９ カリキュラム特別委員会の設置について（資料４－２） 
   水野学部長から、上記８に関連してカリキュラム特別委員会の設置について資料４－２により詳細の

説明があり、承認された。このことにより、上記８に掲げる諸問題も踏まえて審議することとされた。

なお、資料４－２中３）委員会構成員数９を１０に訂正し、その他の次に事務局１を加えることとした。 
 
１０ 同一科目を Tと S両方同時受講した場合の扱いについて 

中田教務委員長から、同一学期に同一科目のテキスト履修科目とスクーリング履修科目が開講された

場合において、学生から希望があった場合は、その同時受講を認め、授業料は両方について徴収するこ

と、成績については評価の良い方とすること、卒業の要件となるスクーリング科目３０単位の中に数え

ることなどについて諮られ、承認された。 
 

１１  平成１９年度年間学事予定並びに月別予定について （資料 ５） 
中田教務委員長から資料５により、学事予定（学事予定詳細を含む。）について詳細の説明があり、承

認された。なお、学事予定詳細に記載されている教授会日程については７月１７日火曜日を 7 月１８日
水曜日に、９月２１日金曜日を１９日水曜にそれぞれ修正することとした。 
また、卒業論文に関する日程については、平良教務委員より別途検討中との補足説明があった。 

 
１２ 八洲学園大学教授会規程等の一部を改正する規程の制定について（資料６） 

吉田事務局長から資料６により、八洲学園大学教授会規程等の一部を改正する規程（案）について、

説明があり承認された。 
なお、教員選考規程の一部改正については、5月の教授会に提案する予定である旨の説明があった。 

 
（報告事項） 
１ 再配信併用授業について  
再配信併用授業を行っている山本（恒）教授、田中講師、浅井教授、小宮准教授から資料７または

口頭により、再配信併用授業について授業の仕方、レポート提出、出欠・遅刻の基準、再配信が遅れ

た場合の措置、学生からの反応、今後の課題などについて詳しい報告があった。なお、これらの授業

は、秋学期に本格的に行われる再配信併用授業のデータを集めるための試行として行われるものであ

る。 
  
 ２ 個別報告書の作成について 
   水野学部長から、４月２５日に行われる自己点検評価委員会で個別報告書の様式が決まり次第連絡

するので、個別報告書を期日までに提出してほしいとの依頼があった。 
 
 ３ 公開講座（韓国語）の開催について（資料８） 
   水野学部長から１９年度春学期の韓国語講座については資料８のとおり嚴准教授担当で行うとの

報告があった。 
      
４ 委員会報告（入試委員会、紀要委員会） 
 （入試委員会） 
山本入試委員長から、４月１１日に第５１回入試委員会が行われ平成１９年度第一次第２回合否判

定案の作成を行ったとの報告があった。 
 

  （紀要委員会 ） 
高鷲紀要委員長から、第３号紀要については９名から寄稿があったこと、初稿が出版社から届い

たら確認と校正をお願いしたいとの依頼があった。 
    
５ 課程会議報告（家庭教育課程、人間開発教育課程） 
  家庭教育課程の石井准教授から、３月２２日、４月８日、４月１１日に行われた課程会議では再配

信授業について、共同研究について、家庭教育アドバイザー認定要件についてなどが話し合われたと

の報告があった。 
  人間開発教育課程の山本課程長から３月２２日と４月４日の課程会議では、カリキュラム改定につ

いて、学生へのメッセージ教室について、１９年度の人間開発教育課程の具体的目標について具体的

に検討したとの報告があった。 
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平成１９年度第２回教授会議事録 
   

日 時 平成１９年 ５月１６日（水） １４時から１５時４０分 
場 所 八洲学園大学８階会議室 
出席者 水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田、望月、山本（格）、渡邉、 

石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、江田、大石、篠崎、田井、平良、田中、塙 
欠席者 髙橋 
オブザーバー 山本（皓） 
 事務局 吉田、奥村、桑原 
 
定足数の確認   定足数２７名のうち２６名出席で教授会成立 
 
議 題 
 （審議事項） 
１ 平成１９年度第１回教授会議事録（案）の確認  （資料１） 
４頁目７行目出版社を印刷所に、９行目４月８日を４月４日へ訂正の上、確認した。 

           
２ 平成１９年度秋学期募集要項及び合否審査・判定日程について（資料２） 
山本入試委員長から資料２により、前回と異なる点を中心に説明があり、承認された。 

 
３ 学生の異動について（資料３） 
  渡邉学生委員長から資料３により、正科生退学者 1名、正科生休学者３名 
 科目等履修生の退学者３名、終了者２２名、休学者８名について説明があり、承認された。なお、科目

等履修生の休学希望者のうちの１名は、特例として２年間の休学を認めることとした。 
 
４ 教員の人事考課について（資料４） 
山本理事長補佐から資料４により、大学教員の人事考課について今までの経緯と問題点、今後の具体

的対策について説明があり、承認された。今後の予定としては、考課項目の設定、９月に人事考課予行、

考課項目を修正した後、来年４月に正式に実施、給与に反映という運びとなる。 
 
５ 課題添削指導員（非常勤講師・中山愛理氏）の採用について（資料５） 
高鷲教授から、採用までの経緯など補足説明があり、承認された。 

  
６ 課題添削指導員（西岡清統氏）の採用について（資料６） 
   高鷲教授から資料６により、５月２２日の授業料納入期限に情報サービス概説の履修生が２００名を

越えた場合には、当該科目の課題添削指導員として採用することが諮られ、承認された。 
 
７ 教員選考規程の一部改正について 
吉田事務局長から資料７により、八洲学園大学教員選考規程の一部を改正する規程について、新旧対

照表に沿って説明があり、承認された。 
 
（報告事項） 
 １ 履行状況報告書の公開について（資料８） 
   吉田事務局長から、完成年度までは履行状況報告書を文部科学省へ提出する必要があるが、この

たびの様式変更により情報提供に関する事項が追加されたので、この部分については、資料８の通

り回答した旨の報告があった。 
   
２ 公開中の自己点検評価書中「教授会議事録」を変更したことについて（資料９） 

吉田事務局長から資料９により、退学者から抗議の電話があったこと 

から、大学 HP 上に公開されている自己点検評価書、教授会議事録中の学生の個人名については米

印表記に変更したとの報告があった。 

 

 ３ 委員会委員の交代と補充について 
   水野学部長から、入試委員会委員のうち、平良講師から生越教授に交代したこと、教務委員会に
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家庭教育課程の石井准教授、人間開発教育課程の高鷲教授が新たに加わったとの報告があった。 
 
４ 委員会報告（入試委員会） 
 （入試委員会） 
  山本入試委員長から第５４回の入試委員会では、平成１９年度秋学期募集要項案及び合否審査・

判定日程案を作成したとの報告があった。 
  
（学生委員会） 

  渡邉学生委員長から、学習のしおりを作成して学生支援センター情報ぺージに掲載したいので、

８月までには作成するとの報告があった。 
 
（紀要委員会） 
高鷲紀要委員長から、今週中に最終稿があがる予定との報告があった。 
 

５ 課程会議報告 
家庭教育課程の石井准教授から、第３回、第４回に行われた家庭教育課程会議では、家庭教育士

と家庭教育アドバイザーについて、家庭教育課程のブログについて、公開講座についてなどが話し

合われたとの報告があった。 
  山本人間開発教育課程長から、課程会議では、１９年度の課程の目標について、教務委員会委員

の追加について、役割分担についてなどが話し合われたとの報告があった。 
 
６ 共同研究報告 
（家庭教育課程） 
平良講師から、５月１２日に行われた家庭教育課程の共同研究会では 
１８名の出席があり、昨年度までの反省を基に今後３年間の具体的な活動計画の策定とより体系的

な家庭教育学の構築を目指すための討論が行われたとの報告があった。なお、１８年度の共同研究

成果報告書についてはすでに配布済みである。 
 
（人間開発教育課程） 
石田講師から、５月３０日に人間開発教育課程の共同研究会を行う予定であるとの報告があった。 

 
７ その他 
１）望月教授から、家庭教育課程の公開講座を資料の通り行うとの報告があった。この公開講座は、

神奈川県からの委託を予定しているが、委託がない場合でも大学独自の講座として行うとのこと

である。 
２）浅井教授及び山本（恒）教授から、「社会人の学びなおしニーズ対応教育推進プログラム」に

応募する旨の報告があった。 
 
 
次回 教授会６月２０日 １４：００から   
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平成１９年度第３回教授会議事録 
   

日 時 平成１９年 ６月２０日（水） １４時から１５時１０分 
場 所 八洲学園大学８階会議室 
 
出席者 水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田、望月、山本（格）、渡邉、 

石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、江田、大石、篠崎、田井、平良、田中、塙 
欠席者 髙橋 

 
オブザーバー 和田理事長、山本（皓）理事長補佐 
 事務局 吉田、奥村、桑原 
 
定足数の確認 定数２７名のうち２６名出席で教授会成立 
 
議 題 
 （審議事項） 
１ 平成１９年度第２回教授会議事録（案）の確認      （資料１） 
１頁１０行目「定足数２７名」を「定数２７名」に、２頁下から４行目「学習のしおり」を「学生生

活のしおり」に、３頁３行目の「家庭教育士」を「家庭教育師」にそれぞれ訂正の上、確認した。 
           
２ 平成１９年度秋学期合否判定マニュアルについて     （資料２） 

山本入試委員長から資料２により、出願資格の審査及び合否判定マニュアルについて、前回と同様に

全員で合否審査にあたることなどの説明があり、承認された。 
 
３ 平成１９年度秋学期入試実施委員の委嘱について     （資料３） 
  山本入試委員長から資料３により、家庭教育課程の入試委員は平良専任講師から生越教授に交代した

こと、入試実施委員は前回と同様に専任教員全員となるなどが諮られ、承認された。 
 
４ 学生の異動について        （資料４） 
渡邉学生委員長から資料４により、正科生退学者７名、正科生休学者６名科目等履修生の退学者３名、

科目等履修生終了者７名、科目等履修生休学者８名、特修生退学者１名、特修生休学者１名について詳

細の説明があり、承認された。 
  なお、同委員長から、現学生番号は一連番号になっているが、入学年度、学生の種類などが分るよう

にする方が良いのではとの提案があった。 
 
５ 科目代替について        （資料５） 
山本課程長と吉田事務局長から資料５により、平成１７年８月の教授会で承認されている財団法

人実務教育研究所の文部科学省認定社会通信教育「生涯学習指導者養成講座生涯学習ボランティア

コース」を修了している場合、申請すれば「生涯学習論１ ２単位」「生涯学習論２ ２単位」又

は「生涯学習論Ｂ１ ２単位」、「生涯学習論Ｂ２ ２単位」のどちらか２科目４単位に認定できる

ことについての事務の取り扱いは、資料５の通りとするとの説明があり、承認された。 
なお、このことに関連し、科目修得認証や学習コースについても事務手続きを定めたほうが良い

のではとの意見があり、運営委員会で審議することとした。 
 
６ 卒業見込み証明書（システム化）について 
中田教務委員長から、卒業時期が迫ってきたので、７月には卒業の意思について調査すること、一定

の条件（今後、教務委員会で詰める。）を満たす正科生については卒業見込証明書を発行すること、同

証明書の発行を急いでいる学生には、さしあたり３年以上在学し、１００単位修得を目安として発行す

ることが諮られ、承認された。 
 
７ 卒論ガイダンス日程について 
中田教務委員長から、秋学期から卒業論文を履修する学生のためのガイダンスを 8 月 1 日に行うこ

とが諮られ、承認された。 
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８ 学長事務代理の設置について 
水野学部長から、前日の運営委員会で学長事務代理の設置について審議され、運営委員会が、学

長の事故のため学長事務代理を置く必要性を認めたときは、運営委員会の議を経て理事長が発令す

こと、大学は事前に学長事務代理者を理事会に届けて置くこと、学長事務代理者の権限の範囲など

について７月か８月の教授会で成案を示すことなどの説明があり、承認された。 
 
９ 非常勤講師（志村有弘）の採用について      （資料６） 
水野学部長から資料６により、１９年度秋学期から「言語生活と社会」を担当する予定の非常勤講師

候補者について諮られ、承認された。 
 
１０ 大学教員の採用および昇任に係る選考手順の一部を改正する申し合わせの制定について（資料７） 

吉田事務局長から資料７により、選考手順で規定している講師を専任講師に、助教授を准教授へ改訂

したいとの説明があり承認された。 
 

（報告事項） 
１ 文科省履行状況調査について        （資料 ８） 

吉田事務局長から資料８により、６月２９日に平成１９年度設置計画履行状況実地調査が行われるとの

報告があった。 
 
２ 委員会報告 
（入試委員会）         （資料 ９） 
山本入試委員長から資料９により、07 年度の入学者は学部合計で対前年比約１００名の増加であった

ことなどの報告があった。 
（教務委員会）         （資料１０） 
中田教務委員長から資料１０により、休講の際には代替措置を決めた上で休講申出書の提出をお願いし

たいとの報告があった。 
（学生委員会） 
渡邉学生委員長から、学生生活のしおりを作成中であり、8月の教授会に諮る予定であること、学生か

ら学園祭実行委員会（学生団体）を設立したいとの申出があったことなどの報告があった。 
（紀要委員会）         （資料１１） 
高鷲紀要委員長から資料１１により、１８年度の紀要第 3 号が来週には納品されること、第４号は今
年度中に刊行するので原稿は１０月末日までに提出してほしいとの報告があった。 
 
３ 課程会議報告 
（家庭教育課程） 
石井准教授から、第５回から第７回の家庭教育課程会議では、課程ブログ、カリキュラム改編、地域

スポーツ文化インストラクター、神奈川県教育委員会の公開講座についてなどが話し合われたとの報告

があった。 
（人間開発教育課程） 
山本課程長から、5月 16日に行われた課程会議において課程の目標、役割 

分担、短期カレッジ、カリキュラム改定、SBI 大学院大学のことなどについて情報交換と話し合いが
持たれたとの報告があった。 

 
４ 共同研究会報告 
（人間開発教育課程） 

石田専任講師から、５月３０日に人間開発教育課程の共同研究会が行われ、１８年度の成果と反省、

今後開かれる短期カレッジについて話し合われたこと、次回の共同研究会は６月２７日開催の予定である

旨の報告があった。 
 
５ その他 
１８年度自己点検・評価書に関し、水野学部長から、個別報告書未提出者は至急提出されたいこと、高

鷲教授から科目等履修生終了者の就職実績も評価書に掲載するとの報告があった。また、水野学部長から

吉田事務局長が春の叙勲で受章したとの報告があった。 
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平成１９年度第４回教授会議事録 
 

日  時   平成１９年 ７月 １８日（水） １４：００～１５：４５ 

場  所   八洲学園大学８階会議室 

出 席 者   水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田、望月、
山本（格）、渡邉、石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、江田、篠崎、田井、平良、

田中、塙 
欠 席 者  髙橋、大石 
オブザーバー 和田理事長、山本（皓）理事長補佐 
事 務 局 吉田、林、桑原 
定足数の確認  定数２７名のうち２５名出席で教授会成立 
 

議  題 

（審議事項） 

１ 平成１９年度第３回教授会議事録（案）の確認                    （資料 １）  
２頁下から１３行目「８月１日」を「７月２５日」に、同ページ下から９行目「発令すこと」を「発

令すること」に改め、確認した。また前回の議事録に関係して、吉田事務局長から学籍番号の付し方に

ついて、システム設計上今変更することは問題が多いとのことなので、時期を改めて検討を要するとの

説明があった。 
 
２ 学生の異動について                        （資料 ２） 

渡邉学生委員長から資料２により正科生復学者２名、正科生休学者１名、正科生退学者 2 名、科目等
履修生終了者 6名、科目等履修生退学者３名、科目等履修生休学者２名、科目等履修生復学者３名につい
て説明があり、承認された。 

 
３ 学生委員会内規の改定について                   （資料 ３） 
渡邉学生委員長から資料３により、学生が死亡した場合の対応を内規に盛り込んだこと、退学と除籍の

違いなどについて説明があり、承認された。           
                     
４ 就職内定者に係わる推薦状の様式等について             （資料 ４） 

山本（格）就職委員長から資料４により、本学が発行する推薦状の種類、発行枚数と学生との間で交

わす誓約書について説明があり承認された。なお水野学部長から、トラブルがあった場合の運用につい

て文書化しておいたほうが良いのではとの提案があった。 
 
５ １９年度秋学期の時間割について                  （資料 ５） 

中田教務委員長から資料５により、１９年度秋学期の時間割の作成について説明があった後、一部の

教員から、時間割に載っていない科目があること、科目名にミスプリントがあること、授業の関係から

教室を変更して欲しいこと、再配信授業の拡大、同時配信は５教室から行える等について意見・要望が

出され、これら意見等を踏まえ原案を修正し承認した。 
 

６ １９年度秋学期科目修得試験日程について             （資料 ６） 
中田教務委員長から資料６により、科目修得試験日程について説明があった後、試験日の変更、科目

名称の訂正について申し入れがあり、原案修正の上承認した。時間割と同様に訂正箇所が相次いだこと

を受け一部の教員から、課程会議などで確認・調整してから教授会で決定するほうが効率的ではないか

との意見が出された。 
 
７ 卒業予定調査の実施について                   （資料 ７） 

石井教務委員から資料７により、elyのアンケート機能を利用して卒業予定者についてアンケートを行
うこと、その時期は学生支援センター情報ページ更新後に配信予定であることなどの説明があり、承認さ

れた。 
 
８ カリキュラム改定（一次原案）について              （資料 ８） 

望月カリキュラム特別委員長から資料８により、共通基礎教育科目、基幹科目、共通専門教育科目、

専門科目の４つの領域について全体的な見直しを行ったことなど詳細の説明があった。水野学部長から
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幼稚園教諭の資格科目を文部科学省へ申請するにあたり原案をここで一次案として示したことなどの補

足説明があり、その経過報告として承認された。なお、次回のこの議題に関する資料としては別表３を

加えることとした。 
 
９  非常勤講師（山田美幸）の採用について              （資料 ９） 

水野学部長及び高鷲教授から資料９により、１９年度秋学期から「児童サービス論」を担当する非常勤

講師候補者について諮られ、承認された。 
 
１０ 科目修得認証書の様式変更について                （資料 １０） 

中田教務委員長から資料１０により、科目修得認証書の様式を変更することについて説明があり、承

認された。 
 
１１ その他          （資料 １１） 

 中田教務委員長から資料１１により、新潟県中越沖地震で被災した学生への便宜供与について説明が

あり、承認された。 
 

（報告事項） 
１ 科研費の応募について 

水野学部長から、日本学術振興会の２０年度科学研究費補助金の募集が 9月にある予定なので、積
極的に応募してほしいとの要望があった。 

 
２ 委員会報告（入試委員会、学生委員会、広報委員会） 
（入試委員会） 
山本（恒）入試委員長から、学生支援センターと課程間の入学志願者に関する連絡のルールについ

て話し合ったことの報告及び運営委員会と入試委員会との合同審査を行うことについて協力要請が

あった。 
（学生委員会） 
渡邉学生委員長から、学生生活のしおりについて作業を進めていること、情報量が膨大になるので

大学 HPに記載されている内容とリンクを張るなどし、できるだけ簡潔に進めていくとの報告があっ
た。 
（広報委員会） 
沼倉広報委員長から、今後はプロモーションチームが行う広報活動も事前に委員会の了承を得るよ

うにしたこと、７月８日・９日に学遊フェアに参加したこと、非常勤講師の先生方に新しくなったパ

ンフレットの配布を依頼していること、公共施設に依頼しパンフレットを配置してもらうことなどが

報告された。 
  （教務委員会） 
   中田教務委員長から７月２１日に卒論指導ガイダンスを行う予定であること、今回行うアンケート

では卒業希望者の人数を把握するまでに留めることなどの報告があった。 
 
３ 課程会議報告（家庭教育課程、人間開発教育課程） 
  家庭教育課程の石井准教授から、過去４回行われた課程会議では、ファミリーコミュニケーション

公開講座の日程について、家庭教育アドバイザーの学会認定について、幼稚園教諭免許の申請につ

いて、カリキュラム改編についてなどが話し合われたとの報告があった。 
  人間開発教育課程の山本課程長から、第３５回課程会議では、２１世紀ビジョンに基づいた中期計

画について、秋から予定している短期カレッジについて話し合われたとの報告があった。 
   
４ 共同研究報告（人間開発教育課程） 
  石田専任講師から、６月２７日に人間開発教育課程の共同研究会を行ったこと、次回は７月２７日

を予定しているとの報告があった。 
 
５ その他 
・ 石田専任講師から、ely の講師室について研究しているので気づいた点などを知らせてほしいと
の依頼があった。 
・ 浅井教授から５月に、採点の際におけるシステム上の不具合の改善を求めた件について進捗状況
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を知らせてほしいとの質問があり、山本恒夫教授から未だ改善されていないとの説明があった。 
・ 水野学部長から、６月２９日に文部科学省の履行状況実地調査が行われたとの報告があった。ま

たFD研修会の実施が義務付けられることを受け７月２５日に委員会を行いたいとの報告があった。 
・ 田中専任講師から、幼稚園教諭の申請について過日提出したこと、１０月と１１月に審査が行わ

れ、1月に結果が出る予定との報告があった。 
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平成１９年度第５回教授会議事録 

 

日  時   平成１９年 ８月 １５日（水） １４時～１５時５５分 

場  所   八洲学園大学８階会議室 

出 席 者   水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田、山本（格）、
渡邉、石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、大石、篠崎、田井、平良、田中、塙 

欠 席 者  髙橋、、望月、江田 
事 務 局 吉田、林、桑原 
定足数の確認  定数２７名のうち２４名出席で教授会成立 
 

議  題 

（審議事項） 

１ 平成１９年度第４回教授会議事録（案）の確認                    資料 １  
問題ないものとして確認した。 

  
２ 平成１９年度秋学期第１次第１回合否判定について 
 山本入試委員長及び両課程長から、平成１９年度秋学期第１次第 1 回合否判定（案）について説明が
あり、家庭教育課程 9 名、人間開発教育課程７７名、学部合計８６名（再入学１名を含む）を合格とし
たい旨の説明があり、承認された。なお、昨年同時期の合格者数は５３名である。 

 
３ 学生の異動について                        資料 ２ 

渡邉学生委員長から資料２により、正科生退学者１名、正科生休学者９名、正科生復学者３名、科目

等履修生終了者１７名、科目等履修生休学者７名、科目等履修生復学者４名について説明があり、承認さ

れた。 
                     
４ 学生生活のしおりについて               資料 ３ 

渡邉学生委員長から資料３により、「学生生活のしおり」について説明があり、９月の教授会をもって

完成させることが承認された。なお、ピアヘルパー、学生相談室、再配信併用授業などについて追加し

たほうが良いとの意見が出され、他にも意見があれば学生委員会委員に申し出ることとした。 
 
５ 再配信併用授業試行結果について                  資料 ４ 
浅井教授、田中専任講師、山本（恒）教授、小宮准教授の順で資料４により、春学期に試行した再配信

併用授業の結果について、学生の受け取り方、再配信併用授業の改善点、ライブ授業との比較、教員の

負担など詳細な説明があった。なお、山本（恒）教授から、再配信併用授業の拡大について同授業に参

加した学生全員が希望しているので、秋学期の試行の際には多くの教員の参加と履修登録までにどの科

目が再配信併用授業かを明らかにするよう協力要請があった。 
 
６ １９年度第１回 FD 研修会について                 資料 ５ 

水野学部長から資料５により説明があり、承認された。なお資料５下から 3行目の「ITC」を「ICT」
に訂正した。 

 
７ 平成１８年度自己点検評価書について                 資料 ６ 

水野学部長から配布した CD（資料６）について、訂正を要する事項あれば今週中に吉田事務局長まで
連絡して欲しいとの説明があり、承認された。 
 
８ 八洲学園大学就業体験学生受入規程（案）の制定について        資料 ７ 
吉田事務局長から資料７により、八洲学園大学就業体験学生受入規程（案）について、現在 1 名受け
入れていることを含めて詳細の説明があり、承認された。 

 
（報告事項） 
１ 委員会報告 
（入試委員会） 
山本（恒）入試委員長から８月８日に第５７回入試委員会を行い、平成１９年度第 1次第 1回合

否判定を行ったとの報告があった。 
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２ 課程会議報告（家庭教育課程、人間開発教育課程） 
   家庭教育課程の石井准教授から、7 月１８日と８月１日に行われた課程会議では、学生インタビ
ューの企画について、家庭教育アドバイザーについて、公開講座、幼稚園教諭の課程認定申請につ

いて、卒業研究演習・卒業論文についてなどが話し合われたとの報告があった。 
人間開発教育課程の山本課程長から、７月１８日に第３６回課程会議が行われ、中期計画につい

て、秋から予定している短期カレッジについて、また１９年度の人間課程の目標達成度についてな

どが議題にあがったとの報告があった。 
   
３ 共同研究報告（人間開発教育課程） 
   石田専任講師から、７月２５日に第３回共同研究会を行い、秋吉専任講師の発表と篠崎専任講師

司会のディスカッションが行われたとの報告があった。次回は９月１２日を予定している。 
 
４ 「私立学校・経営革新と経営困難」の最終報告について    資料８ 
  山本（恒）教授から資料８により、大学にとって大変嚴しい最終報告が日本私立学校振興・共済事

業団から出された旨の報告とそれに対する注意喚起があった。また、学生を増やすため方策がある場

合は、各課程の広報委員へ連絡することとした。 
 
５ その他  
・「学び直しプログラム」の結果等について 
浅井教授から、５月に報告した「学び直しプログラム」については採択されなかったが、今後、競

争的資金の獲得を図るための実績を作るためにも、短期カレッジについて推進していきたいなどの報

告があった。 
  
・教務上の連絡について 
中田教務委員長から、地震に被災した学生と精神的に学習の継続が難しい学生への便宜供与と秋学

期のシラバス（卒論関係を含む）入力の依頼があった。なお、シラバス入力の締切日については、教

員情報ページにアップされている旨説明があった。 
 
・災害対応マニュアルについて 
 水野学部長から、「災害対応マニュアル」の作成について学生委員会に依頼した旨の報告があった。 
  

 
 
  



273 

平成１９年度第６回教授会議事録 

 

日  時   平成１９年 ９月 １９日（水） １４時００時 ～ １６時 ２５分 

場  所   八洲学園大学８階会議室 

出 席 者   水野、中田、山本（恒）、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田、望月、山本（格）、
渡邉、石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、江田、大石、篠崎、田井、平良、塙 

欠 席 者  髙橋、高鷲、田中 
オブザーバー     和田、山本（皓） 
事 務 局 吉田、奥村、桑原 
定足数の確認  定数２７名のうち２４名出席で教授会成立 
 

議  題 

（審議事項） 

１ 平成１９年度第５回教授会議事録（案）の確認                    資料 １  
問題ないものとして確認した。 

  
２ 平成１９年度秋学期第１次第２回合否判定について 
 山本入試委員長及び両課程長から、平成１９年度秋学期第１次第２回合否判定（案）について説明が

あり、家庭教育課程６名、人間開発教育課程７９名、学部合計８５名を合格とし、すでに合格発表を済

ませている旨の説明があり、承認された。なお、昨年同時期の合格者数と比べると－１６名である。 
 
３ 学生の異動について                        資料 ２ 

渡邉学生委員長から資料２により、正科生退学者４名、正科生休学者６名、正科生復学者５名、科目

等履修生終了者１１名、科目等履修生退学者２名、科目等履修生休学者７名、科目等履修生復学者５名に

ついて説明があり、承認された。 
                     
４ 所属課程の変更ついて                  資料 ３ 

渡邉学生委員長から資料３により、２名の所属課程変更願いについて課程会議を経るべきところであ

るが、この秋学期からの変更を希望しているため、この教授会の審議ををもって決定したいとの説明が

あり、２名の所属課程変更が承認された。 
 
５ 学生生活のしおりについて                     資料 ４ 
渡邉学生委員長から資料４により、「学生生活のしおり」について説明があり、１９年度秋学期からの

学生の利用を考慮し、今日から 1週間以内にＨＰにＵＰしたいことなどの説明の後、９ページ目の「10）
資格に必要な単位」を「10）資格等に必要な単位」に訂正し、１３ページ目に教育訓練給付の項目を追
加することで「学生生活のしおり」の作成とＨＰにＵＰすることが承認された。 

 
６ 平成１９年度秋学期入学式について                 資料 ５ 

水野学部長から資料５により入学式について説明があり、承認された。 
 

７ 単位互換科目について                       資料 ６ 
中田教務委員長から資料６により、清風情報工科学院のカリキュラムの変更に伴い互換科目も変更に

なることについて説明があり、承認された。 
 
８ カリキュラム改定について                   資料 ７ 
望月カリキュラム特別委員長及び両課程長から資料７により、２０年度カリキュラム改定についての

趣旨と新カリキュラムの特徴について説明があり、両課程で春・秋の開設の時期、S・T履修の別、科目
の名称等更につめることを含め大綱として承認された。なお、家庭教育課程の新カリキュラムは幼稚園

教諭の養成を見込んだものであったが、この件は次年度以降のこととし、２０年度のカリキュラムとし

ては当該部分を削ることとした。 
  
 ９ 科目修得認証の新設について                  資料８ 
   山本課程長から資料８により、仕事移動診断士科目修得認証について説明があり、承認された。 
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 １０ 韓国語公開講座について                   資料９ 
   中田課程長から資料９により、秋学期の韓国語講座の開講について説明があり、承認された。なお、

本学教職員が受講した場合も他の市民と同様に受講料を納めることになる。 
   
 １１ 学長事務代理の設置について                 資料１０ 
   水野学部長から資料１０により、「学長に事故があった場合の措置について」の文案の説明があり、承

認された。 
 
 １２ 八洲学園大学学長選考規則の一部改正について         資料１１ 
   吉田事務局長から資料１１により、八洲学園大学学長選考規則の改正について説明があり、承認され

た。なお、この規則は理事会の審議も必要なため、１１月の理事会で決定される。 
   
（報告事項） 
１ 卒業予定アンケート実施結果について             資料１２ 
石井教務委員から資料１２より、８月に実施した第１回アンケートについて報告があった。アン

ケートの項目は、卒業を予定しているか、修得単位は何単位か、家庭教育アドバイザー資格を取得

するかの３点であるが、卒業を希望する者は５０％であった。なお、回収率は、３９．２％である。 
   

 
２ 委員会報告 
（入試委員会） 
山本入試委員長から第５８回入試委員会（運営委員会との合同会議）を開き、第１次第２回の合

否判定案を作成したことの報告があった。 
 
 （広報委員会） 

沼倉広報委員長から、学生アンケートについて、大学 HPのリニューアルについて、資料請求数
を出願者数に結びつける策について検討中であるとの報告があった。 

 
３ 課程会議報告（家庭教育課程、人間開発教育課程） 
   家庭教育課程の石井准教授及び中田課程長から、前回の教授会後開かれた３回の課程会議で、家

庭教育課程を活性化するための座談会、学生募集対策について、家庭教育アドバイザーの支援体制、

公開講座について、家庭教育研究所設置などが話し合われたとの報告があった。 
人間開発教育課程の山本課程長から、第３７回課程会議では中期計画の策定について、短期カレ

ッジについて、メッセージ教室などが議題にあがったとの報告があった。 
   
４ 共同研究報告（人間開発教育課程、家庭教育課程） 
   人間開発教育課程の石田専任講師から、第４回公開研究会を行い、塙、田井両専任講師から発表

があった後、デスカッションを行ったとの報告があった。次回は１０月３１日を予定している。 
家庭教育課程の平良専任講師から、８月５日にワーキンググループとして江田専任講師と渡邉教

授から発表があったこと、次回は 9月 26日開催の予定との報告があった。 
 
５ 中田課程長から、神奈川県主催のファミリーコミュニケーション運動の一環として本学参加の講演

があり、第一回目の岸先生の講演会は盛況であったとの報告があった。引き続き第２回、第３回が

予定されており、赤沼教授、福田教授の講演が行われる。 
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平成１９年度第７回教授会議事録 

 

日  時  平成１９年 １０月 １７日（水） １４時００時 ～ １７時３０分 

場  所  八洲学園大学８階会議室 

 

出 席 者  水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田、望月、山本（格）、 

渡邉、石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、江田、大石、篠崎、田井、平良、田中、塙 

欠 席 者  髙橋、 

オブザーバー       和田、山本（皓） 

事 務 局 吉田、奥村、桑原 

定足数の確認  定数２７名のうち２６名出席で教授会成立 

 

議  題 

（審議事項） 

１ 平成１９年度第６回教授会議事録（案）の確認                           資料 １ 

３ページ１１行目「家庭教育研究所」を「家庭教育研究会」に、同ページ下から６行目の「江田専任講師と渡邉

教授から」を「江田専任講師から」に訂正の上確認した。 

  

２ 平成１９年度秋学期第１次第３回、第２次第１、２回合否判定について 

 山本入試委員長、中田課程長及び関係入試委員から、事後承認に係る平成１９年度秋学期第１次第３回、第２

次第１回の合格者数と第２次第２回合否判定（案）について説明があり承認された。なお、第２次第２回の合格者

は、家庭教育課程２名、人間開発教育課程４１名、学部合計４３名であり、１９年度学部合計の合格者数は７５９名

（春学期４６６名、秋学期２９３名）である。 

 

３ 学生の異動について                                     資料 ２ 

渡邉学生委員長から資料２により、正科生退学者 7 名、正科生休学者１４名、正科生復学者２名、科目等履修

生終了者９６名、科目等履修生退学者３名、科目等履修生休学者１７名、科目等履修生復学者７名について説明

があり、承認された。 

                     

４ 所属課程の変更ついて                             資料 ３ 

渡邉学生委員長から資料３により、正科生１名の所属課程変更（人間開発教育課程から家庭教育課程に）に

ついて説明があり、承認された。なお、変更の時期は１９年秋学期である。 

 

５ 家庭教育アドバイザーの資格取得について                       資料 ４ 

中田家庭教育課程長から、日本家庭教育学会資格認定委員会にて話し合った結果、家庭教育アドバイザー

資格の取り扱いについては資料４の通りとするとの説明があり、家庭教育アドバイザーは日本家庭教育学会認定

資格であることの明示、書類の郵送先など再検討することとし、承認された。 

 

６ 教員の自己点検・評価について                               資料 ５ 

    水野学部長から、３年以内に外部評価（認証評価機関による評価）を受けなければならないことから、教員自身

の自己点検・評価を行うための本学の体制を資料５のように整えたいとの説明と山本（恒）教授から自己点検・評

価表について補足説明があった。審議の結果、出された評価項目等の意見について更に自己点検・評価委員

会で検討すること、評価表についてはさらに説明の機会をもつこととし、承認された。 

なお、教員の自己点検・評価（案）の資料中「自己点検評価」を「自己点検・評価」に、４頁１６行「願者」を「志願

者」に、４頁２１行目「議会」を「審議会」に訂正し、教員自己点検・評価表の資料の研究活動○レター（letter）の欄

「本学会では」を削除した。 

 

７ 教員の人事考課について                                   資料 ６ 

山本理事長補佐から資料６により、教員の人事考課について主にシステム面の説明 

があった。審議の結果、目標設定にあたっては、教育・研究面や経営の観点から設定すべきとする意見が出され、

今後検討することとした。また、今後の日程としては、１９年度中に説明会や試行（プリテスト）を行い、２０年度から

正式に実施する。人事考課の結果は、２０年度末か２１年度当初となるが、給与への反映は４月に遡って給与金

額に反映される。 
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８ 教員選考規程の申し合わせについて                           資料 ７ 

    水野学部長から資料７により、八洲学園大学教員選考規程の運用上の申し合わせについて説明があり、承認さ

れた。施行日は１０月１７日。 

 

 ９ 学長事務代理について                                    資料 ８ 

 中田課程長から、髙橋学長の事務代行を水野学部長が行うことについて運営委員会で決定したことが諮られ、

承認された。１１月の理事会での承認を得て最終決定となり、１２月１日付けで発令される。なお、水野学部長

は学長事務代理候補者となっているため、この議題の審議に加わらず退席した。 

 

 １０ 非常勤講師（森川みゆき）の資格審査について                    資料 ９ 

    水野学部長から資料９により、非常勤講師の森川みゆき氏に新たに保育実習１を担当していただくことについて

提案があり、承認された。 

 

 １１ 客員教授規程の制定について                              資料１０ 

    水野学部長から、八洲学園大学客員教授の規程を資料１０の通り制定したいとの説明があり、承認された。施行

日は１０月１７日。 

 

 

 １２ 公開講座規程の制定について                              資料１１ 

    吉田局長から資料１１により、公開講座規程の制定について作られた経緯などの説明があり、承認された。講座

ごとに特色があるため、この規程に定めのない事項については運営委員会で決定していくこととした。施行日は１

０月１７日。 

      

 

（報告事項） 

１ 秋学期卒業論文関係日程について 

平良教務委員より、１９年度秋学期開始の卒業研究演習について調整連絡会議を割愛したことの他、今後

のスケジュールについて報告があった。 

 

２ ２０年度教育課程について         資料１２ 

水野学部長から新カリキュラムの２０年度開講科目を原則として資料１２の通りとし、新設科目担当の先生に

ついては資格審査が必要なので履歴書・業績表などの書類を提出していただく場合があること、１１月２８

日に行われる人事委員会にて科目担当者を確定する予定であること、開講時期などについて若干の調整

が必要であり、１２月には確定したいとの説明があった。また、中田教務委員長から、家庭教育課程の専門

科目については、２１年度以降幼稚園教諭資格の専門科目を第１群に追加する予定との説明があった。 

  

  ３ ピアヘルパーの資格取得について                          資料１３ 

  生越教授から資料１３により、１９年度ピアヘルパー認定試験募集要項について報告があった。認定試験は、

２０年２月９日（土）に行われる。 

 

  ４ 委員会報告 

 （入試委員会） 

   山本入試委員長から、第５９回から６１回の入試委員会では、第１次第３回の合否判定、第２次第１回合否判

定、第２次第２回の合否判定案を作成したとの報告があった。 

 （紀要委員会） 

   高鷲紀要委員長から、紀要第４号の原稿については１０月末を締め切りとするのでそれまでに提出してほしい

という依頼があった。 

 （教務委員会） 

   渡邉教務委員から、１０月下旬に第２回目の卒業アンケートを行う予定であること、卒業希望者は１２月上旬に

卒業申請書により申請してほしいことを学生に通知済みであることの報告があった。 

 

５ 課程会議報告 

   石井准教授から、第１６回から１９回まで行われた家庭教育課程会議では、20 年度 

開講科目の検討、第３回日韓家庭教育学会シンポジウムについて、家庭教育アドバイザー資格認定の件を
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課程のブログへ掲載することについて、ピアヘルパー認定試験などが議題にあがったとの報告があった。 

   山本（恒）課程長から前回の教授会以降に行われた人間開発教育課程会議においては検討中の中期計画

について経営改善を織り込むことを検討していること、短期カレッジについてなどが話し合われたとの報告が

あった。続けて浅井教授から短期カレッジについて採算性も含めた内容の報告があった。 

 

６ 共同研究報告 

    平良専任講師から９月２６日に第２回小ワーキンググループが江田専任講師をリ- 

ダーとして研究を始めたこと、データベースグループも稼動し始めたこと、小ワーキンググループ参加の呼び

かけなどを行っていることなどの報告があった。 

    石田専任講師から１０月３１日に共同研究会を行う予定であるが詳細は決まりしだ 

   い告知するとの報告があった。 
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平成１９年度第８回教授会議事録 

 

日  時     平成１９年 １１月 ２１日（水） １４時００時 ～１６時３５分 

場  所     八洲学園大学８階会議室 

出 席 者    水野、中田、山本（恒）、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田、山本（格）,渡邉、 
石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、江田、大石、篠崎、田井、平良、田中、塙 

欠 席 者     髙橋、高鷲、望月 
オブザーバー   和田、山本（皓） 
事 務 局      吉田、奥村、桑原 
定足数の確認      定数２７名のうち２４名出席で教授会成立 
 

議  題 

（審議事項） 

１ 平成１９年度第７回教授会議事録（案）の確認                     資料 １  
      原案どおり確認した。 
 
２ 平成２０年度春学期募集要項及び入試判定日程について         資料 ２ 
 山本(恒)入試委員長から、平成２０年度春学期募集要項及び入試判定日程について説明があり、承認さ
れた。なお、入試判定案は、第２次第２回目を除き教授会の事後承認となる。 
 

３ 学生の異動について                         資料 ３ 
渡邉学生委員長から資料２により、正科生退学者１０名、正科生休学者１７名、正科生復学者１名、

科目等履修生終了者２１名、科目等履修生退学者４名、科目等履修生休学者１１名について説明があり、

承認された。なお、１０月教授会で終了が承認された科目等履修生９６名のうちの３名について、終了

の時期を１９年秋学期から１９年春学期へ訂正することとした。 
                     
４ 所属課程の変更ついて                   資料 ４ 

渡邉学生委員長から資料４により、学生１名が１９年秋学期から人間開発教育課程への変更を希望し

ているとの説明があり、承認された。 
 
５ 平成２０年度春学期学事予定について                 資料 ５ 
   中田教務委員長から資料５により、平成２０年度春学期の学事予定について、学生や教員の負担を軽

減する観点から、学期の途中に科目修得試験を受けられる仕組みを考え作成したなどの説明があった後

審議したが、技術的、手続き的問題等があって結論が得られなかったため、各課程に持ち帰り更に議論

を詰め、１２月教授会で再度審議することとした。 
 
 
６ ２０年度開講科目および開設科目の確定について            資料 ６ 

中田教務委員長から、２０年度から改正される開設科目は資料６の通りであり、年次配当や履修形

態などもほぼ決められているとの説明の後、両課程長からそれぞれの特色について説明があり、承認

された。なお、若干の微調整を必要とするため、１２月の教授会で最終決定とすることとした。 
 
７ 公開講座「短期カレッジ」の開設について               資料 ７ 
    浅井教授と山本（恒）教授から、資料７による説明と受講希望者が順調に増加していることなどの

説明があり、承認された。なお、公開講座で実施した科目を大学の正規の単位として認定する場合に

は、当該講座の担当者について資格審査することとした。 
 
 ８ 客員教授の認定について                       資料 ８ 
  水野学部長及び中田家庭教育課程長から資料８により、志村有弘非常勤講師に対し客員教授の称号

を付与することについて説明があり、承認された。 
 
 ９ 八洲学園大学学則の一部を改正する学則の制定について         資料 ９ 
    和田理事長から学則の一部改正について、演習科目のスクーリング受講料を倍としたいことなど、

八洲学園の財政状況も含めた説明があり、承認された。 
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（報告事項） 
１ 清風情報工科学院専門学校との覚書交換について           資料１０ 
   中田教務委員長から資料１０により、清風情報工科学院専門学校との単位互換ついて平成１９年

４月１日付けで覚書を交換したとの報告があった。 
 
２ 自己点検評価の予備調査について         資料１１ 
水野学部長及び山本（皓）理事長補佐から、自己点検評価について予備調査用の評価表最終版を

資料１１の通りとしたこと、今後のスケジュールなどの報告があった。給与に反映できるのは教員

の人事考課は２０年度から実施されるので、反映は２１年度からとなるとのことである。 
 

  ３ 委員会報告 
  （入試委員会）                            資料１２ 
    山本（恒）入試委員長から資料１２により、１９年度入学者数について報告があった。 
  
４ 課程会議報告 

    石井准教授から、第２０回から２４回まで行われた家庭教育課程会議では、学生 
団体の活動、学園祭について、家庭教育課程のブログについて、ウェブサイトの家庭教育課程の見

直し、学生募集について、家庭教育アドバイザー認定申請の件などが議題にあがったとの報告があっ

た。 
    山本課程長から前回の教授会以降に行われた人間開発教育課程会議においてはカリキュラム改定
に伴う非常勤講師も含めた人事計画を検討などの報告があった。 

 
６ 共同研究報告 
   石田専任講師から１０月３１日に第５回人間開発教育課程の公開研究会、１１月１４日に授業実験
配信に関する非公開の打合せについて報告があった。 
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平成１９年度第９回教授会議事録 

 

日  時     平成１９年 １２月 １９日（水） １４時００時 ～ １６時２４分 

場  所     八洲学園大学８階会議室 

出 席 者    水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田、望月、山本（格）、 
渡邉、石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、江田、大石、篠崎、田井、平良、田中、 
塙 

欠 席 者     髙橋、 
オブザーバー   和田、山本（皓） 
事 務 局      吉田、奥村、桑原 
定足数の確認      定数２７名のうち２６名出席で教授会成立 
 

議  題 

（審議事項） 

１ 平成１９年度第８回教授会議事録（案）の確認                     資料 １  
      原案どおり確認した。 
 
２ 家庭教育体験入学制度（仮称）について           資料 ２ 
 中田課程長から資料２により、家庭教育課程の入学者の増加を図るために、正科生として入学を希望

する者を対象に、平成２０年度からで体験入学制度を発足させることにしたいとする説明の後、和田理

事長から補足説明があり、承認された。なお、体験入学に当り、大学入学資格があるかどうかの審査は、

家庭教育課程で行うこととした。また、人間開発教育課程では別の形での体験入学について検討中であ

る。 
 

３ 平成２０年度春学期合否判定作業マニュアルについて          資料 ３ 
山本入試委員長から資料３により、２０年度春学期の合否判定作業マニュアルについて説明があり、

承認された。 
                     
４ 学生の異動について                       資料 ４ 

渡邉学生委員長から資料４により、正科生退学者１８名、正科生休学者５１名、科目等履修生終了者

５２名、科目等履修生退学者１６名、科目等履修生休学者３４名、復学者 1 名について説明があり、承
認された。なお科目等履修生１名について異動の内容を修了から終了へ訂正した。 

 
５ 平成２０年度春学期学事予定について                 資料 ５ 
   中田教務委員長から資料５により説明があり、審議の結果、大綱としてこの日程で実施することとし

た。 
 
６ 平成２０年度カリキュラム改定による開設科目の確定について       資料 ６ 
中田教務委員長から資料６により、１１月の教授会で承認された授業科目について単位数、履修形態、

担当教員、開講学期などが固まったとの説明があり、承認された。 
なお、授業科目の概要を 1月５日までに、またシラバスを 1月中に提出することとした。 

 
７ 短期カレッジ「コミュニケーション・スキル講座」の開設について    資料 ７ 
   沼倉教授から資料７により、公開講座短期カレッジについて説明があり、承認された。なお、この公

開講座は、１０名以上の受講生がある場合に開講するとした。また、公開講座の実施については、運

営委員会マターであることから、事後、単位として認める場合を除き教授会へは報告事項とすること

とした。 
 
 ８ 学長選考委員会について                       資料 ８ 
 水野学長事務代理から、本学学長選考規則による学長選考委員会が、理事長により設置されたこと及

び今後の同委員会開催予定について説明があった。これに関連して浅井教授から、学長候補者にたい

して、①数値目標を含めた目標設定、経営者と目標の実現に向けての努力、②マネジメントシステム

を設定、③学長選考規則第４条の改正の３点を要望したい旨意見があった。 
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 ９ 平成２０年度卒業研究演習および卒論の担当教員について        資料 ９ 
   中田教務委員長から資料９により、卒業研究演習および卒論の担当教員について説明があり、承認さ

れた。 
    
１０ 平成２０年度新規採用非常勤講師について      資料１０ 
   水野学長事務代理、中田家庭教育課程長及び山本人間開発教育課程長から資料１０により、２０年度

採用予定の非常勤講師について説明があり、承認された。 
      
１１ 八洲学園大学学則の改正について       資料１１ 
   吉田事務局長から資料１１により、本学学則の改正について新旧対照表に沿って説明があり、承認さ

れた。 
 
（報告事項） 
１ 特修生の科目修得認定について                   資料１２ 
   中田教務委員長から資料１２により、特修生１名の科目修得認定と１９年度秋学期から正科生への変

更について報告があった。 
 
２ 平成２０年 1月教授会等の日程変更について 
  水野学部長から１月の教授会については１６日から２３日へ変更し、定例教授会の前日開催する運営

委員会は、1月２２日に行う旨の報告があった。 
 
３ 紀要について 
  高鷲紀要委員長から、紀要４号の原稿締め切りを１月末へ延長したので、紀要に搭載希望者は締切日

まで提出するようにとの依頼があった。 
 
４ 日韓家庭教育シンポジウムについて         資料 １３ 
  嚴准教授から、平成２０年１月１８日に第３回日韓家庭教育シンポジウムを八洲学園大学で開催

することについて資料１３によって報告があった。 
 

  ５ 委員会報告 
  （入試委員会）                           
    山本入試委員長から第６３回の入試委員会では２０年度春学期合否判定作業マニュアルについ

て、トライアル入学制度について審議したとの報告があった。 
 
６ 課程会議報告（家庭教育課程、人間開発教育課程） 
石井准教授から、３度に亘って行われた家庭教育課程会議では、学則に掲げる「養成する人材」

について、２０年度の学事予定について、家庭教育研究会について、家庭教育課程卒業者の活躍の

場について、トライアル入学制度について、テキスト科目分散型試験方式についてなどが話し合わ

れたとの報告があった。山本課程長から第４０回と４１回の人間開発教育課程会議では、２０年度

から採用予定の非常勤講師について、２０年度学事予定についてなどが話し合われたとの報告があ

った。 
 
７ その他 
自己点検・評価委員長の水野教授から、メールで送信した自己点検評価表について説明文を読み

期日までに提出してほしいとの依頼があった。 
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平成１９年度臨時教授会（第２回）議事録 

 

日  時     平成１９年 １月 ２３日（水） １４時０９時 ～１６時１２分 

場  所     八洲学園大学８階会議室 

出 席 者    水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、岸、沼倉、福田、望月、山本（格）、 
渡邉、石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、江田、大石、篠崎、田井、平良、田中、 
塙 

欠 席 者     髙橋、生越 
オブザーバー   和田、山本（皓） 
事 務 局      吉田、奥村、桑原 
定足数の確認      定数２７名のうち２５名出席で教授会成立 
 

議  題 

（審議事項） 

学長候補者について（理事長による意向聴取） 
 この議題の性格上、理事長が議長となるのが適当との判断から、和田理事長の進行により議事が進め

られた。 
 水野学長候補者選考委員会委員長から配布資料により、委員会での審議経過について説明があった後、

質疑応答が行われ、引き続き教授会員から順に意見の開陳、次いで学長候補者として推薦された２名の

教授から大学をいかにするかについて意見の表明があった。 
理事長としては候補者の選考について、教授会の全会一致を期待したいが難しい面もありそうなので、

持ち帰り十分考え、改めて教授会に諮るか又は別の方法をとるとの発言があり、第２回臨時教授会を閉

会した。 
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平成１９年度第１０回教授会議事録 

 

日  時     平成１９年 １月 ２３日（水） １６時３０分～１７時４０分 

場  所     八洲学園大学８階会議室 

出 席 者    水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、岸、沼倉、福田、望月、山本（格）,
渡邉、石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、大石、篠崎、田井、平良、田中、塙 

欠 席 者     髙橋、生越、江田 
オブザーバー   和田、山本（皓） 
事 務 局      吉田、奥村、桑原 
定足数の確認      定数２７名のうち２４名出席で教授会成立 
 
議題審議に先立ち、審議を予定していた「６ 学部長選挙（選挙日程、投・開票立会人など）について」

は、学長が決定されるのを待って審議することとした。 
 

議  題 

（審議事項） 

１ 平成１９年度第９回教授会議事録（案）の確認                      資料１  
    原案どおり承認した。 
 
２ 学生の異動について                       資料２ 

渡邉学生委員長から資料２により、正科生退学者１５名、正科生休学者２１名、正科生復学者２名、

科目等履修生退学者９名、科目等履修生終了者２２名、科目等履修生休学者７名、特修生休学者１名に

ついて説明があり、承認された。 
 
３ 卒業論文の合否判定について          
平良教務委員から, 卒業論文の合否判定会議は１月３０日に予定していたがこれを改め、主査・副査
を中心に随時開催し、判定報告書を事務局伊藤さん経由で２月１３日までに教務委員会へ提出、２月の

教授会で審議願うとの説明があり、承認された。 
 
４ 家庭教育アドバイザー、地域スポーツインストラクターの証明書について   資料３         

渡邉学生委員長から学則第４１条に定める家庭教育アドバイザー、地域スポーツインストラクター基

礎資格の証明書については、資料３の通りとしたいとの説明があり、大筋において承認された。なお、

履修規程の別表第２が固まった時点で、家庭教育アドバイザーの証明書は再度審議することとした。ま

た、これら証明書の発行権者は、発行時点での学長であることを確認した。 
 

５ 卒業式日程について                           資料４ 
渡邉学生委員長から３月２９日に行う卒業式の式次第について資料４の通りとしたいとの説明があ

り、承認された。なお、表彰関係は、各課程長から積極的に推薦願うこととし、卒業式に関わる事項全

体を２月の運営委員会でオーソライズすることとした。 
  

（報告事項） 
１ 平成２０年度春学期学事予定について                   資料５ 
中田教務委員長から平成２０年度春学期学事予定について、資料５の通りテキスト履修科目について

課題提出の時期を２度に分散する方式を取り入れたことと、このことにより各教員は担当科目について

シラバスで課題提出の時期を明示するよう、高鷲教務委員から４月中旬に入学した学生は５月以降に課

題が提出できるようにしたとそれぞれ説明があった。 
 

２ 平成２０年度開講科目について      資料６ 
中田教務委員長から、平成２０年度開講科目について資料６の通りと理解しているとの説明があった

後、各教員に訂正・追加を求めたところ多くの教員から訂正等の希望が出され修正した。 
２０年度春学期開講科目でテキストが作成されていないものについては、市販本を用いるとか、スク

ーリング時に教材配布をするなどの工夫をしてほしい旨の依頼があった。 
 

３ 平成２０年度春学期卒業予定者の卒業研究演習と卒業論文について       資料７ 
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平良教務委員から、２０年度春学期卒業予定者の卒業研究演習と卒業論文については、大学設置申請

時に卒論担当とされていた教員を対象として、資料７の通りとするとの報告があった。また、資料７中、

「５）研究指導の方法について」を「５）卒業研究指導の方法について」に訂正した。なお、卒論担当

教員については、専任教員全員が担当すると決まっていることと今回の報告が整合性の点でずれている

ことから、調整の上、再度報告することとした。 
 
４ 単位修得見込証明書について              資料８ 
中田教務委員長から単位修得見込証明書及び成績証明書について資料８の通りとするとの報告があ

った。なお、単位修得見込証明書中、成績が記入されている部分は、単位修得年度及び学期を記入する

ように訂正することとした。 
 
５ 体験入学制度について 
山本人間開発教育課程長から人間課程教育課程ではミニ授業を行うとの報告があった。このことによ

り、家庭教育課程は正規授業で、人間開発教育課程はミニ授業を行うことにより、体験入学制度を発足

させることになる。規程制定関係は２月の教授会を予定しているが、実施主体は各課程、調整は運営委

員会となる。 
     
６ 委員会報告（入試委員会） 
山本入試委員長から、入試委員会では２００８年度春学期の合否判定の準備を行い、２月１２日火曜

日から合否判定が始まるとの報告があった。 
 
７ 課程会議報告（家庭教育課程、人間開発教育課程） 
石井准教授から家庭教育課程会議では学生募集対策について、家庭教育アドバイザー、学習ガイド、

地域スポーツインストラクター基礎資格、家庭教育課程の現状と問題点などについて話し合われたとの

報告があった。 
山本人間開発教育課程長より、人間開発教育課程会議では履修モデル、短期カレッジ、人間開発教育

課程のウェブサイト、学長選考などについて話し合ったとの報告があった。 
 
８ 共同研究報告（家庭教育課程） 
平良専任講師から、江田講師を中心とするワーキンググループが日韓家庭教育シンポジウムで発表し

ていること、共同研究中間報告の原稿を２月１０日までに提出してほしいとの報告があった。 
  
９ その他 
 水野学長事務代理から、授業の実施について遺漏のないようにとの発言の後、和田理事長から、サ
イバー大学の不祥事について関連して本学での本人確認に関する対応をHPにアップしたので確認して
ほしい、また、本人確認に関しスクーリング中に気づいたことがあったらすぐに教務委員会へ報告して

ほしいとの発言があった。 
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平成１９年度臨時教授会（第３回）議事録 

 

日  時     平成１９年 ２月 ２０日（水） １４時０９時 ～１４時２６分 

場  所     八洲学園大学８階会議室 

出 席 者    水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田、望月、山本（格）、 
渡邉、石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、江田、大石、篠崎、田井、平良、田中、 
塙 

欠 席 者     髙橋、 
オブザーバー   和田、山本（皓） 
事 務 局      吉田、奥村、桑原 
定足数の確認      定数２７名のうち２６名出席で教授会成立 
 

議  題 

（審議事項） 

学長候補者について（理事長による意向聴取） 
  この議題の性格上、理事長が議長となるのが適当との判断から、和田理事長の進行により議事が進

められた。 
  和田理事長から、２０年度春学期の学生募集の現況と１学科制への改組、山本（恒）教授を学長候

補者に、水野教授を副学長候補者とする旨の発表があった。 
議長の指名により、学長候補者から学長に就任後の大学改革の取り組みについて意見の開陳があっ

た後、理事長から、教授会員に対し意見を求めたが特に発言はなく、臨時教授会を閉会とした。 
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平成１９年度第１１回教授会議事録 

 

日  時     平成１９年 ２月 ２０日（水） １４時２６分～１６時３０分 

場  所     八洲学園大学８階会議室 

出 席 者    水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田、望月、山本（格）,
渡邉、石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、江田、大石、篠崎、田井、平良、田中、

塙 
欠 席 者     髙橋 
オブザーバー   和田、山本（皓） 
事 務 局      吉田、奥村、桑原 
定足数の確認      定数２７名のうち２６名出席で教授会成立 
 
議  題 

（審議事項） 

１ 平成１９年度第１０回教授会議事録（案）の確認                      資料１  
原案どおり確認した。 

 
２ 平成２０年度春学期入試第一次第 1回合否判定について 
入試委員長及び中田課程長から、合否判定（案）について家庭教育課程２５名、人間開発教育課程７

４名、合計９９名を合格としたいとの説明と水野学長事務代理から、運営委員会でも可とされている旨

の説明があり、事後承認された。 
 
３ 学生の異動について                       資料２ 
渡邉学生委員長から資料２により、正科生退学者３名、正科生休学者１４名、正科生復学者３名、科

目等履修生退学者４名、科目等履修生終了者４名、科目等履修生休学者２名について説明があり、承認

された。 
 
４ 家庭教育アドバイザー取得のための履修科目等について           資料３         

渡邉学生委員長から、家庭教育アドバイザー資格を取得するためには、①資料３の別表２（改訂）に

掲げる科目区分に応じた単位を修得し、かつ、卒業要件を満たしていることが必要であること。②本学

卒業後に、資料３の別表２（改訂）に掲げる科目区分に応じた単位を修得しても家庭教育アドバイザー

資格を取得できることを明示したことの説明あり、承認された。 
 
５ 編入学生の単位認定（単位の割振り）について               資料４ 
中田教務委員長から資料４により説明があり、カリキュラム改定に伴って各課程の 2年次・3年次相当
の編（転）入学について、それぞれは資料４の表の通り単位を割り振ること、水野学長事務代理から、

この規程の第 6条については削除することを運営委員会で決定したとの説明があり、2点について承認さ
れた。 

 
６ 卒業判定会議について                         資料５ 
渡邉教務委員から資料５により、卒業判定は 3月 5日に臨時教授会で行いたいとの説明があり、承認

された。また、水野学長事務代理から、教授会成立のために、必ず出席するよう要請があった。 
 

 ７ 平成１９年度卒業式について                     資料６ 
渡邉学生委員長から卒業式について表彰、懇親会などの説明があり承認された。 

  
８ 平成２０年度入学式について                     資料７ 
渡邉学生委員長から入学式について午前中にオリエンテーションを行うことなど説明があり承認さ

れた。 
  
 ９ FD研修会について                          資料８ 
水野学長事務代理から資料８により、第２回 FD 研修会について説明があり承認された。司会は第 1
部が吉田事務局長、2部が中田教務委員長である。 
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１０ 八洲学園大学履修規程の一部改正について               資料９ 
中田教務委員長から、八洲学園大学履修規程の一部改正について資料９の新旧対照表により説明があ

り、承認された。なお、資料記載の授業科目の一部について、訂正することとした。 
 

１１ 八洲学園大学特修生規程の一部改正について              資料１０ 
中田教務委員長から、２０年度からカリキュラム改訂により八洲学園大学特修生規程についても資料

１０の通りとしたいとすると説明があり、承認された。同資料中の授業科目の一部について訂正するこ

ととした。 
 
１２ 八洲学園大学体験入学に関する規程の制定について           資料１１ 
吉田事務局長から資料１１により八洲学園大学体験入学に関する規程について説明があり、承認され

た。本日付けで施行する。 
 
１３ その他                               資料１２ 
浅井教授から、社会教育主事、司書、学芸員の資格科目及び科目修得認証の科目について資料１２に

より説明があり、承認された。なお、授業科目の一部について訂正することとした。 
    
（報告事項） 
 １ 卒業予定者の成績早期提出について 
中田教務委員長から、卒業を予定している学生は質問機能を使って科目担当の教員に早期採点希望の

連絡をしてくるので、成績の入力を２５日までに行うよう依頼があった。 
 
 ２ 卒業論文合格者について                       資料１３ 
平良教務委員から、１９年度卒業論文について申請した８名がすべて合格したとの報告があった。こ

の件に関し、論文題目を卒業論文合否判定時のものに訂正し、教授会資料とするよう指摘があった。卒

業論文は２部のうち１部は主査が、他の１部は図書館で保管することとした。 
  
３ 平成２０年度春学期授業時間割について                資料１４ 
中田教務委員長から、２０年度春学期スクーリング日程について資料１４の通りとした旨の報告があ

った。通常火曜日の「自律の精神と家庭教育」の担当教員を田中マリア専任講師に訂正し、週末２期と

５期にそれぞれ担当教員を含め、「英語Ⅰ」及び「英語Ⅱ」を、週末４期には「企業人文論（東洋）」を

追加することとした。 
 
 ４ 自己点検・評価のまとめについて 
水野学長事務代理から、自己点検・評価の予備調査を終え、反省点が報告された。全学ビジョン、課

程の目標を設定するべきだ。②最終評価の評点の開きについて、人事評価の周知についてなどの課題も

明らかになったというものである。これらのことについては、後ほど整理し、次の執行部に引き継ぐと

している。 
   

  ５ 非常勤講師の委嘱について                      資料１５ 
水野学長事務代理から資料１５により、非常勤講師を依頼する場合、本務校に採用期間を明記し依頼

し同意をもらうようにし、本人には、採用期間を明示した労働条件通知書と辞令を一緒に渡すこととし

た旨の報告があった。２０年度の 4月採用分から適用される。 
 
６  課程長選出について 
水野学長事務代理から課程長任期が 3月末までとなるので、３月１０日までに課程長を選出して 3月

19日の教授会で承認を得ることとしたいとの報告があった。 
 
７ 委員会報告 
（入試委員会） 
山本入試委員長から、２月１３日の入試委員会では議事録の確認の他、２００８年度春学期第 1次第
一回の合否判定を行ったとの報告があった。 
（紀要委員会） 
高鷲紀要委員長から、紀要第４号を作成するので、原稿を早めに出してほしいとの依頼があった。 
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８ 課程会議報告（家庭教育課程、人間開発教育課程） 
石井准教授から２回にわたる家庭教育課程会議では神奈川大学生涯教育協議会の公開講座に参加す

ること、家庭教育アドバイザー、身体運動文化インストラクター基礎資格について学生に知らせること

などが話し合われたとの報告があった。 
山本人間開発教育課程長より、人間開発教育課程会議では特別研究について、ミニ授業について、SS
科目について、WEBサイトの更新などについて話し合ったとの報告があった。 

 
８ 共同研究報告（人間開発教育課程） 
石田専任講師から、2月 23日に八洲学園高校新宿校で配信実験を行う予定であると報告があった。 

 
９ その他 
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平成１９年度臨時教授会（第４回）議事録 

 

日  時     平成１９年 ３月 ５日（水） １４時００時 ～ 時  分 

場  所     八洲学園大学８階会議室 

出 席 者    水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、 
福田、望月、山本（格）,渡邉、石井、小宮、関、秋吉、江田、 
大石、篠崎、田井、平良、田中、塙 

欠 席 者     髙橋、嚴、石田 
オブザーバー   和田、山本（皓） 
事 務 局      吉田、奥村、桑原 
定足数の確認      定数２７名のうち２４名出席で教授会成立 
 

議  題 

（審議事項） 

卒業認定について 
渡邉教務委員から資料による説明があった後、審議の結果、家庭教育課程 3２名、人間開発教育
課程 3３名の卒業を認定した。学生への通知は内部手続き完了後、行うこととした。なお、卒業所
要単位数は満たしているものの科目区分上、不足単位のある家庭教育課程所属の学生３名について

は保留とし、19日の教授会にて再度審議することとした。 
   吉田事務局長から、卒業に関連して学位記の名義人を学長とするか学長事務 
  代理とするかについて教授会の判断を仰いだが、文部科学省に確認することとなった。 
 
  
大学の改革について 

    山本恒夫次期学長から資料により、八洲学園大学の改革について詳細な説明があった。 
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平成１９年度第１２回教授会議事録 

 

日  時     平成２０年 ３月 １９日（水） １４時００分～１７時０９分 

場  所     八洲学園大学８階会議室 

出 席 者    水野、中田、山本（恒）、高鷲、赤沼、浅井、生越、岸、沼倉、福田,望月、山本（格）,
渡邉、石井、嚴、小宮、関、秋吉、石田、江田、大石、篠崎、田井、平良、田中、

塙 
欠 席 者     髙橋 
オブザーバー   和田、山本（皓） 
事 務 局      吉田、奥村、桑原 
定足数の確認      定数２７名のうち２６名出席で教授会成立 
 
議  題 

（審議事項） 

１ 平成１９年度臨時教授会（第３回、第４回）及び第１１回教授会議事録（案）の確認   資料１  
   原案どおり確認した。 
 
２ ２０年度春学期入試第１次第２回合否判定について 

山本（恒）入試委員長及び中田課程長から、合否判定（案）について家庭教育課程２０名、人間開発

教育課程１１７名、合計１３７名を合格としたとの説明があり、事後承認された。なお、家庭教育課程

の体験入学者は５名であり、当然出願者数には含まれていないが、来期以降入学出願があれば、家庭教

育課程において資格審査済みなので、自動的に合格となる。 
 
３ 学生の異動について                       資料２ 
渡邉学生委員長から資料２により、正科生退学者１名、正科生休学者５名、正科生復学者１０名、科

目等履修生終了者２名、科目等履修生休学者４名、科目等履修生復学者９名、特修生休学１名について

説明があり、承認された。 
 
４ 第二次卒業判定について                         資料３         

渡邉教務委員から、机上配布された資料３により説明があり、５名の学生の卒業を認 定した。ただ

し、内２名の学生は、専門科目について総数では卒業所要単位を満たしているものの各群別に見ると単

位不足の群があるので、関連科目からの読み替え、学生指導など家庭教育課程において適切な措置を行

うことを条件とした。 
 

５ 卒業生の表彰について               
渡邉学生委員長からこのことについて説明があり、今回の卒業式での表彰は課程長表彰とし、各課程

から対象者を渡邉学生委員長に提出することとした。 
 
６ 少人数科目の開講について                       
山本（恒）教授から、非常勤講師担当のＳ科目については、講義形式は１０名以下、演習形式は５名以

下の場合、開講しないとする経営サイドの方針について説明があり、審議の結果、承認された。非常勤講

師、学生への周知などの手続きを経て、秋学期から本格導入することになった。 
 
７ 卒業論文指導申請について                        資料４ 
中田教務委員長から資料４により、０８年春学期卒業研究演習申請者について諮られ、各課程におい

て卒業論文指導申請学生と接触し、詰めていくこととした。 
 
８ 科目修得認証の新設について                       資料５ 
山本（恒）人間開発教育課程長、沼倉教授、塙専任講師から資料５により、「社会人基礎力（Ⅰ）」科

目修得認証、「税財務・ファイナンスプランナー基礎スキル」科目修得認証の２つの科目修得認証を設

けたいとの説明があり、承認された。 
  
９ 履修証明の新設について                         資料６ 
山本（恒）人間開発教育課程長、石田専任講師から資料６により、「日本語基礎スキル」の履修証明



291 

を新設することについて説明があり、承認された。 
  
１０ 昇任人事について（昇任対象者は退席）                  資料７ 

水野人事委員長から、平良専任講師、石田専任講師、秋吉専任講師の准教授への昇任、小宮准教授、

関准教授の教授昇任について説明があり、承認された。昇任は、平成２０年４月１日付けで行われ、同

日付けで小宮准教授、関准教授は退職する。 
 
１１ 次期課程長の選出について                        資料８ 

石井准教授及び篠崎専任講師から説明があり、家庭教育課程からは中田教授が、人間開発教育課程か

らは沼倉教授が２０年４月１日から２年間、課程長となることが承認された。また、家庭教育課程では

石井准教授が、人間開発教育課程では浅井教授が副課程長となるとの報告があった。 
 
１２ 大学教員資格の審査について                       資料９ 

水野人事委員長から、鈴木啓之氏と岩井貴生氏について資料９により説明があり、人事委員会での大

学教員としての資格審査の結果、准教授として相応しいとの結論を得たので、教授会としての判断を求

めたいとする提案があり、承認された。 
 
１３ その他                                資料１０ 
 １）水野学長事務代理から、八洲学園大学副学長規程（案）、八洲学園大学特任教授規程（案）、八洲学

園大学相談役規程（案）の３規程（案）について資料１０により説明があり、承認された。 
 

 ２）浅井教授から、山本（恒）教授の学長就任に伴い２０年度春学期の社会教育主事に関する科目（生

涯学習学研究法（演習））の開設時期の変更することと人間開発教育課程の特別研究科目開設に関し、

卒業所要単位に含めるのは８単位を限度とすること、１学期に２科目を超えて履修できないとする

履修制限を設けたいとの提案があり、承認された。 
    
（報告事項） 
 １ 履修規程、編転入学規程及び特修生規程の改正について         資料１１ 
  吉田事務局長から資料１１の内容に疑問がある場合は申し出てほしいとの依頼があった。 
 
 ２ 学位記の名義人について 

卒業証書に記載される名義人については文部科学省大学設置室に確認したところ、高橋進学長名で

学位記を作成したとの報告があった。 
  
３ ２０年度春学期行事予定の一部訂正について                      
中田教務委員長から学事予定について 8月 9日と 1０日の「予備日」を「試験日」に変更したとの

報告があった。 
 
４ 清風情報工科学院単位互換について 
中田教務委員長から清風情報工科学院の単位互換に関し、同校の 20 年度の科目は 4 月下旬ごろ清
風情報工科学院から報告されるので、読み替えを行い単位を認めるとの報告があった。 

  
５ １９年度ピアヘルパー資格について             資料１２ 

生越教授から資料１２により、１１名が受験したが 9名が合格したと報告があった。なお、資料中
「日本カウンセラー協会」を「日本教育カウンセラー協会」に訂正することとした。 

 
６ 韓国語講座の開講について                   資料１３ 
嚴准教授から韓国語講座について資料１３により説明があり、承認された。 
実用韓国語Ⅱの開講の曜日を「木曜日」を「水曜日」に訂正した。なお、受講料は、運営委員会で

１万円とすることとした。 
  

  ７ 第１回家庭教育研究会について                 資料１４ 
石井准教授から資料１４により、3月 26日に家庭教育研究会の第１回活動報告会を行うとの報告があっ
た。 
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８  委員会報告 
（入試委員会） 
山本（恒）入試委員長から、3 月１2 日の入試委員会では議事録の確認の他、２００８年度春学期
第 1次第２回の合否判定を行ったとの報告があった。 

 
（学生委員会） 
渡邉学生委員長から、エリック・グレイ氏から博士論文に合格したこと及びその作成にあたり本学

の協力に対し謝辞があったとの報告があった。 
 
９ 課程会議報告（家庭教育課程、人間開発教育課程） 
石井准教授から２回にわたる家庭教育課程会議では、授業料の改定について, 再配信授業について、

幼稚園教諭免許課程の設置について、ＳＳ科目の決定について、学生団体について、学生表彰につい

て、課程運営のあり方などについて話合いを行ったとの報告があった。 
続いて山本（恒）人間開発教育課程長から、人間開発教育課程会議では、ミニ授業、公開講座、短

期カレッジについてなどが話し合われたとの報告があった。 
浅井教授から短期カレッジについて好評の内に終了したと報告があった。 

 
１０ 共同研究報告（人間開発教育課程） 

石田専任講師から、2月 23日に八洲学園高校新宿校で配信実験を行い、成果を上げることができた
との報告があった。 

 
１１ その他 
１） 沼倉教授から、山本（恒）教授担当のテキスト科目について、浅井教授や田井専任講師が副担任

となり山本（恒）教授の負担を軽くするための措置をとったとの報告があった。 
２） 中田教務委員長及び高鷲教授から、「資料組織演習」担当の片山ふみ先生の就職に伴い他の先生

に交代することになったとの報告があった。 
３） 吉田事務局長から、事務局は３階から１階へ移動したこと及び４月 1日付けで事務局長には松浪
氏が就任するとの報告があった。 

４） 中田課程長から退職される関准教授と小宮准教授にねぎらいの言葉があり、両准教授から挨拶が

あった。 
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